
徳
　
川
　
美
　
術
　
館



AAA



加藤祥平　『山上宗二記』所載の引拙所持「灰被天目」の再同定─伝来と箱書の功罪─

図1　灰被天目（茶碗11） 姿

図2　灰被天目（茶碗11） 高台



加藤祥平　『山上宗二記』所載の引拙所持「灰被天目」の再同定─伝来と箱書の功罪─

図3　灰被天目（茶碗24） 姿

図4　灰被天目（茶碗24） 高台図5　灰被天目（茶碗24） 見込



安藤香織　建中寺蔵「仏涅槃図」

図1　仏涅槃図　本紙全図　建中寺蔵　提供：株式会社便利堂



安藤香織　建中寺蔵「仏涅槃図」

図2　仏涅槃図　釈迦部分　建中寺蔵

図3　仏涅槃図　会衆（観音菩薩部分）　建中寺蔵

図4　仏涅槃図　会衆（勢至菩薩部分）　建中寺蔵



安藤香織　建中寺蔵「仏涅槃図」

図5　仏涅槃図　会衆（仏弟子部分）　建中寺蔵

図6 仏涅槃図　
 会衆（阿修羅部分）　建中寺蔵

図7 仏涅槃図　
 会衆（龍王部分）　建中寺蔵



安藤香織　建中寺蔵「仏涅槃図」

図9　仏涅槃図　獅子部分　建中寺蔵

図8　仏涅槃図　描表装（部分）　建中寺蔵



安藤香織　建中寺蔵「仏涅槃図」

図10　仏涅槃図　全図　相応寺蔵



安藤香織　建中寺蔵「仏涅槃図」

図11-1 仏涅槃図　
 会衆（帝釈天部分）　建中寺蔵

図11-2 仏涅槃図　
 会衆（帝釈天部分）　相応寺蔵

図12-1 仏涅槃図　
 会衆（天部部分）　建中寺蔵

図12-2 仏涅槃図　
 会衆（天部部分）　相応寺蔵



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

一

　

は　

じ　

め　

に

一　

徳
川
美
術
館
蔵
の
「
張
成
造
」
銘
作
品

二　

文
献
上
で
の
張
成
の
評
価

　
（
一
）　

中
国
の
文
献
に
見
る
張
成

　
（
二
）　

日
本
の
文
献
に
見
る
張
成（
以
上
、
本
輯
）

（
以
下
、
次
輯
以
降
に
予
定
）

三　
「
張
成
造
」
銘
の
あ
り
方

四　

道
具
帳
に
見
る
張
成
作
品

　

お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
彫
漆
と
は
、
器
物
の
表
面
に
漆
を
何
度
も
塗
り
重
ね
て

層
を
作
り
、
そ
こ
に
文
様
を
彫
り
表
す
漆
芸
技
法
の
現
代
的
な
総
称
を
指
す
。
南
宋
時

代
に
そ
の
技
術
が
確
立
し
、
元
時
代
か
ら
清
時
代
を
経
て
、
数
多
く
製
作
さ
れ
た
。
彫

漆
作
品
の
み
な
ら
ず
漆
工
品
の
研
究
で
は
、
近
年
の
科
学
技
術
の
進
展
に
伴
い
、
用
い

ら
れ
て
い
る
材
料
の
成
分
分
析
や
、
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
な
ど
を
用
い
た
科
学
分
析
に

よ
る
内
部
構
造
を
検
討
す
る
研
究
で
デ
ー
タ
も
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
科
学
分
析
を
用
い

た
調
査
は
製
作
年
代
や
製
作
工
程
に
つ
い
て
の
有
効
な
デ
ー
タ
を
得
ら
れ
る
一
方
、
こ

れ
ら
は
作
品
を
中
心
と
し
た
調
査
や
文
献
史
料
か
ら
の
分
析
を
補
強
す
る
た
め
の
手
段

の
一
つ
で
あ
る
。
現
存
作
例
と
文
献
史
料
と
の
双
方
か
ら
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
第

一
義
で
あ
る
が
、
彫
漆
の
研
究
課
題
は
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
現
存
作
例
と
文
献

史
料
と
を
網
羅
的
に
蒐
集
し
た
『
彫
漆
』
で
荒
川
浩
和
氏
は
彫
漆
作
品
の
研
究
に
つ
い

て
八
点
の
課
題
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
作
品
の
検
討
の

必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
張
成
と
は
、
元
時
代
の
人
物
で
、
彫
漆
の
名
手
で
あ
っ
た

と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
彫
漆
の
名
手
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
張
成
の
作
品
に
つ

い
て
個
別
具
体
的
に
検
討
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
く
、
こ
の
通
説
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ

れ
る
形
で
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
荒
川
氏
の
指
摘
を
も
と
に
、
徳
川
美
術
館
が

所
蔵
す
る
「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
現
存
作
例
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
検
討
す
べ
き
課
題

と
し
て
次
の
三
点
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

板
　
谷
　
寿
　
美



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

二

第
一
点
目
は
張
成
の
作
風
の
問
題
で
あ
る
。
張
成
の
彫
漆
作
品
の
特
徴
を
記
し
た

『
格
古
要
論
』
で
は
「
朱
薄
而
不
堅
者
多
浮
起
」
と
あ
り
、『
清
秘
藏
』
で
も
「
第
用
朱

不
厚
間
多
敲
裂
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
漆
の
積
層
が
薄
く
、
亀
裂
も
多
い
旨
を
記

す
。
し
か
し
現
存
す
る
「
張
成
造
」
銘
の
あ
る
作
品
は
、
漆
の
積
層
は
必
ず
し
も
薄
い

よ
う
に
は
見
え
ず
、
亀
裂
や
断
文
が
少
な
い
場
合
も
多
く
見
受
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
記

述
と
は
一
致
し
な
い
作
品
も
多
い
。
第
二
点
目
は
「
張
成
造
」
銘
の
針
書
の
問
題
で
あ

る
。「
張
成
造
」
銘
は
基
本
的
に
針
書
で
記
さ
れ
る
が
、
複
数
の
筆
跡
が
存
在
す
る
。

偽
銘
も
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
筆
跡
に
つ
い
て
『
彫
漆
』
内
で
は
画
像
紹
介
に
留
ま
る
。

銘
の
真
贋
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
共
通
点
や
特
徴
を
見
出
せ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
第
三
点
目
は
張
成
の
彫
漆
作
品
の
受
容
の
問
題
で
あ

る
。
彫
漆
作
品
を
製
作
す
る
名
手
と
さ
れ
る
張
成
の
作
品
は
将
軍
家
・
大
名
家
で
の
御

飾
り
や
茶
の
湯
な
ど
、
日
本
の
唐
物
数
寄
の
世
界
で
珍
重
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

も
の
の
、
具
体
的
な
受
容
に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
作
品
の
基
準
作
が
現
状
確
認
で
き
な
い
中
、
右
の
三
点
の
課

題
に
十
分
に
応
え
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
徳
川
美
術
館
が
所
蔵
す

る
「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
作
品
の
検
討
と
江
戸
時
代
に
用
い
ら
れ
て
い
た
道
具
帳
の
記

述
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
右
の
課
題
を
解
明
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
た
い
と

考
え
る
。一　

徳
川
美
術
館
蔵
の
「
張
成
造
」
銘
作
品

徳
川
美
術
館
は
彫
漆
作
品
を
多
く
所
蔵
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
張
成
造
」
銘
あ
る

い
は
そ
れ
に
準
ず
る
銘
の
入
っ
た
作
品
が
計
二
十
二
点
存
在
す
る
。
内
訳
は
盆
十
点
・

香
合
七
点
・
天
目
台
二
点
・
食
籠
一
点
・
印
籠
一
点
・
香
炉
台
一
点
で
あ
る
。
こ
こ
で

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

は
器
種
別
に
概
要
を
紹
介
す
る
。
作
品
名
は
便
宜
上
、
現
在
徳
川
美
術
館
で
使
用
し
て

い
る
名
称
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。
各
作
品
は
器
種
ご
と
に
徳
川
美
術
館
で
現
在
用
い
て

い
る
作
品
番
号
順
に
並
べ
た
。
時
代
・
世
紀
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
徳
川
美
術
館
で

比
定
さ
れ
て
き
た
年
代
を
付
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
「
張
成
造
」
銘
の
入
っ
た
作
品
の

製
作
年
代
を
今
後
検
討
し
て
い
く
上
で
の
参
考
と
し
て
捉
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

凡
例

・
丸
括
弧
内
の
「
盆
〇
」
な
ど
の
表
記
は
作
品
番
号
で
あ
る
。

・『
彫
』
は
徳
川
美
術
館
・
根
津
美
術
館
編
『
彫
漆　

う
る
し
の
レ
リ
ー
フ
』（
徳
川

美
術
館
・
根
津
美
術
館
、
一
九
八
四
年
）の
図
版
番
号
を
示
す
。

・『
唐
』
は
徳
川
美
術
館
編
『
徳
川
美
術
館
名
品
集
②　

唐
物
漆
器
―
中
国
・
朝
鮮
・

琉
球
―
』（
徳
川
美
術
館
、
一
九
九
七
年
）の
図
版
番
号
を
示
す
。

・
箱
書
な
ど
の
墨
書
で
改
行
が
あ
る
場
合
に
は
「
／
」
で
記
す
。

・
以
下
、
左
に
取
り
上
げ
る
二
十
二
点
の
作
品
を
本
文
中
で
示
す
場
合
に
は
①
～
㉒

の
番
号
で
記
載
す
る
。

【
盆
】

①
堆
朱
牡
丹
文
盆　

彫
銘｢

張
成
造｣

（
盆
3
。『
彫
』
№
3
、『
唐
』
№
38
）

元
時
代
・
十
四
世
紀

高
三
・
二
糎
、
径
二
七
・
〇
糎
、
高
台
径
二
一
・
一
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
大
盆　

張
成
造
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
1
「（
黒
文
円
印
「
納
」）九
番
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
2
「「（

朱
字
）

天
／
盆
」
六
号
」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
重
ね
、
黒
漆
層
を
一
筋
挟
み
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

三

漆
の
積
層
は
厚
く
、
直
角
に
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。
見
込
に
牡
丹
が
彫
り
表
さ
れ
る
。

文
様
は
彫
り
の
深
さ
を
変
え
た
、
い
わ
ゆ
る
二
重
彫
り
と
し
て
お
り
、
立
体
的
に
入
り

組
ん
だ
意
匠
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
裏
面
は
屈
輪
唐
草
文
で
あ
る
。

黒
漆
塗
の
高
台
内
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
一
糎
。

銘
の
ほ
か
、
底
裏
中
央
に
は
朱
漆
で
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
で
使
用
さ
れ
て
い
た
パ
ス
パ
文

字
が
記
さ
れ
る
。
高
台
内
の
黒
漆
は
濃
い
茶
色
を
呈
し
て
お
り
、
表
面
に
は
気
泡
が
多

く
見
ら
れ
る
。

②
堆
朱
菊
椿
梔
子
桃
文
盆　

彫
銘｢
張
成
造｣　

 

朱
漆
印｢

頴
川
東
房｣

（
盆
5
。『
唐
』

№
46
）

明
時
代
・
十
五
世
紀

高
二
・
九
糎
、
径
一
四
・
八
糎
、
高
台
径
九
・
三
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
唐
花
彫
／
御
丸
盆
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
「「（

朱
字
）

天
／
盆
」
四
拾
八
号（
朱
文
円
印
「
良
順
」）」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。
く
す
み
の
あ
る
濃
い
朱
色
を
呈
す
る
。

漆
の
積
層
が
厚
く
な
い
た
め
彫
り
は
浅
い
が
、
直
角
に
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。
見
込
は

菊
を
中
心
に
配
し
、
そ
の
周
囲
に
梔
子
・
牡
丹
・
芍
薬
・
桃
の
花
が
一
輪
ず
つ
彫
り
表

さ
れ
る
。
裏
面
も
同
種
の
花
が
表
さ
れ
る
。

黒
漆
塗
の
高
台
内
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
一
糎
。

銘
に
朱
漆
を
摺
り
込
ん
だ
よ
う
な
痕
跡
が
あ
る
。
銘
の
ほ
か
、
高
台
内
の
中
央
に
は
朱

漆
印
「
頴
川
東
房
」
が
あ
る
。

③
堆
朱
松
竹
梅
人
物
図
輪
花
形
盆　

彫
銘｢

張
成
造｣

（
盆
12
。『
唐
』
№
99
）

明
時
代
・
十
五
世
紀

高
三
・
二
糎
、
縦
一
七
・
九
糎
、
横
一
八
・
九
糎
、
高
台
径
一
四
・
二
糎

外
箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
盆
／
花
形
松
竹
梅
人
物
彫
」

外
箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
1
「（
黒
文
円
印
「
納
」）四
拾
七
番
」

外
箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
2
「「（

朱
字
）

天
／
盆
」
卅
四
号（
朱
文
円
印
「
良
順
」）」

内
箱
蓋
表
墨
書
「
上
／
堆
朱　

張
成
作
／
花
形
御
盆
／
「（

朱
字
）

ぬ
」
三
」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
の
間
に
黒
漆
層
を
一
筋
挟
む
。
層
は
厚
く
、
直
角
に
彫
り

込
ま
れ
て
い
る
。
見
込
に
は
松
と
竹
の
下
で
琴
を
弾
く
人
物
と
そ
の
従
者
を
表
し（
松

下
撫
琴
図
）、
鍔
に
梅
花
を
、
縁
に
花
菱
七
宝
繋
文
を
彫
り
表
す
。
盆
が
七
稜
花
形
で
あ

る
た
め
、
裏
面
は
梔
子
・
芙
蓉
・
芍
薬
・
黄
蜀
葵
・
菊
・
薔
薇
・
牡
丹
の
計
七
種
の
花

を
一
輪
ず
つ
彫
り
表
す
。
な
お
、
見
込
の
一
部
に
は
、
不
自
然
な
盛
り
上
が
り
が
あ

る
。
菱
形
の
中
に
卍
字
の
意
匠
を
地
に
し
て
い
る
箇
所
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
下
に

花
菱
七
宝
繋
文
の
一
部
の
よ
う
な
幾
何
学
模
様
が
確
認
で
き
る（
挿
図
１
）。
表
面
に
朱

漆
が
何
層
か
塗
り
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
あ
っ
た
地
の
上
に
、
漆
下
地
の
よ
う

な
も
の
で
盛
り
上
げ
、
そ
こ
に
文
様
を
彫
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
堆
錦
の
よ
う

に
文
様
を
彫
っ
た
も
の
を
貼
り
付
け
た
の

だ
ろ
う
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
後
世
の
手
が

加
え
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。

黒
漆
塗
の
高
台
内
に
針
書
で
「
張　

成

造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
六

糎
。「
張
」
と
「
成
」
の
間
に
不
自
然
に

〇
・
三
糎
程
度
の
空
白
が
あ
る
。
高
台
内

の
黒
漆
は
後
世
の
塗
り
直
し
と
考
え
ら
れ

る
。

挿図1



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

四

④
堆
朱
芙
蓉
鳥
文
盆　

彫
銘｢

張
成
造｣

（
盆
22
。『
彫
』
№
49
、『
唐
』
№
23
）

明
時
代
・
十
五
世
紀

高
四
・
一
糎
、
径
三
二
・
三
糎
、
高
台
径
二
四
・
九
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
花
鳥
彫
丸
盆
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
1
「（
黒
文
円
印
「
納
」）三
十
九
番
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
2
「「（

朱
字
）

天
／
盆
」
卅
号（
朱
文
円
印
「
良
順
」）」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
重
ね
、
黒
漆
層
を
一
筋
挟
み
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。

漆
の
積
層
は
厚
く
、
直
角
に
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。
見
込
に
は
二
羽
の
綬
鶏
と
芙
蓉

を
、
裏
面
は
芙
蓉
を
彫
り
表
す
。
綬
鶏
の
羽
毛
に
線
彫
り
が
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ

が
、
現
在
は
大
部
分
が
摩
滅
し
て
い
る
。

黒
漆
塗
の
高
台
内
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
九
糎
。

高
台
内
の
黒
漆
は
茶
色
を
呈
し
て
い
る
。
高
台
周
囲
の
朱
漆
お
よ
び
高
台
内
の
黒
漆
は

後
世
の
塗
り
直
し
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
堆
朱
蓮
唐
草
文
盆　

 

彫
銘｢

張
成
造｣

（
盆
29
。『
唐
』
№
40
）

元
～
明
時
代
・
十
四
～
十
五
世
紀

高
二
・
四
糎
、
径
一
六
・
八
糎
、
高
台
径
一
二
・
三
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
蔓
牡
丹
彫
／
御
丸
盆
」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
重
ね
、
黒
漆
層
を
一
筋
挟
み
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。

漆
の
積
層
は
厚
く
、
直
角
に
彫
り
込
ま
れ
る
が
角
は
丸
み
を
帯
び
て
い
る
。
た
だ
し
後

補
の
箇
所
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
下
地
と
思
わ
れ
る
灰
色
が
か
っ
た
箇
所
が
朱
漆
の

下
か
ら
見
え
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
後
補
の
際
に
は
下
地
で
盛
り
上
げ
て
か
ら
上
に
朱

漆
を
塗
り
重
ね
た
可
能
性
も
あ
る
。
見
込
に
は
牡
丹
唐
草
文
が
、
裏
面
に
は
屈
輪
唐
草

文
が
彫
り
表
さ
れ
る
。

黒
漆
塗
の
高
台
内
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
二
糎
。

高
台
内
に
は
細
か
な
断
文
が
多
く
入
っ
て
い
る
。

⑥
堆
朱
梔
子
連
雀
文
盆　

 

彫
銘｢

張
成
造｣　

朱
漆
印｢

頴
川
東
房｣

（
盆
34
。『
彫
』
№

38
、『
唐
』
№
20
）

元
時
代
・
十
四
世
紀

高
四
・
二
糎
、
径
三
二
・
一
糎
、
高
台
径
二
五
・
九
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
剔
紅
御
盆　

大
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
1
「（
黒
文
円
印
「
納
」）十
壱
番
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
2
「「（

朱
字
）

天
／
盆
」
九
号（
朱
文
円
印
「
良
順
」）」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
重
ね
、
黒
漆
層
を
一
筋
挟
み
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。

彫
り
が
深
く
、
角
が
比
較
的
立
っ
て
い
る
が
、
彫
り
目
は
斜
め
に
な
っ
て
い
る
。
見
込

に
は
二
羽
の
連
雀（
太
平
雀
）と
梔
子
、
裏
面
に
は
屈
輪
唐
草
文
が
彫
り
表
さ
れ
る
。
連

雀
の
羽
毛
や
花
弁
に
は
細
か
な
線
彫
り
が
施
さ
れ
る
。

黒
漆
塗
の
高
台
内
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
四
糎
。

銘
の
ほ
か
、
底
裏
中
央
に
は
朱
漆
印
「
頴
川
東
房
」
が
あ
る
。
見
込
の
意
匠
が
花
鳥
、

裏
面
が
屈
輪
唐
草
文
で
、
彫
銘｢

張
成
造｣

と
朱
漆
印｢

頴
川
東
房｣

の
双
方
を
持
つ

類
品
と
し
て
「
張
成
款
雕
漆
剔
紅
綬
帯
秋
葵
紋
盤
」（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
）が
あ

る
。
た
だ
し
花
鳥
は
⑥
と
は
異
な
り
、
花
は
黄
蜀
葵
、
鳥
は
綬
帯
鳥
で
あ
る
。
朱
漆
印

｢
頴
川
東
房｣

は
同
一
と
み
ら
れ
る
が
、
彫
銘｢

張
成
造｣

の
筆
跡
は
異
な
っ
て
い
る
。

⑦
梔
子
鳥
文
堆
朱
盆　

彫
銘｢

張
成
造｣

（
盆
38
。『
彫
』
№
39
、『
唐
』
№
21
）

元
時
代
・
十
四
世
紀

高
三
・
六
糎
、
径
二
七
・
二
糎
、
高
台
径
二
一
・
七
糎

（
8
）



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

五

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
花
鳥
彫
中
丸
盆
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
1
「
張
成
作
／
堆
朱
花
鳥
彫
盆
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
2
「（
黒
文
円
印
「
納
」）六
十
六
番
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
3
「「（

朱
字
）

天
／
盆
」
四
拾
六
号（
朱
文
円
印
「
良
順
」）」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
重
ね
、
黒
漆
層
を
一
筋
挟
み
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。

漆
層
は
厚
く
、
直
角
に
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。
見
込
の
意
匠
は
二
羽
の
五
色
鸚
鵡（
ズ

グ
ロ
ゴ
シ
キ
イ
ン
コ
）と
梔
子
が
彫
り
表
さ
れ
る
。
羽
毛
を
表
現
す
る
た
め
に
、
非
常
に

細
か
な
線
彫
り
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
裏
面
に
は
屈
輪
唐
草
文
が
彫
り
表
さ
れ
る
。

黒
漆
塗
の
高
台
内
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
二
糎
。

⑧
堆
黒
独
釣
図
盆　

彫
銘｢

張
成｣

（
盆
1031
。『
彫
』
№
147
、『
唐
』
№
114
）

明
時
代
・
十
六
～
十
七
世
紀

高
二
・
七
糎
、
径
一
八
・
〇
糎
、
高
台
径
一
四
・
〇
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
ぬ
四
／
堆
烏
八
角
御
盆
／
人
之
絵
上
／
一
番　

張
成
作
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
1
「（
黒
文
円
印
「
納
」）五
拾
番
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
2
「「（

朱
字
）

六
番
」
／
拾
二
番
／
「（

朱
字
）

改
」」

箱
蓋
裏
貼
紙
朱
書
「
上
七
号
」

最
下
層
を
朱
漆
と
し
、
黒
漆
を
積
層
す
る
。
漆
の
積
層
は
厚
く
な
い
た
め
、
彫
り
は

浅
い
。
見
込
に
は
長
い
あ
ご
ひ
げ
を
生
や
す
男
性
の
老
人
が
岸
辺
で
釣
り
を
し
て
い
る

様
子
を
彫
り
表
す
。
太
公
望
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
竹
の
葉
の
部
分
は
か
な
り
削
れ
て
漆
の
艶
が
失
わ
れ
て
い
る
箇
所
が
多
い
。

竹
の
葉
は
表
さ
れ
る
も
の
の
稈
は
な
く
、
地
面
か
ら
伸
び
る
樹
木
の
幹
の
上
部
は
全
く

葉
が
な
く
、
幹
の
中
程
に
幹
の
細
さ
と
は
不
釣
り
合
い
な
大
き
な
葉
が
無
造
作
に
表
さ

れ
て
い
て
、
意
匠
の
構
成
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
。
鍔
に
は
芍
薬
・
桃
・
牡
丹
・
菊

の
花
が
対
角
線
上
に
彫
り
表
さ
れ
る
。
裏
面
は
屈
輪
唐
草
文
が
表
さ
れ
る
。

黒
漆
塗
の
高
台
内
に
針
書
で
「
張
成
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
〇
・
九
糎
。

⑨
堆
朱
牡
丹
尾
長
鳥
文
盆　

彫
銘 ｢

張
成
造｣

（
食
籠
1
─

2
。『
彫
』
№
52
、『
唐
』
№
24
）

明
時
代
・
十
五
世
紀

高
五
・
三
糎
、
径
五
〇
・
三
糎
、
高
台
径
四
一
・
三
糎

外
箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
楼
閣
人
物
彫
／
御
食
籠
」

外
箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
1
「「（

朱
字
）

天
／
食
籠
」
十
二
号
下
」

外
箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
2
「（
黒
文
円
印
「
納
」）廿
番
下
」

内
箱
蓋
表
墨
書
「
七
番
之
／
と
三
／
堆
朱
御
食
籠
ニ
添
／
堆
朱
御
盆
／
張
成
造
」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
重
ね
、
黒
漆
層
を
一
筋
挟
み
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。

漆
の
積
層
が
厚
く
な
い
た
め
彫
り
は
浅
い
。
垂
直
に
彫
り
込
ん
で
い
る
も
の
の
、
角
は

や
や
丸
み
を
帯
び
る
。
見
込
は
二
羽
の
尾
長
鳥
を
配
す
る
。
ま
た
彫
り
表
さ
れ
た
植
物

は
、
葉
に
切
れ
込
み
が
な
い
箇
所
も
あ
り
、
芍
薬
と
も
取
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は

牡
丹
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
裏
面
に
も
牡
丹
が
彫
り
表
さ
れ
る
。

黒
漆
塗
の
高
台
内
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
二
糎
。

な
お
、
こ
の
作
品
は
後
述
の
⑳
に
附
属
す
る
。

⑩
堆
朱
愛
蓮
図
盆　

彫
銘
「
張
成
造
」（
食
籠
3
─

2
。『
彫
』
№
133
、『
唐
』
№
110
）

明
時
代
・
十
六
～
十
七
世
紀

高
三
・
〇
糎
、
径
一
七
・
六
糎
、
高
台
径
一
三
・
〇
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
／
印
篭
御
食
籠
／
堆
朱
御
盆
共
／
張
成
造
／
十
三
番
之
下
之
上

／
わ
四
拾
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
1
「（
黒
文
円
印
「
納
」）十
番
」



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

六

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
2
「「（

朱
字
）

天
／
食
籠
」
七
号（
朱
文
円
印
「
良
順
」）」

最
下
層
よ
り
朱
漆
を
重
ね
、
黒
漆
層
を
二
筋
挟
み
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。
黒
漆
層
の

一
本
は
地
付
近
に
、
も
う
一
本
は
最
上
層
付
近
に
あ
る
。
垂
直
に
深
く
彫
り
込
ま
れ
る

が
、
角
は
や
や
丸
み
を
帯
び
て
い
る
。
見
込
の
意
匠
は
楼
閣
人
物
図
で
、
鍔
に
は
霊
芝

文
が
施
さ
れ
る
。
裏
面
に
は
屈
輪
唐
草
文
が
彫
ら
れ
る
。
裏
面
の
漆
層
の
中
に
も
黒
漆

層
が
二
筋
あ
る
。
後
世
の
修
補
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
黒
漆
層
の
中
で
は
な

く
黒
い
筋
を
上
か
ら
描
い
た
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
、
意
図
的
に
黒
い
筋
を
強
調
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
屈
輪
唐
草
文
の
一
部
が
地
か
ら
浮
い
て
い
る
部
分
が
あ

り
、
そ
こ
に
粘
度
の
高
い
漆
を
充
填
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
後
世
の
修
理
に
よ
り
剥

落
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

黒
漆
塗
の
高
台
内
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
〇
・
七
糎
。

な
お
こ
の
作
品
は
後
述
の
㉑
に
附
属
す
る
。

【
香
合
】

⑪
堆
朱
梔
子
文
香
合　

 

彫
銘｢

張
成
造｣

（
香
合
1
。『
彫
』
№
97
、『
唐
』
№
64
）

明
時
代
・
十
六
世
紀

高
三
・
六
糎
、
径
九
・
八
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
上　

張
成
作
／
堆
朱
御
香
合
一
対　

仕
分
六
番
／
二
重
組
箱
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
1
「（
黒
文
円
印
「
納
」）拾
壱
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
2
「「（

朱
字
）

人
甲
／
香
合
」
六
拾
四
号
」

箱
蓋
裏
貼
紙
朱
書
「
八
拾
号
」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
黒
漆
・
朱
漆
を
重
ね
た
後
、
緑
・
黄
・
黒
・
朱
漆
層
の
積
層

を
四
度
繰
り
返
し
、
最
上
層
を
朱
漆
と
す
る
。
色
漆
を
積
層
す
る
が
、
紅
花
緑
葉
の
よ

う
に
彫
り
分
け
て
お
ら
ず
、
葉
も
花
も
朱
漆
で
表
さ
れ
る
。
深
く
直
角
に
彫
り
込
ま
れ

る
。
葉
脈
の
う
ち
中
央
に
あ
る
主
脈
も
最
下
層
ま
で
は
到
達
し
て
い
な
い
も
の
の
、
深

く
太
く
彫
ら
れ
て
い
る
。
蓋
表
か
ら
側
面
に
か
け
て
梔
子
の
花
が
一
輪
、
彫
り
表
さ
れ

る
。
一
文
字
形
の
香
合
で
あ
る
。

黒
漆
塗
の
底
裏
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
五
糎
。

⑫
堆
朱
牡
丹
文
香
合　

 

彫
銘｢

張
成
造｣

（
香
合
8
。『
彫
』
№
104
、『
唐
』
№
59
）

明
時
代
・
十
五
～
十
六
世
紀

高
三
・
三
糎
、
径
六
・
三
糎
、
底
径
三
・
七
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
御
香
合
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
1
「（
黒
文
円
印
「
納
」）壱
番
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
2
「（
朱
文
円
印
「
数
」）寅
改
／
上
七
番
／
「（

朱
字
）

廿
二
」」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
3
「「（

朱
字
）

天
／
香
合
」
壱
号（
朱
文
円
印
「
青
木
」）

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
重
ね
、
黒
漆
層
を
一
筋
挟
み
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。

垂
直
に
彫
り
込
ま
れ
る
。
蓋
表
か
ら
側
面
に
か
け
て
牡
丹
の
花
が
彫
り
表
さ
れ
る
。
文

様
の
重
な
り
が
な
い
、
平
面
的
な
彫
り
方
と
な
っ
て
い
る
。
藤
の
実
形
の
香
合
で
あ

る
。黒

漆
塗
の
底
裏
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
二
糎
。

⑬
堆
朱
牡
丹
文
香
合  

彫
銘｢

張
成
造｣

（
香
合
10
。『
唐
』
№
53
）

明
時
代
・
十
五
世
紀

高
三
・
一
糎
、
径
六
・
三
糎
、
底
径
三
・
六
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
小
丸
形
椿
彫
香
合
」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
重
ね
、
黒
漆
層
を
一
筋
挟
み
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。

垂
直
に
彫
り
込
ま
れ
て
お
り
、
彫
り
目
は
や
や
粗
さ
が
残
る
。
作
品
名
で
は
現
在
、
牡



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

七

丹
と
さ
れ
て
い
る
が
、
葉
に
切
れ
込
み
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
蓋
表

か
ら
側
面
に
か
け
て
彫
り
表
さ
れ
る
花
は
芍
薬
も
し
く
は
山
茶
花
と
思
わ
れ
る
。
⑫
と

同
様
の
藤
の
実
形
の
香
合
で
、
法
量
・
彫
り
方
お
よ
び
意
匠
構
成
が
似
て
い
る
。

黒
漆
塗
の
底
裏
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
一
糎
。

⑭
堆
朱
牡
丹
文
香
合  
彫
銘｢
張
成
造｣

（
香
合
16
。『
唐
』
№
65
）

明
時
代
・
十
六
世
紀

高
三
・
四
糎
、
径
九
・
七
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
牡
丹
彫
香
合
／
張
成
在
銘
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
「（
黒
文
円
印
「
納
」）廿
一
番
」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
黒
漆
・
朱
漆
を
重
ね
た
後
、
緑
・
黄
・
黒
・
朱
漆
層
の
積
層

を
四
度
繰
り
返
し
、
最
上
層
を
朱
漆
と
す
る
。
色
漆
を
積
層
す
る
が
、
紅
花
緑
葉
の
よ

う
に
彫
り
分
け
て
お
ら
ず
、
葉
も
花
も
朱
漆
で
表
さ
れ
る
。
深
く
直
角
に
彫
り
込
ま
れ

る
。
葉
脈
の
う
ち
中
央
に
あ
る
主
脈
も
最
下
層
ま
で
は
到
達
し
て
い
な
い
も
の
の
、
深

く
太
く
彫
ら
れ
て
い
る
。
作
品
名
で
は
現
在
、
牡
丹
と
さ
れ
て
い
る
が
、
葉
に
切
れ
込

み
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
と
花
弁
の
中
央
が
渦
巻
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
蓋

表
か
ら
側
面
に
か
け
て
薔
薇
を
表
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
文
字
形
の
香
合
で
あ

る
。「
牡
丹
文
香
合　

銘 

張
成
造
」（
聖
衆
来
迎
寺
蔵
。『
彫
』
№
95
）の
漆
の
積
層
お
よ
び

文
様
と
同
じ
特
徴
を
持
つ
が
銘
の
筆
跡
が
異
な
っ
て
い
る
。

黒
漆
塗
の
底
裏
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
〇
糎
。

⑮
堆
朱
藤
の
実
形
唐
花
文
香
合　

彫
銘｢

張
成
造｣

（
香
合
20
。『
彫
』
№
102
、『
唐
』
№
54
）

明
時
代
・
十
五
～
十
六
世
紀

高
三
・
五
糎
、
径
八
・
二
糎
、
底
径
五
・
〇
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
香
合
張
成
在
銘
／
藤
之
実
形
唐
花
彫
」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
重
ね
、
黒
漆
層
を
一
筋
挟
み
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。

深
く
垂
直
に
彫
り
込
ま
れ
、
角
は
や
や
丸
み
を
帯
び
て
い
る
。
底
裏
の
黒
漆
塗
は
後
世

の
塗
り
直
し
と
考
え
ら
れ
る
。
蓋
表
か
ら
側
面
に
か
け
て
紫
萼（
擬
宝
珠
）を
彫
り
表

す
。
藤
の
実
形
の
香
合
で
あ
る
。

黒
漆
塗
の
底
裏
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
〇
糎
。

⑯
堆
朱
椿
文
香
合　

彫
銘｢

張
成
造｣

（
香
合
27
。『
唐
』
№
63
）

明
時
代
・
十
六
世
紀

高
三
・
九
糎
、
径
一
一
・
二
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
御
香
合　

張
成
作
／
牡
丹
模
様
／
十
二
番
之
中
／
を
四
拾
弐
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
「（
黒
文
円
印
「
納
」）廿
五
番
」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
黒
漆
・
朱
漆
を
重
ね
た
後
、
緑
・
黄
・
黒
・
朱
漆
層
の
積
層

を
四
度
繰
り
返
し
、
最
上
層
を
朱
漆
と
す
る
。
色
漆
を
積
層
す
る
が
、
紅
花
緑
葉
の
よ

う
に
彫
り
分
け
て
お
ら
ず
、
葉
も
花
も
朱
漆
で
表
さ
れ
る
。
深
く
直
角
に
彫
り
込
ま
れ

る
。
葉
脈
の
う
ち
中
央
に
あ
る
主
脈
も
最
下
層
ま
で
は
到
達
し
て
い
な
い
も
の
の
、
深

く
太
く
彫
ら
れ
て
い
る
。
蓋
表
か
ら
側
面
に
か
け
て
花
を
一
輪
、
彫
り
表
し
て
い
る
。

一
文
字
形
の
香
合
で
あ
る
。

黒
漆
塗
の
底
裏
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
三
糎
。

⑰
堆
朱
萱
草
文
重
香
合　

彫
銘｢

張
成
造｣

（
香
合
34
。『
彫
』
№
100
、『
唐
』
№
51
）

明
時
代
・
十
五
世
紀

高
八
・
六
糎
、
径
九
・
三
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
堆
朱
萱
草
彫
二
重
組
／
張
成
作
」



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

八

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
「「（

朱
字
）

天
／
香
合
」
廿
五
号（
朱
文
円
印
「
青
木
」）」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
重
ね
、
黒
漆
層
を
一
筋
挟
み
、
朱
漆
を
積
層
す
る
。

垂
直
に
彫
り
込
ん
で
い
る
が
角
は
や
や
丸
み
を
帯
び
る
。
全
体
に
萱
草
を
彫
り
表
す
。

二
段
の
重
香
合
で
あ
る
。
花
と
葉
の
彫
り
込
む
深
さ
を
変
え
て
、
奥
行
感
を
表
現
す

る
。黒

漆
塗
の
底
裏
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
二
糎
。
底

裏
の
黒
漆
塗
は
後
世
の
塗
り
直
し
と
考
え
ら
れ
る
。

単
子
葉
類
の
植
物
を
表
し
た
類
品
と
し
て
、“Box w

ith narcissus”

（
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
美
術
館
蔵
）が
確
認
で
き
る
。
ま
た
張
成
が
製
作
し
た
香
合
を
模
し
て
、
堆
朱
楊
成

が
製
作
し
た
「
蘭
堆
朱
香
合
」（
根
津
美
術
館
蔵
）も
あ
る
。

【
天
目
台
】

⑱
堆
黒
屈
輪
文
天
目
台　

彫
銘｢

張
成
造｣

（
茶
器
雑
1004
。『
彫
』
№
20
、『
唐
』
№
9
）

明
時
代
・
十
五
世
紀

総
高
七
・
九
糎
、
酸
漿
高
四
・
四
糎
、
土
居
高
二
・
三
糎
、
酸
漿
径
九
・
四
糎
、
羽

根
径
一
六
・
五
糎
、
土
居
径
八
・
一
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
黒
曲
天
目
台
」

最
下
層
は
黄
漆
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
詳
細
に
は
確
認
で
き
な
い
。
地
ま
で
彫
ら
れ

て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
黒
漆
層
を
重
ね
た
の
ち
朱
漆
層
を
一
筋
挟
み
、
ま
た
黒
漆

層
を
重
ね
て
朱
漆
層
を
一
筋
挟
ん
だ
の
ち
、
最
上
層
ま
で
黒
漆
を
塗
り
重
ね
る
。
高
台

内
は
黒
漆
塗
で
、
後
世
に
補
修
し
た
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
部
分
的
な
も
の
に
留

ま
る
。
意
匠
は
屈
輪
文
で
あ
る
。
屈
輪
文
の
彫
り
は
浅
く
滑
ら
か
で
穏
や
か
な
カ
ー
ブ

を
描
く
。

黒
漆
塗
の
土
居
内
部
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
二
糎
。

（
9
）

「
張
」
と
「
成
」
の
一
部
に
白
い
ぼ
や
け
が
生
じ
て
い
る
。

な
お
、
類
品
と
し
て
「
剔
犀
云
紋
盞
托
」（
上
海
博
物
館
蔵
）が
あ
り
、
黒
漆
塗
に
朱
漆

の
筋
が
二
本
入
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
如
意
雲
文
と
呼
ば
れ
る
屈
輪
文
が
「
堆
黒
屈
輪

文
天
目
台
」
で
は
六
つ
で
あ
る
の
に
対
し
、「
剔
犀
云
紋
盞
托
」
は
七
つ
あ
る
。「
剔
犀

云
紋
盞
托
」
は
高
一
一
・
〇
糎
、
径
二
一
・
〇
糎
で
、
こ
の
天
目
台
よ
り
も
一
回
り
大

き
く
、
ま
た
元
時
代
の
「
剔
犀
器
佳
作
」
と
解
説
さ
れ
る
。

⑲
紅
花
緑
葉
菊
牡
丹
唐
花
文
天
目
台　

彫
銘
「
張
成
造
」（
茶
器
雑
1067
─

1
。『
彫
』
№
116
、

『
唐
』
№
85
）

明
時
代
・
十
六
世
紀

総
高
八
・
四
糎
、
酸
漿
高
四
・
五
糎
、
土
居
高
二
・
四
糎
、
酸
漿
径
九
・
五
糎
、
羽

根
径
一
六
・
三
糎
、
土
居
径
八
・
一
糎

箱
蓋
表
墨
書
「
紅
花
緑
葉
丸
天
目
台　

四
個
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
1
「（
朱
文
円
印
「
数
」）寅
改
三
拾
五
番
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
2
「（
黒
文
円
印
「
納
」）六
十
六
番
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
3
「
茶
器
／
弐
番
入
／
之
内
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
4
「
茶
器
」

箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
5
「「（

朱
字
）

天
／
茶
器
」
四
拾
三
号
」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
黄
・
黒
・
朱
・
緑
漆
層
の
積
層
を
五
度
繰
り
返
し
、
最
上
層

を
緑
漆
と
す
る
。
葉
を
最
上
層
の
緑
漆
で
、
花
を
一
層
の
下
の
朱
漆
で
表
す
。
深
く
直

角
に
彫
り
込
ま
れ
る
。
意
匠
は
菊
・
牡
丹
・
桃
・
梔
子
・
薔
薇
・
椿
の
花
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
意
匠
の
中
に
平
行
脈
を
持
つ
葉
も
表
さ
れ
て
お
り
、
他
の
植
物
も
彫
り
表

さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

黒
漆
塗
の
土
居
内
部
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
二
糎
。

（
10
）



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

九

ま
た
土
居
内
部
に
貼
紙
墨
書
で
「
九
号
」
と
記
さ
れ
る
。

【
食
籠
】

⑳
堆
朱
楼
閣
人
物
図
八
角
食
籠　

彫
銘｢

張
成
造｣

（
食
籠
1
─

1
。『
彫
』
№
131
、『
唐
』
№
101
）

明
時
代
・
十
五
世
紀

高
一
八
・
五
糎
、
径
三
七
・
五
糎

箱
蓋
表
貼
紙
墨
書
1
「
堆七

番
朱
大
御
食
籠
」

箱
蓋
表
貼
紙
墨
書
2
「「（

朱
字
）

天
／
食
籠
」
拾
弐
号
」

最
下
層
を
黄
漆
と
し
、
朱
漆
を
塗
り
重
ね
、
そ
の
間
に
黒
漆
層
を
一
筋
挟
む
。
蓋
表

は
楼
閣
人
物
図
を
彫
り
表
し
、
蓋
と
身
の
側
面
に
は
、
桃
・
薔
薇
・
芍
薬
・
牡
丹
・
芙

蓉
・
菊
・
梔
子
・
黄
蜀
葵
を
表
す
。
比
較
的
深
く
直
角
に
彫
り
込
ん
で
い
る
。
後
世
の

修
復
箇
所
も
多
々
見
受
け
ら
れ
、
修
復
し
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
彫
り
面
が
斜
め
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
修
復
に
際
し
て
は
、
文
様
に
切
っ
た
木
地
の
表
面
に
朱
漆
を
塗
っ

た
簡
易
な
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。

黒
漆
塗
の
蓋
裏
内
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
三
糎
。

銘
に
朱
漆
を
摺
り
込
ん
だ
よ
う
な
痕
跡
が
あ
る
。

な
お
こ
の
作
品
に
は
先
述
の
⑨
が
附
属
す
る
。

類
品
と
し
て
「
剔
紅
山
水
人
物
図
八
角
盒
」（
上
海
博
物
館
蔵
）や“O

ctagonal box 

w
ith flow

ers and a garden scene”

（
ア
シ
ュ
モ
レ
ア
ン
博
物
館
蔵
）が
あ
る
。
た
だ
し

前
者
が
元
時
代
・
十
三
～
十
四
世
紀
、
後
者
が
明
時
代
・
十
六
世
紀
と
の
年
代
比
定
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
作
品
は
ほ
ぼ
同
寸
で
、
⑳
よ
り
は
や
や
小
ぶ
り
で
、
い
ず
れ
も

銘
は
な
い
。
三
作
品
と
も
、
蓋
表
に
楼
閣
人
物
図
が
、
側
面
に
複
数
種
の
花
が
彫
り
表

さ
れ
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
が
、
側
面
の
複
数
種
の
花
の
意
匠
は
こ
の
食
籠
よ
り

二
作
品
の
方
が
密
に
彫
り
表
さ
れ
て
い
る
。

【
印
籠
】

㉑
梅
下
人
物
図
堆
朱
印
籠　

彫
銘
「
朝
盛
」（
食
籠
3
─

1
。『
彫
』
№
133
、『
唐
』
№
110
）

明
時
代
・
十
五
～
十
六
世
紀

高
一
七
・
五
糎
、
径
一
一
・
九
糎

箱
蓋
表
墨
書
お
よ
び
箱
蓋
裏
貼
紙
墨
書
は
⑩
に
同
じ
。

こ
の
作
品
は
、
腰
に
吊
り
下
げ
る
装
身
具
で
は
な
く
、
印
章
や
印
肉
な
ど
を
入
れ
る

重
箱
式
の
容
器
で
あ
る
。

蓋
表
は
漆
を
塗
り
重
ね
て
い
る
も
の
の
、
地
に
近
い
部
分
は
黒
く
、
最
上
層
に
近
づ

く
ほ
ど
朱
色
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。
朱
漆
層
の
中
に
は
黄
色
と
黒
色
の
筋
を
一
筋
ず

つ
挟
む
。
彫
り
目
よ
り
も
最
上
層
に
朱
漆
の
塗
り
重
ね
が
明
確
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、

意
図
的
に
表
面
の
塗
り
重
ね
が
見
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
最
下
層
ま
で

は
彫
り
込
ん
で
い
な
い
の
か
、
朱
色
に
見
え
る
の
み
で
、
本
来
の
最
下
層
は
側
面
と
同

様
に
黄
漆
の
可
能
性
も
あ
る
。
直
角
の
深
い
彫
り
で
、線
彫
り
も
丁
寧
で
あ
る
。
一
方
、

側
面
は
最
下
層
を
黄
漆
と
す
る
。
朱
漆
層
の
間
に
黄
色
と
黒
色
の
筋
を
一
筋
ず
つ
挟

み
、
朱
漆
を
塗
り
重
ね
る
。
彫
り
が
浅
く
、
彫
り
目
は
若
干
斜
め
に
な
っ
て
い
る
。
見

込
に
は
梅
の
木
の
下
に
二
人
の
人
物
を
表
し
、
側
面
に
は
牡
丹
・
桃
・
梔
子
・
菊
の
花

が
彫
ら
れ
る
。

三
段
重
の
最
下
段
の
黒
漆
塗
の
底
裏
に
針
書
で
「
朝
盛
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ

は
〇
・
七
糎
。

な
お
こ
の
作
品
は
先
述
の
⑩
に
附
属
す
る
。

【
香
炉
台
】

㉒
堆
朱
唐
花
雉
文
香
炉
台　

彫
銘
「
張
成
造
」（
香
炉
1
─

2
。『
彫
』
№
68
、『
唐
』
№
29
）

（
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）（
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「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

一
〇

元
時
代
・
十
四
世
紀

高
五
・
〇
糎
、
径
二
一
・
四
糎

外
箱
蓋
表
墨
書
「
千
鳥
香
炉
／
剔
紅
御
台
」

内
箱
蓋
表
金
粉
字
銘
「
剔
紅
御
台
」

最
下
層
を
朱
漆
と
し
、
朱
の
間
に
黒
漆
層
を
一
筋
挟
ん
で
、
最
上
層
を
朱
漆
と
す

る
。
黄
蜀
葵
の
も
と
、
二
羽
の
雉
子
が
表
さ
れ
た
意
匠
で
あ
る
。
垂
直
に
浅
く
彫
ら

れ
、
角
は
丸
み
を
帯
び
て
い
る
。
周
囲
に
は
真
鍮
製
の
脚
が
五
本
つ
い
て
お
り
、
こ
の

金
属
部
分
に
五
弁
花
形
の
プ
レ
ー
ト
が
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る
。
亀
裂
の
隙
間
か
ら
、
素

地
は
木
地
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
プ
レ
ー
ト
と
脚
の
境
界
部
分
に
朱
色
の
顔
料

の
破
片
が
付
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
プ
レ
ー
ト
と
脚
を
接
着
す
る
た
め
に
漆
下
地
を

つ
け
、
そ
の
上
に
朱
色
の
顔
料
を
塗
っ
て
全
体
の
統
一
を
図
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

黒
漆
塗
の
底
裏
に
針
書
で
「
張
成
造
」
と
記
さ
れ
る
。
銘
の
長
さ
は
一
・
三
糎
。

こ
の
作
品
は
「
青
磁
香
炉  

銘 

千
鳥
」（
香
炉
1
─

1
。
徳
川
美
術
館
蔵
）に
附
属
す
る
香

炉
台
で
あ
る
。

以
上
、
計
二
十
二
点
の
作
品
を
概
観
し
た
時
、
意
匠
・
技
法
と
も
に
多
種
多
様
な
彫

漆
作
品
に
「
張
成
造
」
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
黒
漆
を
塗
り
直
し
た
上

に
銘
が
記
さ
れ
る
な
ど
、
後
世
に
刻
ま
れ
た
可
能
性
の
高
い
作
品
も
見
受
け
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
こ
こ
に
挙
げ
た
作
品
全
て
を
張
成
が
製
作
し
た
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、「
張
成
造
」
銘
の
入
っ
た
作
品
を
列
挙
し
た
時
、
ま
ず
彫
り
が
深
い
点

が
多
く
の
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
亀
裂
や
断
文
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な

い
点
も
多
く
の
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。
高
台
内
や
底
裏
は
塗
り
直
し
が
施
さ

れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
例
え
ば
盆
の
見
込
や
香
合
の
蓋
表
な
ど
の
彫
漆
部
分
に
つ

い
て
も
『
清
秘
藏
』
に
記
さ
れ
る
「
多
敲
裂
」
と
い
う
ほ
ど
の
目
立
っ
た
も
の
は
な
い
。

こ
う
し
た
文
献
上
の
特
徴
と
現
存
作
品
の
特
徴
の
相
違
か
ら
、
現
存
作
例
は
張
成
の

作
品
で
は
な
い
と
い
う
見
方
も
で
き
る
一
方
で
、
現
存
作
品
の
よ
う
な
作
品
を
、
名

工
・
張
成
が
製
作
し
た
作
品
と
し
て
日
本
で
受
容
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
見
方
も
で
き

る
と
考
え
る
。
ま
ず
は
多
種
多
様
な
彫
漆
作
品
に
「
張
成
造
」
銘
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
た
。
次
に
張
成
は
文
献
に
も
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ど
の

よ
う
な
彫
漆
作
品
を
製
作
し
て
い
た
と
さ
れ
る
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二　

文
献
上
で
の
張
成
の
評
価

改
め
て
『
漆
工
辞
典
』
の
「
張
成
」
の
項
を
参
照
し
、
張
成
の
漆
工
史
上
で
の
通
説

を
紹
介
し
て
お
く
。

中
国
元
代
の
彫
漆
作
者
。
生
没
年
未
詳
。
張
徳
剛
は
そ
の
息
子
と
い
わ
れ
、
北
京

故
宮
博
物
館
に
在
銘
作
例
が
あ
る
。『
格
古
要
論
』
巻
八
「
古
漆
器
」
に
よ
れ
ば
、

「
嘉
興
府
西
塘
楊
匯
」
の
地
で
楊
茂
と
と
も
に
活
動
し
、
日
本
・
琉
球
で
人
気
が

あ
っ
た
と
い
う
。
中
世
以
降
の
日
本
人
の
唐
物
数
寄
の
評
価
で
は
張
成
が
代
表
で

あ
り
「
張
成
造
」
の
針
刻
銘
は
多
く
が
日
本
で
の
鑑
定
銘
と
み
ら
れ
る
。

右
の
指
摘
の
通
り
、
日
本
に
入
っ
て
き
て
か
ら
鑑
定
銘
と
し
て
入
れ
ら
れ
た
「
張
成

造
」
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
偽
銘
と
さ
れ
る
作
品
も
現
に
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
う
は

言
っ
て
も
張
成
が
一
般
的
に
高
い
評
価
を
得
て
き
た
歴
史
は
存
在
し
、
今
日
、
基
準
作

が
定
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
を
全
く
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ

う
。こ

れ
ま
で
の
研
究
で
は
、「
張
成
造
」
銘
の
入
っ
た
作
品
の
紹
介
や
、
張
成
に
つ
い

て
記
さ
れ
た
文
献
の
紹
介
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
記
さ
れ
た

張
成
は
結
局
、
何
の
名
手
と
さ
れ
て
伝
わ
っ
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
文

（
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「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

一
一

脈
の
中
で
張
成
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。『
漆
工

辞
典
』
で
も
「
中
国
元
代
の
彫
漆
作
者
」
と
は
記
さ
れ
る
も
の
の
、
一
体
ど
の
よ
う
な

彫
漆
作
品
を
製
作
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
彫
漆
作
品
と
言
っ
て
も

そ
の
技
法
は
様
々
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
章
で
は
張
成
が
漆
工
品
の
う
ち
何
の
作

者
・
名
手
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
評
価
を
さ
れ
て
い
た
の
か
、
中
国
と
日

本
の
文
献
史
料
か
ら
改
め
て
整
理
・
検
討
す
る
。
簡
単
に
概
略
を
述
べ
て
お
く
と
、
中

国
の
文
献
で
は
張
成
の
評
価
は
一
貫
性
が
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
の
文
献
で
は
、
張
成

の
彫
漆
作
品
が
最
上
級
品
で
あ
る
と
い
う
一
貫
し
た
評
価
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
他
の

点
に
お
い
て
は
文
献
に
よ
っ
て
認
識
に
差
が
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
ま
ず
は
中
国
の
文

献
を
確
認
し
た
上
で
、
日
本
の
文
献
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
一
）　

中
国
の
文
献
に
見
る
張
成

ま
ず
『
格
古
要
論
』
巻
下
を
確
認
す
る
。

剔
紅
器
無
新
舊
、
但
看
朱
厚
色
鮮
紅
而
堅
重
者
為
好
、
剔
劍
環
香
草
者
尤
佳
、
若

黃
地
子
剔
山
水
人
物
及
花
木
飛
走
者
、
雖
用
工
細
巧
容
易
脫
起
朱
薄
而
少
紅
者
價

低
、
宋
朝
內
府
中
物
多
是
金
銀
作
素
者
、
元
末
西
塘
楊
匯
、
有
張
成
楊
茂
剔
紅
最

得
名
、
但
朱
薄
而
不
堅
者
多
浮
起
、
日
本
琉
球
國
極
愛
此
物
、

張
成
は
元
時
代
末
、
嘉
興
府
西
塘（
現
・
浙
江
省
嘉
興
市
）の
人
物
で
、
楊
茂
と
と
も
に

剔
紅
の
名
手
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
の
記
述
に
よ
る
と
、
本
来
剔
紅
は
朱

漆
を
厚
く
塗
り
重
ね
、
鮮
や
か
な
紅
色
を
し
て
お
り
、
堅
く
て
重
み
が
あ
る
も
の
が
よ

い
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
張
成
や
楊
茂
が
名
を
得
て
い
た
剔
紅
は
、
朱

漆
の
層
が
薄
く
、
堅
く
な
く
、
漆
の
浮
き
も
多
い
と
さ
れ
る
。『
格
古
要
論
』
は
後
に

増
補
さ
れ
た
も
の
も
含
め
、
明
時
代
前
期
に
は
完
成
し
て
い
た
書
物
で
あ
り
、
張
成
・

楊
茂
を
元
時
代
末
の
人
物
と
し
て
い
る
点
の
信
憑
性
は
比
較
的
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
か
つ
著
者
で
あ
る
曹
昭
は
江
蘇
省
松
江
の
出
身
と
さ
れ
、
張
成
の
出
身
地
と
さ
れ

る
浙
江
省
と
同
じ
江
南
地
域
に
あ
た
る
。
よ
っ
て
こ
こ
に
記
さ
れ
る
情
報
の
信
憑
性
は

決
し
て
低
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
第
一
章
で
述
べ
た
通
り
「
但
朱
薄
而
不
堅

者
多
浮
起
」
と
い
う
箇
所
は
現
存
作
例
と
一
致
す
る
と
は
言
い
が
た
い
。
徳
川
美
術
館

の
現
存
作
例
は
比
較
的
厚
み
の
あ
る
漆
の
積
層
を
持
つ
作
品
が
多
い
。
も
し
『
格
古
要

論
』
が
記
さ
れ
た
明
時
代
の
段
階
で
「
多
浮
起
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も

し
こ
れ
が
伝
わ
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
多
く
の
あ
る
い
は
大
き
な
漆
の
浮
き
が
あ
る
に
違

い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
張
成
が
名
手
だ
っ
た
と
さ
れ
る
剔
紅
と
は
何
か
を
知
る
に
は
、
中
国
に

お
い
て
唯
一
、
漆
工
技
法
を
伝
え
る
専
門
書
で
、
隆
慶
年
間（
一
五
六
七
～
七
二
）に
黄

成
が
著
し
た
『
髹
飾
録
』
彫
鏤
第
十（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）が
参
考
に
な
る
。

剔
紅

即
彫
紅
漆
也
、
髤
層
之
厚
薄
、
朱
色
之
明
暗
、
彫
鏤
之
精
粗
、
太
甚
有
巧
拙
、
唐

制
多
印
板
刻
平
錦
朱
色
、
彫
法
古
拙
可
賞
、
復
有
陥
地
黄
錦
者
、
宋
元
之
制
蔵
鋒

清
楚
、
隠
起
円
滑
、
繊
細
精
緻
、
又
有
無
錦
紋
者
、
共
有
象
旁
刀
跡
見
黒
綫
者
、

極
精
巧
、
又
有
黄
錦
者
、
黄
地
者
次
之
、
又
礬
胎
者
不
堪
用
、

唐
制
如
上
説
而
刀
法
快
利
、
非
後
人
所
能
及
、
陥
地
黄
錦
者
、
其
錦
多
似
細
鈎
雲
與
、
宋
元
以
来
之
剔

法
大
異
也
、
蔵
鋒
清
楚
、
運
刀
之
通
法
、
隠
起
円
滑
、
壓
花
之
刀
法
、
繊
細
精
緻
、
錦
紋
之
刻
法
、
自

宋
元
至　

国
朝
皆
用
此
法
、
古
人
精
造
之
器
剔
跡
之
紅
間
露
黒
綫
一
二
帯
、
一
綫
者
或
在
上
或
在
下
、

重
綫
者
其
間
相
去
或
狭
或
闊
無
定
法
、
所
以
家
家
為
記
也
、
黄
錦
黄
地
亦
可
賞
、
礬
胎
者
礬
朱
重
漆
以

銀
朱
為
面
、
故
剔
跡
殷
暗
也
、
又
近
琉
球
国
産
精
巧
而
鮮
紅
、
然
而
工
趣
去
古
甚
遠
矣
、

宋
・
元
時
代
に
「
蔵
鋒
清
楚
、
隠
起
円
滑
、
繊
細
精
緻
」
な
剔
紅
が
確
立
さ
れ
、
楊

明
の
註
に
よ
れ
ば
、
明
時
代
に
も
そ
の
手
法
が
引
き
継
が
れ
た
と
い
う
。
ま
た
剔
紅
に

は
黒
い
筋
が
一
筋
か
二
筋
、
彫
り
目
か
ら
見
え
て
い
た
と
さ
れ
る
。
黄
成
も
楊
明
も
各

（
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「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

一
二

時
代
の
彫
り
方
お
よ
び
彫
り
目
の
言
及
に
留
ま
り
、
漆
の
積
層
の
様
相
や
彫
り
の
深
さ

は
言
及
し
て
い
な
い
。

あ
わ
せ
て
明
時
代
に
成
立
し
た
文
献
を
確
認
す
る
と
、
例
え
ば
『
清
秘
藏
』
巻
上
の

論
雕
刻
で
は
次
の
通
り
記
さ
れ
る
。

宋
人
雕
紅
漆
器
、
宮
中
所
用
者
多
以
金
銀
為
胎
、
妙
在
刀
法
圓
熟
藏
鋒
不
露
用
朱

極
鮮
漆
堅
厚
而
無
敲
裂
、
所
刻
山
水
樓
閣
人
物
鳥
獣
皆
儼
若
図
畫
為
佳
絶
耳
、
元

時
張
成
楊
茂
二
家
技
擅
一
時
、
第
用
朱
不
厚
間
多
敲
裂
、
我
明
永
楽
年
果
園
厰
所

制
及
宣
廟
所
制
不
独
用
朱
用
胎
精
美
之
甚
其
欵
文
尤
勝
底
刻
大
明
永
楽
年
製
者
用
針
刻

而
填
以
黒
漆
大
明
宣
徳
年
製
者
刀
刻
而
填
以
金
屑
宋
元
所
無
第
刀
法
視
宋
人
尚
隔
一
舎
薄
胎

沙
金
蜔
嵌
金
銀
片
嵌
等
漆
器
惟
倭
称
最
偽
作
者
質
重
易
辨
也
、

さ
ら
に
高
濂（
一
五
二
七
～
歿
年
未
詳
）が
選
定
し
た
『
遵
生
八
牋
』
巻
十
四　

燕
閒
清

賞
箋　

上
巻
で
も
張
成
・
楊
茂
の
作
品
の
特
徴
と
し
て
『
清
秘
藏
』
と
同
様
の
内
容
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
万
暦
年
間（
一
五
七
三
～
一
六
二
〇
）に
著
さ
れ
た
『
萬
暦
嘉
興
府
志
』

に
は
張
成
の
息
子
・
張
徳
剛
を
紹
介
す
る
記
述
の
中
で
、「
父
成
与
同
里
楊
茂
俱
善
髹

漆
剔
紅
器
」
と
紹
介
さ
れ
た
上
で
、
永
楽
年
間（
一
四
〇
三
～
二
四
）に
日
本
や
琉
球
で

こ
う
し
た
彫
漆
作
品
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
成
祖（
永
楽
帝
）が
こ
の

話
を
聞
き
、
張
成
・
楊
茂
の
歿
後
に
父
の
技
術
・
技
法
な
ど
を
受
け
継
い
だ
張
徳
剛
を

都
に
召
し
寄
せ
た
と
い
う
。
張
成
が
製
作
し
た
作
品
の
特
徴
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

親
子
二
代
に
わ
た
り
剔
紅
の
巧
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
殊
に
日
本
と
琉
球
で
珍

重
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
『
格
古
要
論
』
お
よ
び
『
萬
暦
嘉
興
府
志
』
の
二
つ
の
史
料
か

ら
共
通
し
て
見
て
取
れ
る
。

時
代
が
下
が
っ
て
清
時
代
の
文
献
で
も
、
張
成
は
引
き
続
き
登
場
す
る
。
康
熙
年
間

（
一
六
六
二
～
一
七
二
二
）に
高
士
奇
が
選
定
し
た
『
金
鰲
退
食
筆
記
』
巻
下
で
は
剔
紅
の

作
品
の
説
明
の
中
で
、「
其
法
、
朱
漆
三
十
六
次
、
镂
以
細
錦
、
底
漆
黒
光
、
針
刻
大

明
永
楽
年
制
、
比
元
時
張
成
、
楊
茂
剣
环
香
草
之
式
、
似
為
過
之
」
と
あ
る
。
中
国
で

は
剣
環
文
・
香
草
文
と
表
現
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
屈
輪
文
の
類
を
表
し
た
作
品
を
剔
紅

で
張
成
が
製
作
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
張
成
の
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
『
格

古
要
論
』
と
同
内
容
を
記
す
書
物
に
鄧
之
誠（
一
八
八
七
～
一
九
六
〇
）が
記
し
た
『
骨
董

瑣
記
』
も
あ
り
、「
元
時
張
成
楊
茂
作
者
多
珠
薄
不
堅
有
」
と
あ
る
。

管
見
の
限
り
、
張
成
の
作
品
に
つ
い
て
、
浮
き
あ
る
い
は
亀
裂
が
多
く
み
ら
れ
る
旨

の
但
し
書
き
が
付
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
文
震
亨（
一
五
八
六
～
一
六

四
五
）が
著
し
た
『
長
物
志
』
巻
七
の
器
具
の
項
で
は
、
そ
れ
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

雕
刻
精
妙
者
以
宋
為
貴
、
俗
子
輒
論
金
銀
胎
最
為
可
笑
、
蓋
其
妙
處
在
刀
法
圓
熟
、

藏
鋒
不
露
、
用
朱
極
鮮
、
漆
堅
厚
而
無
敲
裂
、
所
刻
山
水
樓
閣
人
物
鳥
獣
、
皆
儼

若
圖
畫
、
為
佳
絕
耳
、
元
時
張
成
楊
茂
二
家
亦
以
此
技
擅
名
一
時
、
国
朝
果
園
廠

所
製
刀
法
視
宋
尚
隔
一
籌
、

宋
時
代
の
彫
漆
は
彫
刻
が
巧
み
で
、
鋭
利
で
は
な
く
丸
み
を
帯
び
た
様
相
で
、
朱
が

鮮
や
か
で
漆
は
厚
く
塗
ら
れ
て
お
り
、
亀
裂
が
な
い
。
山
水
・
楼
閣
・
人
物
・
鳥
獣
の

彫
刻
は
絵
画
の
よ
う
に
美
し
く
彫
り
上
げ
、
元
時
代
に
お
い
て
は
張
成
と
楊
茂
が
こ
の

技
術
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
名
を
馳
せ
て
い
た
、
と
あ
る
。
張
成
・
楊
茂
も
こ
の
宋
時

代
の
技
術
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
解
釈
す
れ
ば
彼
ら
が
製
作
し
た

作
品
は
漆
が
厚
く
塗
り
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
堅
く
、
亀
裂
も
入
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
。『
格
古
要
論
』
の
記
述
と
は
異
な
っ
て
く
る
。『
長
物
志
』
で
は
張
成
が
何
を
製
作

し
て
い
る
か
を
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
が
、『
長
物
志
』に
書
か
れ
る
内
容
は『
清
秘
藏
』

に
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
箇
所
の
説
明
は
剔
紅
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
他
の
文
献
を
写
し
て
い
る
と
も
思
え
る
記
述
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
朱
漆
の
積
層
が
厚
く
な
く
亀
裂
が
多
い
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
て
い

る
点
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
文
震
亨
は
「
俗
子
輒
論
金
銀
胎
最
為
可
笑
」
の
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「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

一
三

部
分
も
『
格
古
要
論
』
や
『
清
秘
藏
』
と
は
異
な
る
記
述
を
し
て
お
り
、
過
去
の
文
献

を
参
照
し
な
が
ら
も
自
ら
の
書
を
記
す
際
に
は
そ
の
内
容
を
殊
更
必
要
と
は
考
え
な

か
っ
た
の
か
、
書
き
落
と
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
中
国
の
文
献
に
見
え
る
張
成
の
評
価
を
小
括
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
る

だ
ろ
う
。
張
成
は
元
時
代
の
人
物
で
、
剔
紅
の
名
手
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
剔
紅
の
作

品
は
漆
層
の
厚
み
や
朱
色
の
明
度
、
彫
り
方
の
精
粗
が
様
々
で
、
そ
れ
ら
に
は
巧
拙
が

あ
っ
た
が
、
特
に
宋
・
元
時
代
に
は
、
彫
刻
が
巧
み
で
、
鋭
利
で
は
な
く
丸
み
を
帯
び

た
様
相
の
剔
紅
の
作
品
が
製
作
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
朱
漆
層
の
間
に
は
黒
漆
層
の

筋
が
一
本
あ
る
い
は
二
本
入
っ
て
い
た
。
意
匠
は
山
水
・
楼
閣
・
人
物
・
鳥
獣
お
よ
び

屈
輪
文
な
ど
が
彫
ら
れ
た
。
剔
紅
の
中
で
も
、
朱
漆
を
厚
く
塗
り
重
ね
て
積
層
し
、
鮮

や
か
な
赤
い
色
を
呈
し
て
お
り
、
堅
く
て
重
み
が
あ
る
も
の
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
元
時
代
、
剔
紅
の
名
手
と
さ
れ
て
い
た
張
成
は
、
こ
う
し
た
彫
り
方
は
継
承

す
る
一
方
で
、
朱
漆
の
積
層
は
少
な
く
、
堅
く
な
い
作
品
を
製
作
し
て
い
た
。
こ
の
評

価
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
時
代
の
好
み
に
左
右
さ
れ
な
い
、
技
術
的
に
優
れ
た
作
品

を
製
作
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
現
状
で
は
推
測
の

域
を
出
な
い
。

（
二
）　

日
本
の
文
献
に
見
る
張
成

先
述
の
通
り
、
中
国
で
は
各
文
献
に
お
い
て
張
成
の
評
価
が
一
貫
し
て
い
た
。
一

方
、
日
本
で
は
張
成
が
彫
漆
作
品
の
名
手
と
し
て
名
高
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
共
通

認
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
文
献
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
彫
漆
作
品
の
名
手
で

あ
っ
た
か
、
ど
の
時
代
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
っ
た
か
な
ど
の
認
識
が
異
な
っ
て
く

る
。
さ
ら
に
彫
漆
作
品
の
名
手
の
一
人
で
、
張
成
と
と
も
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
楊
茂

と
は
優
劣
を
つ
け
ら
れ
た
り
、
張
成
・
楊
茂
以
外
に
も
彫
漆
作
品
の
名
手
が
挙
げ
ら
れ

た
り
す
る
な
ど
、
中
国
の
文
献
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
記
述
が
登
場
し
て
く
る
。
本
節

で
は
こ
の
よ
う
な
様
相
を
、
史
料
を
引
用
し
な
が
ら
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
「
日
本
人
の
唐
物
数
寄
の
評
価
で
は
張
成
が
代
表
」
で
あ
っ
た
点
に
つ
き
、

そ
の
認
識
を
日
本
の
文
献
か
ら
確
認
す
る
。
第
一
に
参
照
す
べ
き
は
『
君
台
観
左
右
帳

記
』
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
に
は
複
数
の
流
布
本
が
あ
る
が
、
東
北
大
学
本
よ
り
該
当

箇
所
を
抜
粋
す
る
。

一
、
彫
物
之
事

盆
・
香
合
・
其
外
い
ろ
〳
〵
の
ほ
り
物
。
上
中
下
は
、
物
の
な
り
の
め
つ
ら

し
き
を
第
一
の
上
と
申
候
。
但
、
手
に
よ
り
候
。
□

（
張
）成

か
作
の
剔
紅
・
堆

紅
、
第
一
た
る
へ
く
候
。

盆
や
香
合
、
そ
の
他
の
様
々
な
彫
物
、
つ
ま
り
彫
漆
作
品
の
評
価
基
準
は
、
形
が
珍

し
い
か
ど
う
か
が
第
一
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
た
だ
し
製
作
者
に
よ
る
と
す
る
。
そ
の

製
作
者
の
中
で
、
と
り
わ
け
張
成
が
製
作
し
た
剔
紅
と
堆
紅
の
作
品
が
第
一
で
あ
る
と

評
価
す
る
。
張
成
の
活
動
時
期
へ
の
言
及
は
な
い
。
で
は
東
北
大
学
本
で
紹
介
さ
れ
る

剔
紅
と
堆
紅
は
ど
の
よ
う
な
技
法
で
あ
ろ
う
か
。

剔
紅　

色
あ
か
し
。
地
に
水
・
わ
ち
か
へ
・
ひ
し
な
と
を
、
い
か
に
も
こ
ま
か
に

ほ
り
て
、
そ
の
上
に
屋
躰
・
人
形
・
花
鳥
は
か
り
色
々
な
と
を
云
也
。

堆
紅　

色
あ
か
し
。
地
に
き
う
る
し
。
ほ
り
め
に
黒
か
さ
ね
一
又
は
二
も
あ
り
。

手
ふ
か
く
、
花
鳥
を
ほ
り
た
る
を
云
也
。
花
斗
な
る
も
あ
り
。

剔
紅
も
堆
紅
も
、
現
在
で
は
堆
朱
と
呼
び
慣
わ
す
作
品
を
指
す
が
、
当
時
は
そ
れ
ぞ

れ
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
改
め
て
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
剔
紅
の
特
徴
は
、
表

面
が
赤
色
を
呈
し
て
い
る
こ
と
、
地
に
水
・
輪
違
・
菱
文
な
ど
を
大
変
細
か
く
彫
る
こ

と
、
そ
の
上
に
建
物
・
人
物
・
花
鳥
な
ど
を
彫
る
こ
と
で
あ
る
。
堆
紅
の
特
徴
は
、
表

面
が
赤
色
を
呈
し
て
い
る
こ
と
、
最
下
層
に
黄
漆
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
彫
り
目
に
黒
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「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

一
四

漆
を
一
筋
も
し
く
は
二
筋
挟
ん
で
い
る
こ
と
、
彫
り
が
深
く
花
鳥
を
彫
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
た
だ
し
、
意
匠
に
関
し
て
は
花
だ
け
を
彫
る
場
合
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

『
髹
飾
録
』
の
記
述
と
比
較
す
る
と
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
堆
紅
は
『
髹
飾
録
』
に

お
け
る
剔
紅
の
特
徴
に
近
い
。
一
方
、『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
剔
紅
に
記
さ
れ
る

「
い
か
に
も
こ
ま
か
に
ほ
り
て
」
は
、『
髹
飾
録
』
に
見
え
る
「
繊
細
精
緻
」
と
書
か
れ

る
部
分
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。『
髹
飾
録
』
の
剔
紅
の
技
法
が
『
君
台
観
左
右
帳

記
』
で
は
地
の
文
様
と
細
か
さ
に
着
目
す
る
剔
紅
と
、
彫
り
の
深
さ
と
彫
り
目
に
着
目

す
る
堆
紅
に
区
分
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
歴
博
本
で
は
、
張
成
に
つ
い
て
の
記
述
で
「
上
々
の
堆
紅
の
物
、
此
作
な

り
」
と
あ
る
の
で
、
堆
紅
の
名
手
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
同
じ

史
料
的
性
格
を
持
つ
文
献
で
も
書
き
継
が
れ
て
い
く
過
程
で
異
な
る
情
報
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
流
布
本
の
う
ち
、
例
え
ば
徳
川

宗
敬
氏
寄
贈
の
「
君
台
観
左
右
帳
記
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）や
「
小
河
御
所
并
東
山
殿

御
餝
記
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）に
は
、
張
成
の
名
前
は
見
出
せ
ず
、『
君
台
観
左
右
帳
記
』

の
全
て
の
流
布
本
で
必
ず
し
も
張
成
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
君
台
観
左
右
帳
記
』
と
同
様
の
彫
漆
作
品
の
分
類
を
示
す
も
の
と
し
て
、『
烏
鼠

集
』
や
「
文
阿
弥
花
伝
書
残
巻
」（
九
州
国
立
博
物
館
蔵
）が
あ
る
。『
烏
鼠
集
』
で
は
二
か

所
で
張
成
の
名
前
が
登
場
す
る
。

（「
烏
鼠
集　

二
」）

盆
、
方
盆
・
円
盆
・
曲
物
・
二
ッ
入
之
盆
・
剜
物
盆
・
堆
朱
・
堆
烏
・
珪
璋
・
金

糸
・
二
重
剜
・
剔
紅
・
松
皮
・
犀
皮
・
存
星
褐
色
也
。
或
ハ
為
作
者
之
名
ト
。
稚
金
或
作

ル
沈
金
。
紋
者
茘
枝
・
唐
草
・
紅
花
緑
葉
・
牡
丹
・
芙
蓉
・
花
鳥
・
屋
体
・
人
形
・

松
雲
・
岩
ニ
水
・
山
樹
等
限
無
。
裏
者
折
入
菱
・
洲
浜
・
累
ゝ
或
作
屈
輪
々
々
ニ
也
。

作
者
、
楊
茂
・
張
成
・
周
明
・
盧
補
是
皆
於
此
昔
能
阿
弥
所
記
也
。
盆
ノ
内
。

（「
烏
鼠
集　

四
」）

彫
物
の
類
は
玄
宗
皇
帝
の
代
よ
り
始
る
工
ミ
と
そ
き
く

剔
紅
や
堆
朱
堆
紅
二
重
剜
松
皮
犀
皮
や
堆
烏
堆
漆

珪
璋
や
又
地
紅
存
星
や
金
糸
九
蓮
稚
金
黒
蓮

彫
紋
は
紅
花
緑
葉
松
に
雲
巌
に
水
や
山
や
殖
樹
よ

梅
柘
植
茘
枝
梔
子
菊
の
花
芙
蓉
唐
草
杜

（
牡
）丹

芍
薬

花
鳥
や
屋
躰
人
形
色
々
に
有
彫
物
は
上
の
手
と
き
く

裏
に
彫
ル
物
ハ
大
概
累
〳
〵
や
折
リ
入
レ
菱
や
洲
浜
輪
違

八
人
と
聞
し
造
者
の
中
に
も
や
用
ひ
ら
る
ゝ
ハ
楊
茂
張
成

ま
た
「
文
阿
弥
花
伝
書
残
巻
」
で
は
、
剔
紅
・
地
紅
・
堆
朱
・
堆
紅
・
珪
璋
の
技
法

や
特
徴
を
紹
介
し
た
上
で
、
別
途
項
目
を
立
て
「
一
、
楊
茂
張
成
二
人
乃
作
尤
大
切

也
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
尊
世（
存
星
）の
技
法
・
特
徴
が
紹
介
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も

彫
漆
作
品
の
う
ち
、
ど
の
技
法
を
用
い
た
巧
者
で
あ
る
か
は
示
さ
れ
な
い
が
、
二
人
が

特
別
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
、
ま
た
張
成
・
楊
茂
以
外
の
彫
漆
作
品
の

巧
者
の
存
在
も
確
認
で
き
る
。

ま
た
寛
文
八
年（
一
六
六
八
）に
書
写
さ
れ
、
茶
道
具
の
形
態
上
の
見
所
や
そ
れ
ら
の

飾
り
方
・
拝
見
の
仕
方
な
ど
を
百
十
六
条
に
ま
と
め
た
『
唐
物
上
古
物
置
様
の
事
』
で

は
張
成
が
堆
紅
の
名
手
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
彫
漆
作
品
に
関
す
る
条
目
を
引
用

す
る
と
左
の
通
り
で
あ
る
。

一　

ほ
り
物
に　

つ
い
香
ハ
ほ
り
目
か
さ
ね
お
ほ
く
し
て
ふ
か
し　

つ
い
し
ゆ
ハ

か
さ
ね
一
有
り

（
る
ヵ
）習

也　

又
ぬ
り
物
の
色
は
人
の
身
を
き
り
た
る
時
の
血
の

こ
と
く
な
る
か
上　

ま
た
へ
に
の
色
な
る
も
よ
し　

朱
の
色
な
る
ハ
あ
し
ゝ

一　

ち
つ
か
う
の
手
と
申
事
ハ　

水
な
ミ
に
て
も
し
つ
め
て
あ
ひ
〳
〵
ニ
ほ
り
た

（
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「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

一
五

る
を
ち
つ
か
う
と
申　

ち
つ
の
字
し
つ
む
と
云
よ
み
有

（
中
略
）

一　

張
成
つ
い紅

乎
也
乎

香
と　

楊
茂
堆
朱
也　

其
外
口
伝

（
中
略
）

一　

ほ
り
物
に
つ
い
香紅

乎
ハ
上　

つ
い
し
ゆ
ハ
次　

つ
い
香紅

乎
に
て
つ
い
朱
ハ
よ
し　

つ
い
朱
に
て
の
つ
い
香
ハ
わ
ろ
し　

了
雲
の
盆
な
と
つ
い
紅
に
て
候　

悦
伝

書
写

右
の
史
料
は
彫
漆
作
品
に
つ
い
て
系
統
的
に
ま
と
め
て
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
記
述
が

整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
が
、
張
成
が
堆
紅
、
楊
茂
が
堆
朱
を
製
作
し
て
い

た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
の
堆
紅
は
、
意
匠
は
不
明
だ

が
、
表
面
が
赤
色
で
彫
り
が
深
い
品
を
指
す
。
注
目
し
た
い
点
は
張
成
と
楊
茂
で
は
評

価
さ
れ
る
品
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
『
古
今
和
漢
万
宝
全
書
』
八　

和
漢
諸

道
具
見
知
抄
で
も
張
成
と
楊
茂
は
区
別
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

同
（
唐
物
）堆

朱
彫
物
之
事

一
、
堆
紅　
朱
彫
物
張
成
が
作
之
、
色
赤
く
う
づ
た
か
き
物
也
、
花
鳥
ぐ
り
〳
〵

な
ど
有
、
ほ
り
ふ
か
し
、
彫
目
に
黒
き
筋
一
ツ
有
、

一
、
剔
紅　
朱
彫
物
又
別
紅
共
、
色
赤
し
、
地
に
水
波
菱
輪
違
な
ど
ほ
り
て
、
上

屋
躰
人
形
花
鳥
な
ど
ほ
る
を
云
な
り
、
又
云
香
合
印
籠
食
籠
盆
な
ど
の
面
計

に
屋
躰
人
形
花
鳥
を
ほ
り
て
惣
を
花
計
に
ほ
り
た
る
有
盆
ハ
い
づ
れ
も
外
を

ぐ
り
〳
〵
に
ほ
る
也
、

一
、
堆
朱　
朱
彫
物
楊
茂
造
る
也
、
色
赤
し
、
ほ
り
め
う
す
し
重
に
筋
な
し
、
ミ

な
あ
か
し
、

広
義
の
堆
朱
の
枠
組
の
中
に
、
堆
紅
・
剔
紅
・
狭
義
の
堆
朱
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
、
こ
こ
で
の
張
成
の
堆
朱
彫
物
と
は
、
表
面
が
赤
色
を
呈
し
、
漆
の
積
層
が
厚
く
、

さ
ら
に
彫
り
が
深
く
て
朱
漆
層
の
中
に
黒
い
筋
を
一
本
持
つ
堆
紅
を
指
す
。
同
書
で

は
、
他
に
「
唐
物
堆
朱
作
者
之
名
」
を
列
記
し
て
紹
介
し
て
い
る
箇
所
も
あ
り
、
そ
こ

で
は
「
張
成　

唐
作
者　

同
（
唐
物
）上

手
也
、
手
ふ
か
く
彫
」、「
楊
茂　

唐
作
者　

手
あ
さ
く

ほ
る
也
、
上
手
な
れ
共
張
成
よ
り
少
を
と
れ
り
」
と
書
か
れ
る
。
中
国
の
文
献
で
は
、

張
成
・
楊
茂
は
一
貫
し
て
並
び
記
さ
れ
て
い
た
上
、
同
等
に
評
価
さ
れ
て
お
り
、
二
人

と
も
が
最
上
級
の
彫
漆
作
品
の
製
作
者
で
あ
り
、
製
作
す
る
作
品
の
違
い
や
優
劣
は
確

認
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
差
違
は
日
本
独
自
の
張
成
・
楊
茂
の
認
識

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
山
上
宗
二
記
』
で
も
、
香
合
の
記
述
の
中
に
、
張
成
と
楊
茂
と
を
区
別
し
て
記
し

て
い
る
。『
山
上
宗
二
記
』
は
天
正
十
五
年（
一
五
八
七
）頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
少
な
く
と
も
十
六
世
紀
後
半
の
段
階
で
は
、
二
人
は
区
別

さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

一
、
香
箱
之
事　

ひ
し
の
盆
・
香
合
と
て
名
物
在
。
惣
見
院
殿
御
時
火
ニ
入
失
候

名
物
也
。
此
外
竪
布
袋
、
居
布
袋
ト
テ
昔
東
山
殿
御
代
ニ
在
リ
。
其
後
方
々

ニ
テ
失
候
、
残
処
々
ニ
可
有
候
。
其
内
竪
布
袋
、
堺
天
王
寺
屋
宗
及
ニ
不
破

之
香
炉
ニ
置
合
テ
在
之
。
何
モ
ツ
イ
朱
ノ
手
ナ
リ
。
ひ
し
の
盆
ハ
堆
紅
、
此

内
竪
布
袋
カ
上
作
ト
云
イ
名
物
也
。
布
袋
香
箱
ハ
作
張
盛
、
ひ
し
の
香
箱
も

張
盛
、
ひ
し
の
盆
ハ
よ
う
も
作
。
竪
布
袋
上
十
、
居
布
袋
下
十
。

布
袋
香
合
の
作
者
が
張
成
で
、
こ
れ
ら
は
堆
朱
の
技
法
で
作
ら
れ
た
品
で
あ
る
と
い

う
。
ま
た
内
赤
盆
も
同
様
に
堆
朱
の
技
法
で
作
ら
れ
て
お
り
、
張
成
の
作
で
あ
る
と
さ

れ
る
。一

、
内
赤
之
盆　

是
唐
物
也
。
外
花
ヲ
五
色
彫
ニ
ホ
ル
。
梅
・
梔
子
・
菊
・
牡

丹
・
芍
薬
、
此
分
ホ
ル
也
、
堆
朱
ノ
手
裏
黒
。
朱
漆
ニ
テ
円

（
潁
）川

東
房
ト
云
書

付
有
リ
。
在
作
張
盛
也
。
代
百
貫
、
十
枚
ア
リ
。
又
少
シ
小
形
ナ
ル
カ
十
枚

（
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「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

一
六

在
。
是
ハ
悪
シ
。
代
目
聞
次
第
。

張
成
の
活
動
時
期
へ
の
言
及
は
な
い
が
、
室
町
幕
府
八
代
将
軍
足
利
義
政
の
時
代
に

は
布
袋
香
合
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
少
な
く
と
も
室
町
時
代
・
明
時
代
以
前
に

は
張
成
が
活
動
し
て
お
り
、
日
本
で
も
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、『
唐

物
上
古
物
置
様
の
事
』
や
『
古
今
和
漢
万
宝
全
書
』
八　

和
漢
諸
道
具
見
知
抄
の
記
述

と
は
製
作
す
る
作
品
の
技
法
が
張
成
と
楊
茂
で
反
対
に
な
っ
て
い
る
点
も
気
に
か
か
る

が
、
こ
こ
で
は
張
成
が
「
張
盛
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。「
成
」「
盛
」

は
同
一
字
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
微
妙
な
書
き
違
い
か
ら
㉑
の
よ
う
な
「
朝
盛
」
銘
が
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

「
ち
ょ
う
せ
い
」
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
最
上
級
品
の
証
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
の
一

端
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
張
成
が
堆
朱
の
製
作
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
史
料
と
し
て
『
茶
家
醉
古
襍
』

も
あ
る
。

唐
物
漆
器

張
成　

堆
朱
上
々
作
、
時
代
千
年
余
ト
云
、

楊
茂　

右
同
、

周
明　

右
同
、
合
テ
三
作
ト
云
、
張
成
楊
茂
ニ
ハ
作
劣
ル
、

玉
圓　

上
々
作
、
右
ニ
同
シ
、
張
成
楊
茂
ニ
ヨ
ク
似
タ
リ
、

王
質　

右
同
、

ま
た
元
禄
三
年（
一
六
九
〇
）に
刊
行
さ
れ
た
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
巻
五
で
は
、
江
戸

時
代
の
職
業
を
紹
介
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
堆
朱
彫
」
が
登
場
し
、
張
成
も
そ
こ
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

推
（
堆
）朱

彫　

唐
土
に
て
ハ
珍
星
、
張
成
、
其
外
数
多
の
名
人
あ
り
。
日
本
に
て
彫

は
し
め
し
ハ
、
下
京
辺
に
門
入
と
て
其
名
四
方
に
聞
之
た
る
名
人
あ
り
し
、
そ
の

子
孫
仏
光
寺
通
東
洞
院
西
へ
入
と
こ
ろ
に
推

（
堆
）朱

や
二
郎
左
衛
門
と
て
名
人
と
も
あ

り
、
彫
の
手
き
ハ
む
か
し
の
門
入
に
ハ
ま
さ
り
な
ん
と
□
□
人
申
あ
へ
り
、
江
戸

南
大
工
町
に
あ
り
、

堆
朱
彫
が
ど
の
よ
う
な
作
品
を
製
作
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
記
述
か
ら
は
定
か
で
は

な
い
が
、
堆
朱
彫
以
外
に
彫
漆
作
品
の
技
法
は
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
剔
紅

彫
・
堆
紅
彫
と
い
う
職
業
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
え
て
、
お
そ
ら
く
現
在
堆

朱
と
呼
ぶ
作
品
に
近
い
品
全
般
を
製
作
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
も
問
題

な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
堆
朱
は
少
な
く
と
も
『
君
台
観
左
右

帳
記
』
に
お
け
る
剔
紅
・
堆
紅
・
堆
朱
・
堆
漆
・
金
絲
・
九
連
絲
と
い
っ
た
赤
色
を
呈

す
る
漆
器
全
て
含
ん
だ
も
の
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
古
今
和
漢

万
宝
全
書
』
八　

和
漢
諸
道
具
見
知
抄
で
見
た
通
り
、
一
方
で
堆
朱
に
は
広
義
の
堆
朱

と
狭
義
の
堆
朱
が
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
、
堆
朱
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
、
史
料

ご
と
に
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
で
は
、中
国
の
文
献
で
は
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
「
珍
星
」

な
る
人
物
も
突
如
登
場
し
て
い
る
た
め
、
張
成
と
存
星
の
関
係
に
も
言
及
し
て
お
き
た

い
。「
珍
星
」
は
お
そ
ら
く
存
星
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

も
そ
も
存
星
は
人
名
で
は
な
く
技
法
の
名
称
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
日
本
の
文
献
に
お
い

て
張
成
と
存
星
が
共
に
記
載
さ
れ
る
事
例
も
確
認
し
て
お
く
。
例
え
ば
、『
君
台
観
左

右
帳
記
』
東
北
大
学
本
に
は
存
星
を
記
し
た
箇
所
の
続
き
に
も
張
成
の
名
が
見
え
て
い

る
。

存
せ（

星
）い　

色
く
ろ
き
も
あ
り
、
あ
か
き
も
あ
り
、
ち
き
ん
の
こ
と
く
ほ
り
た
る
物

也
。
ま
れ
に
候
。

作
は
張
成
第
一
上
也
。
楊
茂
第
二
、
周
明
同
。

こ
の
記
述
に
つ
い
て
福
島
修
氏
は
「「
作
は
張
成
…
」
と
ま
る
で
存
星
の
作
者
に
つ

（
37
）

（
38
）



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

一
七

い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
文
が
続
く
が
、
存
星
に
だ
け
代
表
的
な
作
者
名
を
記
す
こ
と

は
不
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
彫
物
」
の
全
体
に
か
か
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
箇
所
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ

て
張
成
は
存
星
も
製
作
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
嬉
遊
笑
覧
』
巻
二

下
で
は
、
存
星
の
項
目
で
張
成
の
名
前
が
登
場
し
て
く
る
。

〇
東
牖
子
に
世
に
存
星
の
盆
と
い
ふ
古
器
有
て
珍
蔵
す
、
目
利
す
る
者
存
星
の
若

出
来
或
ハ
後
出
来
な
ど
ヽ
鑑
定
す
、
存
星
ハ
器
物
作
人
の
名
と
覚
え
た
る
や
う

也
、
作
ハ
宋
の
張
成
な
り
、
盆
の
地
面
に
星
顕
れ
た
れ
ハ
存
星
と
称
す
、
張
成
古

今
の
細
工
人
な
り
と
ぞ
南
土
御
門
氏
所
持
三
種
の
内
、
存
星
の
盆
あ
り
、
是
ハ
東

山
殿
御
所
持
な
り
し
を
伝
来
す
、
下
絵
ハ
馬
麟
な
り
、
図
ハ
許
由
な
ち
ろ
い
へ
り
、

存
星
を
ま
た
誤
り
て
珍
星
と
い
ひ
た
り
、
人
倫
訓
蒙
図
彙
堆
朱
彫
の
処
に
唐
土
に

て
ハ
珍
星
、
張
成
其
外
数
多
の
名
人
あ
り
と
い
へ
り
、
是
を
按
る
に
い
づ
れ
も
い

た
く
誤
て
り
と
み
ゆ
、
雍
州
府
志
漆
器
条
に
有
称
藤
重
者
樽
井
氏
而
南
京
之
漆
工

也
、
是
漆
工
羽
田
氏
之
類
也
、
至
今
藤
厳
十
一
代
也
、
第
七
世
人
剃
髪
号
藤
重
、

特
為
巧
手
自
玆
後
不
称
樽
井
、
従
倭
訓
号
藤
重
、
是
専
製
中
次
茶
器
云
々
、
こ
の

漆
工
も
と
南
京
の
者
に
て
樽ソ

ン
セ
イ井

な
る
故
に
こ
れ
が
作
れ
る
器
を（
其
始
ハ
彼
国
の
式

に
て
作
り
け
む
ハ
中
次
茶
器
の
み
に
ハ
あ
ら
ぬ
な
る
へ
し
）や
が
て
音
に
呼
て
樽
井
と

い
へ
る
が
唐
物
の
漆
器
を
も
し
か
称
へ
し
を
、
後
に
戧
金
の
盆
に
星
の
こ
と
き
も

の
有
か
ら
樽ソ

ン
セ
イ井

を
存
星
と
誤
り
し
も
の
と
見
ゆ
、

『
嬉
遊
笑
覧
』
で
は
引
用
す
る
『
東
牖
子
』・『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
の
記
述
を
誤
り
と

す
る
が
、
存
星
に
つ
い
て
そ
の
誤
り
に
触
れ
て
い
る
の
み
で
、
張
成
に
つ
い
て
は
言
及

さ
れ
て
い
な
い
。
根
拠
に
乏
し
い
言
説
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
彫
漆
作
品
の
製
作
者
の

捉
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
の
一
つ
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。
数
少
な
い
文

献
を
確
認
し
た
だ
け
で
も
、
張
成
が
剔
紅
・
堆
紅
・
堆
朱
・
存
星
の
作
者
と
し
て
記
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
、
彫
漆
作
品
の
う
ち
一
体
何
の
作
者
で
あ
っ
た
の
か
定
ま
っ
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
張
成
の
活
動
時
期
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言

え
る
。（

朱
合
点
）一
、
彫
物
塗
物
ノ
作
人

張
成　

南
京　

大
元
ゟ
元
禄
七
迄
千
六
百
年
程

楊
茂　

同
、
年
号
不
知
、
元
禄
七
迄
五
百
年
余

用
明　

同
、
永
楽
ゟ
元
禄
七
迄
七
百
七
十
年
余

存
生　

同
、
年
号
不
知
、

黄
成　

同
、
年
号
不
知
、
元
禄
七
迄
六
百
年
余

印
袋　

同
、
年
号
不
知
、
元
禄
七
年
迄
百
年
余
、

七
宝
身　

印
袋
弟
子
也
、

右
に
引
用
し
た
『
宗
友
記
』
や
『
秇
苑
日
渉
』
巻
十
二
で
は
、
元
時
代
の
人
物
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
が
、『
東
牖
子
』
巻
二
で
は
、
宋
時
代
の
人
物
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
槐
記
』
享
保
十
二
年（
一
七
二
七
）閏
正
月
二
十
三
日
条
で
は
左
の
通
り
、
万
暦

年
間（
一
五
七
三
～
一
六
二
〇
）の
人
物
と
さ
れ
て
お
り
年
代
幅
が
あ
る
。

堆
朱
、
堆
紅
、
堆
漆
、
紅
花
緑
葉
ト
ノ
差
別
ヲ
伺
フ
、

何
レ
モ
時
代
之
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
堆
朱
ハ
己
ガ
彫
ン
ト
思
フ
程
朱
ヲ
塗
リ
上
ゲ

テ
、
其
漆
朱
ヲ
彫
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
堆
紅
ハ
底
ニ
塗
リ
テ
、
其
上
ニ
漆
ヲ
塗
リ

テ
、
夫
ヲ
彫
テ
、
朱
ノ
処
マ
デ
彫
リ
詰
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
又
一
遍
ハ
朱
、
一
遍
ハ

黄
漆
、
一
遍
ハ
黒
漆
ト
、
次
第
シ
テ
塗
リ
テ
、
夫
ヲ
彫
レ
バ
、
色
々
ノ
筋
ガ
出
来

ル
、
是
ヲ
如
何
ナ
ル
故
ニ
カ
、
堆
漆
ノ
手
ト
云
、
其
塗
リ
様
カ
ラ
、
時
代
カ
ラ
、

工
カ
ラ
ノ
事
、
詳
ニ
遵
生
八
牋
ニ
見
ヘ
タ
リ
ト
仰
ラ
ル
、
楊
茂
、
張
成
ヲ
世
間
ニ

作
ノ
香
合
ト
テ
、
千
年
ニ
モ
及
ブ
ヤ
ウ
ニ
云
、
明
ノ
萬
暦
時
代
ノ
者
ニ
テ
、
上
工

ナ
リ
、
張
成
ハ
細
カ
ナ
ル
工
ヲ
尊
ミ
、
楊
茂
ハ
ク
ハ
ラ
リ
ト
シ
タ
ル
ヲ
尊
ブ
、

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

一
八

各
史
料
が
何
を
根
拠
に
活
動
年
代
を
記
載
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
、
例

え
ば
『
槐
記
』
の
場
合
に
は
、『
遵
生
八
牋
』
が
万
暦
十
九
年（
一
五
九
一
）の
自
序
を
持

つ
こ
と
か
ら
誤
認
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
小
括
す
る
と
、
中
国
の
文
献
で
は
一
貫
し
て
、
張
成
は
元
時
代
に
活
動
し
た

人
物
で
あ
り
、
剔
紅
の
名
手
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
の
剔
紅
と
は
『
髹
飾

録
』
に
記
さ
れ
る
、
赤
色
を
呈
し
、
朱
漆
層
の
中
に
黒
漆
層
が
入
っ
た
作
品
で
、
彫
り

は
す
っ
き
り
と
し
て
お
り
、
角
は
丸
く
、
繊
細
で
精
緻
な
作
品
を
指
す
。
し
か
し
日
本

の
文
献
で
は
、
張
成
が
製
作
し
た
品
が
最
上
級
品
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
揺
ら
が
な
い

も
の
の
、
彫
漆
作
品
の
う
ち
ど
の
よ
う
な
作
品
を
製
作
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
い
つ
活

動
し
た
の
か
、
に
つ
い
て
の
一
貫
し
た
評
価
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
製
作
し
た
作
品
に

つ
い
て
は
、
剔
紅
・
堆
紅
・
堆
朱
・
存
星
と
多
様
で
あ
り
、
ま
た
活
動
し
た
時
代
に
つ

い
て
も
宋
時
代
か
ら
明
時
代
ま
で
幅
広
く
、
定
説
を
見
な
い
。
さ
ら
に
、
日
本
に
お
い

て
は
彫
り
の
深
さ
や
意
匠
に
よ
る
彫
漆
作
品
の
分
類
か
ら
、
張
成
と
楊
茂
が
同
等
で
は

な
く
、
そ
の
二
人
の
実
力
に
差
が
あ
る
と
ま
で
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
か
つ
て
は
分

類
が
細
分
化
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
堆
朱
と
い
う
一
括
の
用
語
で
か
つ
日
本
独
自

の
概
念
で
呼
び
慣
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
彫
漆
作
品
は
江
戸
時
代
、
特
に
茶
の
湯
の

世
界
に
お
い
て
そ
れ
が
張
成
の
真
作
で
あ
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
中
国
の
名
工

「
ち
ょ
う
せ
い
」
の
作
品
で
あ
る
こ
と（「
ち
ょ
う
せ
い
」
の
作
と
伝
わ
る
こ
と
）の
方
が
当

時
の
人
々
に
と
っ
て
大
切
な
指
標
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
見
て
取
れ
る
。
日
本
で

こ
の
よ
う
な
混
乱
が
起
こ
っ
た
背
景
と
し
て
は
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け

て
、
様
々
な
文
献
へ
書
き
継
が
れ
て
い
く
過
程
で
、
徐
々
に
誤
植
が
生
ま
れ
た
り
正
確

に
伝
え
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
り
し
て
、
曖
昧
さ
な
ど
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。
ま
た
日
本
に
彫
漆
作
品
お
よ
び
そ
の
技
法
が
伝
来
し
た
時
に
、
中
国
と
は
異

な
る
、
日
本
独
自
の
捉
え
方
を
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
彫
漆
作
品
を
日
本
独
自
の
作
品

分
類
で
区
分
し
た
こ
と
に
よ
り
、
張
成
・
楊
茂
の
作
品
の
特
徴
は
か
え
っ
て
不
明
確
に

な
り
、
彼
ら
が
活
動
し
た
時
代
に
つ
い
て
も
様
々
な
認
識
が
生
ま
れ
る
結
果
と
な
っ
た

と
考
え
た
い
。

（
続
く
）

註（
1
）　

科
学
分
析
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
図
録
と
し
て
は
九
州
国
立
博
物
館
『
ト
ピ
ッ
ク

展
示　

彫
漆　

漆
に
刻
む
文
様
の
美
』（
九
州
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）や
上
海
博
物
館

編
『
千
文
万
華　

中
国
歴
代
漆
器
芸
術
』（
上
海
書
画
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）、
上
海
博
物

館
編
・
包
燕
麗
著
『
上
海
博
物
館
蔵　

雕
漆
』（
上
海
書
画
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
）が
あ

る
。
そ
の
他
、
岡
田
文
男
「
根
津
美
術
館
所
蔵
「
楼
閣
人
物
螺
鈿
手
箱
」
考
―
箱
の
構
造
と

下
地
の
材
質
」（『
根
津
美
術
館
紀
要　

此
君
』
一
三
、
根
津
美
術
館
、
二
〇
二
二
年
）、
川
畑

憲
子
「
調
査
報
告　

根
津
美
術
館
所
蔵
螺
鈿
作
品
の
木
地
構
造
」（『
根
津
美
術
館
紀
要　

此

君
』
一
三
、
根
津
美
術
館
、
二
〇
二
二
年
）な
ど
の
論
文
も
あ
る
。

（
2
）　

徳
川
美
術
館
・
根
津
美
術
館
編
『
彫
漆
』（
徳
川
美
術
館
・
根
津
美
術
館
、
一
九
八
四
年
）。

（
3
）　

荒
川
浩
和
「
彫
漆
」（
前
掲
註（
2
）所
収
）一
七
九
～
一
八
〇
頁
。

（
4
）　

曹
昭
が
著
し
た
古
器
物
の
鑑
賞
に
つ
い
て
の
書
物
で
あ
る
。
洪
武
二
十
年（
一
三
八
七
）に

成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
天
順
三
年（
一
四
五
九
）に
は
王
佐
に
よ
っ
て
増
補
さ
れ
、『
新
増
格

古
要
論
』
と
題
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
た
。

（
5
）　

明
時
代
に
張
応
文
が
著
し
た
古
器
物
の
鑑
賞
書
で
あ
る
。

（
6
）　

前
掲
註（
2
）。

（
7
）　

漆
工
史
学
会
編
『
漆
工
辞
典
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
二
年
）。

（
8
）　

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
サ
ー
チ（https://w

w
w

.m
etm

useum
.org/

art/collection/search/40211

）令
和
六
年（
二
〇
二
四
）十
二
月
三
十
日
閲
覧
。

（
9
）　

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
サ
ー
チ（https://w

w
w

.m
etm

useum
.org/

art/collection/search/843759

）令
和
六
年（
二
〇
二
四
）十
二
月
三
十
日
閲
覧
。

（
10
）　

上
海
博
物
館
編
・
包
燕
麗
著
『
上
海
博
物
館
蔵　

雕
漆
』（
上
海
書
画
出
版
社
、
二
〇
二
二

年
）六
八
～
六
九
頁
。



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

一
九

（
21
）　

張
徳
剛
、
西
塘
人
、
父
成
与
同
里
楊
茂
俱
善
髹
漆
剔
紅
器
。
永
楽
中
、
日
本
、
琉
球
購
得

之
、
以
献
于
朝
。
成
祖
聞
而
召
之
。
時
二
人
已
没
、
德
剛
能
継
其
父
、
随
召
至
京
、
面
試
称

旨
、
即
授
営
繕
所
副
、
賜
宅
、
復
其
家
、
時
有
包
亮
亦
与
德
剛
争
巧
、
宣
德
時
、
亦
召
為
営

繕
所
副
。

（
22
）　

光
緒
四
年（
一
八
七
八
）に
刊
行
さ
れ
た
『
嘉
興
府
志
』
巻
三
三（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）

の
物
産
の
項
で
は
『
格
古
要
論
』
を
引
用
し
て
張
成
を
紹
介
す
る
。

剔
犀
器
皿
元
嘉
興
西
塘
楊
匯
作
者
雖
重
数
多
剔
得
深
峻
、
剔
紅
器
皿
元
時
西
塘
張
成
楊

茂
最
得
名
、
戧
金
器
皿
元
時
西
塘
有
彭
君
宝
者
甚
得
名
戧
山
水
人
物
亭
観
花
木
鳥
獣
種

種
精
妙
格
古
要
論
、

さ
ら
に
道
光
二
十
年（
一
八
四
〇
）に
刊
行
さ
れ
た
『
嘉
興
府
志
』
で
は
左
の
通
り
記
載
さ
れ

る
。

張
成
楊
茂
嘉
興
府
西
炉
楊
匪
人
、
别
紅
最
得
名
、
其
枪
全
枪
鋤
之
法
、
凡
器
用
什
物
先

用
虑
漆
為
地
以
錦
刻
昼
或
山
水
樹
石
花
竹
謂
毛
亭
台
屋
字
人
物
故
事
、
一
二
窘
藻
后
用

斩
跃
霆
韩
、
右
枪
金
則
調
雄
黄
、
枪
銀
則
調
鉛
粉
、
日
洒
后
再
挑
挑
散
所
刻
縫
篱
、
以

金
薄
或
銀
薄
、
依
銀
匠
所
用
紙
糊
笼
簟
置
金
銀
薄
在
内
蓬
旋
网
切
取
铺
已
、
施
漆
上
新

县
指
拭
牢
宝
、
但
著
議
者
自
然
听
住
其
餘
金
銀
、
都
在
县
上
于
庆
斗
中
欢
、

（
23
）　

意
訳
に
際
し
て
は
、
荒
井
健
ほ
か
訳
註
『
長
物
志
二
―
明
代
文
人
の
生
活
と
意
見　

東
洋

文
庫
六
六
五
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
）三
一
九
～
三
二
二
頁
も
参
照
し
た
。

（
24
）　

前
掲
註（
7
）。

（
25
）　
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
は
唐
物
の
鑑
定
お
よ
び
座
敷
飾
り
の
指
南
書
で
あ
る
。
永
正
八
年

（
一
五
一
一
）の
奥
書
を
持
ち
、
永
禄
二
年（
一
五
五
九
）に
成
立
し
た
写
本
が
東
北
大
学
附
属

図
書
館
の
狩
野
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
便
宜
上
、
こ
れ
を
「
東
北
大
学
本
」

と
称
し
、
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。
翻
刻
に
際
し
て
は
千
宗
室
『
茶
道
古
典
全
集　

第
二

巻
』（
淡
交
新
社
、
一
九
五
八
年
）も
参
照
し
た
。

（
26
）　
『
髹
飾
録
』
に
も
堆
紅
が
記
さ
れ
る
が
、
灰
漆
で
盛
り
上
げ
た
上
に
朱
漆
を
塗
る
技
法
で

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
君
台
観
左
右
帳
記
』
で
は
『
髹
飾
録
』
に
お
け
る
堆
紅
の
技
法

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
27
）　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
永
禄
三
年（
一
五
六
〇
）に
書
写
し
た
旨
の

奥
書
を
持
つ
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
を
便
宜
上
、
本
稿
で
は
「
歴
博
本
」
と
称
す
る
。
た
だ

（
11
）　

前
掲
註（
10
）一
一
〇
～
一
一
三
頁
。

（
12
）　

ア
シ
ュ
モ
レ
ア
ン
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
サ
ー
チ（https://w

w
w

.ashm
olean.org/

collections-online#/item
/ash-object-691897

）令
和
六
年（
二
〇
二
四
）十
一
月
十
一
日

閲
覧
。

（
13
）　

前
掲
註（
7
）。

（
14
）　
「
蓮
花
堆
黒
長
方
盤
」
宋
時
代
・
十
三
世
紀
、
九
州
国
立
博
物
館
蔵
。『
ト
ピ
ッ
ク
展
示　

彫
漆　

漆
に
刻
む
文
様
の
美
』（
九
州
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）二
七
頁
の
作
品
解
説
に

お
い
て
、「
元
時
代
の
彫
漆
作
家
、
張
成
の
銘
「
張
成
造
」
も
入
る
が
、
そ
ち
ら
は
偽
銘
で

あ
ろ
う
」
と
す
る
。

（
15
）　
「
元
代
張
成
与
楊
茂
的
剔
紅
雕
漆
器
―
記
故
宮
博
物
院
重
要
蔵
品
之
一
―
」（
文
物
参
考
資

料
編
輯
委
員
会
編
『
文
物
参
考
資
料
』
七
四
、
中
国
古
典
芸
術
出
版
社
、
一
九
五
六
年
）や
李

経
澤
・
胡
世
昌 “Chinese Lacquer: T

hree Im
portant Pieces in the Royal M

useum
 

of Scotland”

（『
畳
彩　

抱
一
齋
蔵
中
国
漆
器
』
香
港
中
文
大
学
中
国
文
化
研
究
所
文
物
館
、

二
〇
一
〇
年
。
初
出
は
一
九
九
六
年
）な
ど
。

（
16
）　

前
掲
註（
4
）。

（
17
）　

素
地
の
収
縮
や
経
年
劣
化
で
、
漆
塗
膜
に
亀
裂
や
断
文
が
入
り
、
そ
こ
か
ら
漆
塗
膜
が
剝

れ
か
か
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
）　

隆
慶
年
間（
一
五
六
七
～
七
二
）に
活
躍
し
た
漆
工
家
・
黄
成
が
著
し
、
天
啓
五
年（
一
六

二
五
）に
楊
明
が
序
文
と
註
を
付
し
た
『
髹
飾
録
』
は
中
国
の
漆
工
技
法
を
伝
え
る
唯
一
の

専
門
書
で
あ
る
。
現
在
、写
本
の
み
が
残
る
。
東
京
国
立
博
物
館
に
二
件
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

木
村
孔
恭（
一
七
三
六
～
一
八
〇
二
。
蒹
葭
堂
と
号
す
る
）の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ

る
「
蒹
葭
堂
本
」
と
、
昭
和
十
八
年（
一
九
四
三
）、
徳
川
宗
敬
氏
に
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
、
い

わ
ゆ
る
「
徳
川
本
」
で
あ
る
。
中
国
で
は
主
に
蒹
葭
堂
本
を
底
本
と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ

て
き
た
が
、
近
年
、
山
田
眞
一
氏
が
「
研
究
ノ
ー
ト
『
髹
飾
録
』
校
勘
記
」（『
富
山
大
学
芸

術
文
化
学
部
紀
要
』
一
四
、
国
立
大
学
法
人
富
山
大
学
芸
術
文
化
学
部
、
二
〇
二
〇
年
）に

お
い
て
徳
川
本
の
方
が
原
本
に
近
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
本
稿
で
は
徳
川
本
を
参
照
す

る
こ
と
と
す
る
。

（
19
）　

前
掲
註（
5
）。

（
20
）　

本
書
に
は
万
暦
十
九
年（
一
五
九
一
）の
自
序
が
あ
る
。



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

二
〇

し
後
世
の
写
本
で
は
な
い
か
と
の
説
も
あ
る
。
翻
刻
に
際
し
て
は
、
谷
晃
「『
君
台
観
左
右

帳
記
』
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」（
野
村
美
術
館
学
芸
部
編
『
野
村
美
術
館
研
究
紀
要
』
三
、

野
村
文
華
財
団
、
一
九
九
四
年
）を
参
照
し
た
。
な
お
、『
君
台
観
左
右
帳
記
』
東
北
大
学
本

と
は
異
な
り
、
堆
紅
の
意
匠
と
し
て
屈
輪
文
も
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）　
『
烏
鼠
集
』
は
初
期
茶
書
を
代
表
す
る
集
成
書
で
、
複
数
の
茶
書
を
集
成
し
、
四
巻
に
し

て
い
る
。
こ
の
史
料
の
原
本
は
寛
永
年
間（
一
六
二
四
～
四
四
）頃
の
写
本
と
さ
れ
る
。

（
29
）　
「
文
阿
弥
花
伝
書
残
巻
」
は
、
大
永
二
年（
一
五
二
二
）、
室
町
幕
府
の
同
朋
衆
・
文
阿
弥

が
記
し
、
永
禄
二
年（
一
五
五
九
）に
文
鏡
に
よ
っ
て
書
き
写
さ
れ
た
奥
書
を
持
つ
史
料
で
あ

る
。
床
の
間
や
書
院
を
飾
る
作
法
を
図
解
し
、
道
具
の
材
質
や
形
状
を
詳
し
く
解
説
し
た
室

町
時
代
の
花
伝
書
で
あ
る
。

（
30
）　
「
烏
鼠
集　

二
」（
高
橋
忠
彦
・
神
津
朝
夫
編
『
茶
書
古
典
集
成
一　

初
期
の
和
漢
茶
書
』

淡
交
社
、
二
〇
一
九
年
）。

（
31
）　
「
烏
鼠
集　

四
」（
高
橋
忠
彦
・
神
津
朝
夫
編
『
茶
書
古
典
集
成
一　

初
期
の
和
漢
茶
書
』

淡
交
社
、
二
〇
一
九
年
）。

（
32
）　

基
本
的
に
史
料
の
中
で
作
者
の
名
を
挙
げ
る
際
に
は
、
張
成
・
楊
茂
の
順
で
登
場
す
る
。

し
か
し
『
烏
鼠
集
』・「
文
阿
弥
花
伝
書
残
巻
」
は
楊
茂
・
張
成
の
順
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、

管
見
の
限
り
、
順
序
が
反
転
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
張
成
の
方
が
楊
茂
よ
り
も
上
手
で

あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
な
ぜ
あ
え
て
楊
茂
を
先
に
記
載
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
写
本

の
系
統
の
検
討
や
、
今
後
の
史
料
の
発
掘
に
よ
り
引
き
続
き
考
察
を
重
ね
た
い
。

（
33
）　

千
宗
室
監
修
・
筒
井
紘
一
編
『
茶
道
学
大
系
第
十
巻　

茶
の
古
典
』（
淡
交
社
、
二
〇
〇
一

年
）。

（
34
）　

元
禄
七
年（
一
六
九
四
）に
初
版
が
刊
行
さ
れ
、
以
後
、
何
度
も
重
版
さ
れ
た
。
日
本
や
中

国
の
印
章
や
墨
跡
・
古
筆
・
茶
道
具
な
ど
の
古
器
物
や
刀
工
の
系
譜
な
ど
を
集
成
し
た
、
全

十
三
巻
の
百
科
事
典
で
あ
る
。

（
35
）　

谷
端
昭
夫
翻
刻
・
校
注
・
解
題
「
山
上
宗
二
記（
岩
屋
寺
本
）」（
谷
端
昭
夫
編
『
茶
書
古
典

集
成
六　

利
休
の
茶
書
』
淡
交
社
、
二
〇
二
二
年
）。
本
史
料
は
山
上
宗
二
が
著
し
た
茶
の

湯
の
伝
書
で
、
天
正
年
間（
一
五
七
三
～
九
二
）頃
の
茶
の
湯
の
様
相
を
記
す
。「
山
上
宗
二

記
」
に
は
複
数
の
写
本
が
存
在
し
、
岩
屋
寺
本
は
天
正
十
六
年（
一
五
八
八
）二
月
二
十
七
日

の
奥
書
を
持
つ
。
な
お
『
茶
書
古
典
集
成
六
』
に
は
桑
山
本
も
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿

に
か
か
わ
る
箇
所
は
同
内
容
で
あ
っ
た
た
め
、
岩
屋
寺
本
の
翻
刻
の
み
記
し
た
。

（
36
）　

山
田
哲
也
翻
刻
・
校
注
・
解
題
「
宗
及
他
会
記
・
宗
凡
他
会
記
」（
山
田
哲
也
編
『
茶
書
古

典
集
成
三　

宗
及
茶
湯
日
記
［
天
王
寺
屋
会
記
］
他
会
記
』
淡
交
社
、
二
〇
二
二
年
）に
附

属
す
る
「
江
月
覚
書
」
元
和
元
年（
一
六
一
五
）十
月
二
十
日
条
に
も
「
張
成
造
」
銘
が
刻
ま

れ
た
内
赤
盆
に
つ
い
て
の
特
徴
を
記
載
し
た
箇
所
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
紹
介
に
留
め
、
詳
細

は
次
輯
以
降
で
述
べ
る
。

（
37
）　

荒
川
浩
和
・
香
川
志
乃
「〔
文
献
紹
介
〕『
茶
家
醉
古
襍
』（
一
）」（『
漆
工
史
』
一
〇
、
漆
工

史
学
会
、
一
九
八
七
年
）。
本
史
料
は
弘
化
三
年（
一
八
四
六
）の
奥
付
を
持
つ
。
ま
た
本
史

料
で
は
「
堆
朱
堆
黒
十
作
」
と
し
て
張
成
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
大
元
年
中
作　

上
々
作
」

と
も
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
荒
川
浩
和
・
水
上
康
子
「〔
文
献
紹
介
〕『
茶
家
醉
古
襍
』（
二
）」

（『
漆
工
史
』
一
一
、
漆
工
史
学
会
、
一
九
八
八
年
）で
引
き
続
き
『
茶
家
醉
古
襍
』
が
翻
刻

さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
も
あ
り
、
張
成
ら
が
堆
朱
青
貝
の
作
者
で
あ
る

こ
と
、
張
成
以
外
に
も
名
手
が
お
り
、
張
成
を
含
み
「
堆
朱
十
作
」
と
呼
ば
れ
る
十
人
の
巧

者
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

香
合
品
目

香
合
ハ
茶
具
の
中
に
て
軽
き
物
と
し
て
利
休
百
会
に
て
香
合
の
書
付
と
て
ハ
な
く
か
る

が
故
に
名
物
も
ま
た
少
し　

其
中
に
名
物
と
い
ふ
は
堆
朱
青
具
に
つ
き
る
張
成　

楊
茂

　

周
明
こ
の
三
作
を
い
ふ　

此
三
作
乃
外
に
張
源　

銭
弥　

呂
甫　

金
甫　

玉
円　

王

賢　

印
堆
の
七
人
は
元
と
明
と
の
間
の
人
に
て
都
合
十
人
を
堆
朱
の
十
作
と
い
ふ
、

（
38
）　
『
古
今
和
漢
万
宝
全
書
』
八　

和
漢
諸
道
具
見
知
抄
で
広
義
の
堆
朱
と
狭
義
の
堆
朱
が
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
東
福
寺
・
東
京
国
立
博
物
館
・
京
都
国
立
博
物
館
・

読
売
新
聞
社
編
『
特
別
展　

東
福
寺
』（
読
売
新
聞
社
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
、
二
〇
二
三
年
）で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
屈
輪
堆
黒
天
目
台
」（
正
伝
永
源
院
蔵
）に
付
さ
れ

た
永
島
明
子
氏
の
作
品
解
説
に
は
、
外
箱
蓋
表
に
「
堆
朱
天
目
䑓
＜
楊
茂
／
曲
輪　

弐
箇

（
以
下
略
）」
と
あ
り
、「
正
伝
永
源
院
に
は
堆
朱
で
屈
輪
の
天
目
台
は
伝
わ
ら
ず
」、「
二
基

の
堆
黒
の
屈
輪
天
目
台
が
伝
わ
」
っ
て
お
り
、「
江
戸
時
代
に
は
彫
漆
を
堆
朱
と
総
称
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
彫
漆
を
総
称
し
て
堆
朱
と

呼
称
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
堆
朱
彫
も
い
わ
ゆ
る
現
在
の
堆
朱
の
み
な
ら
ず
、
彫
漆
全
般

を
製
作
し
て
い
る
職
人
で
あ
っ
た
可
能
性
も
今
後
視
野
に
入
れ
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ



「
張
成
造
」
銘
を
持
つ
漆
工
品
の
一
考
察（
一
）

二
一

ろ
う
。

（
39
）　

福
島
修
「
存
星
「
稀
な
る
も
の
」
の
系
譜
」（
五
島
美
術
館
学
芸
部
編
『
存
星
―
漆
芸
の
彩

り
』
公
益
財
団
法
人
五
島
美
術
館
、
二
〇
一
四
年
）。

（
40
）　

松
山
米
太
郎
校
註
『
註
解　

茶
道
四
祖
伝
書　

全
』（
秋
豊
園
、
一
九
三
三
年
）に
挿
入
さ

れ
る
口
絵
で
は
存
星
盆
の
説
明
と
し
て
「
小
堀
家
蔵
本
松
屋
名
物
道
具
記
に
ハ
作
者
張
成
、

絵　

馬
麟
、
地
文
ニ
星
有
る
を
以
て
存
星
ト
云
と
有
り
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
後
世
に
追

記
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
何
ら
か
の
史
料
を
参
考
に
張
成
が
存
星
の
作
品
を
製
作
し
て

い
た
か
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
『
茶
道
四
祖
伝
書
』
は
「
利
休
居
士

伝
書
」・「
古
織
公
伝
書
」・「
三
斎
公
伝
書
」・「
甫
公
伝
書
」
の
四
冊
か
ら
な
り
、
松
屋
に
伝

わ
る
伝
承
や
聞
き
書
き
な
ど
を
整
理
し
て
記
述
し
た
書
物
で
あ
る
。

（
41
）　
『
嬉
遊
笑
覧
』
は
随
筆
家
の
喜
多
村
信
節
に
よ
り
、
文
政
十
三
年（
一
八
三
〇
）に
刊
行
さ

れ
た
書
物
で
あ
る
。
様
々
な
文
献
を
引
用
し
な
が
ら
、
江
戸
時
代
後
期
の
風
俗
や
習
慣
を
解

説
・
整
理
し
て
い
る
。

（
42
）　

小
堀
政
方
編
「
宗
友
記
」
三
巻
の
う
ち
巻
三（『
茶
道
叢
書
』
一
〇
五
―
一
〇
七
。
国
立
国

会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン https://dl.ndl.go.jp/pid/2561538

。
令
和
七
年
一

月
三
日
閲
覧
）。「
宗
友
記
」
は
遠
州
流
茶
道
七
代
家
元
・
小
堀
政
方（
一
七
四
二
～
一
八
〇

三
）に
よ
る
編
著
で
あ
る
。
序
文
に
明
和
二
年（
一
七
六
五
）の
年
号
が
入
っ
て
お
り
、
こ
の

年
に
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
国
立
国
会
図
書
館
が
所
蔵
す
る
本
書
は
そ
の
写
本
で
三
巻

あ
る
。

（
43
）　

秋
田
・
佐
竹
家
の
藩
儒
で
あ
っ
た
村
瀬
栲
亭（
一
七
四
四
～
一
八
一
九
）に
よ
っ
て
ま
と
め

ら
れ
、
文
化
四
年（
一
八
〇
七
）に
刊
行
さ
れ
た
全
十
二
巻
の
考
証
随
筆
で
あ
る
。

［
附
記
］

　
本
稿
は
、
令
和
五
年（
二
〇
二
三
）度
に
公
益
財
団
法
人
美
術
工
芸
振
興
佐
藤
基
金
の
助
成
を
受

け
て
調
査
し
た
成
果
の
一
部
で
す
。
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
作
品
の
調
査
や
ご
指
導
・
ご
助
言

な
ど
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
方
々
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。（

徳
川
美
術
館　

學
藝
員
）





『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

二
三

　

緒　
　
　

言

一　

灰
被
天
目
と
そ
の
受
容
史（
概
観
）

二　

名
物
記
と
茶
会
記
に
み
る
引
拙
所
持
の
灰
被
天
目

三　

尾
張
家
の
道
具
帳
に
み
る
灰
被
天
目

四　

引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
の
同
定

　

結　
　
　

語

緒　
　
　

言

千
利
休
の
高
弟
・
山
上
宗
二（
一
五
四
四
～
九
〇
）が
当
時
の
名
物
茶
の
湯
道
具
を
書

き
連
ね
目
利
き
の
要
点
を
ま
と
め
た
『
山
上
宗
二
記
』
に
は
、
名
物
の
灰
被
天
目
が
三

碗
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
二
碗
を
豊
臣
秀
吉
が
所
持
し
、
残
る
一
碗
を
茶
の
湯
の

祖
と
伝
称
さ
れ
る
珠
光（
一
四
二
三
～
一
五
〇
二
）に
次
ぐ
世
代
の
名
人
・
引
拙（
生
歿
年
未

詳
）が
も
と
は
所
持
し
、
当
時
は
堺
の
薬
種
商
で
あ
っ
た
油
屋（
伊
達
家
）が
所
持
し
て
い

た
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
名
物
茶
の
湯
道
具
を
列
記
し
た
名
物
記
や
茶
の
湯
の
会
で
の
道

具
立
て
を
記
し
た
茶
会
記
、
道
具
の
管
理
に
用
い
ら
れ
た
道
具
帳
な
ど
か
ら
、
こ
の
灰

被
天
目
は
の
ち
に
徳
川
家
康
が
所
持
し
、
そ
の
遺
産
「
駿
府
御
分
物
」
と
し
て
、
尾
張

徳
川
家（
以
下
、「
尾
張
家
」
と
す
る
）初
代
義
直
へ
譲
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
灰
被
天
目
は
、
現
在
、
徳
川
美
術
館
が
収
蔵
す
る
「
灰
被
天
目
」（
大
名
物
。
図

１
・
2
。
以
下
、
徳
川
美
術
館
で
の
什
宝
番
号
に
従
い
「
茶
碗
11
」
と
す
る
）と
考
え
ら
れ
、

同
時
に
『
山
上
宗
二
記
』
に
記
載
さ
れ
た
灰
被
天
目
の
う
ち
、
唯
一
の
現
存
例
と
し
て

重
要
視
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
茶
碗
11
は
歴
史
的
・
学
術
的
な
分
類
に
お
け
る
灰
被
天
目
に
は
あ

た
ら
な
い
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
造
形
上
の
特
徴
を
考

え
る
と
、
本
来
は
、
福
建
省
建
窯
で
生
産
さ
れ
た
「
建
盞
」
と
す
る
の
が
適
切
で
あ

る
。
し
か
し
、
一
般
的
な
建
盞
に
比
し
て
褐
色
を
呈
し
た
や
や
特
殊
な
釉
調
で
あ
る
こ

と
を
理
由
に
、
近
世
以
前
で
は
誤4

解4

に
よ
っ
て
灰
被
天
目
に
分
類
さ
れ
て
い
た
と
解
釈

さ
れ
て
き
た
。
加
え
て
、
茶
会
記
等
に
お
け
る
引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
の
記
録
と
茶
碗

11
の
造
形
上
の
特
徴
に
齟
齬
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
、
竹
内
順
一
氏
が
示
唆
し
て
い

る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

加
　
藤
　
祥
　
平



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

二
四

こ
れ
ら
か
ら
、
引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
が
茶
碗
11
で
は
な
い
可
能
性
も
既
に
浮
上
し

な
が
ら
も
、
茶
碗
11
は
特
に
『
山
上
宗
二
記
』
に
お
け
る
灰
被
天
目
の
評
価
の
基
準
と

し
て
度
々
紹
介
・
参
照
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
近
年
の
調
査
を
通
し
て
、
徳
川

美
術
館
が
収
蔵
す
る
別
の
天
目
が
、
引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
に
該
当
す
る
蓋
然
性
が
高

ま
っ
た
。

本
稿
で
は
、
名
物
記
や
茶
会
記
な
ど
の
記
録
、
尾
張
家
で
の
道
具
帳
の
記
録
や
造
形

上
の
特
徴
な
ど
か
ら
、
引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
の
同
定
を
再
検
討
す
る
。

一　

灰
被
天
目
と
そ
の
受
容
史（
概
観
）

灰
被
天
目
は
、
中
国
で
生
産
さ
れ
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
唐
物
天
目
」

の
一
種
で
あ
る
。
現
代
で
は
「
灰
被
」
の
表
記
が
定
着
し
て
い
る
が
、
史
料
や
箱
書
で

は
「
灰
蒙
」
や
「
灰
冠
」
と
い
っ
た
表
記
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
現
代
で
は
、「
は
い
か

つ
ぎ
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
が
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時

代
に
お
け
る
読
み
方
と
し
て
は
、「
は
い
か
づ
き
」
が
正
し
い
こ
と
を
竹
内
氏
が
指
摘

し
て
い
る
。

全
体
的
に
黒
色
の
釉
薬
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
灰
を
被
っ
た
よ
う
に
白
く

濁
っ
た
発
色
を
す
る
こ
と
が
特
徴
の
一
つ
で
、
そ
の
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

ほ
か
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
は
、
見
込
み
が
平
坦
で
や
や
広
い
点
や
高
台
周
り
を
水
平

に
削
る
点
、
高
台
内
を
浅
く
斜
め
に
削
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
釉
薬
に
つ
い
て
は
、

「
二
重
掛
け
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
異
な
る
二
種
類
の
釉
薬
を
掛
け
る
方

法
と
、
一
種
類
の
釉
薬
を
二
度
掛
け
る
方
法
、
二
つ
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
灰
被
天
目
は
、
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
。
ま
ず

唐
物
天
目
の
分
類
と
そ
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
足
利
将
軍
家
の
同
朋
衆
で
あ
っ
た
能
阿

弥
や
相
阿
弥
が
著
し
た
と
さ
れ
る
、
御
殿
飾
り
の
手
引
書
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
中

の
、
中
国
産
陶
器
類
の
分
類
と
説
明
を
掲
げ
た
「
土
之
物
」
が
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
て

き
た
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
奥
書
か
ら
永
正
八
年（
一
五
一
一
）十
月
に
記
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
「
君
台
観
左
右
帳
記
」（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
）の
記
述
で
あ

る
。

一
土
之
物

曜ヨ
ウ
ヘ
ン變　

建
盞
の
内
の
無
上
也　

世
上
に
な
き
物
也　

地
い
か
に
も
く
ろ
く 

こ

き
る
り 

う
す
き
る
り
の
ほ
し
ひ
た
と
あ
り　

又
き
色
白
色
こ
く
う
す
き
る
り

な
と
の
色
々
ま
し
り
て 

に
し
き
の
や
う
な
る
く
す
り
も
あ
り　

万
疋
の
物
也

一
油ユ

滴テ
キ　

第
二
の
重
寳　

こ
れ
も
地
く
す
り
い
か
に
も
く
ろ
く
し
て 

う
す
む
ら

さ
き
色
の
し
ら
け
た
る
ほ
し 

う
ち
そ
と
に
ひ
た
と
あ
り　

よ
う
へ
ん
よ
り
ハ

世
に
数
あ
ま
た
あ
る
へ
し　

五
千
疋

一
建
盞　

ゆ
て
き
に
も
お
と
る
へ
か
ら
す　

地
く
す
り
く
ろ
く
し
ろ
か
ね
の
こ
と

く
き
ん
は
し
り
て 

お
な
し
く
ゆ
て
き
の
こ
と
く
ほ
し
の
あ
る
も
あ
り　

三
千

疋
一
烏
盞　

た
う
さ
ん
の
な
り
に
て 

土
く
す
り
は
建
盞
と
同
物
な
り　

大
小
あ
り　

代
や
す
し

一
鼈
盞　

天
目
の
土
に
て 

く
す
り
き
色
に
て 

く
ろ
き
く
す
り
に
て 

花
鳥
い
ろ

〳
〵
の
紋
あ
り　

千
疋

一
能タ

イ

皮
盞　

こ
れ
も
天
目
の
土
に
て 

く
す
り
き
に
あ
め
色
に
て 

う
す
む
ら
さ
き

の
ほ
し 

う
ち
外
に
ひ
し
と
あ
り　

代
や
す
し

一
天
目　

つ
ね
の
こ
と
し　

は
い
か
つ
き
を
上
と
す
る
也　

上
に
は
御
用
な
き
物

に
て
候
間 
不
及
代
候
也

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

二
五

こ
の
記
述
の
中
で
は
、
唐
物
天
目
の
中
で
、「
曜
變（
曜
変
）」「
油
滴
」
が
当
時
の
評

価
の
最
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
、
一
方
、「
天
目
」
と
呼
ば
れ
た
汎
用
品
の
一
群
が
あ

り
、
そ
の
中
で
も
「
は
い
か
つ
き（
灰
被
）」
が
上
等
品
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
幾
分
紛
ら
わ
し
い
が
、
現
代
で
は
多
様
な
種
類
の
総
称
と
し
て
広
義
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
「
天
目
」
と
い
う
語
句
が
、
当
時
は
狭
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
、
と
捉

え
る
と
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。

現
在
の
考
古
学
的
研
究
の
成
果
か
ら
、「
曜
変
」「
油
滴
」「
建
盞
」
は
福
建
省
建
陽

県
の
建
窯
産
、「
鼈
盞
」「
能
皮
盞
」
は
現
在
と
も
に
「
玳
皮
盞
」
と
呼
ば
れ
、
江
西
省

の
吉
州
窯
産
と
さ
れ
、「
灰
被
」
は
福
建
省
南
平
市
の
茶
洋
窯
産
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
君
台
観
左
右
帳
記
』
同
様
に
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
て
き
た
の
は
、
天
正
十

五
年（
一
五
八
七
）頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
山
上
宗
二
記
』
の
記
事
で
あ
る
。『
山
上

宗
二
記
』
も
伝
本
が
多
い
が
、
山
上
宗
二
の
生
前
に
記
さ
れ
、
天
正
十
六
年
二
月
廿
七

日
の
奥
書
を
有
す
る
「
山
上
宗
二
記　

雲
州
岩
屋
寺
宛
」（
表
千
家
不
審
菴
蔵
）よ
り
灰
被

天
目
に
関
連
す
る
箇
所
を
掲
げ
る
。

一
天
目
之
事　

紹
鷗
所
持
之
一
ツ　

白
天
目
一
ツ　

天
下
ニ
三
ツ
ノ 

内
二
ツ
関
白

様
ニ
在　

引
拙
ノ
天
目
堺
油
屋
ニ
あ
り　

何
も
灰
か
つ
き　

此
外
灰
か
つ
き

方
々
ニ
在
リ二

上
中
下
一　

委
ク
其
数
を
知
ラ
ス　

此
内
三
ツ
ハ
昔
よ
り
数
ノ
䑓
ニ
居

リ
タ
ル
天
目
名
物
也　

在
二
口
傳
ニ一

一
黄
天
目　

是
ハ
は
ひ
か
つ
き
に
劣
候　

只
天
目
是
ハ
世
上
ニ
多
キ
物
也　

此
三

色
ハ
天
目
ト
云
也　

天
目
ハ
薬

ク
ス
リ

和
ヤ
ハ
ラ
カ
ニナ

リ
ハ
つ
ほ
ふ
か
き
か
能
候　

猶
以
在
リ

二
口
傳
一

一
け
む
さ
ん　

此
内
影ヤ

ウ

星ヘ
ン 

油ユ

滴テ
キ 

烏ウ

盞サ
ン 

別ヘ
ツ

盞サ
ン 

た
い
ひ
盞　

此
六
ツ
け
い
さ
ん
ノ
内

也　

代
か
ろ
き
者
也　

猶
在
リ二

口
傳
ニ一　

此
天
目
悉
拙
子
拝
見
申
候

『
山
上
宗
二
記
』
で
は
、
灰
被
天
目
が
唐
物
天
目
の
箇
所
の
筆
頭
と
し
て
扱
わ
れ
る

ほ
ど
高
く
評
価
さ
れ
、
一
方
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
曜
変
天

目
や
油
滴
天
目
な
ど
は
「
代
か
ろ
き
」
と
し
て
軽
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
灰
被
天
目
と
そ
れ
に
準
ず
る
「
黄
天
目
」「
只
天
目
」（
黒
釉
の
平
凡
な
天
目
か
）が
天

目
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
、
黄
天
目
が
灰
被
天
目
に
劣
る
天
目
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

た
と
わ
か
る
。

実
際
に
、
茶
会
記
に
使
用
さ
れ
た
茶
碗
を
見
て
い
く
と
、
天
文
年
間（
一
五
三
二
～
五

五
）か
ら
天
正
年
間（
一
五
七
三
～
九
二
）頃
ま
で
、
灰
被
天
目
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
お

り
、
茶
会
記
で
は
単
に
「
天
目
」
や
「
台
天
目
」（
天
目
台
に
載
せ
た
天
目
の
こ
と
）と
記

す
場
合
で
も
、
添
え
ら
れ
た
記
述
を
見
て
い
く
と
灰
被
天
目
と
推
測
さ
れ
る
記
事
も
多

い
。
竹
内
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、わ
ざ
わ
ざ「
灰
被
天
目
」と
明
記
し
な
く
な
る
ほ
ど
、

灰
被
天
目
が
多
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

室
町
時
代
に
お
け
る
唐
物
天
目
へ
の
認
識
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
従
来
、
右
の
二

つ
の
史
料
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
矢
野
環
氏
に
よ
っ
て
紹
介

さ
れ
た
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
写
本（
断
簡
）は
、
こ
れ
ま
で
唐
物
天
目
に
関
す
る
記

述
内
容
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
の
、
重
要
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
。

「
蜷
川
家
文
書
」（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）の
内
の
「
茶
湯
道
具
事
書
」
と
呼
ば
れ
る

史
料
で
、「
大
永
三
年
正
月
廿
八
日　

宗
珠
」と
い
う
奥
書
を
持
つ
。
宗
珠（
生
歿
年
未
詳
）

は
、
珠
光
の
養
子
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
同
書
は
宗
珠
の
活
動
期
の
内
の
大
永
三
年

（
一
五
二
三
）に
原
形
が
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
左
に
掲
げ
る
箇
所
は
、
室
町

時
代
に
お
け
る
灰
被
天
目
と
黄
天
目
に
関
す
る
理
解
に
つ
い
て
、
最
も
詳
細
な
内
容
で

あ
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
そ
の
重
要
性
か
ら
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
現
代
語
訳
も
添
え

（
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『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

二
六

る
こ
と
と
す
る
。

一
は
い
か
つ
き
の
事　

う
ハ
薬
一
色
に
く
ろ
く 

土
い
か
に
も
く
ろ
く 

薬
の
か
け

と
ま
り 
し
た
薬
黄
成
物
也　

又
で
い
の
色
な
る
も
あ
り 

黄
の
色
少
白
も
あ
り　

黄
な
る
薬
の
比
ハ 

そ
う
の
か
け
と
ま
り
を
ひ
き
ま
い
り
た
る
も
あ
り 

又
二
分

三
分
ほ
と
黄
な
る
薬
の
あ
る
も
あ
り　

と
か
く
に
き
な
る
薬
ひ
き
い
た
し
候
ハ

す
ハ 

た
ゝ
天
目
也　

縦
黄
な
る
薬
ひ
き
い
た
さ
す
と
も 

う
ハ
薬 

同
土
く
ろ
く

候
ハ
ヽ 

只
天
目
に
て
も
可
然
天
目
也　

又
天
目
い
か
に
も
手
か
ろ
く
候
ハ
よ

し　

う
ハ
薬
の
う
ち 

少
色
か
ハ
り
あ
わ
の
あ
る
や
う
な
る
ハ 

火
に
あ
ひ
候
天

目
也

一
は
い
か
つ
き
ぎ
ん
の
事
ハ 

し
ろ
く
て
い
を
ふ
き
ち
ら
し
た
る
や
う
な
る
物
也　

是
あ
り
て
も
な
く
て
も
く
る
し
か
ら
す
候　

下
薬
黄
な
る
事
肝
要
也

一
黄
天
目
の
事　

是
ハ
う
ハ
薬
そ
う
の
色 

き
に
あ
り
て
も 

又
半
分
き
に
有
て
も 

又
ふ
く
り
ん
き
ハ
黄
に
あ
り
て
も 

う
ハ
薬
の
黄
な
る
を
も
つ
て
黄
天
目
と
申

候　

又
う
ハ
薬
の
く
ろ
き
も
あ
り 

又
う
す
か
き
な
る
も
あ
り 
又
な
し
ち
な
る

も
あ
り　

さ
や
う
に
候
て
も 

此
内
き
な
る
薬
あ
ひ
ま
し
ハ
り
候
ハ
ゝ 
き
て
ん

目
に
て
候　

是
に
も
き
ん
あ
る
も
あ
り 

な
く
て
も
く
る
し
か
ら
す
候　

大
略

土
ハ
し
ら
け
色
な
る
物
に
候 

同
ハ
土
の
色
く
ろ
き
を
よ
き
天
目
と
申
候　

薬

の
か
け
と
ま
り 

下
薬
き
に
な
く
候
と
も
く
る
し
か
ら
す
候　

下
薬
黄
な
る
ハ

お
も
ひ
の
ま
ゝ
に
て
候

（
現
代
語
訳
）

一
灰
被
天
目
の
事
。
上う

わ
ぐ
す
り薬

が
黒
一
色
で
、
胎
土
は
見
る
か
ら
に
黒
く
、
釉
薬
の
掛

か
り
際
で
下し

た
ぐ
す
り薬

が
黄
色
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
下
薬
は
泥
の
色
の
も
の
も
あ

り
、
黄
の
色
や
わ
ず
か
に
白
っ
ぽ
い
も
の
も
あ
る
。
黄
色
の
釉
薬
の
大
き
さ

は
、
全
体
に
掛
か
っ
た（
上
）薬
の
掛
か
り
際
に
添
っ
て
廻
っ
た
も
の
も
あ
り
、

ま
た
二
分
か
ら
三
分（
〇
・
七
～
一
・
〇
糎
）ほ
ど
の
幅
の
も
の
も
あ
り
、
と
に
か

く
黄
色
の
薬
が
廻
っ
て
い
な
い
も
の
は
只
天
目
で
あ
る
。
た
と
え
黄
色
の
薬
が

廻
っ
て
い
な
く
て
も
、
上
薬
と
土
が
黒
け
れ
ば
、
只
天
目
で
あ
っ
て
も
真
っ
当

な
天
目
で
あ
る
。
ま
た
天
目
は
ま
さ
し
く
手
取
り
が
軽
い
も
の
は
良
く
、
上
薬

の
内
に
い
く
ら
か
色
が
変
わ
り
、
泡
が
あ
る
よ
う
な
も
の
は
、
火
災
に
遭
っ
た

天
目
で
あ
る
。

一
灰
被
天
目
の
「
銀
」
と
は
、
白
く
泥
を
吹
き
ち
ら
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
下
薬
が
黄
色
で
あ
る
こ
と
が
大
事

で
あ
る
。

一
黄
天
目
の
事
。
こ
れ
は
上
薬
全
体
の
色
が
黄
色
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
半
分
が
黄

色
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
覆
輪
際
で
黄
色
が
あ
っ
て
も
、
上
薬
が
黄
色
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
以
て
黄
天
目
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
上
薬
が
黒
い
も
の
も
あ

り
、
ま
た
薄
柿
色
で
あ
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
梨
肌
状
で
あ
る
も
の
も
あ
り
、

そ
の
よ
う
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
内
に
黄
色
の
薬
が
混
じ
っ
て
い
れ
ば
、
黄
天
目

で
あ
る
。
黄
天
目
に
も
銀
が
あ
る
も
の
も
あ
り
、
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
お

お
よ
そ
土
は
白
っ
ぽ
い
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
も
の
の
中
で
も
土
の
色
が
黒
い

も
の
を
良
い（
黄
）天
目
と
い
う
の
で
あ
る
。
薬
の
掛
か
り
際
で
下
薬
が
黄
色
で

な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
下
薬
が
黄
で
あ
る
も
の
は
思
う
が
ま
ま
で
あ
る（
灰

被
天
目
と
も
黄
天
目
と
も
い
え
る
）。

こ
れ
ら
か
ら
、
大
永
三
年
頃
に
お
け
る
灰
被
天
目
の
条
件
は
、
①
釉
薬
が
二
重
の
よ

う
に
見
え
る
こ
と
、
②
上
薬
が
黒
い
こ
と
、
③
下
薬
が
黄
や
白
に
発
色
し
て
い
る
こ



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

二
七

と
、
④
胎
土
が
黒
い
こ
と
、
で
あ
っ
た
と
う
か
が
え
る
。
同
じ
く
黄
天
目
の
条
件
は
、

①
釉
薬
が
二
重
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
、
②
上
薬
が
わ
ず
か
で
も
黄
色
を
呈
し
て
い
る

こ
と
、
③
胎
土
が
白
っ
ぽ
い
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
は
一
定
の
基

準
を
以
て
灰
被
天
目
と
黄
天
目
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
区
別
は
し
ば
ら
く
続
い
て
い
た
こ
と
が
名
物
記
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
天
文
二

十
年（
一
五
五
一
）頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
現
存
最
古
の
内
容
を
有
す
る
『
清
玩

名
物
記
』（
小
浜
市
蔵
。
酒
井
家
文
庫
）で
は
、
器
種
別
の
項
目
の
内
に
「
耀
変
建
盞
等
類
」

「
油
滴
之
類
」「
天
目
之
類 

灰
カ
ツ
キ
」「
黄
天
目
之
類
」「
只
天
目
之
類
」
と
立
項
さ

れ
て
い
る
。
先
に
み
た
『
山
上
宗
二
記
』
の
記
述
も
、
こ
れ
ら
の
展
開
に
含
ま
れ
る
だ

ろ
う
。

し
か
し
、「
茶
湯
道
具
事
書
」
に
知
ら
れ
る
定
義
や
条
件
が
別
の
人
物
・
場
所
や
後

世
に
正
し
く
伝
わ
ら
ず
、
単
に
釉
薬
に
黄
色
が
み
ら
れ
る
こ
と
の
み
が
特
徴
と
し
て
捉

え
ら
れ
た
場
合
、
灰
被
天
目
か
黄
天
目
か
の
分
類
に
見
解
が
定
ま
ら
な
い
可
能
性
も
あ

る
。
実
際
に
、
伝
世
す
る
灰
被
天
目
と
黄
天
目
の
作
行
き
は
共
通
す
る
点
が
多
く
、
外

見
か
ら
は
分
類
の
判
別
が
難
し
く
、
伝
存
し
た
箱
書
に
よ
っ
て
名
称
を
定
め
る
の
が
現

代
の
状
況
で
あ
る
こ
と
を
赤
沼
多
佳
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
以
降
も
、
灰
被
天
目
を
含
む
唐
物
天
目
は
尊
重
さ
れ
て
き
た
。
二
代
将
軍

徳
川
秀
忠
の
時
期
に
茶
の
湯
の
指
南
役
で
あ
っ
た
古
田
織
部（
重
然
。
一
五
四
四
～
一
六

一
五
）ら
に
よ
っ
て
、
台
子
や
袋
棚
が
設
け
ら
れ
た
鎖
の
間
で
の
茶
の
湯
が
徳
川
将
軍

の
御
成
の
中
に
定
着
し
、
唐
物
天
目
が
必
要
と
さ
れ
る
場
が
提
供
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
当
時
の
徳
川
将
軍
周
辺
の
茶
の
湯
で
使
わ
れ
た
茶
の
湯
道
具
の
名
品
を
列
記
し

た
「
名
物
記
」
が
い
く
ら
か
編
ま
れ
、
各
種
の
唐
物
天
目
が
記
載
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ

の
価
値
観
が
江
戸
時
代
後
期
ま
で
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
万
治
三
年（
一
六

六
〇
）の
序
を
冠
し
出
版
さ
れ
、
そ
の
後
も
江
戸
時
代
を
通
し
て
出
版
が
繰
り
返
さ
れ

強
い
影
響
力
を
保
っ
た
『
玩
貨
名
物
記
』
で
は
、
徳
川
将
軍
家
と
他
家
合
わ
せ
て
十
九

点
の
天
目
が
掲
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
の
少
な
く
と
も
十
一
点
が
灰
被
天
目
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
灰
被
天
目
の
評
価
が
高
く
あ
り
続
け
た
こ
と
の
象

徴
で
も
あ
り
、
要
因
の
一
つ
で
も
あ
る
。

二　

名
物
記
と
茶
会
記
に
み
る
引
拙
所
持
の
灰
被
天
目

引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
は
名
物
記
と
茶
会
記
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
き
た

の
か
。
ま
ず
、
堺
の
豪
商
・
天
王
寺
屋
津
田
家
の
代
々
ら
に
よ
る
自
筆
の
茶
会
記
『
宗

及
茶
湯
日
記
』（
松
浦
史
料
博
物
館
蔵
。
通
称
「
天
王
寺
屋
会
記
」）の
う
ち
、
津
田
宗
達（
一
五

〇
四
～
六
六
）の
筆
記
部
分
に
含
ま
れ
る
、
天
文
二
十
一
年（
一
五
五
二
）十
二
月
十
五
日

と
さ
れ
る
条
に
確
認
で
き
る
。
記
述
は
左
の
と
お
り
で
、
天
目
の
観
察
記
録
に
つ
い
て

の
み
、
現
代
語
訳
も
添
え
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
切

　
　

同
十
二
月
十
五
日
歟　

宗
可
持
来
候

一
臺
天
目 

但
前
引
拙
ニ
候
キ

（
中
略
）

天
目
者
土
ヨ
シ 

薬
は
い
色
心
在　

下
薬
白
也　

ほ
し
の
や
う
に
は
な
れ
た
る

下
薬
ア
リ　

な
リ
ハ
上
ひ
ら
り
と
し
て 

す
そ
ほ
そ
也　

少
と
う
さ
ん
心
在　

薬
に
す
ち
ア
リ　

そ
と
つ
き
心
に
見
え
候
歟

（
天
目
部
分
の
現
代
語
訳
）

　

天
目
は
土
が
良
く
、（
上
）薬
は
灰
色
が
か
っ
て
お
り
、
下
薬
は
白
い
。
星
の
よ

（
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『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

二
八

う
に
飛
ん
で
散
っ
た
下
薬
が
あ
る
。
姿
は
上
方
が
平
た
く
開
き
、
裾
は
細
く
な
っ

て
い
る
。
少
し
烏
盞
の
よ
う
で
あ
る
。
釉
薬
に
は
筋
が
あ
り
、
少
し
衝
き
出
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
か
。

堺
の
豪
商
・
若
狭
屋
宗
可（
生
歿
年
未
詳
）が
所
持
し
て
い
た
道
具
を
津
田
宗
達
の
も

と
へ
持
参
し
た
際
の
記
録
と
な
っ
て
お
り
、「
前
引
拙
ニ
候
キ
」
と
あ
る
と
お
り
、
引

拙
が
持
っ
て
い
た
灰
被
天
目
と
天
目
台
が
記
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
姿
に
関

す
る
記
述
で
あ
り
、『
君
台
観
左
右
帳
記
』
に
記
さ
れ
る
「
烏
盞
」、
つ
ま
り
黒
く
平
た

い
端
反
り
の
姿
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
引
拙
が
複
数
の
灰
被
天
目
を
所
持
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
こ
こ
で
記

述
さ
れ
る
灰
被
天
目
が
後
に
油
屋
に
伝
来
し
た
も
の
か
定
か
で
は
な
い
。
油
屋
に
伝
来

し
た
灰
被
天
目
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
こ
の
記
述
よ
り
後
と
な
る
。

永
禄
年
間（
一
五
五
八
～
七
〇
）か
ら
天
正
年
間（
一
五
七
三
～
一
五
九
二
）に
成
立
し
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
唐
物
凡
数
」（『
仙
茶
集
』
所
収
）の
「
油
屋
常
由
」（
油
屋
常
祐
。
生

年
未
詳
～
一
五
七
九
）の
所
持
す
る
名
物
道
具
に
「
一
天
目
」
と
あ
る
。
先
に
述
べ
た
当

時
の
灰
被
天
目
の
流
行
に
よ
り
、
灰
被
天
目
も
単
に
「
天
目
」
と
記
す
傾
向
の
内
に
書

か
れ
た
と
す
れ
ば
、こ
ち
ら
も
灰
被
天
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
茶
会
記
で
は
、

『
宗
及
茶
湯
日
記
』
の
天
正
六
年
十
一
月
廿
七
日
条
の
「
油
や
照
佐
」（
油
屋
常
佐
。
常
祐

の
次
世
代
）の
会
に
「
ハ
イ
カ
ツ
キ
ノ
天
目
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
先
に

掲
げ
た
『
山
上
宗
二
記
』（
天
正
十
五
年
頃
成
立
）の
灰
被
天
目
の
箇
所
に
は
「
引
拙
ノ
天

目
堺
油
屋
ニ
あ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
正
年
間
頃
の
油
屋
に
引
拙
所
持
の
灰
被
天

目
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
視
で
き
る
。

油
屋
に
あ
っ
た
灰
被
天
目
に
関
す
る
観
察
記
録
は
、
竹
内
氏
が
既
に
紹
介
し
て
い

る
。
博
多
の
豪
商
・
神
屋
宗
湛
の
茶
会
記
『
神
屋
宗
湛
日
記
』（
諸
家
蔵
）の
、
天
正
十
五

年
三
月
二
日
条
に
記
さ
れ
る
、
油
屋
常
佐
の
次
世
代
に
あ
た
る
常
悦
の
茶
会
で
の
記
録

で
あ
る
。

亥
三
月
二
日
朝

　
　
　
　
　

堺
ニ
テ

一
油
屋
常
悦　

御
曾　

宗
云　

宗
湛

四
テ
ウ
半　

六
尺
床　

肩
衝
、
袋
ニ
入
、
四
方
盆
ニ
ス
へ
テ
、
長
板
ニ
、
風

爐
・
眞
手
桶
置
合
テ
、
天
目
臺　

高
麗
茶
碗
ニ
追
具
入
テ
、　

メ
ン
ツ
ウ　

蓋

置
カ
ラ

カ
ネ　

肩
衝
ヲ
ハ
、
手
水
ノ
問
、
ス
ミ
ヲ
リ
ノ
畳
ニ
ナ
ヲ
シ
、
タ
テ
ラ
ル
、

（
中
略
）

一
天
目
、
口
四
寸
三
分
ホ
ト
、
但
九
目
ア
リ
、
式
一
寸
四
分
、
但
三
メ
ア
リ
、
骨

高
ニ
シ
テ
ド
ウ
ニ
フ
ク
ラ
ナ
シ
、
土
黒
キ
内
ニ
赤
メ
ニ
底
ニ
朱
ノ
ア
ト
ア
リ
、

下
藥
白
ク
黄
メ
ニ
、
其
上
ニ
黒
上
藥
カ
ヽ
ル
、
薬
ノ
上
ニ
ミ
サ
ビ
ノ
如
ナ
ル
、

星
ノ
ヤ
ウ
ニ
細
ニ
ア
リ
、
薬
ノ
内
シ
ヽ
ラ
ニ
有
、
同
内
ハ
中
ヨ
リ
下
一
段
黒
ク
、

中
ヨ
リ
上
ハ
藥
ク
ロ
キ
内
ニ
、
ノ
ゴ
イ
ハ
ガ
シ
タ
ル
ヤ
ウ
ニ
赤
メ
ア
リ
、
外
ハ

藥
ハ
ケ
高
也
、

（
天
目
部
分
の
現
代
語
訳
）

　
（
灰
被
）天
目
は
、
口
径
が
四
寸
三
分
程（
約
一
三
・
〇
糎
）で
、
但
し
畳
の
目
で
は

九
目（
一
目
＝
一
・
三
糎
で
換
算
す
る
と
約
一
一
・
七
糎
）。
高
台
は
一
寸
四
分（
約
四
・
二

糎
）で
、
但
し
畳
の
目
で
は
三
目（
約
三
・
九
糎
）。
骨
高（
釉
薬
の
下
に
轆
轤
目
が
目
立

つ
さ
ま
）で
胴
に
は
膨
ら
み
が
な
い
。
土
は
黒
い
内
に
赤
味
が
あ
り
、
底
に
は
朱

の
痕
跡
が
あ
る
。
下
薬
は
白
く
黄
色
く
、
そ
の
上
に
黒
い
上
薬
が
掛
か
っ
て
い

る
。
薬
の
上
に
水
銹（
水
面
に
浮
か
ぶ
赤
黒
い
膜
状
の
汚
れ
）の
よ
う
な
も
の
が
星
の

（
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『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

二
九

よ
う
に
細
か
く
あ
り
、
釉
薬
の
内
に
は
し
じ
ら
織
の
よ
う
に
凹
凸
が
あ
る
。
内
側

の
釉
薬
は
中
程
よ
り
下
方
が
一
段
黒
く
、
中
程
よ
り
上
は
黒
い（
上
）薬
の
内
に
、

拭
い
剥
が
し
た
よ
う
に
赤
味
が
あ
る
。
外
面
は
薬
の
掛
け
止
ま
り
が
高
い
。

こ
の
記
述
は
、
先
に
み
た
若
狭
屋
宗
可
所
持
の
灰
被
天
目
と
は
別
物
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
史
料
上
、
引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
は
、
若
狭

屋
宗
可
所
持
の
も
の
と
油
屋
所
持
の
も
の
と
二
つ
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
油
屋
所
持
の
灰
被
天
目
は
、
ど
の
よ
う
に
辿
れ
る
の
か
。
伝
来
が
付
さ
れ

た
形
で
記
さ
れ
る
の
は
、
寛
永
十
八
～
二
十
一
年（
一
六
四
一
～
四
四
）頃
に
成
立
し
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
茶
湯
道
具
新
旧
所
在
帖
」（
青
山
歴
史
村
蔵
。
通
称
「
毛
利
家
書
載

名
物
記
」）で
、「
天
目
」
の
項
に
「
一
引
拙
は
い
か
つ
き　
　

昔
堺
油
屋
所
持
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
『
玩
貨
名
物
記
』
の
原
型
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
万
治
元

年（
一
六
五
八
）刊
行
の
『
茶
湯
道
具
御
寳
物
盡
』
に
も
こ
の
記
述
は
引
き
継
が
れ
て
お

り
、『
玩
貨
名
物
記
』
の
「
天
目
」
の
項
に
も
「
一
は
い
か
つ
き
堺
油
屋
浄

（
マ
マ
）祐

所
持　

同

（
尾
張
様
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
半
ば
の
間

に
尾
張
家
へ
と
移
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
間
、
尾
張
家
で
は
徳
川
将
軍
の
御
成
の
際
に
こ
の
灰
被
天
目
が
度
々
使
わ
れ
て

お
り
、
元
和
九
年（
一
六
二
三
）二
月
十
三
日
の
二
代
将
軍
秀
忠
の
御
成
、
寛
永
二
年
二

月
二
十
六
日
の
三
代
将
軍
家
光
の
御
成
、
同
四
年
五
月
三
日
の
秀
忠
御
成
、
同
五
年
二

月
二
十
九
日
の
秀
忠
御
成
、
同
八
年
二
月
二
十
九
日
の
秀
忠
御
成
に
お
い
て
、
お
お
よ

そ
鎖
の
間
の
袋
棚
で
尼
崎
台
と
と
も
に
「
一
天
目　

灰
被
」
と
簡
略
な
が
ら
記
録
さ
れ

て
い
る
。
当
時
の
各
大
名
家
へ
の
御
成
で
使
用
さ
れ
た
茶
の
湯
道
具
の
大
半
が
『
玩
貨

名
物
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
和
九
年
か
ら
寛
永
八
年
に
か
け
て
用
い

ら
れ
た
灰
被
天
目
は
引
拙
・
油
屋
所
持
の
灰
被
天
目
に
あ
た
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
尾
張
家
に
灰
被
天
目
が
複
数
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
よ
っ

て
、
尾
張
家
の
道
具
帳
か
ら
灰
被
天
目
を
確
認
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

三　

尾
張
家
の
道
具
帳
に
み
る
灰
被
天
目

尾
張
家
の
伝
存
最
古
の
道
具
帳
は
、
元
和
二
～
四
年（
一
六
一
六
～
一
八
）に
作
ら
れ

た
、
尾
張
家
へ
の
徳
川
家
康
の
遺
品
目
録
、
い
わ
ゆ
る
「
駿
府
御
分
物
御
道
具
帳
」
で

あ
る
。
そ
の
内
、
茶
の
湯
道
具
類
を
含
ん
だ
「
駿
府
御
分
物
之
内 

色
々
御
道
具
帳
」

に
は
、「
一
天
目　

拾
五
内
四
ツ
上

弐
瀬
戸
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
天
目
の
個
々
の
情
報
が
な
い

た
め
、
断
定
は
難
し
い
が
、
元
和
九
年
の
御
成
に
灰
被
天
目
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

次
に
灰
被
天
目
が
登
場
す
る
の
は
、
慶
安
三
年（
一
六
五
〇
）五
月
七
日
に
歿
し
た
初

代
義
直
の
手
元
に
あ
っ
た
遺
品
の
目
録
と
し
て
そ
の
翌
年
に
作
ら
れ
た
「
上
御
数
寄
御

道
具　

二
御
数
寄
御
道
具　

御
手
道
具　

慶
安
四
年
三
月
吉
日
」（
以
下
、「
慶
安
四
年
御

道
具
帳
」
と
す
る
）で
あ
る
。「
上
御
数
寄（
御
）道
具
」
と
は
、
公
式
行
事
の
際
に
御
殿
内

や
茶
室
を
飾
る
道
具
を
示
す
。
時
代
が
下
る
と
、
道
具
の
評
価
に
よ
っ
て
「
中
御
数
寄

道
具
」
の
区
分
も
あ
り
、「
二
御
数
寄
御
道
具
」
が
そ
れ
に
先
行
す
る
区
分
と
み
ら
れ

る
。「
上
御
数
寄
道
具
」
は
、
将
軍
の
御
成
や
将
軍
家
の
使
い
で
あ
る
上
使
来
訪
の
際

な
ど
の
特
別
な
行
事
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
た
、
最
上
級
か
つ
別
格
の
道
具
で
あ
る
。
名

物
茶
の
湯
道
具
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
同
帳
に
は
、
灰
被
天
目
が
二
点
記
さ
れ
て
い

る
。

一
御
天
目　
　

灰
蒙

（
中
略
）

（
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『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

三
〇

一
灰
か
す
き
御
天
目　
　

壱
ツ

な
お
、
こ
れ
ら
表
記
と
書
か
れ
た
位
置
の
違
い
か
ら
、
前
者
は
表
紙
に
記
さ
れ
た

「
上
御
数
寄
道
具
」
に
あ
た
り
、
後
者
は
「
二
御
数
寄
御
道
具
」
あ
る
い
は
「
御
手
道

具
」
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

尾
張
家
二
代
光
友（
一
六
二
五
～
一
七
〇
〇
）の
在
封
中
の
元
禄
二
年（
一
六
八
九
）に
作

ら
れ
た
、「
上
御
数
竒
御
道
具 
中
御
数
竒
御
道
具　

元
禄
貮
年
巳
八
月
」
で
は
、
二
点

の
灰
被
天
目
が
確
認
で
き
る（
付
箋
の
墨
書
は
「【 

】」
内
に
示
し
た
）。

一
御
天
目　
　

灰
蒙　

一　
【
摂
津
守
様
へ
被
進
ル
】

（
中
略
）

一
御
天
目　
　

灰
蒙　

一　
【
出
雲
守
様
へ
被
進
ル
】

そ
れ
ぞ
れ
に
貼
ら
れ
た
付
箋
か
ら
、
一
点
目
は
光
友
の
二
男
松
平
義
行（
高
須
［
四
谷
］

松
平
家
初
代
。
一
六
五
六
～
一
七
一
五
）へ
、
二
点
目
は
三
男
松
平
義
昌（
梁
川
松
平
［
大
久

保
］
家
初
代
。
一
六
五
一
～
一
七
一
三
）へ
譲
ら
れ
た
と
わ
か
る
。

こ
の
後
し
ば
ら
く
道
具
帳
に
灰
被
天
目
は
見
当
た
ら
ず
、
次
の
記
載
は
享
保
十
三
年

（
一
七
二
八
）三
月
と
な
る
。
享
保
十
年
二
月
に
尾
張
家
の
江
戸
上
屋
敷
で
あ
っ
た
市
谷

屋
敷
が
全
焼
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
名
物
茶
の
湯
道
具
の
由
緒
を
確
認
す
る
こ
と

を
目
的
に
作
ら
れ
た
「
御
筆
類 

上
御
數
竒
御
道
具
」
に
再
び
現
れ
る
。
巻
末
の
書
き
足

さ
れ
た
部
分
に
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

一
御
掛
物　
　
　
　
　
　
　

壱
幅 

清
茂
筆

一
灰
か
つ
き
御
天
目　
　
　

壱

一
唐
尻
ふ
く
ら
御
茶
入　
　

壱

　
　
　
　
　

 

但
名
物
記
載
ル

（
中
略
）

　

 

右
者　

善
暁
院
様
御
道
具
之
内

こ
れ
ら
は
、
善
暁
院
つ
ま
り
梁
川
松
平
家
三
代
義
真（
一
七
一
八
～
二
九
）が
享
保
十

四
年
五
月
に
歿
し
、
同
家
が
断
絶
し
た
た
め
に
尾
張
家
へ
返
さ
れ
た
道
具
で
あ
る
。

「
灰
か
つ
き
御
天
目
」
は
、「
上
御
数
竒
御
道
具 

中
御
数
竒
御
道
具　

元
禄
貮
年
巳
八

月
」
に
記
さ
れ
た
、
松
平
義
昌
へ
譲
ら
れ
た
灰
被
天
目
で
あ
る
。
左
に
並
ぶ
「
唐
尻
ふ

く
ら
御
茶
入
」
は
、『
玩
貨
名
物
記
』
な
ど
で
の
名
物
記
で
の
記
載
を
見
出
し
た
の
か

そ
の
旨
が
書
い
て
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
灰
被
天
目
に
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と

は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

一
方
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
ら
れ
た
別
の
道
具
帳
に
、
別
の
灰
被
天
目
が
登
場
す
る
。

享
保
十
年
の
市
谷
屋
敷
全
焼
を
契
機
と
し
て
享
保
十
四
年
に
作
成
さ
れ
た
、
中
御
数
寄

道
具
の
道
具
帳
「
御
數
竒
道
具
帳　

享
保
十
四
巳
酉
年
」
で
あ
る
。
当
時
中
御
数
寄
道

具
に
格
付
け
さ
れ
て
い
た
道
具
類
の
う
ち
、
江
戸
に
定
め
置
か
れ
て
い
た
道
具
が
全
て

焼
失
し
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
二
代
光
友
が
隠
居
し
た
の
ち
に
移
り
住
ん
だ
大
曽
根
御

屋
敷
や
御
茶
道
方（
御
数
寄
屋
方
）で
管
理
さ
れ
て
い
た
道
具
な
ど
か
ら
選
定
さ
れ
た
こ

と
が
、
佐
藤
豊
三
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
「
御
天
目
」
の
項
に

「
一
灰
蒙
」
と
の
み
記
載
が
あ
る
。
こ
の
道
具
帳
で
は
極
め
て
簡
易
な
記
載
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
後
の
管
理
に
用
い
ら
れ
た
同
内
容
の
副
本
に
は
、
条
の
右
肩
に
「
は

九
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
管
理
用
の
番
号
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
り
そ
の
後
の
追
跡
が

可
能
と
な
る
。

そ
の
後
こ
の
二
碗
は
尾
張
家
に
留
ま
り
続
け
、
幕
末
に
作
ら
れ
た
「
御
数
寄
屋
方
御

（
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38
）

（
39
）



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

三
一

道
具
帳
」
九
冊
の
内
、「
上
御
数
寄
御
道
具　

壹
」
と
、「
仕
分
御
道
具
帳　

弍
」
に
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る（
朱
書
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
記
し
た
）。

（「
上
御
数
寄
御
道
具　

壹
」
三
番
）

　
　
　
　
廿
九　

御
譲　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
塗
箱
入
紫
絹
入
和
巾
包

天
廿
二
ス
ミ　
　

一　

灰
蒙
御
天
目　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

壱

　
　
　
　
　
　
　

銀
覆
輪
懸
リ
御
天
目
共
惣

目
方
七
拾
匁

　
　
　
　
　

納
番
三
十
五
番
江
組
入

（「
仕
分
御
道
具
帳　

弍
」
壱
番
）

　
　
　
　
　
　

は
九　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
箱
入
白
縮
緬
袷
和
巾
包

東
上
十
二
ス
ミ

世
襲
卅
号　

　

一　

灰
蒙
御
天
目　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

壱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覆
輪
真
鍮

　
　
　
　
　
　
　
　
同
断
三
番
江
組
入

以
上
か
ら
、
幕
末
の
段
階
で
、「
慶
安
四
年
御
道
具
帳
」
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、

上
御
数
寄
御
道
具
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
一
碗
と
、「
御
數
竒
道
具
帳　

享
保
十
四
巳

酉
年
」
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
一
碗
の
、
計
二
碗
が
存
在
し
て
い
た
と
わ
か
る
。

更
に
、
道
具
帳
の
情
報
は
、
徳
川
美
術
館
に
現
存
す
る
灰
被
天
目
の
箱
と
そ
こ
に
貼

ら
れ
た
札
と
一
致
す
る
は
ず
で
あ
り
、
二
碗
の
い
ず
れ
か
は
「
慶
安
四
年
御
道
具
帳
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
次
に
、
伝
存
す
る
灰
被
天
目
を
確
認
し
た
い
。

四　

引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
の
同
定

現
在
、
徳
川
美
術
館
で
「
灰
被
天
目
」
と
し
て
名
称
が
登
録
さ
れ
て
い
る
作
品
は
次

の
三
点
で
あ
る
。
現
状
で
の
作
品
情
報
と
と
も
に
掲
げ
る（
箱
な
ど
に
み
ら
れ
る
朱
書
お

よ
び
朱
印
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
記
し
た
）。

○
茶
碗
11（
図
1
・
2
） 

名
称
：
灰
被
天
目

寸
法
：
高
六
・
八
糎　

口
径
一
三
・
三
糎　

高
台
径
四
・
二
糎

重
量
：
三
二
〇
瓦

箱
：（
外
箱
）桐
四
方
桟
蓋
造　

蓋
表
墨
書
「
灰
蒙
御
天
目　

砂
張
覆
輪
」（
挿
図
1
）

　
　
（
内
箱
）桐
印
籠
蓋
造　

蓋
表
墨
書
「
灰
蒙
御
天
目　

砂
張
覆
輪
」（
挿
図
2
）

○
茶
碗
12（
挿
図
3
・
4
）

名
称
：
灰
被
天
目　

銘 

玉
潤

寸
法
：
高
六
・
四
糎　

口
径
一
一
・
六
糎　

高
台
径
四
・
四
糎

重
量
：
二
四
八
瓦

箱
：（
外
箱
）桐
四
方
桟
蓋
造　

蓋
表
墨
書
「
古
瀬
戸
天
目　

銀
覆
輪
」

　
　
　
　
　

蓋
裏
貼
札
墨
書
「
天
　
茶
碗
拾
四
号
」

　
　
（
内
箱
）春
慶
塗
印
籠
蓋
造　

蓋
表
貼
札
墨
書
「
古
瀬
戸　

御
天
目
」

○
茶
碗
24（
図
3
～
5
） 

名
称
：
灰
被
天
目

（
40
）

（
41
）

（
42
）（

43
）



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

三
二

寸
法
：
高
六
・
五
糎　

口
径
一
二
・
〇
糎　

高
台
径
四
・
五
糎

重
量
：
二
六
一
瓦

箱
：（
外
箱
）杉
二
方
桟
蓋
造　

蓋
表
墨
書
「
灰
蒙
天
目
」

　
　
　
　
　

蓋
裏
貼
札
墨
書
「
◯納
三
拾
五
番
」「
天
　
茶
碗
廿
貮
號　

⃝良順
」（
挿
図
5
）

　
　
　
　
　
　

※
「
◯納
」
は
墨
印

　
　
　
　
　

身
外
底
墨
書
「
大
正
三
年
六
月
新
調
」

　
　
（
内
箱
）黒
漆
塗
覆
蓋
造　

蓋
表
貼
札
墨
書
「
灰
蒙
御
天
目
」（
挿
図
6
）

ま
ず
茶
碗
12
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
名
称
と
異
な
り
、
尾
張
家
の
道
具
帳
で
は
常
に

「
古
瀬
戸（
御
）天
目
」
と
し
て
表
記
さ
れ
て
お
り
、
尾
張
家
で
は
灰
被
天
目
と
し
て
の

認
識
は
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
た
め
、
今
回
の
検
討
か
ら
は
除
外
す
る
。

次
に
、
茶
碗
24
の
外
箱
蓋
裏
の
貼
札
の
文
字
情
報
か
ら
は
、
先
に
見
た
「
御
数
寄
屋

方
御
道
具
帳
」
の
「
上
御
数
寄
御
道
具
」
の
灰
被
天
目
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
一
方
、
茶
碗
11
に
つ
い
て
は
、「
御
数
寄
屋
方
御
道
具
帳
」
に
記
さ
れ
た
箱
の

材
質
と
齟
齬
が
あ
り
、
箱
の
材
質
や
墨
書
か
ら
、
近
代
に
添
え
ら
れ
た
箱
で
あ
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
大
正
時
代（
一
九
一
二
～
二
六
）初
期
に
作
ら
れ
た
徳
川
美
術
館
の
現

（
44
）

挿図2　茶碗11　内箱蓋表

挿図1　茶碗11　外箱蓋表

挿図3　茶碗12　姿

挿図4　茶碗12　高台

役
の
台
帳
を
徴
す
る
と
、
元
は
内
箱
の
蓋
裏
に
三
枚
の
札
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
「
◯納
三
番
」「
天
　
茶
碗
二
号
」「
上
十
二
号
茶
碗
」
と
墨
書
・
朱
書
が
あ
っ
た
こ
と
が
判

明
す
る
。
現
在
の
箱
か
ら
は
、
そ
の
痕
跡
が
見
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、
大
正
時
代
以
降

に
箱
が
新
調
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、「
御
数
寄
屋
方
御
道
具
帳
」
の

「
仕
分
御
道
具
帳
」
の
灰
被
天
目
が
茶
碗
11
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
茶
碗
11
は
先
に

挿図5　茶碗24　外箱蓋裏

挿図6　茶碗24　内箱蓋表



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

三
三

見
た
道
具
帳
の
記
録
の
と
お
り
、
尾
張
家
で
は
享
保
十
四
年（
一
七
二
九
）も
し
く
は
二

代
光
友
の
隠
居
後
ま
で
し
か
遡
り
得
な
い
。
一
方
茶
碗
24
は
、「
上
御
数
竒
御
道
具 

中

御
数
竒
御
道
具　

元
禄
貮
年
巳
八
月
」
に
お
い
て
松
平
義
昌
へ
譲
ら
れ
た
灰
被
天
目
で

あ
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
茶
碗
24
は
「
慶
安

挿
図
7
︱

1　

茶
碗
24　

内
箱
蓋
表
貼
札

挿
図
7
︱

2　

曜
変
天
目（
油
滴
天
目
）　

内
箱
蓋
表
貼
札

挿
図
7
︱

3　

古
銅
砧
形
花
生  

銘 

杵
の
を
れ　

内
箱
蓋
表
貼
札

四
年
御
道
具
帳
」
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
茶
碗
24
の
内
箱
蓋
表
の
貼
札
で
あ
る
。
同
様
の
貼
札
は
、

徳
川
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
る
名
物
茶
の
湯
道
具
の
内
箱
を
主
と
し
て
散
見
さ
れ（
挿
図

7
）、
こ
れ
ら
は
「
慶
安
四
年
御
道
具
帳
」
に
記
載
が
あ
る（
挿
図
8
）。
両
者
の
筆
跡
を

比
較
す
る
と
、
字
形
の
異
な
り
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
細
か
く
各
字
を
見
て
い
け
ば
、

筆
遣
い
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
「
曜
変
天
目（
油
滴
天
目
）」（
大
名
物
。

茶
碗
1
）の
「
や
う
へ
ん
」
は
、「
ん
」
の
字
形
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
が
、
そ
の
他
は

よ
く
近
似
し
て
お
り
、
特
に
「
や（
屋
）」
の
二
画
目
の
角
度
や
筆
の
留
め
方
が
一
致
し

て
い
る
。「
古
銅
砧
形
花
生　

銘 

杵
の
を
れ
」（
大
名
物
。
花
生
4
）の
「
き
ね
の
を
れ
」

は
一
字
変
体
仮
名
の
違
い
も
あ
る
が
、
お
お
か
た
の
筆
跡
が
近
似
し
て
お
り
、
ま
た

（
45
）

挿
図
8
︱

1　

慶
安
四
年
御
道
具
帳　

茶
碗
24
記
載
箇
所

挿
図
8
︱

2　

慶
安
四
年
御
道
具
帳　

曜
変
天
目（
油
滴
天
目
）記
載
箇
所

挿
図
8
︱

3　

慶
安
四
年
御
道
具
帳　

古
銅
砧
形
花
生　

銘 

杵
の
を
れ 

記
載
箇
所



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

三
四

「
入
」
は
一
画
目
が
や
や
細
い
点
や
左
払
い
の
終
筆
で
大
き
く
跳
ね
上
が
る
点
が
共
通

し
て
い
る
。
茶
碗
24
は
一
見
異
な
る
筆
跡
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、「
灰
」
は
各
画
の

配
置
や
角
度
が
一
致
し
、「
御
」
は
「
卩
」
の
書
き
方
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
、「
彳
」

の
一
画
目
を
左
払
い
で
は
な
く
点
と
す
る
特
徴
や
「
𦈢
」
の
独
特
な
崩
し
方
が
共
通
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
同
じ
筆
者
─
お
そ
ら
く
は
茶
の
湯
道
具
を
管
理
し
た
御
数
寄
屋

方
の
一
人
─
に
よ
っ
て
近
し
い
時
期
に
記
さ
れ
た
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
茶
碗
24
こ
そ
が
初
代
義
直
の
時
代
に
尾
張
家
が
所
持
し
て
い
た
、
伝
存
唯

一
の
灰
被
天
目
と
な
る
。
で
は
、
茶
碗
24
は
先
に
み
た
茶
会
記
の
記
録
と
一
致
す
る
の

だ
ろ
う
か
。

茶
碗
24
の
造
形
は
、
口
縁
か
ら
高
台
へ
と
ほ
ぼ
直
線
的
に
窄
ま
っ
て
い
く
が
、
口
縁

下
の
窄
ま
り
と
胴
部
分
で
の
轆
轤
目
の
凹
凸
に
よ
っ
て
、
二
段
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
段
差

が
み
ら
れ
る
。
釉
薬
の
際
は
部
分
的
に
掛
け
止
ま
り
が
高
く
、
露
胎
と
な
っ
た
高
台
は

茶
褐
色
を
呈
す
る
。
高
台
脇
は
水
平
方
向
に
削
ら
れ
、高
台
は
他
例
に
比
べ
や
や
広
く
、

高
台
内
は
わ
ず
か
に
窪
ま
せ
る
よ
う
に
浅
く
削
ら
れ
て
い
る
。
内
底
は
広
く
平
坦
と

な
っ
て
い
る
。
全
体
に
掛
け
ら
れ
た
鉄
釉
は
全
体
的
に
は
黒
色
で
、
口
縁
や
釉
薬
の
掛

か
り
際（
下
薬
）、
胎
土
の
轆
轤
目
や
夾
雑
物
の
都
合
で
釉
薬
が
薄
く
な
っ
て
い
る
と
み

ら
れ
る
部
分
は
赤
褐
色
を
呈
し
て
お
り
、
外
側
面
に
は
轆
轤
目
に
添
っ
た
赤
褐
色
の
筋

が
み
ら
れ
る
。
口
縁
に
は
銀
製
と
推
定
さ
れ
る
覆
輪
が
嵌
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

特
徴
は
、
大
永
三
年（
一
五
二
三
）の
「
茶
湯
道
具
事
書
」
の
記
述
か
ら
も
、
灰
被
天
目

と
し
て
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
が
、『
宗
及
茶
湯
日
記
』
が
記
録
す
る
端
反
り
碗
と

は
異
な
る
。

一
方
、『
神
屋
宗
湛
日
記
』
の
記
述
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
寸
法
に
つ
い
て
は
、

茶
席
で
の
目
分
量
と
な
る
の
で
判
定
の
根
拠
と
は
な
り
づ
ら
い
が
、
近
し
い
寸
法
と
い

え
る
だ
ろ
う
。「
骨
高
ニ
シ
テ
ド
ウ
ニ
フ
ク
ラ
ナ
シ
」
は
轆
轤
目
の
凹
凸
が
釉
薬
の
下

（
46
）

に
透
け
て
見
え
る
さ
ま
に
一
致
し
て
い
る
。「
土
黒
キ
内
ニ
赤
メ
ニ
底
ニ
朱
ノ
ア
ト
ア

リ
」
は
茶
褐
色
の
胎
土
を
示
す
と
思
わ
れ
る
が
、
朱
の
痕
跡
は
経
年
の
剥
落
に
よ
っ
て

か
確
認
で
き
な
い
。「
薬
ノ
上
ニ
ミ
サ
ビ
ノ
如
ナ
ル
、
星
ノ
ヤ
ウ
ニ
細
ニ
ア
リ
、
薬
ノ

内
シ
ヽ
ラ
ニ
有
」
と
は
、
轆
轤
目
や
夾
雑
物
の
凹
凸
に
よ
っ
て
、
黒
釉
の
な
か
に
茶
色

の
筋
や
ム
ラ
が
あ
ら
わ
れ
た
様
子
だ
ろ
う
。「
同
内
ハ
中
ヨ
リ
下
一
段
黒
ク
、
中
ヨ
リ

上
ハ
藥
ク
ロ
キ
内
ニ
、
ノ
ゴ
イ
ハ
ガ
シ
タ
ル
ヤ
ウ
ニ
赤
メ
ア
リ
」
と
は
、
内
側
の
釉
薬

が
基
本
的
に
黒
色
な
が
ら
口
縁
周
辺
に
赤
褐
色
を
呈
し
て
い
る
の
に
添
っ
て
い
る
。

「
外
ハ
藥
ハ
ケ
高
也
」
は
掛
け
止
ま
り
が
高
い
様
子
に
合
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
茶
碗

24
は
、『
神
屋
宗
湛
日
記
』
の
記
述
と
矛
盾
し
な
い
。

茶
碗
24
は
、
釉
調
こ
そ
地
味
な
が
ら
も
、
古
く
か
ら
の
名
物
と
し
て
名
高
い
「
灰
被

天
目　

銘 

夕
陽
」（
大
名
物
。
個
人
蔵
。
挿
図
9
・
10
） 

や
「
灰
被
天
目　

銘 

虹
」（
大
名
物
。

国
［
文
化
庁
保
管
］）と
も
寸
法
が
近
く
、
胴
に
二
段
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
段
差
が
み
ら
れ

る
姿
は
「
灰
被
天
目　

銘 

夕
陽
」
も
同
様
で
あ
り
、
十
分
に
名
物
と
し
て
通
用
し
た

（
47
）

（
48
）

挿図9　灰被天目　銘 夕陽 姿　宮野正喜撮影

挿図10　灰被天目　銘 夕陽 高台　宮野正喜撮影



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

三
五

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
茶
碗
24
は
「
慶
安
四
年
御
道
具
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
灰
被
天
目
で
あ

り
、
名
物
記
の
記
載
情
報
と
合
わ
せ
て
、
そ
の
伝
来
は
、
引
拙
─
油
屋
常
祐
・
常
佐
・

常
悦
─（
徳
川
家
康
）─
尾
張
家
初
代
義
直
・
二
代
光
友
─
梁
川
松
平
家
初
代
義
昌
・
二

代
義
方
・
三
代
義
真
─
尾
張
家
─
徳
川
美
術
館
と
わ
か
る
。

結　
　
　

語

本
稿
で
は
、
引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
が
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
茶
碗
11
で
は
な

く
、
茶
碗
24
に
該
当
す
る
こ
と
を
検
証
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、『
山
上
宗
二
記
』
な
ど

で
名
物
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
灰
被
天
目
は
、
決
し
て
誤
解
に
基
づ
く
例
外
的

な
名
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
も
そ
も
、
従
来
の
室
町
時
代
後
期
の
茶
人
た
ち
の
誤
解
と
い
う
解
釈
自
体
が
、
当

時
信
じ
ら
れ
て
い
た
伝
来
と
い
う
権
威
が
生
ん
だ
無
理
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
現
存
最
古

の
名
物
記
で
あ
る
『
清
玩
名
物
記
』
が
十
六
世
紀
半
ば
頃
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

時
点
で
、
名
物
茶
の
湯
道
具
や
名
物
記
を
享
受
し
て
い
た
人
々
に
は
少
な
か
ら
ず
各
種

の
道
具
に
対
す
る
共
通
の
評
価
基
準
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
断
片
的
情
報
は
、

大
永
三
年（
一
五
二
三
）の
「
茶
湯
道
具
事
書
」
や
天
文
十
七
年（
一
五
四
八
）頃
に
京
都
で

作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
『
往
古
道
具
値
段
付
』
な
ど
に
残
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
目
利
き

の
細
か
な
要
点
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
考
慮
す
れ
ば
、
仮
に
十

六
世
紀
の
茶
の
湯
の
名
人
ら
が
茶
碗
11
を
目
に
し
て
、
灰
被
天
目
と
誤
解
す
る
可
能
性

は
き
わ
め
て
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
取
り
違
え
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
の
要

因
は
茶
碗
24
が
一
度
梁
川
松
平
家
へ
譲
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
後
尾
張
家
へ
戻
さ

（
49
）

れ
た
も
の
の
、
そ
の
前
年
に
尾
張
家
の
道
具
と
名
物
記
の
所
載
確
認
が
済
ん
で
お
り
、

尾
張
家
に
お
い
て
名
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
機
会
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
延
享
元
年（
一

七
四
四
）四
月
か
ら
同
二
年
の
尾
張
家
内
で
の
道
具
帳
調
査
に
よ
っ
て
、
代
々
の
当
主

が
継
承
し
て
き
た
「
御
譲
」
の
道
具
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
は
い
る
が
、
つ
い
に

は
名
物
記
で
の
記
載
が
確
認
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

第
二
は
、
高
橋
義
雄（
箒
庵
。
一
八
六
一
～
一
九
三
七
）に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
茶
入
と

茶
碗
の
名
品
図
録
『
大
正
名
器
鑑
』
の
影
響
力
の
強
さ
に
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、

茶
碗
11
が
『
玩
貨
名
物
記
』
に
記
載
さ
れ
た
灰
被
天
目
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
大

正
十
四
年（
一
九
二
五
）に
刊
行
さ
れ
た
『
大
正
名
器
鑑　

第
六
編
』
が
初
見
で
あ
る
。

こ
れ
以
前
に
は
茶
碗
11
が
名
物
と
し
て
扱
わ
れ
た
形
跡
は
な
く
、『
大
正
名
器
鑑
』
に

よ
っ
て
茶
碗
11
は
そ
の
肩
書
き
を
冠
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。『
大
正
名
器
鑑
』
は
図
版

と
関
連
す
る
史
料
を
多
く
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
便
利
さ
と
あ
る
種
の
権
威
性
か
ら
、
そ

の
内
容
が
敷
き
写
し
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
茶
碗
11
も
そ
の
一
つ
と
言
え
る
。
結
果
と

し
て
、
本
稿
ま
で
の
ち
ょ
う
ど
百
年
に
わ
た
り
、
引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
へ
の
誤
解

4

4

は

続
い
た
。

第
三
は
、
道
具
帳
や
箱
に
関
す
る
検
証
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
実
は
、

昭
和
五
十
四
年（
一
九
七
九
）に
徳
川
美
術
館
・
根
津
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
天
目
」

展
の
図
録
で
は
、
茶
碗
11
と
と
も
に
茶
碗
24
が
「
慶
安
四
年
御
道
具
帳
」
に
記
載
が
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
検
証
し
た
と
お
り
、
茶
碗
11
は
道
具

帳
か
ら
義
直
の
時
代
ま
で
は
遡
り
え
ず
、
十
分
な
確
認
が
な
さ
れ
た
上
で
の
指
摘
と
は

い
え
な
い
。
ま
た
、
茶
碗
11
が
大
名
物
と
し
て
扱
わ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
応
じ
た
箱
が

添
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
が
呈
さ
れ
ず
、
検
証
に
至
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、
近
代
以
降
の
美
術
史
学
に
お
い
て
、
作
品
そ
の
も
の
が
検
討

の
対
象
と
さ
れ
、
箱
や
附
属
品
の
検
証
に
重
き
が
置
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ

（
50
）

（
51
）

（
52
）



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

三
六

る
。
伝
来
や
由
緒
に
よ
っ
て
真
贋
の
判
断
や
研
究
上
で
の
位
置
付
け
が
揺
ら
い
で
し
ま

う
こ
と
も
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
手
段
と
し
て
内
容
品
の
検
証

の
み
な
ら
ず
箱
の
検
証
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
、
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
稿
は
、
引
拙
所
持
の
灰
被
天
目
を
再
同
定
す
る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
箱
書
の
持

つ
史
料
的
価
値
と
そ
れ
を
得
る
た
め
の
詳
細
な
調
査
の
重
要
性
を
提
言
す
る
。

（
53
）

註（
1
）　

引
拙
は
、
か
つ
て
は
後
世
の
茶
人
系
譜
類
を
根
拠
に
「
鳥
居
引
拙
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
が
、
表
千
家
七
代
如
心
斎
の
門
弟
と
さ
れ
る
坂
本
周
斎（
一
六
六
六
～
一
七
四

九
）に
よ
る
茶
書
に
は
「
嶋
居
引
拙
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
同
時
代
史
料

に
よ
る
確
定
を
み
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
単
に
「
引
拙
」
と
す
る
。

　

な
お
、
近
年
で
は
、
連
歌
師
の
伊
予
屋
宗
珀
、
さ
ら
に
茶
人
で
あ
っ
た
天
王
寺
屋
宗
伯（
生

歿
年
未
詳
）と
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
矢
野
環
氏
に
よ
る
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
矢

野
環
「
名
物
記
の
生
命
誌
6　
「
天
文
名
物
記
」
の
堺
」（『
茶
の
湯
』
三
七
四
、
茶
の
湯
同
好

会
、
二
〇
〇
五
年
）、
八
～
一
〇
頁
、
同
「
紹
鷗
所
持
名
物
道
具
の
全
容
─
天
王
寺
屋
宗
伯

所
持
道
具
と
と
も
に
─
」（『
武
野
紹
鷗　

わ
び
の
創
造
』
思
文
閤
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。
一

方
、
こ
の
説
に
関
し
て
、
否
定
的
な
意
見
も
あ
る
。
工
藤
隆
彰
「「
牡
丹
花
的
伝
弟
子
」
伊

予
屋
宗
珀
」（『
国
語
国
文
研
究
』
一
四
六
、
北
海
道
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一
五
年
）、

三
六
～
三
七
頁
。

（
2
）　

油
屋
伊
達
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
妙
國
寺（
現
：
堺
市
堺
区
）の
所
蔵
す
る
「
治
要
錄
」
に
は
、

天
正
十
年（
一
五
八
二
）の
本
能
寺
の
変
を
逃
れ
た
徳
川
家
康
が
、
同
寺
に
訪
れ
た
際
、
開
山

の
日
珖（
一
五
三
二
～
九
八
）が
家
康
に
灰
被
天
目
で
茶
を
す
す
め
た
と
こ
ろ
、
家
康
が
そ
の

名
を
尋
ね
、
日
珖
が
答
え
た
「
灰
被
」
が
「
早
勝
」
に
聞
こ
え
た
こ
と
か
ら
家
康
が
吉
兆
と

し
て
茶
碗
を
求
め
た
、
と
い
う
伝
承
が
伝
わ
る
。『
堺
市
史　

第
七
巻
』（
清
文
堂
出
版
、

一
九
三
〇
年
）、
八
九
頁
。

（
3
）　

佐
藤
豊
三
「（
作
品
解
説
）15　

大
名
物　

灰
被
天
目
」『
茶
碗
に
花
開
く
桃
山
時
代
の
美

　

茶
の
湯
名
碗
』（
徳
川
美
術
館
・
五
島
美
術
館
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
4
）　
「
大
名
物
」
の
表
記
は
、『
名
物
─
由
緒
正
し
き
宝
物
─
』（
徳
川
美
術
館
、
二
〇
二
二
年
）

で
の
基
準
に
従
っ
た
。
具
体
的
に
は
、『
山
上
宗
二
記
』
な
ど
の
『
玩
貨
名
物
記
』
以
前
の

名
物
記
の
記
載
品
を
「
大
名
物
」
と
し
た
。
同
図
録
で
は
根
拠
の
説
明
を
欠
い
て
し
ま
っ
た

た
め
、
こ
こ
で
補
う
。「
大
名
物
」・「
中
興
名
物
」
と
い
う
用
語
を
提
示
し
た
、
松
江
松
平

家
七
代
不
昧（
治
郷
。
一
七
五
一
～
一
八
一
八
）編
の
寛
政
元
～
九
年（
一
七
八
九
～
九
七
）刊

行
『
古
今
名
物
類
聚
』
の
「
凡
例
」
で
は
、「
一
大
名
物
は
。
多
く
公
の
御
物
と
な
り
。
ま

た
は
や
こ
と
な
き
方
の
納
殿
に
こ
め
ら
れ
た
れ
は
。
た
や
す
く
世
の
人
見
る
事
を
得
へ
き
も

の
に
あ
ら
す
。
さ
る
に
よ
り
て
し
は
ら
く
お
き
ぬ
。」（
振
り
仮
名
は
省
略
）と
あ
り
、
こ
の
一

文
の
指
し
示
す
内
容
が
『
玩
貨
名
物
記
』
に
よ
っ
て
確
定
し
た
十
七
世
紀
ま
で
の
名
物
の
受

容
実
態
と
一
致
す
る
た
め
、
大
名
物
の
根
拠
と
な
る
名
物
記
の
下
限
を
『
玩
貨
名
物
記
』
と

定
め
た
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
単
に
「
名
物
」
と
す
る
場
合
、
総
称
と
し
て
の
「
名
物
」
を

示
す
。

（
5
）　

竹
内
順
一
「（
作
品
解
説
）8 

天
目 

灰
被
」（『
山
上
宗
二
記　

天
正
十
四
年
の
眼
』
五
島

美
術
館
、
一
九
九
五
年
）。

（
6
）　
「（
作
品
解
説
）32 

灰
被
天
目
」『
天
目
』（
徳
川
美
術
館
・
根
津
美
術
館
、
一
九
七
九
年
）、

赤
沼
多
佳
「（
作
品
解
説
）20 

灰
被
天
目
」『
唐
物
天
目
─
福
建
省
建
窯
出
土
天
目
と
日
本
伝

世
の
天
目
─
』（
福
建
省
博
物
館
・
茶
道
資
料
館
、
一
九
九
四
年
）。

（
7
）　

前
掲
註（
6
）赤
沼
氏
作
品
解
説
。

（
8
）　

竹
内
順
一
「『
山
上
宗
二
記
』
の
名
物　

第
四
回　

灰
被
天
目
」（『
茶
道
の
研
究
』
四
九

七
、
三
徳
庵
、
一
九
九
七
年
）、
同
「
名
物
記
と
道
具（
7
）天
目
─
美
し
き
誤
解
」（『
茶
道
雑

誌
』
七
二
│

七
、
河
原
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
9
）　

竹
内
順
一
「
永
青
文
庫 

美
の
扉
100　

最
も
愛
さ
れ
た
灰
被
天
目
」（『
茶
道
の
研
究
』

七
二
五
、
三
徳
庵
、
二
〇
一
六
年
）、
二
三
～
二
四
頁
。
同
氏
『
現
代
語
で
さ
ら
り
と
読
む

茶
の
古
典　

山
上
宗
二
記
』（
淡
交
社
、
二
〇
一
八
年
）、
六
三
頁
。

（
10
）　

赤
沼
多
佳
「（
作
品
解
説
）21　

黄
天
目 

珠
光
天
目
」『
唐
物
天
目
─
福
建
省
建
窯
出
土
天

目
と
日
本
伝
世
の
天
目
─
』（
福
建
省
博
物
館
・
茶
道
資
料
館
、
一
九
九
四
年
）ほ
か
。

（
11
）　

長
江
惣
吉
氏
に
よ
る
復
元
研
究
に
よ
っ
て
、
釉
薬
は
同
じ
釉
薬
の
二
度
掛
け
で
あ
り
、

一
三
〇
〇
度
で
焼
成
さ
れ
、
そ
の
後
弱
い
還
元
で
雰
囲
気
を
保
ち
な
が
ら
冷
却
さ
れ
る
こ
と

で
黄
色
が
生
じ
、
ま
た
自
然
冷
却
と
な
る
と
茶
褐
色
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
長

江
惣
吉
「
關
於
茶
洋
窯
灰
被
天
目
的
研
究
」（『
古
陶
瓷
科
學
技
術
9　

國
際
討
論
會
論
文
集
』



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

三
七

中
國
科
學
院
上
海
硅
酸
塩
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
）。

（
12
）　
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
は
後
世
に
与
え
た
影
響
が
大
き
く
、
大
量
の
写
本
が
残
さ
れ
て
お

り
、
諸
本
の
内
容
・
分
類
は
矢
野
環
氏
に
よ
っ
て
詳
細
に
考
証
さ
れ
て
い
る
。
東
北
大
学
図

書
館
に
は
三
件
の
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
掲
出
本
の
請
求
番
号
は
阿

8
―

37
。
矢
野
氏
に
よ
る
と
、
も
と
永
正
八
年
十
月
の
奥
書
が
あ
っ
た
原
本
を
、
大
永
六
年

（
一
五
二
六
）十
二
月
、
さ
ら
に
永
禄
二
年（
一
五
五
九
）正
月
に
書
き
写
し
た
、
と
い
う
奥
書

を
肯
定
し
て
よ
い
と
さ
れ
る
。
矢
野
環
『
君
台
観
左
右
帳
記
の
総
合
研
究
』（
勉
誠
出
版
、

一
九
九
九
年
）、
三
一
頁
。

（
13
）　

赤
沼
多
佳
「
唐
物
天
目
の
一
考
察
─
灰
被
天
目
を
中
心
に
─
」（『
三
井
美
術
文
化
史
論
集
』

三
、
三
井
記
念
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
）、
四
三
～
四
五
頁
。
謝
明
良
「
關
於
灰
被
茶
碗
」

（『
故
宮
文
物
月
刊
』
四
五
四
、
二
〇
二
一
年
）、
六
六
～
六
九
頁
。

（
14
）　

多
く
あ
る
『
山
上
宗
二
記
』
の
伝
本
の
中
で
、
写
本
で
は
な
く
原
本
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
内
の
一
点
で
あ
る
。
熊
倉
功
夫
校
注
『
山
上
宗
二
記　

付 

茶
話
指
月
集
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
六
年
）。
近
年
の
『
山
上
宗
二
記
』
関
連
の
研
究
書
と
し
て
は
、
竹
内
順
一
『
現
代

語
で
さ
ら
り
と
読
む
茶
の
古
典　

山
上
宗
二
記
』（
淡
交
社
、
二
〇
一
八
年
）、
神
津
朝
夫

『『
山
上
宗
二
記
』
と
茶
人
宗
二
』（
宮
帯
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
）な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
15
）　
「
是
ハ
は
ひ
か
つ
き
に
劣
候
」
の
部
分
を
「
芬（
紛
）候
」
と
す
る
伝
本
や
解
釈
も
あ
る
。

本
稿
で
は
「
山
上
宗
二
記　

桑
山
重
晴
宛
」（
天
正
十
六
年
二
月
廿
七
日
奥
書
。
今
日
庵
文
庫

蔵
）の
同
箇
所
で
、「
劣
」
の
傍
ら
に
「
ヲ
ト
リ
」
と
仮
名
が
振
っ
て
あ
る
こ
と
を
重
視
し

た
。

（
16
）　

前
掲
註（
14
）竹
内
氏
著
書
、
六
三
頁
。

（
17
）　

請
求
番
号
：
古
〇
一
六
―

〇
二
九
五
。

（
18
）　

山
田
哲
也
氏
の
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
大
徳
寺
僧
明
窓
宗
珠（
生
歿
年
未
詳
）と
同
一
人

物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。
山
田
哲
也
「
茶
祖
珠
光
跡
目
宗
珠
と
大
徳
寺
僧

明
窓
宗
珠
」（『
禅
と
そ
の
周
辺
学
の
研
究　

竹
貫
元
勝
博
士
還
暦
記
念
論
集
』
永
田
文
昌
堂
、

二
〇
〇
五
年
）、
同
「（
桟
敷
へ
入
次
第
之
事
）解
題
」（『
茶
書
古
典
集
成
1　

初
期
の
和
漢
茶

書
』
淡
交
社
、
二
〇
一
九
年
）、
三
二
九
～
三
三
〇
頁
。
ま
た
、『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
写

本
に
よ
っ
て
は
、
能
阿
弥
が
珠
光
に
伝
授
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
す
記
述
も
あ
る
。
前

掲
註（
12
）矢
野
氏
著
書
、
五
八
頁
ほ
か
。

（
19
）　
「
清
玩
名
物
記
」（『
茶
道
学
大
系　

第
十
巻　

茶
の
古
典
』
淡
交
社
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
20
）　

前
掲
註（
13
）赤
沼
氏
論
文
、
三
五
～
三
七
頁
。

（
21
）　

谷
端
昭
夫
「
天
目
と
喫
茶
文
化
」（『
淡
交 

別
冊
』
五
六
、
淡
交
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
三

〇
頁
。

（
22
）　
『
宗
及
茶
湯
日
記
』
お
よ
び
天
王
寺
屋
津
田
家
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
書
籍
・
論
考
が
あ

る
が
、
主
に
以
下
を
参
照
し
た
。
永
島
福
太
郎
編
『
天
王
寺
屋
会
記
』（
淡
交
社
、
一
九
八
九

年
）、
谷
端
昭
夫
「
天
王
寺
屋
歴
代
の
茶
の
湯
」（『
淡
交
』
五
三
六
、
淡
交
社
、
一
九
九
〇

年
）、
山
田
哲
也
編
『
茶
書
古
典
集
成
3　

宗
及
茶
湯
日
記
［
天
王
寺
屋
会
記
］
他
会
記
』（
淡

交
社
、
二
〇
二
二
年
）。

（
23
）　

茶
会
記
の
観
察
記
録
の
現
代
語
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
各
書
中
の
同
語
句
の
用
例
を
確
認
し

た
上
で
適
宜
語
句
を
補
い
つ
つ
解
釈
を
施
し
た
。

（
24
）　

烏
盞
の
形
状
に
つ
い
て
は
、
湯
を
飲
む
た
め
の
平
碗
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
泉
雄
作

「
君
臺
觀
左
右
帳
記
考
證
」（『
國
華
』
四
〇
、
國
華
社
、
一
八
九
三
年
）、
七
四
頁
、
前
掲
註

（
13
）赤
沼
氏
論
文
、
三
三
頁
。

（
25
）　

山
田
哲
也
「『
唐
物
凡
数
』（
同
志
社
大
学
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）─
孤
本
名
物
記
─
そ

の
解
題
と
翻
刻
」（『
文
化
情
報
学
』
四
─
一
、
同
志
社
大
学
文
化
情
報
学
会
、
二
〇
〇
九

年
）。

（
26
）　

油
屋
伊
達
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
妙
國
寺
の
開
山
・
日
珖
の
自
筆
行
状
記
録
『
己
行
記
』
に

よ
っ
て
歿
年
が
判
明
す
る
。
矢
内
一
磨
「
堺
妙
國
寺
蔵
「
己
行
記
」
に
つ
い
て
─
資
料
研
究

を
中
心
に
─
」（『
堺
市
博
物
館
報
』
二
六
、
堺
市
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
）、
五
六
～
五
八

頁
。

（
27
）　
『
神
屋
宗
湛
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
書
籍
・
論
考
が
あ
る
が
、
主
に
以
下
を
参
照

し
た
。
芳
賀
幸
四
郎
「
神
屋
宗
湛
日
記
」（『
茶
道
古
典
全
集　

第
六
巻
』
淡
交
社
、
一
九
五

八
年
）、『
茶
道
文
化
研
究　

第
七
輯（
特
集 

宗
湛
日
記
）』（
今
日
庵
、
二
〇
一
五
年
）、
筒
井

紘
一
編
『
茶
書
古
典
集
成
5　

神
屋
宗
湛
日
記
』（
淡
交
社
、
二
〇
二
〇
年
）。
本
稿
で
掲
出

の
部
分
の
句
点
は
、『
茶
書
古
典
集
成
5　

神
屋
宗
湛
日
記
』
に
従
っ
た
。

（
28
）　

文
治
四
年（
一
一
八
八
）に
成
立
し
た
『
千
載
和
歌
集
』
に
収
載
の
和
歌
「
あ
さ
り
せ
し
水

の
み
さ
び
に
と
ぢ
ら
れ
て
菱
の
浮
き
葉
に
か
は
づ
鳴
く
な
り
」
に
「
み
さ
び
」
の
用
例
が
見

ら
れ
る
。



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

三
八

（
29
）　
「
毛
利
家
書
載
名
物
記
」（『
茶
道
学
大
系　

第
十
巻　

茶
の
古
典
』
淡
交
社
、
二
〇
〇
一

年
）。
寛
永
年
間
末
に
長
門
国
長
府
藩
の
毛
利
家
で
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
30
）　

前
掲
註（
12
）矢
野
氏
著
書
、
影
印
篇
一
七
九
～
一
九
二
頁
。

（
31
）　

原
史
彦
「
尾
張
徳
川
家
御
成
記
一
覧
」（『
徳
川
将
軍
の
御
成
』
徳
川
美
術
館
、
二
〇
一
二

年
）。

（
32
）　

矢
崎
格
「『
東
武
実
録
』
に
あ
ら
わ
れ
た
名
物
茶
器
」（『
名
物
茶
器
─
玩
貨
名
物
記
と
柳
営

御
物
─
』
徳
川
美
術
館
・
根
津
美
術
館
、
一
九
八
八
年
）。

（
33
）　

記
録
古
文
書
一
・
四
。
縦
二
八
・
三
糎
、
横
二
一
・
八
糎
。

（
34
）　

什
器
古
帳
三
・
一
。
縦
二
八
・
四
糎
、
横
二
二
・
三
糎
。

（
35
）　

什
器
古
帳
三
・
二
。
縦
二
七
・
一
糎
、
横
一
九
・
一
糎
。

（
36
）　

什
器
古
帳
三
・
六
。
縦
二
六
・
五
糎
、
横
二
〇
・
五
糎
。
本
来
こ
の
道
具
帳
に
附
属
し
て
い

な
が
ら
も
、
別
の
道
具
帳
に
付
さ
れ
た
、
尾
張
家
の
茶
頭
・
山
本
道
傳
政
房
に
よ
る
書
付
に

よ
り
、
作
成
経
緯
が
判
明
す
る
。
既
に
、
翻
刻
・
内
容
は
佐
藤
豊
三
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
佐
藤
豊
三
「
享
保
時
代
に
お
け
る
尾
張
徳
川
家
の
蔵
帳
整
理
に
つ
い
て
」（『
金
鯱

叢
書
』
二
五
、
徳
川
黎
明
会
、
一
九
九
八
年
）、
一
五
八
～
一
五
九
頁
。

（
37
）　

什
器
古
帳
三
・
七
。
縦
二
九
・
二
糎
、
横
二
一
・
三
糎
。

（
38
）　

前
掲
註（
36
）佐
藤
氏
論
文
、
一
五
九
～
一
六
二
頁
。

（
39
）　
「
御
數
竒
道
具
帳　

享
保
十
三
戊　
　

申
年　

一
本
ニ
ハ
享
保
十
四
巳
酉
年
ト
ア
リ　

取

扱
」（
什
器
古
帳
六
・
九
。
縦
二
六
・
六
糎
、
横
一
九
・
九
糎
。）添
書
き
に
み
ら
れ
る
年
紀
が
享

保
十
五
年
か
ら
寛
政
七
年
八
月
に
至
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
道
具
帳
は
寛
政
七
年
八
月

以
降
、
遅
く
と
も
同
十
年
頃
に
書
き
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
40
）　

什
器
旧
原
簿
一
一
・
一
～
九
。
各
冊
、
縦
二
八
・
七
糎
、
横
一
九
・
九
糎
。

（
41
）　

こ
の
ほ
か
、
入
子
菱
に
葵
紋
散
蒔
絵
天
目
台
が
添
う
、
尾
張
家
伝
来
の
「
灰
被
天
目
」（
個

人
蔵
）の
存
在
も
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
目
の
内
底
は
狭
く
、
釉
薬
に
は
灰
被
天
目

に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
卯
の
斑
が
見
ら
れ
、
胎
土
か
ら
う
か
が
え
る
轆
轤
の
回
転
は
右
回

転
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
唐
物
の
灰
被
天
目
と
は
見
な
せ
な
か
っ
た
。
ま
た
伝
来
経
緯

か
ら
も
検
討
対
象
に
は
適
さ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

（
42
）　

形
状
に
つ
い
て
添
え
て
お
く
。
や
や
開
き
気
味
の
口
縁
下
で
ご
く
僅
か
に
窄
ま
り
、
高
台

へ
と
ほ
ぼ
直
線
的
に
窄
ま
る
。
高
台
と
そ
の
周
囲
は
露
胎
と
な
っ
て
お
り
、
高
台
脇
に
水
平

方
向
の
削
り
は
な
く
、
高
台
は
低
く
平
ら
で
、
高
台
内
部
は
一
段
下
が
る
よ
う
に
浅
く
水
平

に
削
ら
れ
て
い
る
。
内
底
は
狭
く
平
坦
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
に
掛
け
ら
れ
た
鉄
釉
は
粘
り

が
あ
り
、
裾
近
く
に
滴
状
の
溜
ま
り
を
な
す
。
鉄
釉
は
全
体
的
に
柿
色
を
呈
し
、
内
底
で
は

元
々
意
図
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
黒
色
を
呈
し
て
い
る
。
口
縁
に
は
砂
張
製
と
推
定
さ
れ
る
黄
金

色
の
覆
輪
が
嵌
め
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
内
側
面
に
は
「
㐧（
第
）」「
三
」「
申
」
ら
し
き
、
三
つ
の
文
字
が
墨
書
さ
れ
て
い

る
。
徳
川
美
術
館
学
芸
員 

板
谷
寿
美
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
43
）　

形
状
に
つ
い
て
添
え
て
お
く
。
や
や
外
反
し
た
口
縁
の
下
で
窄
ま
り
、
高
台
へ
と
ほ
ぼ
直

線
的
に
窄
ま
る
。
高
台
と
そ
の
周
囲
は
露
胎
と
な
っ
て
い
る
。
高
台
脇
は
水
平
方
向
に
削
ら

れ
、
低
く
平
た
い
高
台
は
面
取
を
施
す
か
の
よ
う
に
畳
付
き
部
分
の
周
縁
が
削
ら
れ
、
高
台

内
は
わ
ず
か
に
窪
ま
せ
る
よ
う
に
浅
く
削
ら
れ
て
い
る
。
高
台
内
に
は
朱
漆
書
「
玉
潤
」
と

記
さ
れ
て
い
る（
尾
張
家
で
は
千
利
休
の
筆
と
伝
称
）。
内
底
は
茶
溜
り（
鏡
）が
広
く
平
坦
に

作
ら
れ
て
い
る
。
全
体
に
掛
け
ら
れ
た
鉄
釉
は
全
体
的
に
は
黒
色
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
口

縁
や
釉
薬
の
掛
か
り
際
、
胎
土
の
轆
轤
目
や
夾
雑
物
の
都
合
で
釉
薬
が
薄
く
な
っ
て
い
る
と

み
ら
れ
る
部
分
は
赤
褐
色
を
呈
し
て
い
る
。
口
縁
に
は
銀
製
と
推
定
さ
れ
る
覆
輪
が
嵌
め
ら

れ
て
い
る
。

（
44
）　

な
お
、
内
箱
の
蓋
表
の
貼
札
に
記
さ
れ
た
墨
書
「
古
瀬
戸　

御
天
目
」
の
筆
跡
は
、
享
保

十
四
年
に
編
ま
れ
た
「
御
數
竒
道
具
帳 

享
保
十
四
巳
酉
年
」（
什
器
古
帳
三
・
七
）の
筆
跡
と

一
致
し
て
い
る
。「
天
目
」
の
項
に
所
載
の
「
一
古
瀬
戸
天
目　

弐
つ
入
」「
一
古
瀬
戸
天
目

　

弐
つ
入
」「
一
古
瀬
戸
天
目
」
の
三
点
目
に
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
。

（
45
）　

同
様
の
札
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
は
掲
出
の
ほ
か
、
次
の
作
品
で
あ
る
。

・「
南
蛮
水
指　

銘 

芋
頭
」（
大
名
物
。
水
指
10
）

・「
三
島
筒
茶
碗　

銘 

藤
袴
」（
大
名
物
。
茶
碗
6
）

・「
尼
ケ
崎
台
」（
大
名
物
。
天
目
台
2
）

・「
尼
ケ
崎
台
」（
大
名
物
。
天
目
台
3
）

・「
古
天
明
釜　

銘 

梶
」（
大
名
物
。
風
炉
・
釜
3
）

・「
高
麗
紫
石
硯
」（
大
名
物
。
硯
1
）

・「
古
銅
管
耳
卓
下
花
生
」（
花
生
10
）

　

な
お
、「
三
島
筒
茶
碗　

銘 

藤
袴
」
お
よ
び
「
古
銅
砧
形
花
生　

銘 

杵
の
を
れ
」
の
貼



『
山
上
宗
二
記
』
所
載
の
引
拙
所
持
「
灰
被
天
目
」
の
再
同
定
─
伝
来
と
箱
書
の
功
罪
─

三
九

札
に
つ
い
て
は
、
従
来
─
明
治
・
大
正
時
代
頃
か
ら
─
織
田
有
楽
斎
の
筆
跡
と
い
う
伝
承
が

あ
っ
た
が
、
本
稿
を
以
て
否
定
さ
れ
る
。

（
46
）　

拙
稿
「
総
論
「
名
物
」
を
再
考
す
る
」（『
名
物
─
由
緒
正
し
き
宝
物
─
』
徳
川
美
術
館
、

二
〇
二
二
年
）、
一
六
六
～
一
六
七
頁
、
で
は
こ
れ
ら
の
貼
札
の
記
述
内
容
か
ら
、「
駿
府
御

分
物
之
内 
色
々
御
道
具
帳
」
と
同
時
期
の
作
成
と
し
た
。
本
稿
を
以
て
訂
正
す
る
。

　

な
お
、
茶
碗
24
の
内
箱
と
そ
の
蓋
表
の
貼
札
が
異
な
る
時
代
の
製
作
で
あ
る
可
能
性
は
高

い
。
内
箱
の
構
造
は
十
七
世
紀
半
ば
の
伝
存
例
に
比
べ
て
珍
し
く
、
一
方
、
黒
漆
の
透
け
具

合
か
ら
は
ど
ん
な
に
遅
く
と
も
江
戸
時
代
後
期
に
は
存
在
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
貼
札
は
、
裏
側
か
ら
裏
打
ち
を
施
し
て
貼
り
直
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。
し
か
し
、
尾
張

家
で
の
道
具
の
管
理
の
中
で
は
頻
繁
に
札
が
貼
り
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貼
り
間
違
え

が
生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
く
、
特
に
同
家
の
道
具
の
中
で
も
最
重
要
視
さ
れ
て
い
た

「
上
御
数
寄
御
道
具
」
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。
よ
っ
て
、
茶
碗
24
の
内
箱

蓋
表
の
貼
札
は
、
慶
安
四
年
以
来
灰
被
天
目
と
と
も
に
伝
わ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

（
47
）　

高
七
・
一
糎
、
口
径
一
二
・
六
糎
、
高
台
径
四
・
五
糎
、
二
五
九
・
六
瓦
。

徳
留
大
輔
「（
作
品
解
説
）灰
被
天
目　

銘 

夕
陽
」（『
茶
の
湯
の
茶
碗　

第
一
巻　

唐
物
茶
碗
』

淡
交
社
、二
〇
二
一
年
）。「
灰
被
天
目　

銘 

夕
陽
」
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
神
津
朝
夫
「
奈

良
の
茶
人
と
茶
の
湯
１　

豪
商
坂
東
屋
」（『
茶
の
湯
』
五
一
七
、
茶
の
湯
同
好
会
、
二
〇
一

七
年
）が
詳
し
い
。

（
48
）　

高
六
・
九
糎
、
口
径
一
二
・
二
糎
、
高
台
径
四
・
四
糎
、
二
四
三
・
一
瓦
。

徳
留
大
輔
「（
作
品
解
説
）灰
被
天
目　

銘 

虹
」（『
茶
の
湯
の
茶
碗　

第
一
巻　

唐
物
茶
碗
』

淡
交
社
、
二
〇
二
一
年
）。

（
49
）　
『
往
古
道
具
値
段
付
』
は
、「
四
十
三
冊　

茶
道
望
月
集
追
加
目
録
」（『
茶
道
望
月
集　

顕

岑
院
本
二
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
三
年
）、
七
四
九
～
七
五
九
頁
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

『
往
古
道
具
値
段
付
』
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
竹
内
順
一
・
矢
野
環
「
名
物
記
の
生
成
構
造

─
実
見
と
編
集
の
は
ざ
ま
─
」（『
茶
道
学
大
系　

第
十
巻　

茶
の
古
典
』
淡
交
社
、
二
〇
〇

一
年
）、
七
一
～
七
二
頁
、
矢
野
環
「
名
物
記
の
生
命
誌
4　
「
天
文
名
物
記
」
の
全
体
像
」

（『
茶
の
湯
』
三
七
二
、
茶
の
湯
同
好
会
、
二
〇
〇
五
年
）、
一
〇
頁
を
参
照
。

（
50
）　
「
御
譲
」
に
つ
い
て
は
、
生
前
の
手
渡
し
や
贈
与
な
ど
家
康
の
遺
産
「
駿
府
御
分
物
」
と

は
異
な
っ
た
経
路
で
初
代
義
直
に
も
た
ら
さ
れ
た
家
康
の
所
用
品
と
し
て
、
従
来
解
釈
さ
れ

て
き
た
が
、
歴
代
当
主
の
継
承
し
て
き
た
品
に
つ
い
て
冠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
安
藤
香
織
「「
物
吉
貞
宗
」
の
継
承
と
権
威
化
」（『
金
鯱
叢
書
』
四
九
、

徳
川
黎
明
会
、
二
〇
二
二
年
）、
拙
稿
「
ど
う
す
る
「
御
譲
道
具
」」（『
葵
』
一
二
七
、
徳
川

美
術
館
、
二
〇
二
三
年
）。

（
51
）　
「
灰
被 

天
目　

大
名
物
」（『
大
正
名
器
鑑　

第
六
編
』
大
正
名
器
鑑
編
纂
所
、
一
九
二
五

年
）、
五
一
頁
。

　

高
橋
箒
庵
の
日
記
で
あ
る
、『
萬
象
録
』
に
は
、
大
正
八
年
五
月
十
三
日
か
ら
六
月
十
七

日
ま
で
、
尾
張
家
伝
来
品
の
調
査
・
撮
影
の
た
め
の
連
絡
調
整
と
そ
の
結
果
、
後
礼
ま
で
の

過
程
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
尾
張
家
で
の
茶
碗
11
へ
の
認
識
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

高
橋
義
雄
『
萬
象
録　

髙
橋
箒
庵
日
記　

巻
七
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
）、
一
八
四

～
二
二
八
頁
。
な
お
、
同
年
六
月
四
日
か
ら
『
時
事
新
報
』
で
連
載
さ
れ
た
「
尾
州
名
器
」

八
篇
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

（
52
）　
「（
作
品
解
説
）35 

灰
被
天
目
」『
天
目
』（
徳
川
美
術
館
・
根
津
美
術
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
53
）　

箱
や
附
属
品
の
持
つ
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
唐
絵
の

受
容
史
的
考
察（
一
）」（『
金
鯱
叢
書
』
四
九
、
徳
川
黎
明
会
、
二
〇
二
二
年
）に
お
い
て
既
に

述
べ
た
。

［
付
記
］　
「
灰
被
天
目　

銘 

夕
陽
」
の
画
像
掲
載
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ご
所
蔵
者
の
ご
許
諾
の
上

で
、『
茶
の
湯
の
茶
碗　

第
一
巻　

唐
物
茶
碗
』（
淡
交
社
）よ
り
、
転
載
し
ま
し
た
。

（
美
術
館　

學
藝
員
）





建
中
寺
蔵
「
仏
涅
槃
図
」

四
一

　

は　

じ　

め　

に

一　

作
品
の
概
要
と
伝
来

二　

図
様
と
構
成

三　

描
画
技
法

四　

類
例
と
の
比
較

　

お　

わ　

り　

に

は　

じ　

め　

に

令
和
六
年（
二
〇
二
四
）、
徳
川
美
術
館
で
は
「
尾
張
徳
川
家
と
菩
提
寺
建
中
寺
」
と

題
す
る
展
覧
会
を
実
施
し
、
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
に
所
在
す
る
浄
土
宗
寺
院
・
徳
興

山
建
中
寺
の
諸
宝
物
を
紹
介
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
際
に
展
示
し
た
建
中
寺
蔵
の

「
仏
涅
槃
図
」（
図
1
。
以
下
、
本
図
と
略
称
す
る
）は
、
尾
張
徳
川
家（
以
下
、
尾
張
家
と
略
称

す
る
）に
関
わ
る
伝
来
が
明
確
で
あ
る
点
で
貴
重
で
あ
り
、
か
つ
装
飾
性
に
優
れ
た
近

世
仏
教
絵
画
の
一
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
改
め
て
紹
介
す
る
。

な
お
建
中
寺
は
、
慶
安
三
年（
一
六
五
〇
）に
歿
し
た
尾
張
家
初
代
義
直
を
供
養
す
る

べ
く
、
そ
の
息
子
で
あ
る
二
代
光
友
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
浄
土
宗
寺
院
で
あ
る
。
菩

提
寺
と
し
て
、
光
友
以
下
の
歴
代
当
主
や
そ
の
家
族
か
ら
篤
い
庇
護
を
受
け
、
堂
宇
や

宝
物
が
寄
附
さ
れ
、
広
大
な
墓
地
に
墓
所（
御
廟
）・
御
霊
屋（
御
仏
殿
）も
営
ま
れ
る
な
ど
、

尾
張
家
代
々
の
菩
提
を
弔
い
、
ま
た
末
代
ま
で
の
安
寧
を
祈
る
役
割
を
長
く
果
た
し

た
。
現
在
も
、
建
立
当
初
の
建
造
物
の
一
部
や
、
尾
張
家
と
の
深
い
関
わ
り
を
示
す
多

く
の
宝
物
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

一　

作
品
の
概
要
と
伝
来

本
図
は
本
紙
縦
三
六
二
・
八
糎
、
横
三
〇
六
・
五
糎
、
総
寸
は
縦
四
一
六
・
〇
糎
、
横

三
三
七
・
七
糎
の
大
幅
で
あ
る
。
絵
絹
は
三
枚
継
ぎ
で
用
い
ら
れ
、
絵
絹
の
幅
は
向

か
っ
て
左
か
ら
一
〇
八
・
〇
糎
、
一
一
九
・
三
糎
、
一
〇
七
・
四
糎
で
あ
る
。
濃
彩
で
描

か
れ
て
お
り
、
仏
・
菩
薩
の
肉
身
や
、
参
集
し
た
衆
生
の
衣
服
等
に
は
金
銀
彩
も
加
え

ら
れ
て
い
る（
図
2
～
7
）。
表
具
は
描
表
装
で
、
風
帯
・
中
廻
は
赤
地
に
多
色
の
唐
草

（
1
）

（
2
）

〔
作
品
紹
介
〕

建
中
寺
蔵
「
仏
涅
槃
図
」

安
　
藤
　
香
　
織



建
中
寺
蔵
「
仏
涅
槃
図
」

四
二

文
、
総
縁
は
紺
地
に
青
・
赤
・
緑
の
牡
丹
文
が
表
さ
れ
て
い
る（
図
8
、
挿
図
1
）。
八

双
の
飾
り
金
具
は
金
銅
製
で
、
意
匠
は
い
ず
れ
も
蓮
華
唐
草
文
を
基
調
と
し
、
中
央
に

位
置
す
る
金
具
に
は
宝
輪
が
配
さ
れ
て
い
る
。
軸
首
も
金
銅
製
で
頂
面
は
宝
輪
、
側
面

は
蓮
華
唐
草
文
の
意
匠
で
あ
る
。
印
籠
蓋
造
り
の
黒
漆
塗
箱
が
附
属
し
、
平
成
二
年

（
一
九
九
〇
）か
ら
六
年
に
か
け
て
修
理
さ
れ
た
際
に
取
り
外
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
旧
軸

木（
八
双
か
）が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

本
図
に
は
、
伝
来
に
関
わ
る
墨
書
が
三
件
残
さ
れ
て
い
る
の
で
順
に
紹
介
す
る
。
改

行
は
「
／
」、
空
白
が
あ
る
場
合
に
は
で
き
る
だ
け
そ
の
と
お
り
に
表
現
し
、
読
点
は

筆
者
が
適
宜
加
え
た
。

第
一
に
、
旧
軸
木
に
は
次
の
と
お
り
墨
書
が
あ
る
。

徳
興
山
建
中
寺
代
七
世
頓
蓮
社
白
譽
専
了
上
人
安
阿
大
和
尚
、
元
禄
六
年
癸酉

二
月

十
五
日
絵

第
二
に
、
本
図
の
紙
背
に
貼
り
込
ま
れ
た
押
紙
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

涅
槃
畫
像　

長
弐
間
半
／
横
弐
間
／
御
寄
附
御
施
主
／
勘
解
由
小
路
女
御
／
元
禄

六
癸酉

歳
極
月
廿
四
日
／
建
中
寺
八
世
／
證
譽
代
／
畫
師
／
末
永
氏
勝
秀

第
三
に
、
箱
の
蓋
裏
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

涅
槃
像　

一
幅
／
御
施
主
／
勘
解
由
小
路
女
御　

徳
興
山
崇
仁
院
建
中
寺
常
什
物

／
天
明
五
乙
巳
年
六
月
／
蓋
斗
焼
失
ニ
付
／
御
作
事
方
ヨ
リ
出
来

旧
軸
木
の
墨
書
は
、
元
禄
六
年（
一
六
九
三
）六
月
に
遷
化
し
た
建
中
寺
七
世
白
譽
専

了（
生
年
未
詳
～
一
六
九
三
）に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
文
意
を
掴
み
に
く
い
も
の
の
、

同
年
二
月
十
五
日
に
絵
が
出
来
上
が
っ
た
こ
と
を
示
す
か
、
ま
た
は
二
月
十
五
日
に
行

わ
れ
る
涅
槃
会
の
本
尊
に
用
い
る
絵
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
紙
背
押
紙
の
墨
書
は
、
専
了
の
跡
を
受
け
た
建
中
寺
八
世
證
譽
廓
天（
生
年

未
詳
～
一
六
九
九
）に
よ
り
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
図
は
光
友
の
側
室
・
勘

解
由
小
路（
一
六
二
七
～
一
七
〇
五
）が
施
主
と
な
り
、
元
禄
六
年
十
二
月
二
十
四
日
に
建

中
寺
へ
寄
附
さ
れ
た
品
で
あ
る
こ
と
、
末
永
勝
秀
と
い
う
絵
師
に
よ
り
描
か
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
勘
解
由
小
路
は
公
卿
・
樋
口
信
孝
の
娘
で
あ
り
、
光
友
の
三
男（
実
は
長
男
）

（
3
）

（
4
）

挿図1　仏涅槃図　全図　建中寺蔵　提供：株式会社便利堂



建
中
寺
蔵
「
仏
涅
槃
図
」

四
三

で
分
家
・
大
久
保（
梁
川
）松
平
家
初
代
と
な
っ
た
義
昌
の
生
母
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
尾

張
家
中
で
重
ん
じ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
本
図
の
よ
う
に
華
麗
か
つ
大
型
の
仏
画
が
、

光
友
で
は
な
く
勘
解
由
小
路
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
菩
提
寺
に
施
入
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
尾
張
家
に
お
け
る
勘
解
由
小
路
の
権
威
・
財
力
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
末
永
勝
秀
は
、
本
図
以
外
に
史
料
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
描
写
の
特
徴

に
つ
い
て
は
第
二
章
以
降
で
検
討
し
た
い
。

続
い
て
、
箱
の
蓋
裏
の
墨
書
は
、
箱
の
蓋
が
焼
失
し
た
た
め
、
天
明
五
年（
一
七
八
五
）

六
月
に
、
尾
張
家
中
の
作
事
方
に
よ
り
補
わ
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
同
年
一
月

二
十
三
日
に
名
古
屋
城
下
で
起
こ
っ
た
大
火
災
の
お
よ
そ
五
か
月
後
に
あ
た
る
時
期
で

あ
り
、
本
図
も
火
災
の
被
害
を
被
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
れ
ら
三
件
の
墨
書
か
ら
、
本
図
に
お
け
る
尾
張
家
と
建
中
寺
の
関
係
性
を
確
認
し

て
み
よ
う
。
旧
軸
木
に
専
了
自
筆
の
墨
書
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
勘

解
由
小
路
が
施
主
と
し
て
資
金
を
提
供
し
た
の
に
対
し
、
実
際
に
製
作
を
進
め
た
の
は

専
了
と
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
本
図
の
製
作
を
要
請
し
た
の
も
専
了
で
あ
ろ
う
。
こ

の
関
係
性
は
、
大
名
家
と
菩
提
寺
に
よ
る
什
物
製
作
に
お
い
て
は
ご
く
一
般
的
で
は
あ

る
が
、
同
じ
建
中
寺
蔵
の
宝
物
で
あ
っ
て
も
願
主
・
製
作
・
資
金
提
供
に
は
次
の
よ
う

な
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
。

①
願
主
・
製
作
…
建
中
寺　

／　

資
金
提
供
…
尾
張
家

本
図

②
願
主
…
建
中
寺　

／　

資
金
提
供
・
製
作
…
尾
張
家

徳
川
光
友
筆
「
観
音
・
鶴
図
」　

三
幅
対

建
中
寺
三
世
䑓
譽
南
龍
の
求
め
に
応
じ
て
、
寛
文
元
年（
一
六
六
一
）に
光
友
自
身

が
製
作
。

③
願
主
・
資
金
提
供
・
製
作
…
尾
張
家

輔
君（
尾
張
家
四
代
吉
通
正
室
）筆
「
紺
紙
金
字
法
華
経
」　

八
巻

享
保
四
年（
一
七
一
九
）十
月
十
八
日
の
尾
張
家
五
代
五
郎
太
の
七
回
忌
に
際
し
、

母
の
輔
君
が
書
写
。

③
も
比
較
的
多
く
、
例
示
し
た
追
善
供
養
を
目
的
と
す
る
経
巻
の
寄
進
な
ど
に
加

え
、
本
図
が
罹
災
し
た
天
明
の
大
火
災
に
お
い
て
も
、
被
災
し
た
建
中
寺
伽
藍
の
復
興

が
こ
の
方
式
で
な
さ
れ
て
い
る
。
願
主
・
資
金
提
供
は
、
当
時
の
尾
張
家
当
主
で
あ
る

九
代
宗
睦
で
あ
る
。
製
作
の
主
導
が
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
建
中
寺

の
記
録
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
建
築
物
の
再
建
が
終
わ
っ
た
天
明
七
年
五

月
十
三
日
、
附
家
老
の
成
瀬
正
幸
を
は
じ
め
と
す
る
役
人
衆
が
そ
れ
ぞ
れ
の
堂
宇
を
検

分
し
た
後
、
寺
社
奉
行
よ
り
建
中
寺
住
持（
方
丈
）へ
引
き
渡
し
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し

住
持
が
附
家
老
の
成
瀬
家
・
竹
腰
家
を
は
じ
め
重
臣
や
寺
社
奉
行
ら
へ
御
礼
に
回
っ
た

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
は
被
災
規
模
が
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
尾
張
家
中
で

組
織
的
に
復
興
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
図
の
箱
蓋
も
、
こ
の
宗
睦
に
よ
る

復
興
の
一
環
と
し
て
作
事
方
が
修
復
し
た
の
で
あ
る
。

二　

図
様
と
構
成

本
図
は
、
中
国
・
宋
時
代
の
仏
涅
槃
図
の
影
響
を
受
け
て
鎌
倉
時
代
以
降
に
主
流
と

な
る
形
式
の
系
統
で
、
近
世
の
仏
涅
槃
図
に
よ
く
み
ら
れ
る
構
成
で
あ
る
。
こ
の
形
式

の
特
徴
と
し
て
は
、
①
縦
長
の
画
面
、
②
宝
床
の
左
側
面
を
見
せ
る
よ
う
に
描
く
こ
と
、

③
平
安
時
代
の
古
様
な
形
式
に
比
し
て
周
囲
の
会
衆
・
動
物
が
増
加
す
る
な
ど
の
傾
向

が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
本
図
も
こ
れ
ら
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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会衆
01　釈迦如来 02　観音菩薩 03　勢至菩薩
04 ～ 08　菩薩 09　迦葉童子 10 ～ 26　仏弟子
27　阿那律 28　阿難 29 ～ 32　仏弟子
33　乾闥婆 34　阿修羅 35 ～ 43　天部
44　沙羯羅 45 ～ 46　天部 47　緊那羅
48　五部浄居天 49　迦楼羅 50 ～ 51　天部
52　龍王 53　俗人（羅刹か） 54　金剛力士
55 ～ 56　天部 57　龍王 58　金剛力士
59　帝釈天 60 ～ 64　天部 65　毘沙離老女
66 ～ 70　俗人 71　純陀 72 ～ 73　俗人
74　阿那律 75　摩耶夫人 76 ～ 79　天女

動物
01　鷹 02　鹿（雌） 03　鹿（雄）
04　猪 05　馬 06　迦陵頻伽
07　鳳凰 8　孔雀 9　蛙
10　百足 11　蜥蜴 12　亀
13　不明 14　蟹 15　不明（昆虫類）
16　不明（哺乳類） 17　不明（哺乳類） 18　鼬
19　狐 20　象 21　犬
22　不明（栗鼠か） 23　不明（鳥類） 24　猫
25 ～ 26　金黒羽白 27 ～ 28　鴛鴦 29 ～ 30　鸚鵡
31 ～ 32　頬白鴨 33　蝉 34　蟷螂
35　不明（昆虫類） 36　文鳥 37　龍
38　蛇 39 ～ 40　鶴 41 ～ 42　白鵞
43　燕 44 ～ 45　鶏 46　鷽
47 ～ 48　鳩 49　雀 50　椋鳥
51　五十雀 52　猿 53 ～ 54　木葉木菟
55　兎 56　鼠 57 ～ 58　雉
59 ～ 60　白鶺鴒 61　鶯 62　小鷺
63　獅子 64　不明（哺乳類） 65　不明（哺乳類）
66　蜻蛉 67　蝶 68　不明（昆虫類）
69　不明（昆虫類） 70　不明（昆虫類） 71　鷹
72　烏 73　虎 74　豹
75　水犀 76　牛 77　駱駝
78　水牛 79　麒麟
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具
体
的
に
、
本
図
の
図
様
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
中
心
に
描
か
れ
た
主
た
る

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
釈
迦
は
、
蓮
台
に
頭
を
載
せ
、
右
脇
を
下
に
し
て
宝
床
上
に
横
た
わ

り
、
左
腕
を
体
側
に
伸
ば
し
、
右
腕
の
肘
を
曲
げ
て
右
手
を
顔
の
前
に
寄
せ
た
姿
で
描

か
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
以
降
は
右
手
枕
で
横
た
わ
る
釈
迦
の
姿
の
作
例
が
多
い
が
、

右
手
顔
前
の
姿
に
つ
い
て
も
、
京
都
・
長
福
寺
本（
宋
時
代
か
）、
滋
賀
・
石
山
寺
本（
鎌

倉
時
代
前
期
・
重
要
文
化
財
）、
愛
知
・
妙
興
寺
本（
鎌
倉
時
代
・
重
要
文
化
財
）な
ど
比
較
的

作
例
は
多
い
。
ま
た
仏
鉢
の
包
み
は
、
宝
床
上
に
置
か
れ
ず
錫
杖
と
共
に
沙
羅
双
樹
に

掛
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
長
福
寺
本
・
妙
興
寺
本
な
ど
と
一
致
す
る
。

次
に
、
参
集
し
た
会
衆
に
つ
い
て
は
、
名
を
記
し
た
短
冊
形
は
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、

他
の
作
例
と
同
様
、
像
様
か
ら
固
有
名
ま
で
特
定
で
き
る
会
衆
は
多
く
は
な
い（
見
取

図
）。
菩
薩
形
で
は
、
冠
に
表
さ
れ
た
化
仏
な
ら
び
に
水
瓶
の
標
識
か
ら
、
観
音
菩
薩

（
2
、
図
3
）お
よ
び
勢
至
菩
薩（
3
、
図
4
）が
特
定
で
き
る
。
こ
の
二
尊
は
阿
弥
陀
如
来

の
脇
侍
菩
薩
で
あ
り
、
本
図
が
浄
土
宗
寺
院
に
施
入
さ
れ
た
こ
と
と
の
関
連
性
が
想
像

さ
れ
る
。
剃
髪
し
た
僧
形
の
仏
弟
子
で
は
、
宝
床
の
手
前
に
描
か
れ
た
昏
倒
す
る
阿
難

（
28
）と
、
介
抱
す
る
阿
那
律（
27
）が
判
別
で
き
る
。
俗
形
人
物
で
は
、
供
物
を
捧
げ
る

純
陀（
71
）は
平
安
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
描
か
れ
る
仏
涅
槃
図
の
主
要
人
物
で
あ
り
、
釈

迦
の
足
に
触
れ
る
毘
沙
離
老
女（
65
）は
鎌
倉
時
代
以
降
の
形
式
で
頻
出
す
る
人
物
で
あ

る
。
天
部
に
は
通
常
、
八
部
衆
や
梵
天
・
帝
釈
天
、
四
天
王
な
ど
が
含
ま
れ
る
が
、
本

図
で
は
三
目
二
臂
の
帝
釈
天（
59
、
図
11
─

1
）、
象
冠
の
五
部
浄
居
天（
48
）、
龍
を
背
負

う
二
尊
の
龍
王（
52
・
57
）、
獅
子
冠
の
乾
闥
婆（
33
）、
赤
い
肉
身
で
三
面
三
目
六
臂
の

阿
修
羅（
34
、
図
6
）、
金
翅
鳥
の
冠
の
迦
楼
羅（
49
、
挿
図
7
─

1
）、
一
角
の
緊
那
羅（
47
）、

蛇
冠
の
摩
睺
羅
伽（
44
）が
識
別
で
き
る
。
画
面
右
上
に
は
忉
利
天
か
ら
駆
け
付
け
る
摩

耶
夫
人（
75
）と
、
先
導
す
る
阿
那
律（
74
）が
描
か
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
他
の
多
く

の
作
例
で
描
か
れ
る
主
要
な
会
衆
に
つ
い
て
は
本
図
で
も
確
認
で
き
る
が
、
寄
進
者
な

ど
の
実
在
の
人
物
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
会
衆
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

参
集
し
た
動
物
も
多
種
・
多
様
で
あ
る（
見
取
図
）。
こ
の
う
ち
経
典
で
も
特
別
に
扱

わ
れ
る
象（
挿
図
2
）と
獅
子（
図
9
）は
画
面
下
部
の
左
右
に
振
り
分
け
ら
れ
る
。
象
と

獅
子
、
い
ず
れ
か
が
釈
迦
の
方
へ
顔
を
向
け
た
り
、
転
倒
し
た
姿
が
描
か
れ
る
作
例
が

多
数
を
占
め
る
中
、
本
図
で
は
象
と
獅
子
が
い
ず
れ
も
う
な
だ
れ
る
よ
う
に
頭
を
下
げ

た
姿
で
対
称
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
姿
態
が
一
致
す
る
作
例
と
し
て
、
愛
知
・
甚
目
寺

本（
鎌
倉
時
代
後
期
）、
同
・
無
量
光
院
本（
南
北
朝
時
代
・
貞
治
七
年
〈
一
三
六
八
〉）な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。

会
衆
と
動
物
の
構
成
全
体
を
眺
め
る
と
、
菩
薩
を
釈
迦
の
頭
部
近
く
に
ま
と
め
て
描

く
作
例
も
多
い
が
、
本
図
で
は
宝
床
の
左
右
と
奥
に
満
遍
な
く
点
在
さ
せ
て
、
宝
床
を

取
り
囲
ん
で
い
る
会
衆
全
体
の
円
環
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
画
面
下
部
で
は
金

剛
力
士（
54
・
58
）を
左
右
に
対
置
さ
せ
る
と
と
も
に
、
象
・
獅
子
も
左
右
対
称
に
表
し
、

そ
の
他
の
動
物
に
つ
い
て
も
比
較
的
大
型
の
動
物
を
画
面
左
右
に
振
り
分
け
、
中
央
部

は
小
動
物
や
鳥
類
と
す
る
こ
と
で
、
左
右
の
対
称
性
を
意
識
的
に
示
す
と
と
も
に
、
会

衆
の
構
成
す
る
円
環
を
補
完
す
る
配
置
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
構
成
に
加
え
、
周
囲

の
空
間
が
占
め
る
割
合
を
小
さ
く
し
、
相
対
的
に
各
モ
チ
ー
フ
を
大
き
く
描
く
こ
と
に

よ
り
、
中
央
の
釈
迦
が
よ
り
際
立
つ
よ
う
演
出
さ
れ
て
い
る
の
が
本
図
の
構
成
の
特
徴

と
言
え
る
。

こ
の
意
識
は
周
辺
部
分
に
も
看
取
さ
れ
る
。
画
面
の
上
部
に
目
を
移
す
と
、
中
央
に

月
が
あ
り
、
涌
雲
が
左
右
か
ら
斜
め
下
方
へ
向
け
て
、
画
面
中
央
へ
集
約
す
る
よ
う
な

流
れ
で
描
か
れ
る
。
摩
耶
夫
人
の
乗
雲
も
含
め
、
涌
雲
は
Ｖ
字
型
の
構
成
を
生
み
出
し

て
お
り
、
釈
迦
へ
と
視
線
を
誘
導
し
て
い
る
。
沙
羅
双
樹
は
、
向
か
っ
て
左
の
四
本
は

緑
葉
、
右
四
本
は
葉
が
枯
れ
た
通
例
の
図
様
で
描
か
れ
る
。
古
様
な
図
様
で
は
二
本
一

組
と
し
て
宝
床
の
四
方
に
配
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
木
々
同
士
の
間
隔
も
二
本
一

（
9
）

（
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）

（
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）
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調
す
る
意
識
と
同
じ
意
識
が
み
て
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
図
で
は
図
様
が
意
識
的

に
整
理
さ
れ
、
釈
迦
を
取
り
囲
む
同
心
円
の
構
成
、
左
右
対
称
性
、
中
心
線
の
強
調
、

釈
迦
へ
向
か
っ
て
視
線
を
誘
導
す
る
Ｖ
字
型
の
構
成
に
よ
っ
て
、
釈
迦
を
際
立
た
せ
る

意
識
に
特
徴
が
あ
る
と
小
括
で
き
る
。

こ
こ
で
先
行
研
究
を
参
照
し
、
本
図
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

仏
涅
槃
図
は
涅
槃
会
の
本
尊
と
し
て
古
く
か
ら
多
く
の
寺
院
で
製
作
・
所
有
さ
れ
た
た

め
、
膨
大
な
作
品
点
数
が
あ
り
、
近
世
に
は
図
様
が
形
式
化
し
つ
つ
も
多
彩
な
系
統
が

入
り
混
じ
り
極
め
て
多
様
に
な
る
こ
と
が
認
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
内

田
隆
子
氏
に
よ
る
江
戸
時
代
の
奈
良
地
方
の
仏
涅
槃
図
の
分
類
は
、
重
要
な
示
唆
に
富

む
。内

田
氏
は
特
に
跋
提
河
の
岸
の
描
か
れ
方
に
注
目
し
て
百
数
十
点
の
作
例
を
整
理
さ

れ
、
Ⅰ
竹
坊
型
、
Ⅱ
跋
提
河
と
釈
迦
を
取
り
巻
く
人
物
群
と
の
境
界
が
涌
雲
と
な
っ
て

い
る
型
、
Ⅲ
跋
提
河
と
釈
迦
を
取
り
巻
く
人
物
群
と
の
境
界
の
一
部
分
が
涌
雲
と
な
っ

て
い
る
型
、
Ⅳ
跋
提
河
と
釈
迦
を
取
り
巻
く
人
物
群
と
の
境
界
が
山
形
と
な
っ
て
い
る

型
の
四
種
の
類
型
に
分
類
さ
れ
た
。
そ
し
て
江
戸
時
代
前
期
に
類
形
Ⅰ
が
奈
良
を
中
心

に
描
か
れ
、
同
時
代
中
期
に
は
様
式
の
異
な
る
類
型
Ⅱ
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
相

互
に
影
響
が
見
ら
れ
る
作
品
も
登
場
す
る
中
、
Ⅱ
に
拠
り
な
が
ら
Ⅲ
・
Ⅳ
が
展
開
し
て

い
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
分
類
の
代
表
作
例
と
し
て
は
、
類
型

Ⅰ
は
福
井
・
劔
神
社
本
、
類
型
Ⅱ
は
長
福
寺
本
を
想
定
さ
れ
た
。

以
上
の
内
田
氏
説
に
基
づ
く
と
、
本
図
の
河
岸
は
画
面
左
右
端
の
み
土
坡
が
描
か
れ

る
ほ
か
は
概
ね
涌
雲
で
遮
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
類
型
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
る
。
先
に
指
摘
し

た
と
お
り
、
本
図
の
釈
迦
の
姿
勢
や
仏
鉢
の
描
か
れ
方
は
長
福
寺
本
と
共
通
し
て
お

り
、
こ
の
説
に
沿
う
結
果
で
あ
る
。
た
だ
し
細
か
く
図
様
を
比
較
す
る
と
、
中
世
の
南

都
絵
所
座
の
う
ち
吐
田
座
の
行
有
・
専
有
筆
、
根
津
美
術
館
本（
南
北
朝
時
代
・
康
永
四

（
12
）

挿図2　仏涅槃図　象部分　建中寺蔵

組
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
図
で
は
宝
床
の
前
方
に
は
配
さ
れ
ず
、
左
右
か

ら
後
方
に
か
け
て
宝
床
を
囲
む
よ
う
に
ほ
ぼ
等
間
隔
で
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
等
間
隔

で
は
あ
る
が
向
か
っ
て
左
に
少
し
ず
つ
ず
れ
る
こ
と
で
、
右
か
ら
四
本
目
の
沙
羅
双
樹

の
幹
が
画
面
中
心
線
に
近
接
し
て
描
か
れ
る
点
に
、
月
・
涌
雲
に
よ
っ
て
中
心
線
を
強
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四
八

年
〈
一
三
四
五
〉
成
立
、
挿
図
3
）に
も
近
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
内
田
氏
は
根
津
美
術
館

本
に
つ
い
て
、
松
南
院
座（
類
型
Ⅰ
系
統
）と
芝
座（
類
型
Ⅱ
系
統
）の
中
間
的
な
様
相
を
示

す
と
指
摘
す
る
が
、
こ
の
系
統
分
け
で
重
視
さ
れ
た
跋
提
河
の
河
岸
が
部
分
的
に
涌
雲

に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
仏
鉢
は
沙
羅
双
樹
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
長
福
寺
本
を
代
表
と
す
る
類
型
Ⅱ
系
統
に
内
包
さ
れ
る
と
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ

る
。
釈
迦
の
姿
勢
は
右
手
枕
で
は
あ
る
も
の
の
、
沙
羅
双
樹
が
宝
床
の
前
方
を
避
け
て

等
間
隔
に
配
置
さ
れ
る
点
で
も
本
図
と
共
通
し
、
と
り
わ
け
会
衆
の
構
成
・
位
置
な
ど

挿図4　仏涅槃図　会衆・動物との境界部分　建中寺蔵

挿図3　仏涅槃図　本紙全図　根津美術館蔵
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九

に
も
一
定
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
釈
迦
入
滅
の
情
景
を

描
き
出
そ
う
と
す
る
根
津
美
術
館
本
に
比
較
し
て
、
本
図
は
中
央
の
釈
迦
が
象
徴
的
に

描
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
図
様
の
整
理
が
一
層
進
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
本
図
に
は
鎌
倉
時
代
に
遡
る
他
の
先
行
作
例
と
共
通

す
る
部
分
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
図
の
図
様
は
中
世
の
南
都
・
吐
田
座
で
も
用
い
ら
れ

た
長
福
寺
本
の
系
統
の
図
様
を
祖
型
と
し
な
が
ら
、
様
々
な
系
統
の
粉
本
か
ら
要
素
が

取
り
入
れ
ら
れ
て
整
理
・
構
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

粉
本
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
鶴
や
小
鷺
な
ど
、
会
衆
と
一
定
の
間
隔
を
取
ら
ず
に
配

さ
れ
て
構
図
の
不
自
然
さ
が
生
ま
れ
て
い
る
部
分（
挿
図
4
）が
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し

て
お
き
た
い
。
粉
本
の
組
み
合
わ
せ
と
再
構
成
に
際
し
て
は
、
宝
床
と
そ
の
周
辺
の
会

衆
、
お
よ
び
象
・
獅
子
な
ど
主
要
モ
チ
ー
フ
を
配
置
し
た
の
ち
、
鶴
・
小
鷺
な
ど
を
含

む
動
物
モ
チ
ー
フ
を
埋
め
合
わ
せ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。

三　

描
画
技
法

次
に
、
本
図
の
描
画
技
法
を
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
釈
迦
と
菩
薩
形
は
、
肉
身
部
お

よ
び
衣
服
に
金
彩
を
施
す
皆
金
色
の
姿
で
あ
る（
図
2
～
4
）。
肉
身
は
金
泥
塗
で
褐
色

の
細
線
に
よ
り
描
き
起
こ
し
て
お
り
、
頭
髪
・
髭
は
群
青
と
し
緑
青
線
で
輪
郭
を
縁

取
っ
て
い
る
。
衣
服
は
、
肉
身
線
よ
り
は
太
く
打
ち
込
み
が
あ
る
金
銀
泥
線
で
衣
文
を

描
き
、
蓮
唐
草
文
や
七
宝
繋
・
雷
文
繋
・
麻
葉
繋
・
亀
甲
繋
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
多
種

多
様
な
文
様
を
金
銀
泥
の
細
線
で
表
現
し
て
い
る
。
菩
薩
の
宝
冠
・
耳
璫
・
胸
飾
・
腕

釧
・
臂
釧
に
は
金
銀
泥
が
用
い
ら
れ
、
群
青
・
丹
・
緑
青
・
紫
・
朱
と
白
お
よ
び
具
色

の
鮮
や
か
な
色
彩
で
蓮
華
や
瓔
珞
な
ど
の
装
飾
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

仏
弟
子
・
天
部
に
つ
い
て
は
、
肉
身
の
色
は
濃
淡
様
々
な
肉
色
あ
る
い
は
赤
・
緑
・

青
・
薄
青
な
ど
で
、
い
ず
れ
も
隈
取
を
加
え
、
描
き
起
こ
し
の
墨
・
朱
・
褐
色
な
ど
の

線
は
打
ち
込
み
が
あ
る
も
の
の
肥
痩
は
抑
え
ら
れ
て
い
る（
図
5
～
7
）。
帝
釈
天
は
肉

身
を
金
泥
塗
と
す
る
。
阿
修
羅
や
金
剛
力
士
な
ど
の
異
形
の
天
部
は
、
肉
身
部
で
あ
っ

て
も
肥
痩
の
加
え
ら
れ
た
線
が
用
い
ら
れ
る
。
天
部
の
頭
髪
や
毛
描
き
に
は
金
泥
細
線

が
用
い
ら
れ
る
。
頭
飾
・
腕
釧
な
ど
の
装
身
具
、
持
物
や
甲
冑
な
ど
の
墨
線
は
肥
痩
が

抑
え
ら
れ
て
お
り
、
菩
薩
の
宝
冠
と
同
様
に
金
泥
と
鮮
や
か
な
色
彩
で
彩
ら
れ
て
い

る
。
衣
服
は
、
肥
痩
が
強
く
ス
ピ
ー
ド
感
の
あ
る
筆
遣
い
で
描
か
れ
、
こ
ち
ら
も
紺
・

丹
・
緑
・
紫
・
朱
と
そ
の
具
色
を
主
体
と
し
た
伝
統
的
な
色
彩
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、

多
様
な
文
様
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
衣
文
線
や
文
様
に
金
泥
も
多
用
さ
れ
る
。

動
物
に
つ
い
て
は
、
線
の
質
や
彩
色
方
法
な
ど
が
個
々
で
異
な
り
、
統
一
的
で
は
な

い
。
そ
の
特
性
は
後
述
す
る
。

周
辺
部
に
目
を
移
す
と
、
涌
雲
は
会
衆
に
比
べ
て
よ
り
太
く
肥
痩
が
強
い
線
が
用
い

ら
れ
て
お
り
、
沙
羅
双
樹
の
幹
や
岸
辺
の
岩
で
は
さ
ら
に
乾
筆
の
太
線
で
輪
郭
や
質
感

が
表
現
さ
れ
て
、
部
分
的
に
金
泥
も
用
い
ら
れ
る
。
錫
杖
は
金
泥
、
仏
鉢
は
朱
に
金
泥

線
の
文
様
が
施
さ
れ
、
宝
床
は
明
る
く
鮮
や
か
な
賦
彩
と
金
銀
泥
に
よ
り
多
様
な
文
様

と
装
飾
が
表
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
彩
色
は
濃
彩
を
基
本
と
し
、
さ
ら
に
錫
杖
や
装
身
具
、
衣
服
の
文
様
を
は
じ

め
と
す
る
金
銀
泥
部
分
の
一
部
で
は
、
盛
り
上
げ
彩
色
の
技
法
が
採
ら
れ
て
よ
り
強
く

輝
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
図
の
描
画
技
法
は
、
尊
格
に
合
わ
せ
た
描
線
の
用
い
方
、
彩
色
方

法
な
ど
を
み
て
も
、
伝
統
的
な
仏
画
描
法
を
基
本
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

上
で
、
特
に
仏
弟
子
・
天
部
の
装
身
具
や
衣
服
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
豊
か
な
色
彩
感

覚
に
よ
っ
て
色
や
文
様
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
華
々
し
い
画
面
を
作
り
出
し
て
い

る
。
金
銀
彩
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
本
図
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
全
体
に
装

（
13
）
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五
〇

挿図5　仏涅槃図　昆虫・爬虫類ほか部分　建中寺蔵

挿図6　仏涅槃図　迦陵頻伽部分　建中寺蔵

飾
性
の
高
さ
が
際
立
つ
作
例
と
し
て
評
価
で
き
る
。

一
方
で
、
描
写
が
不
明
瞭
な
部
分
も
あ
る
。
画
面
下
部
に
描
か
れ
る
動
物
を
み
る

と
、
象
・
獅
子
・
虎
・
豹
・
麒
麟
・
牛
・
馬
・
鷹
な
ど
、
仏
画
を
含
む
絵
画
全
般
に
お

い
て
伝
統
的
に
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
関
し
て
は
、
姿
勢
・
体
表
の
模
様
や
毛
描
き
、

隈
取
、
筋
肉
の
表
現
、
彩
色
方
法
な
ど
、
古
く
か
ら
の
仏
画
の
伝
統
に
即
し
、
概
し
て

的
確
に
描
か
れ
て
い
る（
図
9
、
挿
図
2
）。
一
方
、
小
型
の
哺
乳
類
・
鳥
類
・
爬
虫
類
・

昆
虫
な
ど
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
不
確
か
な
部
分
や
崩
れ
が
見
ら
れ
る（
挿
図

5
）。
迦
陵
頻
伽
を
見
て
も
、
面
貌
や
腕
な
ど
に
描
写
の
乱
れ
が
あ
る（
挿
図
6
）。
釈
迦

を
中
心
と
す
る
主
要
な
モ
チ
ー
フ
の
描
写
と
比
較
し
て
絵
師
の
技
量
の
隔
た
り
を
感
じ

ざ
る
を
得
ず
、
主
要
モ
チ
ー
フ
の
筆
者
と
は
別
の
人
物
に
よ
る
描
写
と
見
ら
れ
る
。
大

幅
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
当
然
な
が
ら
、
背
面
押
紙
に
筆
者
と
し
て
記
載
さ
れ
た
末

永
勝
秀
を
筆
頭
に
、
複
数
人
に
よ
る
工
房
製
作
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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五
一

四　

類
例
と
の
比
較

本
図
の
特
性
を
よ
り
明
確
に
す
る
べ
く
、
本
図
と
製
作
環
境
の
近
し
い
名
古
屋
市
・

相
応
寺
本
を
紹
介
し
た
い（
図
10
）。
相
応
寺
本
の
法
量
は
本
紙
縦
四
〇
八
・
七
糎
、
横

三
六
四
・
九
糎
、
総
寸
縦
四
七
八
・
二
糎
、
横
三
九
三
・
七
糎
で
、
本
図
を
凌
ぐ
大
型
作

品
で
あ
る
。
紙
背
の
墨
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

奉
寄
進
／
為　

相
應
院
殿
信
譽
公
安
大
禅
定
尼
御
菩
提
令
畫
幅
之
者
也
、
／
慶
安

五
壬辰

天
九
月
十
六
日
／
願
主
／
尾
州
寳
亀
山
相
應
寺
第
二
世
寂
蓮
社
䑓
譽
南
龍
上

人（
花
押
）

墨
書
に
よ
り
、
義
直
の
生
母
・
亀（
相
応
院
、
一
五
七
六
～
一
六
四
二
）の
歿
後
十
年
に

あ
た
る
慶
安
五
年（
一
六
五
二
）九
月
十
六
日
に
、
当
時
は
相
応
寺
二
世
で
あ
っ
た
南
龍

に
よ
り
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
相
応
寺
は
義
直
の
建
立
し
た
浄
土
宗
寺
院
で
あ

り
、
建
中
寺
と
同
様
に
江
戸
時
代
を
通
じ
て
尾
張
家
と
関
わ
り
が
深
く
、
南
龍
が
後
に

建
中
寺
三
世
に
な
っ
た
よ
う
に
住
持
職
の
人
事
に
お
い
て
も
両
寺
院
は
密
接
だ
っ
た
。

つ
ま
り
本
図
と
相
応
寺
本
と
は
、
製
作
環
境
が
近
似
す
る
の
で
あ
る
。

本
図
と
相
応
寺
本
と
を
比
較
す
る
と
、
釈
迦
の
姿
態
、
右
上
方
か
ら
降
り
て
く
る
摩

耶
夫
人
、
中
天
の
月
、
沙
羅
双
樹
の
配
置
お
よ
び
河
岸
・
宝
床
・
仏
鉢
・
錫
杖
の
描
か

れ
方
な
ど
、
主
要
な
図
様
が
概
ね
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
章
で
取
り
上

げ
た
内
田
氏
に
よ
る
奈
良
地
方
の
近
世
仏
涅
槃
図
の
分
類
で
考
え
て
も
、
本
図
と
同
じ

く
、
河
岸
が
涌
雲
で
遮
ら
れ
る
類
型
Ⅱ
に
該
当
す
る
。
し
か
し
両
者
を
細
か
く
比
較
す

る
と
、
会
衆
の
像
様
や
配
置
が
完
全
に
一
致
す
る
部
分
は
六
割
程
度
に
と
ど
ま
り
、
動

物
で
図
様
が
一
致
す
る
の
は
馬
・
牛
・
亀
・
駱
駝
・
白
鵞
・
木
葉
木
兎
な
ど
の
み
で
、

大
部
分
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
章
で
確
認
し
た
本
図
の
釈
迦
を
際
立
た
せ
る

画
面
構
成
に
つ
い
て
、
重
要
な
役
割
を
担
う
涌
雲
の
表
現
を
み
る
と
、
相
応
寺
本
で
は

沙
羅
双
樹
の
合
間
に
途
切
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
、
左
右
対
称
性
や
Ｖ
字
型
構
図
に
よ

る
視
線
の
誘
導
と
い
っ
た
意
識
は
さ
ほ
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
相

応
寺
本
は
会
衆
や
動
物
の
周
囲
の
空
間
を
広
く
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
津
美
術
館
本

に
も
看
取
さ
れ
た
釈
迦
入
滅
の
物
語
を
情
景
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
意
識
が
感
じ

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
図
と
相
応
寺
本
と
は
、
大
本
に
あ
る
粉
本
―
先
述

の
と
お
り
、
そ
の
祖
型
は
中
世
の
南
都
・
吐
田
座
で
も
用
い
ら
れ
た
長
福
寺
本
系
統
の

図
様
と
想
定
さ
れ
る
―
は
比
較
的
近
し
い
関
係
性
に
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
粉

本
か
ら
も
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
大
元
の
粉
本
に
よ
る
制

約
は
会
衆
に
比
し
て
動
物
部
分
で
は
特
に
少
な
い
こ
と
、
そ
し
て
本
図
の
釈
迦
を
際
立

た
せ
る
構
成
は
本
図
の
特
徴
と
捉
え
る
べ
き
こ
と
が
改
め
て
理
解
で
き
よ
う
。

続
い
て
、
線
描
や
彩
色
に
つ
い
て
も
比
較
し
て
み
る
と
、
大
ま
か
な
特
徴
、
す
な
わ

ち
尊
格
に
合
わ
せ
た
線
描
の
肥
痩
や
、
平
明
な
色
彩
と
金
銀
泥
に
よ
る
加
飾
、
盛
り
上

げ
彩
色
の
使
用
、
描
表
装
の
着
彩
法
な
ど
、
概
し
て
類
似
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
図
様

の
概
ね
共
通
す
る
会
衆
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
帝
釈
天
の
肉
身
は
、
相
応
寺
本
が
白
色

で
あ
る
の
に
対
し
、
本
図
で
は
菩
薩
と
同
じ
金
色
で
あ
る
な
ど
、
肉
身
や
衣
・
装
身
具

の
賦
彩
が
異
な
る
箇
所
は
多
い（
図
11
・
12
）。
こ
れ
は
粉
本
に
な
っ
た
白
描
図
像
に
色

に
関
す
る
指
示
が
な
く
、
製
作
者
側
の
技
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
色
の
組
み
合
わ
せ
や
文
様
の
種
類
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
両
者
と
も
に
装
飾
性

が
高
い
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
線
描
に
つ
い
て
は
質
の
違
い
が
顕
著

で
あ
る
。
相
応
寺
本
は
墨
線
に
よ
る
描
写
が
細
や
か
で
筆
勢
に
自
由
さ
が
あ
り
、
的
確

な
表
現
が
多
い
一
方
、
本
図
は
表
現
に
や
や
硬
さ
が
あ
り
線
描
も
整
理
さ
れ
形
式
化
し
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て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
本
図
の
線
描
に
も
基
本
的
に
稚
拙
さ
は
な
く
、
む

し
ろ
手
慣
れ
た
筆
致
に
堅
実
さ
が
感
じ
ら
れ
る（
挿
図
7
・
8
）。
線
描
の
質
の
違
い
は
、

製
作
し
た
絵
師
あ
る
い
は
工
房
の
違
い
と
考
え
ら
れ
、
相
応
寺
本
と
本
図
と
は
異
な
る

製
作
者
を
想
定
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
図
を
描
い
た
末
永
勝
秀
と
い
う
絵
師
に
つ
い

て
は
、
本
図
以
外
に
関
連
史
料
を
見
出
せ
ず
具
体
的
な
製
作
環
境
は
不
明
で
あ
る
が
、

表
現
に
硬
さ
が
あ
る
と
は
い
え
、
複
雑
な
構
成
を
破
綻
な
く
ま
と
め
、
か
つ
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
豊
か
な
色
彩
と
金
銀
彩
を
多
用
し
て
美
麗
な
画
面
を
作
り
上
げ
る
技
量
が
あ
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
有
力
大
名
家
の
大
型
の
注
文
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
工
房
の
有
力

な
絵
師
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
こ
ま
で
、
相
応
寺
本
と
の
比
較
に
よ
り
本
図
の
特
徴
を
捉
え
て
き
た
が
、
類
似
す

る
作
例
は
他
に
も
確
認
で
き
る
。
名
古
屋
市
に
よ
る
市
内
の
近
世
仏
画
の
調
査
報
告
に

よ
る
と
、
確
認
さ
れ
た
五
十
七
例
の
仏
涅
槃
図
の
う
ち
、
聖
徳
寺
本（
延
宝
元
年
〈
一
六

七
三
〉）お
よ
び
乾
徳
寺
本（
延
宝
四
年
〈
一
六
七
六
〉
以
前
）は
、
第
二
章
で
取
り
上
げ
た

内
田
氏
に
よ
る
奈
良
地
方
の
近
世
仏
涅
槃
図
の
分
類
の
う
ち
、
河
岸
が
涌
雲
で
遮
ら
れ

る
類
型
Ⅱ
に
該
当
す
る
点
で
本
図
と
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
二
幅
の
構
成
は
、
相

応
寺
本
と
同
様
に
、
本
図
に
比
し
て
空
間
を
広
く
取
っ
て
い
る
。
根
津
美
術
館
本
に
見

ら
れ
る
釈
迦
の
涅
槃
を
情
景
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
意
識
が
、
相
応
寺
本
・
聖
徳
寺

本
・
乾
徳
寺
本
に
は
受
け
継
が
れ
る
一
方
、
本
図
の
釈
迦
を
際
立
た
せ
る
構
成
は
、
や

は
り
特
徴
的
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
14
）

（
15
）

挿図7-1　仏涅槃図　会衆（迦楼羅部分）　建中寺蔵挿図7-2　仏涅槃図　会衆（迦楼羅部分）　
相応寺蔵
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挿図8-1　仏涅槃図　会衆（童子形部分）　建中寺蔵

挿図8-2　仏涅槃図　会衆（童子形部分）　相応寺蔵

お　

わ　

り　

に

尾
張
家
と
菩
提
寺
・
建
中
寺
に
関
わ
る
作
品
で
あ
る
本
図
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
述

べ
た
こ
と
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
本
図
の
由
緒
に
つ
い
て
は
、
三
件
の
墨
書
か
ら
、

光
友
の
側
室
で
あ
る
勘
解
由
小
路
が
施
主
と
な
り
、
建
中
寺
住
持
・
専
了
に
よ
っ
て
製

作
が
進
め
ら
れ
、
元
禄
六
年（
一
六
九
三
）十
二
月
二
十
四
日
に
建
中
寺
へ
施
入
さ
れ
た

こ
と
、
天
明
五
年（
一
七
八
五
）の
大
規
模
火
災
で
被
害
を
受
け
た
後
、
尾
張
家
に
よ
る

組
織
的
な
復
興
の
一
環
と
し
て
補
修
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

図
様
に
つ
い
て
は
鎌
倉
時
代
以
降
に
主
流
と
な
る
形
式
に
属
し
て
お
り
、
南
北
朝
時

代
の
南
都
・
吐
田
座
に
よ
る
根
津
美
術
館
本
と
同
系
統
の
図
様
を
祖
型
と
し
て
、
様
々

な
粉
本
か
ら
要
素
を
取
り
入
れ
て
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
本
図
の
構
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成
に
は
中
央
の
釈
迦
を
際
立
た
せ
る
意
識
が
認
め
ら
れ
、
会
衆
や
動
物
に
よ
る
同
心
円

の
強
調
、
象
と
獅
子
お
よ
び
二
体
の
金
剛
力
士
な
ど
に
よ
る
左
右
対
称
性
の
強
調
、
月

や
沙
羅
双
樹
の
幹
に
よ
る
中
心
線
の
強
調
、
釈
迦
へ
向
か
っ
て
視
線
を
誘
導
す
る
Ｖ
字

型
の
構
成
、
そ
し
て
周
囲
の
空
間
を
狭
め
る
点
に
、
そ
の
意
識
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を

述
べ
た
。
相
応
寺
本
と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
構
成
は
本
図
の
特
徴
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

描
画
技
法
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
仏
画
製
作
の
筆
法
・
配
色
に
則
っ
た
上
で
、
豊

か
な
色
彩
感
覚
に
よ
っ
て
色
や
文
様
を
組
み
合
わ
せ
、
金
銀
彩
も
多
用
し
な
が
ら
、
極

め
て
装
飾
性
の
高
い
画
面
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
相
応
寺
本
と
の
比

較
に
よ
り
両
者
の
製
作
者
は
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
本
図
の
製
作
工
房
の
筆
頭
と

み
ら
れ
る
末
永
勝
秀
は
、
表
現
に
や
や
硬
さ
が
あ
る
も
の
の
、
複
雑
な
構
成
を
破
綻
な

く
ま
と
め
、
美
麗
な
画
面
を
作
り
上
げ
る
技
量
が
あ
る
絵
師
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ

た
。仏

教
絵
画
史
に
お
け
る
本
図
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
長
福
寺
本
系
統
と

し
な
が
ら
根
津
美
術
館
本
と
の
関
係
性
を
指
摘
す
る
に
留
ま
っ
た
が
、
長
福
寺
本
系
統

は
多
数
の
作
例
が
あ
り
、
今
後
も
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
相
応
寺
本
・
聖
徳
寺

本
・
乾
徳
寺
本
な
ど
の
系
統
分
類
を
含
め
、
願
主
・
施
主
な
ど
の
関
係
や
、
製
作
者
、

地
域
性
、
そ
し
て
近
世
大
名
文
化
の
中
で
の
仏
教
絵
画
の
あ
り
方
な
ど
多
様
な
視
点
か

ら
、
よ
り
多
く
の
作
例
を
対
象
に
引
き
続
き
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

註（
1
）　

特
別
展
「
御
霊
屋
改
修
記
念 

尾
張
徳
川
家
と
菩
提
寺
建
中
寺
」（
主
催
：
徳
興
山
建
中

寺
・
徳
川
美
術
館
・
中
日
新
聞
社
、
会
期
：
令
和
六
年
六
月
八
日
～
七
月
二
十
一
日
、
会

場
：
徳
川
美
術
館
）。

（
2
）　

村
上
真
瑞
「
建
中
寺
創
建
年
時
―
新
資
料
の
紹
介
―
」（『
仏
教
論
叢
』
六
八
、
淨
土
宗
教

學
院
研
究
所
、
二
〇
二
四
年
）に
詳
し
い
。
拙
稿
「
研
究
ノ
ー
ト　

尾
張
徳
川
家
史
料
に
み

る
建
中
寺
の
創
建
年
代
に
つ
い
て
」（『
葵
』
一
二
九
、
徳
川
美
術
館
、
二
〇
二
四
年
）で
は
尾

張
家
の
記
録
か
ら
創
建
期
の
過
程
を
追
い
、
徳
川
美
術
館
編
『
特
別
展 

御
霊
屋
改
修
記
念 

尾
張
徳
川
家
と
菩
提
寺
建
中
寺
』（
徳
川
美
術
館
、
二
〇
二
四
年
）に
ま
と
め
た
。

（
3
）　

ほ
か
に
、
平
成
の
修
理
の
際
に
寄
附
を
受
け
た
内
容
の
文
書（
平
成
三
年
〈
一
九
九
一
〉）

も
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
。

（
4
）　

以
下
、
建
中
寺
住
持
の
歿
年
は
、
宇
高
良
哲
・
村
上
真
瑞
『
浄
土
宗
建
中
寺
史
料
集
』（
徳

興
山
建
中
寺
、
二
〇
二
一
年
）を
参
照
し
た
。

（
5
）　

こ
の
火
災
は
名
古
屋
城
の
東
北
に
所
在
す
る
清
水
・
解
脱
寺
周
辺
が
火
元
と
み
ら
れ
、
建

中
寺
に
も
及
び
、
真
巌
院
殿（
尾
張
家
五
代
五
郎
太
）御
霊
屋
・
墓
所（
御
廟
）・
三
門
・
総
門

と
寺
家
の
一
部
を
残
し
て
主
要
な
建
造
物
は
全
て
焼
失
し
た
。
天
明
六
年
八
月
に
は
本
堂
の

上
棟
が
あ
り
、
翌
年
五
月
に
は
一
連
の
再
建
が
完
了
し
て
各
霊
の
位
牌
遷
座
と
供
養
が
行
わ

れ
た
こ
と
が
尾
張
家
お
よ
び
建
中
寺
の
記
録
か
ら
判
明
し
て
い
る
。

　

以
下
、
火
災
と
復
興
に
つ
い
て
は
、
尾
張
家
の
記
録
で
あ
る
「
江
戸
御
小
納
戸
日
記
」・

「
御
記
録
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）の
ほ
か
、『
愛
知
県
指
定
有
形
文
化
財
建
中
寺
徳
川
家

霊
廟
修
理
工
事
報
告
書
』（
徳
興
山
建
中
寺
、
二
〇
一
六
年
）、
お
よ
び
『
愛
知
県
指
定
有
形

文
化
財
建
中
寺
徳
川
家
霊
廟（
本
殿
・
合
間
・
拝
殿
）修
理
工
事
報
告
書
』（
徳
興
山
建
中
寺
、

二
〇
二
三
年
）、
前
掲
註（
2
）図
録
、
村
上
真
瑞
「
細
井
德
民
謹
撰　

建
中
寺
梵
鐘
の
銘
―

天
明
の
火
災
と
関
連
づ
け
て
―
」（『
建
中
寺
新
聞
』
六
七
―
四
、
建
中
寺
、
二
〇
二
四
年
）を

主
に
参
照
し
た
。

（
6
）　

建
中
寺
に
残
る
復
興
時
の
複
数
の
棟
札
に
、
宗
睦
に
よ
る
再
建
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。

（
7
）　

建
中
寺
徳
川
家
霊
廟
保
存
修
理
専
門
委
員
会
『
浄
土
宗 

徳
興
山
建
中
寺 

建
造
物
調
査
報

告
書
』（
徳
興
山
建
中
寺
、
二
〇
一
九
年
）に
抄
録
さ
れ
た
、『
御
再
建
留
第
一
番
』『
御
地
鎮

留
』『
御
再
建
留
第
二
番
』『
御
再
建
留
第
三
番
』
か
ら
の
抜
き
書
き
を
参
照
し
た
。

（
8
）　

中
野
玄
三
「
日
本
に
お
け
る
涅
槃
図
の
展
開
」（『
京
都
国
立
博
物
館
特
別
陳
列
目
録　

涅

槃
図
の
名
作
』〈
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
七
八
年
〉
初
出
、
中
野
玄
三
『
日
本
仏
教
絵
画

研
究
』〈
法
藏
館
、
一
九
八
二
年
〉
補
訂
収
録
）、
中
野
玄
三
「
涅
槃
図
」（『
日
本
の
美
術
』

二
六
八
、
至
文
堂
、
一
九
八
八
年
）。
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（
9
）　

以
後
、
仏
涅
槃
図
の
名
称
は
所
蔵
先
か
ら
取
り
、「
～
本
」
と
の
み
記
載
す
る
。
ま
た
見

取
図
に
示
し
た
識
別
の
た
め
の
番
号
を
、
本
文
中
で
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
示
す
る
。

（
10
）　

仏
涅
槃
図
に
見
ら
れ
る
動
物
に
つ
い
て
は
、
中
野
玄
三
「
涅
槃
図
の
動
物
画
」（『
仏
教
芸

術
』
一
〇
四
号
〈
一
九
七
五
年
〉・
一
〇
六
号
〈
一
九
七
六
年
〉
初
出
、
中
野
玄
三
『
日
本

仏
教
絵
画
研
究
』〈
法
藏
館
、
一
九
八
二
年
〉
収
録
）に
詳
し
い
。

（
11
）　

赤
澤
英
二
氏
は
、
こ
の
象
と
獅
子
の
形
態
・
配
置
を
、
図
様
を
分
類
す
る
要
素
の
一
つ
と

し
て
取
り
上
げ
た
上
で
、
①
別
個
配
置（
対
置
さ
れ
な
い
）、
②
転
倒
型
対
置（
腹
側
を
見
せ

て
転
倒
）、
③
坐
型
対
置
に
分
け
、
古
様
で
は
①
、
新
様
で
は
②
③
が
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る

こ
と
を
提
示
さ
れ
た
。
特
に
③
の
場
合
、
釈
迦
・
普
賢（
騎
象
）・
文
殊（
騎
獅
子
）の
三
尊
形

式
を
構
想
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
図
の
整
理
さ
れ
た
明
快
な
構
成

と
、
姿
・
位
置
と
も
対
照
的
な
象
・
獅
子
の
あ
り
方
を
み
る
と
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
と
考

え
ら
れ
る（
赤
澤
英
二
『
涅
槃
図
の
図
像
学　

仏
陀
を
囲
む
悲
哀
の
聖
と
俗 

千
年
の
展
開
』

中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
一
年
）。

（
12
）　

内
田
隆
子
「
涅
槃
会
・
ね
は
ん
講
に
用
い
ら
れ
た
仏
涅
槃
図
に
つ
い
て
」（『
涅
槃
会
の
研

究
―
涅
槃
会
と
涅
槃
図
―
』
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
、
一
九
八
一
年
）。

（
13
）　

渡
辺
里
志
「
甚
目
寺
蔵
涅
槃
図
と
そ
の
関
連
作
品
」（『
愛
知
県
史
研
究
』
八
、
愛
知
県
、

二
〇
〇
四
年
）に
は
、
甚
目
寺
本
は
江
戸
時
代
中
期
に
は
地
誌
に
掲
出
さ
れ
る
ほ
ど
一
般
に

よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
図
様
の
共
通
性
を
地
域
性
と
捉

え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
影
響
関
係
に
つ
い
て
今
後
も
引
き
続
き
検
討
を
加
え
た
い
。

（
14
）　

名
古
屋
市
に
よ
る
記
者
発
表
用
資
料
「
名
古
屋
市
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
に
つ
い
て
」

（
名
古
屋
市
、
二
〇
二
四
年
）に
お
け
る
相
応
寺
本
の
解
説
に
は
、「
馬
の
描
写
が
、
狩
野
派

の
絵
馬
の
描
法
に
近
い
」
と
簡
潔
な
指
摘
が
あ
る
。

（
15
）　

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
『
名
古
屋
市
内
寺
院
の
仏
画（
予
備
調
査
編
）』（
名
古
屋
市
教
育
委

員
会
、
一
九
九
八
年
）に
よ
る
。
平
成
三
年
に
行
わ
れ
た
、
市
内
寺
院
の
約
二
割
に
あ
た
る

百
十
五
ヶ
寺
の
現
地
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
建
中
寺
・
相
応
寺
は
含

ま
れ
て
い
な
い
。

【
附
記
】
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
建
中
寺
住
職
・
村
上
真
瑞
氏
に
は
多
大
な
る
ご
高
配
を
賜
り

ま
し
た
。
相
応
寺
住
職
・
前
野
真
成
氏
に
は
ご
所
蔵
品
の
写
真
掲
載
の
ご
許
可
を
、
根
津
美
術

館
に
は
ご
所
蔵
品
の
写
真
の
ご
提
供
を
頂
き
ま
し
た
。
相
応
寺
本
の
部
分
図
は
、
小
池
富
雄
氏

（
元
・
徳
川
美
術
館
）に
よ
る
撮
影
画
像
で
す
。
記
し
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
徳
川
美
術
館　

学
藝
員
）





「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

五
七

は　

じ　

め　

に

凡　

例

翻　

刻

Ａ
─

1　

義
直
関
連　

一
～
一
〇
〇（
以
上
第
四
十
九
輯
）

凡　

例

Ａ
─

2　

義
直
関
連　

一
〇
一
～
一
三
六

Ｂ
─

1　

将
軍
家
関
連　

一
～
六
四（
以
上
第
五
十
一
輯
）

凡　

例

Ｂ
─

2　

将
軍
家
関
連　

六
五
～
九
九

Ｃ　

大
名
・
幕
臣
等
関
連　

一
～
六
五（
以
上
本
稿
）

（
以
下
次
輯
以
降
）

Ｃ　

大
名
・
幕
臣
等
関
連　
　

六
六
～
三
〇
七

Ｄ　

義
直
家
臣
関
連　
　
　

一
～
二
二

Ｅ　

朝
廷
関
連　
　
　
　
　

一
～
二
〇

Ｆ　

Ａ
～
Ｅ
以
外　
　
　
　

一
～
一
八

人　

名　

索　

引

解　

題

花　

押　

図　

版

お　

わ　

り　

に

凡
　
例

一　

書
状
の
名
称
は
、
通
番（
漢
数
字
で
表
記
）、（
発
給
者
名
）書
状
、
宛
所
、
年
月
日
付
、

員
数
の
順
に
表
記
し
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
で
の
整
理
の
際
に
附
さ
れ
た
番
号

（
算
用
数
字
・
現
在
徳
川
美
術
館
で
は
未
表
具
文
書
58
の
枝
番
号
と
し
て
用
い
て
い
る
番
号

で
あ
る
）を
員
数
の
後
に（ 

）内
に
附
し
た
。

一  

書
状
の
形
状
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
状
名
の
次
行
に
、
体
裁
を
示
す（
切
紙
）（
継
紙
）（
竪

紙
）、
寸
法（
本
紙
の
縦
×
横　

単
位
は
糎
〈
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
〉）を
記
し
た
。

一　

本
文
の
翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、
旧
漢
字
及
び
異
体
字
は
、
新
漢
字
に
改
め
た
。
ま

〔
史
料
紹
介
〕

「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

並
　
木
　
昌
　
史



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

五
八

た
原
文
書
の
体
裁
や
書
式
に
従
っ
て
改
行
し
て
示
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
紙
幅
の

都
合
も
あ
る
た
め
文
章
は
つ
な
げ
て
表
示
す
る
こ
と
と
し
、
原
文
書
の
行
底
に
」

を
附
し
て
改
行
箇
所
を
示
し
た
。
な
お
「
一
つ
書
き
」
が
あ
る
場
合
は
、
各
条
文

ご
と
に
改
行
し
た
。
ま
た
二
行
以
上
の
余
白
を
取
っ
て
宛
先
が
書
か
れ
る
場
合

も
、
空
白
行
は
詰
め
て
表
示
し
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

一　

翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
記
号
を
用
い
た
。

　

1　

読
点（
、 

）お
よ
び
並
列
点（
・
）を
便
宜
上
施
し
た
。

　

2　

原
本
の
虫
損
や
摩
耗
に
よ
っ
て
判
読
し
が
た
い
場
合
は
□
で
示
し
た
。

一　

原
本
に
示
さ
れ
て
い
る
闕
字
や
平
出
は
一
文
字
空
き
で
表
示
し
た
。

一　

断
簡
は
、
前
欠
・
後
欠
の
箇
所
を
［ 
］
で
示
し
た
。

一　

本
文
以
外
の
追
而
書
は
、
本
文
の
冒
頭
に
ま
と
め
て
書
か
れ
る
場
合
の
ほ
か
、
本

文
の
行
間
に
挿
入
し
て
書
か
れ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
今
回
は（
追
而
書
）と
頭
記

し
、
二
字
下
げ
に
し
て
本
文
の
冒
頭
に
一
括
表
記
し
た
。

一　

差
出
人（
発
給
者
）の
花
押
が
あ
る
場
合
は（
花
押
）と
記
し
た
。

一　

筆
者
が
附
し
た
傍
注
の
う
ち
、
判
明
す
る
人
物
名
や
年
次（
推
定
年
次
を
含
む
）は（ 

）

を
加
え
て
表
記
し
た
。
な
お
義
直
は
、
そ
の
時
の
官
職
名
「
大
納
言
」「
中
納
言
」

と
表
記
さ
れ
、
嗣
子
光
友
も
官
職
名
「
右
兵
衛
督
」
や
幼
名
「
五
郎
八
」
と
表
記

さ
れ
て
い
る
が
、
傍
注
で
は
義
直
・
光
友
で
統
一
す
る
。

一　

各
書
状
の
末
尾
に
、
摘
要（
冒
頭
に
○
を
附
す
）を
記
し
た
。

一　

人
名
索
引
・
解
題
お
よ
び
花
押
図
版
を
、
連
載
最
終
回
の
末
尾
に
附
す
。

 

（
以
上
、
再
掲
）

翻　

刻

Ｂ
─

2　

将
軍
家
関
連　

六
五
～
九
九

六
五
、
土
井
利
勝
他
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
十
月
十
六
日
付 

一
通（
424
）

（
切
紙
）　

縦
二
〇
・
一　

横
五
五
・
四

御
書
致
拝
見
候
、
然
者
」
御
拝
領
之
御
鷹
取
」
申
付
而
鶴
被
成
御
進
」
上
候
、
遂
披
露

候
処
、
御
」
念
入
候
段
、
御
機
嫌
」
御
座
候
、
則
被
進　

」
御
内
書
候
、
此
旨
宜
」
被

仰
上
候
、
恐
々
謹
言

 

永
井
信
濃
守
」
尚
政（
花
押
）」
井
上
主
計
頭
」
正
就（
花
押
）」

 

土
井
大
炊
頭
」
利
勝（
花
押
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

十
月
十
六
日

　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
将
軍
家
光
よ
り
拝
領
の
鷹
が
捕
ら
え
た
鶴
を
進
上
し
た
こ
と
に
対
し
発
給
さ
れ
た
御

内
書
の
披
露
を
願
う
書
状
。

六
六
、
内
藤
忠
重
・
稲
葉
正
勝
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
（
寛
永
六
年
）七
月

十
日
付 

一
通（
433
）

（
継
紙
）　

一
九
・
四　

一
一
〇
・
五

（
追
而
書
）以
上

従
大（

義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
下
、
忝
致
拝
見
候
、」
将（

家
光
）軍

様
御
霍
乱
」
気
之
由
被
為
聞
、
無
」

御
心
許
思
召
、
以
御
」
使
者
被
仰
上
候
、
各
」
被
達　

上
聞
候
処
、」
早
々
被
入
御
念

候
段
、」
御
機
嫌
之
御
事
御
」
座
候
、先
以
御
気
色
、」
追
日
被
為
得
御
験
気
」
候
之
間
、



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

五
九

御
心
易
可
」
被
思
召
候
、
委
曲
御
使
者
」
可
為
演
説
候
、
此
等
之
」
趣
、
宜
預
御
披
露

候
、」
恐
々
謹
言

 

稲
葉
丹
後
守
」
正
勝（
花
押
）」
内
藤
伊
賀
守
」
忠
重（
花
押
）

　
　
　
　
　

七（
寛
永
六
年
）

月
十
日

　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
将
軍
家
光
の
霍
乱
に
付
き
義
直
の
発
し
た
見
舞
に
対
す
る
返
書
。

六
七
、
内
藤
忠
重
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
（
寛
永
四
年
）九
月
廿
五
日
付

 

一
通（
439
）

（
継
紙
）　

縦
一
八
・
〇　

横
一
〇
五
・
九

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
下
、
忝
致
拝
見
候
、
如
」
御
意
、　

相
（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
去
ル
」
十
日
、

御
本
丸
へ
被
為
成
、」
御
機
嫌
残
所
無
御
座
候
、」
就
其
御
使
者
を
以
被
」
仰
上
、
御
樽

被
成
御
進
上
候
、」
各
被
達　

上
聞
候
処
ニ
、」
御
使
者　

御
前
被
召
出
、」
御
機
嫌
之

御
事
御
」
座
候
、
委
曲
口
上
可
為
」
演
説
候
、
此
等
之
趣
、」
宜
預
御
披
露
候
、
恐
々
」

謹
言

 

内
藤
伊
賀
守
」
忠
重（
花
押
）

　
　
　
　
　

九（
寛
永
四
年
）

月
廿
五
日

　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
大
御
所
秀
忠
が
本
丸（
将
軍
家
光
）へ
御
成
し
た
こ
と
を
祝
う
義
直
の
使
者
に
対
す
る

返
書
。

六
八
、
内
藤
忠
重
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
（
寛
永
八
年
）閏
十
月
十
五
日
付 

一
通（
442
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
五　

横
一
〇
三
・
六

（
追
而
書
）猶
以
稲
葉
丹（

正
勝
）

後
守
相
」
煩
罷
有
候
間
、
加
判
無
」
御
座
候
、
以
上

従
大（

義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
下
、
致
拝
見
候
、
仍
」
将（

家
光
）軍

様
其
時
分
少
御
咳
気
被
遊
候
儀
、」

被
為
聞
無
御
心
元
」
思
召
、以
天
野
助（

重
春
）

大
夫
方
」
被
仰
上
候
、右
被
達
」
上
聞
候
之
処
、

御
使
者
御
前
江
被
召
出
、」
被
為
入
御
念
候
段
、
御
機
嫌
被
」
思
召
之
旨
、
御
直
ニ
被

仰
」
含
候
、
今
程
者
透
与
」
被
成
御
本
復
、
毎
日
」
西
之
丸
江
被
為
成
候
、」
委
曲
助
大

夫
殿
可
被
」
申
上
候
、
此
等
之
趣
、
可
然
之
様
御
執
成
」
所
仰
候
、
恐
々
謹
言

 

内
藤
伊
賀
守
」
忠
重（
花
押
）

　
　
　
　
　

閏（
寛
永
八
年
）

十
月
十
五
日

　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
将
軍
家
光
の
咳
気
見
舞
に
対
す
る
返
書
。

六
九
、
永
井
尚
政
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
（
寛
永
四
年
）九
月
廿
七
日
付 

一
通（
460
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
九　

横
一
〇
六
・
四

（
追
而
書
）以
上

従
大（

義
直
）

納
言
様
尊
」
書
、
忝
致
拝
覧
候
、」
然
者　

相
（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
御
本
」
丸
へ
被
為
成
候
付
テ
、」

雅（
酒
井
忠
世
）

楽
頭
・
讃

（
酒
井
忠
勝
）

岐
守
方
」
迄
御
使
者
被
仰
」
上
候
儀
、
御
尤
ニ
奉
存
候
、」
右
之
趣
、　

相

国
様
へ
」
土
井
大（

利
勝
）炊

披
露
被
」
申
候
処
ニ
、
御
使
者
」
御
前
へ
被
召
出
、
御
仕
」
合
残

所
無
御
座
候
、
此
」
旨
能
様
ニ
可
預
御
取
」
成
候
、
恐
々
謹
言

 

永
井
信
濃
守
」
尚
政（
花
押
）

　
　
　
　
　

九（
寛
永
四
年
）

月
廿
七
日

　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
人
々
御
中



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

六
〇

○
大
御
所
秀
忠
が
本
丸（
将
軍
家
光
）へ
御
成
し
た
こ
と
を
祝
う
義
直
の
使
者
に
対
す
る

返
書
。

七
〇
、
永
井
尚
政
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
（
寛
永
十
二
年
）十
一
月
十
八
日
付 

一
通（
465
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
一　

横
四
九
・
九

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
下
、忝
致
拝
受
候
、」
今
度　

公（
家
光
）方

様
御
」
咳
気
御
本
復
候
儀
、

目
出
度
被
」
思
召
、
御
年
寄
衆
迄
」
被
仰
遣
候
段
、
御
尤
ニ
」
奉
存
候
、
弥　

御
機
嫌
」

好
被
成
御
座
候
間
、」
此
等
之
旨
可
然
様
御
取
成
」
奉
願
候
、
恐
惶
謹
言

 

永
井
信
濃
守
」
尚
政（
花
押
）

　
　
　
　
　

十（
寛
永
十
二
年
）

一
月
十
八
日

　
　
　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
将
軍
家
光
の
咳
気
が
回
復
し
た
こ
と
を
伝
え
る
書
状
。

七
一
、
永
井
尚
政
他
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
（
寛
永
八
年
）十
一
月
廿
六
日
付

 
一
通（
466
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
七　

横
一
〇
五
・
〇

（
追
而
書
）以
上

尊
書
致
拝
見
候
、」
相

（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
御
泊
鷹
野
」
為
御
見
廻
、
以
高
木
」
外（

吉
任
）記

方
被
仰
上
、」
奈

良
酒
双
樽
被
成
」
御
進
上
候
、
大

（
土
井
利
勝
カ
）

炊
」
披
露
候
之
処
、」
御
使
者
御
前
へ
」
被
召
出
、

被
為
入
」
御
念
候
通
、
御
機
嫌
之
」
御
事
ニ
御
座
候
、」
委
曲
外
記
殿
可
」
為
演
説
候
、

此
等
之
」
通
、
宜
様
御
取
成
」
所
仰
候
、
恐
々
謹
言

 

森
川
出
羽
守
」
重
俊（
花
押
）」
青
山
大
蔵
少
輔
」
幸
成（
花
押
）」

 

永
井
信
濃
守
」
尚
政（
花
押
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

十（
寛
永
八
年
）

一
月
廿
六
日

　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
大
御
所
秀
忠
が
鷹
野
で
宿
泊
の
際
、
義
直
が
進
上
し
た
奈
良
酒
を
披
露
し
た
こ
と
を

伝
え
る
書
状
。

七
二
、
中
根
正
成
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
十
月
廿
六
日
付 

一
通（
471
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
五　

横
一
〇
一
・
一

（
追
而
書
）以
上

従
大（

義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
成
下
、
謹
而
頂
戴
」
仕
候
、
今
度
」
公（

家
光
）方

様
御
不
予
之
儀
」
無

御
心
元
思
召
、」
各
へ
以
御
使
者
」
被
仰
付
候
付
、
私
式
迄
」
被
仰
聞
候
御
事
、」
誠
以

冥
加
之
至
」
存
候
、
此
等
之
通
、」
可
然
之
様
ニ
御
取
成
所
仰
候
、
恐
惶
謹
言

 

中
根
伝
七
郎
」
正
成（
花
押
）

　
　
　
　
　

十
月
廿
六
日

　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
将
軍
家
光
の
病
気
見
舞
に
対
す
る
返
書
。

七
三
、
堀
田
正
盛
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
（
寛
永
十
年
）十
月
三
日
付 

一
通（
476
）

（
継
紙
）　

縦
一
八
・
一　

横
一
〇
九
・
八

従
大（

義
直
）

納
言
様
切
々
御
」
書
被
成
下
、
忝
頭

（
頂
）戴

」
仕
候
、
度
々
御
請
可
申
上
」
処
ニ
、

一
円
不
得
奉
官
」
暇
、
乍
恐
延
引
迷
惑
」
仕
候
、
先
以　

公（
家
光
）方

様
」
今
月
朔
日
ニ
御
表



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

六
一

江
被
為
成
」
出
御
、
嘉
例
之
諸
礼
」
被
為　

請
候
、
誠
加
様
」
成
目
出
度
儀
不
可
過
」

之
与
申
上
事
御
座
候
、」
弥
御
機
嫌
能
被
成
御
」
座
候
間
、
此
等
之
趣
、」
御
次
而
之

刻
、
宜
預
御
披
露
候
、」
恐
惶
謹
言

 

堀
田
加
賀
守
」
正
盛（
花
押
）

　
　
　
　
　

十（
寛
永
十
年
）

月
三
日

　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
将
軍
家
光
が
表
へ
出
御
し
た
こ
と
を
伝
え
る
書
状
。

七
四
、
本
多
重
俊
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
（
寛
永
八
年
）閏
十
月
廿
二
日
付 

一
通（
485
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
五　

横
一
〇
二
・
四

従　

大（
義
直
）

納
言
様
被
下
成
」
御
書
、
謹
而
頂
戴
仕
候
、」
相

（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
頃
日
玄（

岡
本
）冶

御
薬
」
被
召

上
、
御
快
気
之
由
」
御
鎮
重
思
召
、
御
使
者
」
被
差
遣
候
、
寔
拙
者
」
式
迄
切
々
被
為

入
」
御
念
、
被
仰
下
候
之
段
、」
不
浅
忝
奉
存
候
、」
御
気
色
之
儀
、
追
」
日
御
快
験
之

御
事
ニ
」
御
座
候
、
委
曲
石
河
」
勘（

正
周
）

解
由
殿
可
有
」
演
説
候
、
此
等
之
」
趣
、
可
然
之

様
ニ
」
御
取
成
所
仰
候
、」
恐
惶
謹
言

 

本
多
美
作
守
」
重
俊（
花
押
）

　
　
　
　
　

閏（
寛
永
八
年
）

十
月
廿
二
日

　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
大
御
所
秀
忠
の
病
気
が
回
復
し
た
こ
と
を
伝
え
る
書
状
。

七
五
、
牧
野
信
成
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
（
寛
永
十
一
年
）九
月
四
日
付 

一
通（
487
）

（
切
紙
）　

縦
一
五
・
七　

横
四
五
・
二

大（
義
直
）

納
言
様
ゟ
御
書
被
下
、」
忝
頂
戴
仕
候
、
如
御
意
」
公（

家
光
）方

様
去
廿
日
被
成
御
」
着
座
、

御
機
嫌
残
所
無
」
御
座
、
上
下
目
出
度
奉
」
存
候
、
御
次
而
之
節
、
可
然
様
ニ
」
被
仰

上
可
被
下
候
、
恐
々
」
謹
言

 

牧
野
内
匠
頭
」
信
成（
花
押
）

　
　
　
　
　

九（
寛
永
十
一
年
）

月
四
日　

　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
将
軍
家
光
の
無
事
着
座
を
伝
え
る
書
状
。

七
六
、
松
平
信
綱
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
（
寛
永
十
一
年
）五
月
廿
八
日
付 

一
通（
498
）

（
切
紙
）　

縦
一
八
・
九　

横
五
五
・
一

自
大（

義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
下
、
謹
而
拝
見
仕
候
、」
然
者
竹
腰
大（

成
方
）膳

方
」
為
御
使
者
、
御

鉄
炮
袋
千
被
成
御
進
献
候
、」
御
上
洛
ニ
付
而
、
進
物
」
之
儀
何
茂
従
諸
方
」
上
不
申
候
、

自
余
ニ
相
」
替
候
ヘ
共
、
如
何
可
有
」
御
座
候
哉
与
、
大
膳
方
へ
」
各
被
申
付
而
、」
御

前
江
不
被
罷
出
候
、」
被
為
入
御
念
候
通
者
、」
進
而
立　

御
耳
可
申
候
、」
委
曲
大
膳
殿

可
為
」
演
説
候
、
此
旨
宜
預
御
」
取
成
候
、
恐
々
謹
言

 

松
平
伊
豆
守
」
信
綱（
花
押
）

　
　
　
　
　

五（
寛
永
十
一
年
）

月
廿
八
日

  

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
将
軍
家
光
の
上
洛
の
た
め
鉄
砲
袋
の
献
上
希
望
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
献
上
は
受
け
な

い
と
す
る
幕
閣
の
意
向
を
伝
え
る
書
状
。

七
七
、
松
平
信
綱
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
八
月
廿
七
日
付 

一
通（
501
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
三　

横
一
〇
二
・
三



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

六
二

従
大（

義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
下
、
謹
而
拝
見
仕
候
、」
然
者
従
」
公（

家
光
）方

様
初
鶴
被
進
候
」
之

義
、
御
満
足
被
思
」
召
之
由
、
奉
得
其
意
候
、」
因
茲
為
御
礼
御
使
者
」
被
差
進
候
、

則
」
御
前
へ
被
召
出
、
早
々
御
念
被
入
候
之
趣
、」
御
機
嫌
之
旨
、
御
直
被
仰
含
候
、

此
等
之
」
趣
、
宜
預
御
取
」
成
候
、
恐
々
謹
言

 

松
平
伊
豆
守
」
信
綱（
花
押
）

　
　
　
　
　

八
月
廿
七
日

　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
将
軍
家
光
よ
り
、
初
鶴
進
上
に
対
す
る
喜
び
を
伝
え
た
書
状
。

七
八
、
松
平
信
綱
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
九
月
十
二
日
付 

一
通（
504
）

（
切
紙
）縦
一
九
・
六　

横
五
五
・
四 

（
追
而
書
）　

以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
被
」
下
、
謹
而
拝
見
仕
候
、
然
者
」
公（

家
光
）方

様
日
光
御
社
参
被
」
遊

候
付
而
、
大（

大
道
寺
直
重
）

堂
寺
玄
蕃
方
」
を
以
被
仰
上
候
、
則
」
御
前
へ
被
召
出
、
被
入
御
念
」
御

使
者
御
機
嫌
被
思
召
」
之
旨
、
御
直
被
仰
含
候
、」
委
曲
玄
蕃
殿
可
為
演
説
候
、」
此
等

之
趣
、
宜
預
御
取
成
候
、」
恐
々
謹
言

 

松
平
伊
豆
守
」
信
綱（
花
押
）

　
　
　
　
　

九
月
十
二
日

　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
将
軍
家
光
が
日
光
社
参
を
行
う
に
当
た
り
、
義
直
か
ら
の
使
者
に
対
す
る
返
書
。

七
九
、
松
平
信
綱
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
（
寛
永
十
年
）九
月
廿
五
日
付 

一
通（
505
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
五　

横
四
八
・
二

従
大（

義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
下
、
奉
拝
見
候
、
然
者
」
常（

お
初
）

高
院
殿
御
逝
去
ニ
」
付
而
、
公（

家
光
）方

様
御
機
嫌
」
無
御
心
元
被
思
召
、
以
御
使
者
」
被
仰
上
候
、
誠
入
御
念
た
る
」
御
事
ニ

御
座
候
、
此
等
之
趣
、」
宜
預
御
取
成
候
、
恐
々
謹
言

 

松
平
伊
豆
守
」
信
綱（
花
押
）

　
　
　
　
　

九（
寛
永
十
年
）

月
廿
五
日

  

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
常
高
院（
秀
忠
御
台
所
お
江
姉
、
京
極
高
次
室
）逝
去
に
当
た
り
、
義
直
か
ら
の
使
者
に

対
す
る
返
礼
。

八
〇
、
松
平
信
綱
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
（
寛
永
十
年
）十
月
二
日
付 

一
通（
506
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
九　

横
九
八
・
九

従
大（

義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
下
、
奉
拝
見
候
、
然
者
」
公（

家
光
）方

様
御
不
例
無
御
心
」
元
被
思
召
、

伊
奈（

吉
勝
）

」
左
門
方
被
為
差
越
候
、」
右
達　

上
聞
候
処
、」
御
前
へ
被　

召
出
、」
被
為
入

御
念
之
段
、」
御
機
嫌
ニ
被
思
召
之
旨
、」
御
直
ニ
被
仰
含
候
、」
御
気
色
御
本
復
被
遊
、」

昨
朔
日
ニ
諸
大
名
」
御
目
見
之
仕
候
、
右
之
」
趣
、
宜
預
御
取
成
候
、」
恐
々
謹
言

 

松
平
伊
豆
守
」
信
綱（
花
押
）

　
　
　
　
　

十（
寛
永
十
年
）

月
二
日

　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
将
軍
家
光
の
病
気
見
舞
の
使
者
に
対
す
る
返
礼
。

八
一
、
松
平
信
綱
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
十
一
月
廿
三
日
付 

一
通（
511
）



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

六
三

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
九　

横
一
〇
三
・
六

従
大（

義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
下
、
忝
致
拝
見
候
、」
然
者　

相
（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
御
」
本
復
被
遊
、
目
出

度
被
思
召
、御
祝
義
を
も
」
為
可
被
仰
上
、御
下
向
被
成
度
之
旨
、当
」
御
城
年
寄
中
迄
」

平
岩
弥（

元
国
）

右
衛
門
殿
を
以
」
被
仰
越
候
、
則
仕
義
へ
」
被
申
届
候
、　

相
国
様
」
頃
者
世

上
寒
申
故
、」
御
気
色
少
御
再
発
」
被
遊
候
ニ
付
、
十
日
計
已
前
ゟ
通

（
半
井
成
信
）

仙
院
」
御
薬
被

召
上
候
、
各
」
御
請
之
通
、
委
曲
」
弥
右
衛
門
殿
可
被
申
上
候
、」
右
之
趣
、
御
次
而

之
剋
、」
可
然
様
可
預
御
取
成
候
、」
恐
々
謹
言

 

松
平
伊
豆
守
」
信
綱（
花
押
）

　
　
　
　
　

十
一
月
廿
三
日

　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
大
御
所
秀
忠
の
病
気
回
復
を
伝
え
る
書
状
。

八
二
、
松
平
正
久
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
（
寛
永
六
年
）閏
二
月
二
日
付 

一
通（
521
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
二　

横
一
〇
五
・
二

（
追
而
書
）以
上

一
書
致
言
上
候
、」
将（

家
光
）軍

様
始
者
御
虫
」
気
に
御
座
候
つ
る
歟
、」
昨
日
ゟ
御
疱
瘡
ニ
」
罷

成
、
は
や
御
疱
瘡
」
出
申
、
御
機
嫌
能
」
被
成
御
座
候
間
、
御
心
安
」
可
被
思
食
候
、

就
夫
御
」
自
身
為
御
見
舞
」
御
下
之
儀
も
可
有
之
候
間
、」
か
た
く
御
無
用
与
」
上
意

之
通
雅

（
酒
井
忠
世
）

楽
頭
被
申
候
、」
委
細
之
義
者
」
各
ゟ
被
申
上
候
条
、」
此
等
之
趣
、
宜
可
預
」

御
取
成
候
、
恐
々
謹
言

 

松
平
右
衛
門
大
夫
」
正
久（
花
押
）

　
　
　
　
　

閏（
寛
永
六
年
）

二
月
二
日

　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
将
軍
家
光
の
虫
気
と
疱
瘡
見
舞
に
対
す
る
返
礼
。

八
三
、
松
平
正
久
書
状　

滝
川
忠
征
・
寺
尾
直
政
宛　
（
寛
永
六
年
）閏
二
月
十
三
日
付

 

一
通（
522
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
五　

横
一
〇
四
・
二

（
追
而
書
）猶
又
今
朝
御
膳
御
中
椀
ニ
而
二
ツ
」
被
召
上
、
御
機
嫌
残
所
無
御
座
候
、」
以
上

一
書
致
言
上
候
、
然
者
」
将（

家
光
）軍

様
御
疱
瘡
ニ
付
、」
節
々
御
使
者
御
念
ニ
」
入
申
通
、
各

御
か
ん
し
ニ
而
候
、」
弥
□
へ
御
座
被
成
候
事
、」
必
々
無
用
之
由
、皆
々
」
被
申
旨
、早
々

御
帰
国
」
御
尤
ニ
奉
存
候
、
此
段
」
拙
者
式
ゟ
も
申
上
候
様
ニ
」
と
何
も
被
申
御
事
ニ

候
、」
去
十
日
迄
ハ
御
膳
能
」
被
召
上
候
歟
、
十
一
日
ハ
」
終
日
御
膳
あ
が
り
不
申
候
」

付
而
、
上
下
気
遣
仕
候
」
処
ニ
、
一
昨
夜
八
ツ
時
分
」
御
膳
被
召
、
打
続
御
」
膳
上
り

申
候
、
御
疱
瘡
」
大
形
か
セ
申
、
上
下
之
大
慶
不
可
過
之
候
、
爰
元
之
」
様
子
、

山（
竹
腰
正
信
）

城
・
隼

（
成
瀬
正
虎
）

人
申
渡
候
間
、」
両
人
ゟ
具
ニ
可
被
申
上
候
、」
此
等
之
趣
、
可
預
」
御
取

成
候
、
恐
々
謹
言

 

松
平
右
衛
門
大
夫
」
正
久（
花
押
）

　
　
　
　
　

壬（
寛
永
六
年
）

二
月
十
三
日

　

滝
川
豊（

忠
征
）

前
守
殿
」
寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
将
軍
家
光
の
疱
瘡
見
舞
に
対
す
る
返
礼
。

八
四
、
松
平
正
久
書
状　

阿
部
正
興
宛　
（
寛
永
六
年
）閏
二
月
廿
日
付 

一
通（
523
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
七　

横
一
〇
三
・
九



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

六
四

一
書
致
言
上
候
、
然
者
」
将（

家
光
）軍

様
被
懸
御
酒
」
湯
候
、
為
御
祝
儀
、」
滝
川
豊（

忠
征
）前

殿
を

以
」
被
仰
上
候
、
御
前
無
」
残
所
御
仕
合
共
候
間
、於
様
子
者
御
心
安
」
可
被
思
食
候
、

去
十
五
日
ニ
被
為
掛
御
酒
湯
、
十
七
日
・
」
十
九
日
ニ
又
被
為
懸
候
而
、」
弥
御
快
気
御

膳
も
」
常
ゟ
能
被
召
上
候
間
、」
上
下
之
大
慶
不
過
之
」
御
事
候
、
尚
此
表
御
様
子
ハ
」

豊
前
殿
可
有
演
説
候
」
条
、
此
等
之
趣
、
可
預
御
」
披
露
候
、
恐
々
謹
言

 

松
平
右
衛
門
大
夫
」
正
久（
花
押
）

　
　
　
　
　

後（
寛
永
六
年
）

二
月
廿
日

　

阿
部
河（

正
興
）

内
守
殿

○
将
軍
家
光
の
疱
瘡
が
回
復
し
た
こ
と
を
伝
え
る
書
状
。

八
五
、
松
平
正
久
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
九
月
十
日
付 

一
通（
537
）

（
継
紙
）　

縦
一
八
・
〇　

横
一
〇
六
・
〇

（
追
而
書
）以
上 

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
」
書
奉
拝
上
候
、
然
ハ
」
従　

相
（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
御
鉄
」
炮
之
菱
喰
被
進
之

候
、」
為
御
礼
日
下
部
次（

松

斉

）

郎
左
衛
門
殿
」
を
以
被
仰
上
候
、　

御
前
へ
」
被
召
出
、
御
仕

合
残
」
所
無
御
座
候
、
於
様
子
ハ
」
御
心
安
可
被
思
食
候
、」
其
御
次
而
ニ
御
下
」
屋
敷

之
御
礼
も
大

（
土
井
利
勝
カ
）

炊
殿
」
具
ニ
被
仰
上
候
、
尚
爰
」
元
之
様
子
、
次
郎
左
衛
門
殿
」
可
被
仰

上
候
、
恐
々
謹
言

 

松
平
右
衛
門
大
夫
」
正
久（
花
押
）

　
　
　
　
　

九
月
十
日

　

竹
越
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
大
御
所
秀
忠
よ
り
菱
喰
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

八
六
、
松
平
正
久
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
九
月
十
七
日
付 

一
通（
538
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
六　

横
一
〇
二
・
〇

（
追
而
書
）以
上 

御
自
筆
之
御
」
書
い
た
ゝ
き
奉
り
候
、」
相

（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
御
き
け
ん
」
御
や
う
す
、
昨
今
ハ
と

り
」
わ
き
よ
く
御
さ
」
な
さ
れ
候
間
、
御
こ
ゝ
」
ろ
や
す
く
可
被
思
召
候
、」
御
自
ひ

つ
の
御
書
あ
」
ま
り
か
た
し
け
」
な
さ
、
き
ゝ
わ
け
ハ
」
ミ
へ
申
ま
し
く
」
候
へ
共
、

御
斗
申
上
候
、」
い
さ
い
ハ
へ
つ
こ
」
に
申
あ
け
候
、
此
」
よ
し
能
々
御
」
取
な
し
た

の
ミ
」
た
て
ま
つ
り
候
、」
恐
惶
謹
言

 

松
右
衛
門
」
正
久（
花
押
）

　
　
　
　
　

九
月
十
七
日

　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
大
御
所
秀
忠
の
機
嫌
が
良
い
こ
と
を
伝
え
る
書
状
。

八
七
、
松
平
正
久
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
霜
月
四
日
付 

一
通（
544
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
七　

横
五
〇
・
四

（
追
而
書
）以
上 

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
」書
奉
拝
上
候
、御
拝
」領
之
御
鷹
ニ
被
為
執
候
」鶴
御
進
上
被
成
候
、

御
」
前
御
仕
合
能
上
リ
候
由
承
候
、」
拙
者
儀
五
三
日
持
病
」
指
出
引
籠
罷
在
候
、
爰
」

元
へ
様
子
委
細
各
ゟ
」
可
被
仰
上
候
、
此
旨
御
披
露
」
所
仰
候
、
恐
々
謹
言

 

松
平
右
衛
門
大
夫
」
正
久（
花
押
）

　
　
　
　
　

霜
月
四
日

　

寺
尾
左（

直
政
）馬

殿



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

六
五

○
将
軍
家
光
よ
り
拝
領
し
た
鷹
が
捉
え
た
鶴
を
進
上
し
た
と
披
露
し
た
こ
と
を
伝
え
る

書
状
。

八
八
、
松
平
正
久
書
状　

成
瀬
正
虎
・
竹
腰
正
信
宛　
（
寛
永
五
年
）極
月
七
日
付

 

一
通（
545
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
一　

横
五
〇
・
四

（
追
而
書
）以
上 

相（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
方
之
御
鷹
被
遣
御
機
嫌
能
、」
一
昨
五
日
ニ
還
御
」
被
為
成
候
、
尚
爰
元
」
之

様
子
、
次（

日
下
部
通
斉
カ
）

郎
左
衛
門
殿
」
可
被
仰
上
候
、
此
等
之
趣
、
御
披
露
所
仰
候
、」
恐
々
謹
言

 
松
平
右
衛
門
大
夫
」
正
久（
花
押
）

　
　
　
　
　

極（
寛
永
五
年
）

月
七
日

　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿
」
竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
大
御
所
秀
忠
が
鷹
野
よ
り
還
御
し
た
こ
と
を
伝
え
る
書
状
。

八
九
、
松
平
正
久
・
板
倉
重
昌
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
極
月
八
日
付 
一
通（
546
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
八　

横
五
三
・
四

（
追
而
書
）以
上 

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
、」
謹
而
頂
戴
仕
候
、
然
者
従
」
相

（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
御
鷹
御
拝
領
」
付
、
日

下
部
二
郎
左（

通
斉
）

衛
門
方
」
を
以
御
礼
被
仰
上
候
、」
二
郎
左
衛
門
御
前
へ
被
召
出
、」
一
段

御
仕
合
共
御
座
候
間
、」
御
心
易
可
被
思
召
候
、
此
等
」
之
趣
、
可
然
様
宜
預
御
」
披

露
候
、
恐
々
謹
言

 

板
倉
内
膳
正
」
重
昌（
花
押
）」
松
平
右
衛
門
大
夫
」
正
久（
花
押
）

　
　
　
　
　

極
月
八
日

　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
大
御
所
秀
忠
よ
り
鷹
を
拝
領
し
た
返
礼
の
使
者
に
対
す
る
返
書
。

九
〇
、
柳
生
宗
矩
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
十
月
廿
一
日 

一
通（
568
）

（
切
紙
）　

縦
一
五
・
八　

横
四
〇
・
九

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
成
下
、
忝
頂
戴
仕
候
、」
随
而
御　

上
（
将
軍
家
光
）

様
御
鷹
」
之
鶴
被
進

ニ
付
、
為
御
礼
」
御
使
者
御
進
上
之
旨
、」
御
尤
奉
存
候
、
猶
何
以
目
出
」
度
奉
存
候
、

　

御
前
之
儀
」
御
年
寄
衆
可
被
仰
候
間
、」
不
能
具
候
、
此
等
之
趣
、」
可
然
様
ニ
御
披

露
所
仰
候
、」
恐
惶
謹
言

 

柳
生
但
馬
守
」
宗
矩（
花
押
）

　
　
　
　
　

十
月
廿
一
日

　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
将
軍
家
光
よ
り
拝
領
の
鷹
が
捕
ら
え
た
鶴
を
進
上
し
た
こ
と
を
披
露
し
た
と
伝
え
る

書
状
。

九
一
、
金
地
院
崇
伝
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
九
月
六
日
付 

一
通（
590
）

（
継
紙
）　

縦
一
五
・
四　

横
九
〇
・
五

（
追
而
書
）以
上

日（
珍
祐
）

増
院
帰
国
被
申
」
候
ニ
付
、
言
上
仕
候
、」
大（

義
直
）

納
言
様
御
機
嫌
」
能
被
成
御
座
候
哉
、

御
次
」
而
之
刻
、
可
然
様
ニ
御
取
成
所
仰
候
、
当
地
弥
」
相
替
儀
無
御
座
、」
両

（
家
光
・
秀
忠
）

御
所

様
御
機
嫌
」
能
被
成
御
座
候
、」
将（

家
光
）軍

様
一
昨
四
日
昼
」
北
之
丸
へ
被
成
御
成
候
、」
御



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

六
六

忍
ニ
テ
拙
老
式
も
不
」
罷
出
候
、」
相

（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
近
日
御
本
丸
へ
」
可
被
成　

御
成
由
ニ
御
座

候
、」
十
日
・
十
一
日
・
十
三
日
此
内
」
ニ
て
可
有
御
座
由
ニ
候
、」
御
能
も
可
被
仰
付

由
ニ
」
御
座
候
、
猶
以
此
地
之
様
子
共
」
日
増
院
可
有
言
上
候
、」
此
等
之
趣
、
御
取

成
所
仰
候
、」
恐
々
謹
言

 

金
地
院
」
崇
伝（
花
押
）

　
　
　
　
　

九
月
六
日

　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
尾
張
在
国
の
義
直
に
対
し
、
将
軍
家
光
と
大
御
所
秀
忠
の
近
況
を
伝
え
る
書
状
。

九
二
、
某
消
息
断
簡　

宛
先
・
年
次
未
詳 

一
通（
594
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
五　

横
五
一
・
三

天（
天
樹
院
千
姫
）

寿
院
様
」
さ
か
ゆ
」
御
か
ゝ
り
候
」
と
て
、」
昨
日
は
」
御
た
る
・
さ
か
な
」
下

さ
れ
候
、」
か
す
〳
〵 

」
か
た
し
け
な
く
」
そ
ん
し
ま
い
ら
せ
候
、」
返
〳
〵
三
の
丸

様
へ
は
さ
ゐ
〳
〵
御
み
ま
ひ
に
御
文
」
□
□
□
の
」
よ
し
」
そ
ん
し
」
ま
い
ら
せ
候
」

め
て
た
く
か
し
く（
以
下
欠
）

○
疱
瘡
か
ら
回
復
し
た
千
姫
へ
の
見
舞
に
対
す
る
返
書
。

九
三
、
権
大
納
言
消
息　

徳
川
義
直
宛　
某
月
十
日
付 

一
通（
596
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
七　

横
一
一
〇
・
四

御
見
」
ま
ひ
と
」
仰
ら
れ
候
て
、」
此
一
は
こ
」
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
、」
ひ
ろ
う
」
申
」

ま
い
ら
せ
候
、」
ま
こ
と
に
」
色
〳
〵
た
ひ
〳
〵
の
御
ゐ
ん
し
ん
」
と
も
」
何
と
も
」

仰
ら
れ
」
つ
く
」
し
か
た
く
」
お
ほ
し
め
し
候
」
よ
し
、
よ
く
心
へ
ら
れ
候
て
」
申
せ

と
て
候
」
江

（
将
軍
家
光
ヵ
）

戸
殿
に
は
」
い
よ
〳
〵
御
ほ
ん
ふ
く
候
」
よ
し
」
に
て
」
候
哉
、」
お
は

し
ま
し
候
」
よ
し
」
か
す
〳
〵 

め
て
た
く
」
御
ま
ん
そ
く
に
」
お
ほ
し
め
し
候
、」
は

や
く
ほ
と
な
く
」
お
な
し
御
事
に
て
」
御
さ
候
は
ん
」
よ
し
と
の
」
御
事
に
て
御
さ

候
、」
此（

後
水
尾
天
皇
）

御
所
様
に
も
」
国

（
東
福
門
院
和
子
）

母
様
・
宮
々
様
、
お

（
貞
松
院
お
さ
い
ヵ
）

は
り
さ
い
様
の
」
御
無
事
に
」
お
は

し
ま
し
く
候
ま
ゝ
、」
御
心
や
す
く
」
お
は
し
ま
し
候
事
、」
此
よ
し
御
ひ
ろ
う
申
」
入

候
へ
く
候
、」
又
々
」
か
し
く

 

よ
り
」
権（

橋
本
実
勝
女
）

大
納
言

　
　
　
　
　
　

十
日

　
　

を
は
り
」
大（

義
直
）

納
言
殿
」
申
給
へ
」
誰
々
も
」
申
し
た
ま
へ

○
東
福
門
院
に
仕
え
る
女
官
よ
り
、
江
戸
の
将
軍
家
光
の
病
気
回
復
を
問
う
消
息
。

九
四
、
英
勝
院
消
息　

成
瀬
正
虎
宛　
五
月
廿
八
日
付 

一
通（
599
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
三　

横
一
〇
二
・
七

（
追
而
書
）猶
々
ま
つ
申
上
候
は
ん
こ
と
く
、」
お
ほ
し
め
し
う
け
給
は
り
候
」
あ
ゆ
の

す
し
一
お
け
」
下
給
候
、
た
ひ
〳
〵
に
」
御
ね
ん
比
」
か
た
し
け
な
く
、」
す
な
は

ち
〳
〵
」
ひ
と
し
ほ
に
」
そ
ん
し
」
し
や
う
く
わ
ん
い
た
し
候
、」
此
と
ほ
り
」
い

か
や
う
に
も
」
し
か
る
へ
く
」
御
取
な
し
」
仰
上
ら
れ
給
へ
く
候
、」
た
の
み
ま
い

ら
せ
」
候
へ
く
候
、」
め
て
た
く
」
か
し
く
」

大（
義
直
）

な
こ
ん
様
よ
り
」
御
ね
ん
比
に
」
仰
ら
れ
、
か
た
」
し
け
な
く
」
そ
ん
し
ま
い
ら
せ

候
、」
上
様　

御
き
け
ん
よ
く
」
ら
い
廿
日
に
は
」
こ
ゝ
も
と
を
」
此
と
ほ
り
に
」
い

か
や
う
に
も
」
た
ゝ
せ
ら
れ
」
そ
ん
し
」
給
候
、」
め
て
た
く
」
お
ほ
し
め
し
」
給
候
」

そ
こ
ほ
と
」
御
き
け
ん
の
」
よ
し
」
う
け
給
候
て
」
め
て
た
く
」
そ
ん
し
、」
御
子
さ

ま
か
た
」
み
な
〳
〵
様
」
御
そ
く
さ
い
に
」
御
さ
候
」
ま
ゝ
、」
御
心
や
す
く
」
お
ほ



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

六
七

し
め
し
候
」
や
う
に
」
被
申
上
」
候
へ
く
候
、」
め
て
た
く
」
か
し
く

　
　
　
　

五
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
り
」
ゑ
い
せ
う
」
ゐ
ん

　
　
　

お（
義
直
）

は
り
様
ま
い
る
」
な（

成
瀬
正
虎
）

る
せ
は
や
と
殿

○
江
戸
住
の
英
勝
院（
家
康
側
室
。
お
梶
）よ
り
、
将
軍
家
光
の
近
況
を
伝
え
る
消
息
。

九
五
、
英
勝
院
消
息　

徳
川
義
直
宛　
霜
月
六
日
付 

一
通（
600
）

（
継
紙
）　

縦
一
六
・
三　

横
九
三
・
八

（
追
而
書
）猶
々
日
に
ま
」
し
て
」
御
き
け
ん
よ
く
」
こ
さ
」
な
さ
れ
候
」
ま
ゝ
、
御
心

や
す
く
」
お
ほ
し
め
し
」
仕
へ
く
候
、」
な
を
く
め
て
た
く
」
又
々
」
か
し
く

大（
義
直
）

な
こ
ん
様
よ
り
」
御
ね
ん
比
に
御
書
」
下
さ
れ
、
か
た
し
け
な
く
」
そ
ん
し
候
、
仰

ら
れ
候
」
こ
と
く
、
上

（
将
軍
家
光
）

様
」
御
き
け
ん
い
よ
〳
〵
」
う
ち
つ
ゝ
か
せ
ら
れ
」
御
せ
ん
も

御
心
よ
く
」
め
し
上
ら
れ
」
ら
れ
候
」
ま
ゝ
、
御
心
や
す
く
」
お
ほ
し
め
さ
れ
候
」
へ

く
候
、」
誠
〳
〵
か
や
う
な
る
」
一
た
ん
」
た
る
」
御
事
、
申
も
」
お
ろ
か
」
に
て
御

さ
候
、
た
ひ
〳
〵
」
御
ね
ん
入
候
て
、」
わ
た
く
し
」
か
た
ま
て
仰
こ
さ
せ
ら
れ
」
給

候
と
を
り
、」
御
き
け
ん
の
御
様
子
、」
よ
く
〳
〵
申
上
」
ま
い
ら
せ
候
」
へ
く
候
、
か

し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霜
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
り
」
ゑ
い
せ
う
ゐ
ん

　
　
　

お（
義
直
ヵ
）

は
り
様
」
誰
に
て
も
」
申
せ
と
て
候

○
英
勝
院（
既
出
）よ
り
、
将
軍
家
光
の
病
状
が
回
復
し
た
こ
と
を
伝
え
る
消
息
。

九
六
、
利
さ
へ
門
奥
消
息　

竹
腰
正
信
宛　
十
月
十
九
日
付 

一
通（
601
）

（
継
紙
）　

縦
一
五
・
二　

横
九
四
・
一

（
追
而
書
）返
々
さ
い
〳
〵
御
い
ん
し
ん
」
な
さ
れ
候
由
、
御
ま
ん
そ
く
に
」
お
ほ
し
め

し
な
さ
れ
候
、」
よ
き
」
や
う
に
仰
上
ら
れ
給
へ
く
」
御
ひ
ろ
う
候
へ
く
候
、」

相（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
」
御
き
け
ん
能
」
く
御
さ
な
さ
れ
候
よ
し
、」
御
心
や
す
く
」
思
し
め
」
し

候
や
う
に
」
ま
う
し
上
さ
せ
」
ら
れ
給
」
候
へ
く
候
、

大（
義
直
）

な
こ
ん
様
よ
り
」
天（

千
姫
）

し
ゆ
院
様
へ
」
た
ひ
〳
〵
」
あ
ま
ほ
し
の
は
こ
」
ま
い
ら
せ
ら

れ
候
、」
ひ
ろ
う
」
申
上
候
へ
は
、御
ま
ん
そ
く
に
」
お
ほ
し
め
し
な
」
さ
れ
候
と
ほ
り
、

御
ま
へ
様
よ
ろ
」
し
き
や
う
に
仰
上
」
ら
れ
給
へ
く
」
候
へ
く
候
、
め
て
た
く
か
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゑ
と
」
に
し
丸
」
よ
り
」
利
さ
へ
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
十
九
日

　
　

竹
の
こ
し
」
山（

竹
腰
正
信
）

し
ろ
様
」
人
々
申
し
玉
へ
候

○
利
さ
へ
門
は
江
戸
城
西
之
丸
奥
に
仕
え
る
女
性
か
。
義
直
か
ら
千
姫
へ
贈
っ
た
柿
の

礼
を
伝
え
、
大
御
所
秀
忠
の
動
静
を
伝
え
る
消
息
。

九
七
、
某
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
九
月
廿
二
日
付 

一
通（
604
）

（
継
紙
）　

縦
二
〇
・
〇　

横
一
一
三
・
四

（
追
而
書
）尚
々
遠
路
被
入
御
念
、」
殊
更
無
類
成
」
花
之
由
被
及　

聞
召
候
」
所
、
早

速
御
進
上
候
段
、」
別
而　

御
感
之
御
事
候
、」
此
由
能
々
可
申
入
旨
、被
」
仰
出
候
、

猶
追
而
可
得
御
意
候
、」
以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
殿
御
」
進
上
之
椿
二
本
、
即
致
」
披
露
候
之
処
、」
御
祝
着
被
思
召
候
」

由
相
心
得
可
申
入
旨
、」
仰
ニ
候
、
此
旨
宜
預
」
御
取
成
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　

九
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

六
八

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
幕
府
奏
者
番
と
推
定
さ
れ
る
人
物
よ
り
義
直
に
対
し
、
進
上
の
椿
の
木
に
対
す
る
返

書
。

九
八
、
某
書
状
断
簡　

宛
先
・
年
次
未
詳 

一
通（
606
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
七　

横
六
〇
・
三

（
追
而
書
）已
上

一
筆
致
啓
上
候
、
従　

」
大（

義
直
）

納
言
様
御
書
頂
戴
」
仕
、
忝
奉
存
候
、
仍　

」
上（

家
光
）様

御
機

嫌
能
被
為
成
」
御
座
、
目
出
度
思
召
候
へ
共
、」
寒
ニ
入
、
御
機
嫌
之
御
様
子
」
被
聞

召
度
思
召
、
以
御
」
使
者
被
仰
上
候
、」
御
前
之
御
様
子
、
年
寄
衆
」
よ
り
可
被
申
上

候
、
将
亦
」
幾
度
も
申
進
候
、
某
儀
」
年
罷
寄
行
歩
不
」
自
由
之
故
、
如
此
已
前
」
御

城
へ
不
罷
出
候
、
拙
者
共
」
御
書
不
被
成
下
候
様
ニ
」
御
取
成
奉
頼
候
、
度
々
」
書
頂

戴
仕
、
冥
加
至
極
ニ
奉
存
候
、
其
」
御
地
御
無
事
ニ
被
成
御
」
座
之
由
、
目
出
度
致
［
以

下
欠
］

○
将
軍
家
光
の
近
況
を
伝
え
る
書
状
。

九
九
、
成
瀬
正
虎
他
書
状　

滝
川
忠
征
宛　
（
寛
永
六
年
）閏
二
月
十
四
日
付 

一
通（
612
）

（
継
紙
）　

縦
一
五
・
二　

横
九
一
・
五

一
昨
十
二
日
之
御
状
拝
見
申
候
、」
御
本
丸
御
年
寄
衆
ゟ
」
御
状
被
遣
候
、御
返
事
間
宮
」

権（

某

）
大
夫
持
参
候
て
、
上
ケ
」
被
申
候
、
神
原
ゟ
御
上
り
」
被
成
候
と
の
口
上
被
申
候
、」

将（
家
光
）軍

様
弥
御
機
嫌
能
」
被
成
御
座
、
今
朝
御
粥
上
り
」
巳
之
上
刻
ニ
御
食
中
椀
ニ
」
三

ツ
上
リ
申
候
、
御
気
色
残
所
」
無
御
座
由
、
医
者
衆
御
」
物
語
ニ
候
、
明
十
五
日
御
湯
」

可
被
為
掛
候
付
、
薗
田
善（

善
意
）

太
夫
」
藤
枝
ゟ
之
御
使
ニ
仕
出
し
」
可
申
と
最
前
申
上
候

所
、」
神
原
へ
御
着
御
逗
留
被
成
候
由
、」
御
年
寄
衆
へ
朝
倉
筑（

宣
正
）後

殿
・
」
鳥
居
土（

成
次
）佐

殿

被
仰
ニ
付
、」
御
逗
留
之
日
神
原
ゟ
」
罷
下
候
御
使
ニ
仕
、
昨
晩
」
出
し
申
候
、
御
湯
被

為
懸
候
て
、」
御
祝
儀
之
御
使
之
趣
、」
長
野
数（

政
成
）馬

巳
上
刻
委
」
申
入
候
キ
、
今
晩
之
御
」

機
嫌
之
様
子
承
、
権
太
夫
ハ
」
明
朝
上
セ
可
申
候
間
、
其
節
可
申
入
候
、
恐
々
謹
言

 

竹（
竹
腰
正
信
）

山
城
守
」（
花
押
）」
阿（

阿
部
正
興
）

河
内
守
」（
花
押
）」
成（

成
瀬
正
虎
）

隼
人
正
」（
花
押
）

　
　
　
　

閏
二（

寛
永
六
年
）

月
十
四
日

　
　

滝
川
豊（

忠
征
）

前
守
殿
」
人
々
御
中

○
将
軍
家
光
の
病
状
が
好
転
し
た
こ
と
を
、
尾
張
の
義
直
に
伝
え
る
書
状
。

Ｃ　

大
名
・
幕
臣
等
関
連　

一
～
六
五

一
、
青
山
幸
成
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
正
月
廿
五
日
付 

一
通（
1
）

（
切
紙
）　

縦
二
〇
・
四　

横
五
四
・
〇

従　

大（
義
直
）

納
言
様
」
海
鼠
腸
壺
一
致
拝
」
領
、寔
以
過
分
忝
仕
」
合
御
座
候
、此
等
之
趣
、」

可
然
様
御
披
露
」
所
仰
候
、
恐
々
謹
言

 

青
山
大
蔵
少
輔
」
幸
成（
花
押
）

　
　
　

正
月
廿
五
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
か
ら
の
海
鼠
腸
壺
に
対
す
る
返
書
。

二
、
青
山
幸
成
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
（
寛
永
三
年
）閏
四
月
十
二
日
付 

一
通（
2
）

（
継
紙
）　

縦
一
八
・
〇　

横
九
二
・
一



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

六
九

自　

中（
義
直
）

納
言
様
」
諸
白
両
樽
拝
領
仕
、」
実
以
毎
度
過
分
」
忝
仕
合
、
冥
加
怖
」
敷
奉

存
候
、
此
等
之
」
趣
、
可
然
之
様
御
披
」
露
所
仰
候
、
恐
々
謹
言

 

青
山
大
蔵
少
輔
」
幸
成（
花
押
）

　
　
　

潤（
寛
永
三
年
）

四
月
十
二
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
か
ら
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

三
、
青
山
幸
成
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
七
月
十
日
付 

一
通（
3
）

（
切
紙
）　

縦
二
〇
・
〇　

横
五
四
・
〇

従　

大（
義
直
）

納
言
様
鮨
鮓
」
一
桶
致
拝
領
、
寔
以
」
過
分
忝
仕
合
御
座
候
、」
此
等
之
趣
、

可
然
之
様
」
御
披
露
所
仰
候
、」
恐
々
謹
言

 

青
山
大
蔵
少
輔
」
幸
成（
花
押
）

　
　
　

七
月
十
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
か
ら
の
鮎
鮓
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

四
、
青
山
幸
成
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
九
月
四
日
付 

一
通（
5
）

（
切
紙
）　

縦
二
〇
・
〇　

横
五
四
・
〇

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
」
拝
見
、
殊
被
成
重
陽
之
」
御
祝
義
、
呉
服
一
重
」
致
拝
領
、
過

分
忝
」
仕
合
共
御
座
候
、
誠
不
」
相
替
致
頂
戴
候
之
儀
、」
目
出
度
奉
存
候
、
此
」
等

之
趣
、
可
然
之
様
御
」
披
露
所
仰
候
、
恐
々
謹
言

  

青
山
大
蔵
少
輔
」
幸
成（
花
押
）

　
　
　

九
月
四
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
か
ら
重
陽
の
祝
儀
と
し
て
呉
服
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

五
、
青
山
幸
成
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
九
月
廿
八
日
付 

一
通（
6
）

（
切
紙
）　

縦
一
八
・
〇　

横
五
三
・
五

従　

大（
義
直
）

納
言
様
諸
白
」
両
樽
致
拝
領
、
誠
以
」
過
分
忝
仕
合
共
」
御
座
候
、
毎
度
之
儀
」

御
礼
可
申
上
様
無
」
御
座
候
、
此
等
之
趣
、
可
」
然
様
御
披
露
所
」
仰
候
、
恐
々
謹
言

 

青
山
大
蔵
少
輔
」
幸
成（
花
押
）

　
　
　

九
月
廿
八
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
か
ら
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

六
、
青
山
幸
成
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　

十
一
月
十
日
付 

一
通（
10
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
五　

横
五
二
・
五

従　

大（
義
直
）

納
言
様
諸
白
」
両
樽
致
拝
領
、
誠
以
」
過
分
忝
仕
合
共
御
座
候
、」
毎
度
之
儀

御
礼
可
」
申
上
様
無
御
座
候
、」
此
等
之
趣
、
可
然
様
御
」
披
露
所
仰
候
、
恐
々
謹
言

 

青
山
大
蔵
少
輔
」
幸
成（
花
押
）

　
　
　

十
一
月
十
日

　
　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

七
〇

○
義
直
か
ら
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

七
、
青
山
幸
成
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
霜
月
十
九
日
付 

一
通（
11
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
七　

横
五
四
・
〇

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
」
鷹
野
御
供
参
候
付
而
、」
呉
服
一
重
致
拝
領
、」
寔
以
過
分
忝
仕
合

可
」
申
上
様
無
御
座
候
、」
此
等
之
趣
、
可
然
様
」
御
披
露
所
仰
候
、
恐
々
」
謹
言

  

青
山
大
蔵
少
輔
」
幸
成（
花
押
）

　
　
　

霜
月
十
九
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
の
鷹
狩
に
供
奉
の
際
に
拝
領
し
た
呉
服
に
対
す
る
返
書
。

八
、
青
山
幸
成
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
十
一
月
廿
五
日
付 

一
通（
12
）

（
切
紙
）　

縦
一
九
・
七　

横
五
五
・
三

大（
義
直
）

納
言
様
ゟ
巣
戸
屋
之
」
御
鸇
致
拝
領 

誠
以
」
忝
仕
合
御
座
候
、
可
然
」
様
被
仰
上

可
致
下
候
、」
恐
々
謹
言

 

青
山
大
蔵
少
輔
」
幸
成（
花
押
）

　
　
　

十
一
月
廿
五
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
か
ら
の
鸇
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

九
、
秋
元
泰
朝
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
正
月
廿
日
付 

一
通（
13
）

（
切
紙
）　

縦
一
八
・
五　

横
五
五
・
〇

（
追
而
書
）以
上

従　

中（
義
直
）

納
言
様
」
諸
白
大
樽
弐
致
拝
」
領
、
寔
冥
加
至
極
ニ
」
奉
存
候
、
御
次
而
之
節
、」

宜
預
御
披
露
候
、」
恐
々
謹
言

 

秋
元
但
馬
守
」
泰
朝（
花
押
）

　
　
　

正
月
廿
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
か
ら
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

一
〇
、
秋
元
泰
朝
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
卯
月
廿
三
日
付 

一
通（
14
）

（
切
紙
）　

縦
一
八
・
〇　

横
五
二
・
五

（
追
而
書
）以
上

従　

中（
義
直
）

納
言
様
」
諸
白
大
樽
弐
致
拝
」
領
、
誠
冥
加
至
極
ニ
」
奉
存
候
、
御
次
而
之
節
、」

宜
預
御
披
露
候
、」
恐
々
謹
言

 

秋
元
但
馬
守
」
泰
朝（
花
押
）

　
　
　

卯
月
廿
三
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
か
ら
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

一
一
、
秋
元
泰
朝
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
五
月
二
日
付 

一
通（
15
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
二　

横
五
三
・
五

従　

大（
義
直
）

納
言
様
被
成
端
」
午
之
御
祝
儀
、
御
帷
子
」
三
内
単
物
致
拝
領
、」
寔
冥
加
至



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

七
一

極
ニ
候
、
御
次
而
」
節
、
御
前
可
然
様
ニ
御
」
取
成
奉
願
候
、
恐
々
謹
言

 

秋
元
但
馬
守
」
泰
朝（
花
押
）

　
　
　

五
月
二
日

　
　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
義
直
か
ら
端
午
の
祝
儀
と
し
て
帷
子
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

一
二
、
秋
元
泰
朝
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
六
月
六
日
付 

一
通（
16
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
七　

横
五
一
・
四

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
」
致
頂
戴
候
、
従　

」
相

（
大
御
所
秀
忠
）

国
様
御
巣
鷹
被
為
」
進
候
、
被
成
御

礼
御
使
」
者
被
遣
候
、
則　

御
前
へ
」
被
召
出
無
残
所
御
仕
合
」
御
座
候
、
委
細
者
天
野
」

助（
重
春
）

太
夫
殿
可
被
仰
上
候
、
御
」
次
而
之
節
、
可
然
様
ニ
御
」
取
成
奉
願
候
、
恐
々
謹
言

 
秋
元
但
馬
守
」
泰
朝（
花
押
）

　
　
　

六
月
六
日

　
　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
大
御
所
秀
忠
か
ら
拝
領
の
巣
鷹
の
返
礼
の
使
者
に
対
す
る
返
書
。

一
三
、
秋
元
泰
朝
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
九
月
七
日
付 

一
通（
17
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
〇　

横
四
七
・
五

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
」
奉
頂
戴
、
為
重
陽
之
」
御
祝
儀
御
小
袖
一
重
」
致
拝
領
、
誠
冥

加
至
」
極
奉
存
候
、
御
次
而
之
」
刻
、
可
然
様
ニ
御
取
成
」
奉
願
候
、
恐
々
謹
言

 

秋
元
但
馬
守
」
泰
朝（
花
押
）

　
　
　

九
月
七
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
か
ら
重
陽
の
祝
儀
と
し
て
小
袖
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

一
四
、
秋
元
泰
朝
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
九
月
七
日
付 

一
通（
18
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
七　

横
五
一
・
五

（
追
而
書
）已
上

為
重
陽
之
御
祝
」
儀
御
小
袖
壱
重
」
致
拝
領
、
誠
冥
加
至
」
極
ニ
奉
存
候
、
御
次
而
之
」

節
、
宜
預
御
披
露
候
、」
恐
々
謹
言

 

秋
元
但
馬
守
」
泰
朝（
花
押
）

　
　
　

九
月
七
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
か
ら
重
陽
の
祝
儀
と
し
て
小
袖
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

一
五
、
秋
元
泰
朝
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
十
月
十
三
日
付 

一
通（
19
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
七　

横
五
三
・
三

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
諸
白
」
両
樽
致
拝
領
、
誠
冥
」
加
至
極
ニ
奉
存
候
、
御
」
次
而
之
刻
、

可
然
様
御
取
」
成
奉
頼
候
、
恐
々
謹
言

 

秋
元
但
馬
守
」
泰
朝（
花
押
）

　
　
　

十
月
十
三
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
か
ら
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

七
二

一
六
、
秋
山
正
重
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
（
寛
永
十
一
年
）四
月
廿
三
日
付 

一
通（
20
）

（
切
紙
）　

縦
一
五
・
四　

横
四
五
・
四

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
」
畏
而
致
頂
戴
候
、
爰
」
元
御
仕
合
能
御
暇
出
、」
御
満
足
ニ
被

思
召
之
由
、」
私
式
迄
仰
被
下
、
誠
」
目
出
度
奉
存
候
、
御
次
」
而
之
刻
、
可
然
様
御

取
成
」
奉
憑
候
、」
委
細
渡
辺
半（

重
綱
）蔵

殿
迄
申
上
候
、
恐
惶
」
謹
言

 

秋
山
修
理
亮
」
正
重（
花
押
）

　
　
　

四（
寛
永
十
一
年
）

月
廿
三
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）人

様

○
義
直
か
ら
の
書
状
に
対
す
る
返
書
。

一
七
、
秋
山
正
重
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
九
月
六
日
付 

一
通（
21
）

（
継
紙
）　

縦
一
五
・
四　

横
九
一
・
五

従
大（

義
直
）

納
言
様
御
」
書
、
殊
為
重
陽
之
」
御
祝
儀
御
小
袖
」
壱
重
被
懸
御
」
意
、
誠
私
式

迄
」
被
為
入
御
念
候
段
、」
幾
久
と
忝
致
頂
戴
候
、
御
次
而
之
」
刻
、
可
然
様
被
仰
」

上
候
て
可
被
下
候
、」
御
頼
入
候
、
猶
期
」
後
音
之
時
候
、」
恐
惶
謹
言

 

秋
山
修
理
亮
」
正
重（
花
押
）

　
　
　

九
月
六
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）人

様
」
人
々
御
中

○
義
直
か
ら
の
書
状
と
小
袖
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

一
八
、
秋
山
正
重
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
（
寛
永
四
年
）八
月
十
七
日
付 

一
通（
22
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
九　

横
九
九
・
五

従　

大（
義
直
）

納
言
様
」
諸
白
両
樽
被
懸
」
御
意
、
忝
頂
」
戴
仕
候
、
御
次
而
之
」
刻
、
可
然

様
被
仰
上
」
可
被
下
候
、
奉
頼
存
候
、」
先
以
其
地
御
無
事
」
被
成
御
座
候
哉
、
承
」

度
奉
存
候
、此
御
地
」
別
条
無
御
座
候
、」
相
替
儀
も
御
座
候
者
、」
重
而
可
申
上
候
、猶
」

期
後
音
之
刻
候
条
、」
不
具
候
、
恐
惶
謹
言

 

秋
山
十
右
衛
門
尉
」
正
重（
花
押
）

　
　
　

八（
寛
永
四
年
）

月
十
七
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）城

様
」
人
々
御
中

○
義
直
か
ら
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

一
九
、
秋
山
正
重
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
（
寛
永
四
年
）十
二
月
十
二
日
付 

一
通（
23
）

（
切
紙
）　

縦
一
六
・
五　

横
四
五
・
五

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
」
諸
白
両
樽
被
懸
御
」
意
、
誠
忝
致
頂
戴
候
、」則
高
力
七（

信
重
）

左
衛
門
殿
迄
」

具
御
礼
申
上
候
、
猶
御
」
次
而
之
刻
、
可
然
様
御
取
」
成
奉
憑
候
、
何
も
奉
期
」
後
音

之
時
候
、
恐
惶
」
謹
言

 

秋
山
十
右
衛
門
尉
」
正
重（
花
押
）

　
　
　

十（
寛
永
四
年
）

二
月
十
二
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
様
」
人
々
御
中

○
義
直
か
ら
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

二
〇
、
朝
倉
宣
正
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
五
月
三
日
付 

一
通（
24
）



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

七
三

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
五　

横
五
一
・
四

（
追
而
書
）以
上

従　

亜（
義
直
）相

様
被
成
」
御
書
、
殊
端
午
之
」
御
帷
子
三
之
内
御
単
」
物
拝
領
、
寔
以
忝
奉
」

存
候
、
御
次
而
之
剋
、」
可
然
様
御
取
成
所
仰
候
、」
恐
々
謹
言

 

朝
倉
筑
後
守
」
宣
正（
花
押
）

　
　
　

五
月
三
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
様
」
人
々
御
中

○
義
直
か
ら
端
午
の
祝
儀
と
し
て
帷
子
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

二
一
、
朝
倉
宣
正
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
八
月
十
日
付 

一
通（
25
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
〇　

横
五
一
・
二

従　

亜（
義
直
）相

様
美
濃
」
鮎
之
鮨
一
桶
致
拝
領
、」
忝
次
第
冥
加
至
」
極
奉
存
候
、
自
然
事

之
」
御
次
而
、
可
然
様
」
被
仰
上
候
而
、
可
被
下
候
、」
恐
惶
謹
言

 

朝
倉
筑
後
守
」
宣
正（
花
押
）

　
　
　

八
月
十
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿
」
人
々
御
中

○
義
直
よ
り
美
濃
の
鮎
鮓
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

二
二
、
朝
倉
宣
正
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
九
月
五
日
付 

一
通（
26
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
三　

横
四
九
・
五

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
被
」
成
御
書
、
殊
重
陽
之
」
御
小
袖
壱
重
之
内
」
さ
や
の
御
板
物
・
唐

織
・
」
嶋
拝
領
、
誠
以
忝
致
」
頂
戴
候
、
此
等
之
趣
、
御
」
次
而
以
御
取
成
所
仰
候
、」

恐
惶
謹
言

 

朝
倉
筑
後
守
」
宣
正（
花
押
）

　
　
　

九
月
五
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿
」
人
々
御
中

○
義
直
か
ら
重
陽
の
祝
儀
と
し
て
、
紗
綾
・
唐
織
・
縞
小
袖
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す

る
返
書
。

二
三
、
朝
倉
宣
正
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
九
月
廿
八
日
付 

一
通（
27
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
〇　

横
四
八
・
五

（
追
而
書
）以
上

従　

亜（
義
直
）相

様
諸
」
白
両
樽
致
拝
領
候
、」
誠
以
忝
次
第
、
難
申
」
上
奉
存
候
、
御
次
而
以
」

可
然
様
被
仰
上
候
而
、」
可
被
下
候
、
奉
頼
存
候
、」
恐
惶
謹
言

 

朝
倉
筑
後
守
」
宣
正（
花
押
）

　
　
　

九
月
廿
八
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿
」
人
々
御
中

○
義
直
か
ら
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

二
四
、
朝
倉
宣
正
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
霜
月
十
日
付 

一
通（
28
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
五　

横
四
九
・
五

一
筆
致
啓
上
候
、
仍
」
従　

亜（
義
直
）相

様
諸
白
」
大
樽
二
拝
領
仕
候
、」
誠
以
忝
次
第
、
難
申
」



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

七
四

上
奉
存
候
、
御
次
而
」
以　

御
前
可
然
様
御
」
取
成
所
仰
候
、
恐
惶
」
謹
言

 

朝
倉
筑
後
守
」
宣
正（
花
押
）

　
　
　

霜
月
十
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿
」
人
々
御
中

○
義
直
か
ら
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

二
五
、
朝
倉
宣
正
書
状　

成
瀬
正
虎
・
竹
腰
正
信
宛　
極
月
十
八
日
付 

一
通（
29
）

（
切
紙
）　

縦
一
六
・
八　

横
四
八
・
七

（
追
而
書
）以
上

従　

亜（
義
直
）相

様
諸
白
」
大
樽
二
致
拝
領
候
、」
誠
以
忝
頂
戴
仕
候
、」
御
次
而
以
此
等
之
趣
、」

可
然
様
御
取
成
所
」
仰
候
、
恐
惶
謹
言

 
朝
倉
筑
後
守
」
宣
正（
花
押
）

　
　
　

極
月
十
八
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿
」
人
々
御
中

○
義
直
か
ら
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

二
六
、
朝
倉
宣
正
書
状　

竹
腰
正
信
・
成
瀬
正
虎
宛　
極
月
廿
日
付 

一
通（
30
）

（
切
紙
）　

縦
一
六
・
七　

横
四
四
・
六

従　

亜（
義
直
）相

様
被
成
」
歳
暮
之
御
祝
儀
、」
御
小
袖
壱
重
致
」
拝
領
候
、
寔
以
冥
加
」
之

至
難
有
奉
存
候
、」
此
等
之
趣
、
御
前
可
」
然
様
ニ
御
取
成
所
仰
候
、」
恐
惶
謹
言

 

朝
倉
筑
後
守
」
宣
正（
花
押
）

　
　
　

極
月
廿
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿
」
人
々
御
中

○
義
直
よ
り
歳
暮
の
祝
儀
と
し
て
小
袖
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

二
七
、
浅
野
長
治
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
（
寛
永
十
二
年
）十
月
五
日
付 

一
通（
31
）

（
切
紙
）　

縦
一
八
・
五　

横
五
三
・
〇

一
筆
啓
上
候
、
今
度
」
安

（
浅
野
光
晟
）

芸
守
祝
言
、
従　

」
御
城
就
被
仰
付
候
、
自
」
大（

義
直
）

納
言
様
為

御
礼
、
渡
辺
」
忠（

重
綱
）

右
衛
門
殿
御
越
付
御
書
」
被
下
、
忝
頂
戴
仕
候
、
安
芸
守
」
外
聞
召

申
忝
次
第
ニ
御
座
候
、
御
次
而
之
刻
、
可
然
」
様
被
仰
上
可
被
下
候
、
恐
惶
」
謹
言

 

浅
野
因
幡
守
」
長
治（
花
押
）

　
　
　

十（
寛
永
十
二
年
）

月
五
日　

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿
」
人
々
御
中

○
浅
野
光
晟
の
祝
言
を
祝
う
義
直
の
書
状
に
対
す
る
返
書
。

二
八
、
浅
野
長
晟
書
状　

滝
川
忠
征
宛　
（
寛
永
六
年
）三
月
廿
六
日
付 

一
通（
32
）

（
切
紙
）　

縦
一
八
・
二　

横
五
一
・
七

（
追
而
書
）已
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
被
成
下
」
御
書
頂
戴
仕
候
、
然
者
」
国
本
ゟ
積
廻
致
進
上
候
」
角
石
・

平
石
、
江
戸
へ
着
」
船
仕
儀
、
御
満
足
之
旨
」
被
仰
下
、
忝
仕
合
御
座
候
、」
此
等
之
趣
、

宜
預
御
披
」
露
候
、
恐
々
謹
言

 

浅
野
但
馬
守
」
長
晟（
花
押
）

　
　
　

三（
寛
永
六
年
）

月
廿
六
日

　
　

滝
川
豊（

忠
征
）

前
守
殿



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

七
五

○
広
島
か
ら
船
で
運
搬
の
角
石
・
平
石
が
江
戸
に
着
き
義
直
が
喜
ん
だ
こ
と
を
受
け
た

返
書
。

二
九
、
浅
野
長
晟
書
状　

成
瀬
正
虎
・
竹
腰
正
信
宛　
極
月
朔
日
付 

一
通（
34
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
九　

横
四
六
・
八

従　

大（
義
直
）

納
言
様
被
」
成
下
御
書
、
殊
御
鷹
之
」
鶴
一
羽
拝
領
仕
、
誠
以
」
遠
路
御
懇
情

之
段
、」
忝
仕
合
ニ
御
座
候
、」
御
前
可
然
様
御
取
成
所
仰
候
、」
恐
々
謹
言

 

浅
野
但
馬
守
」
長
晟（
花
押
）

　
　
　

極
月
朔
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿
」
竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
浅
野
長
晟
が
将
軍
か
ら
鶴
を
拝
領
し
た
こ
と
へ
の
義
直
の
書
状
に
対
す
る
返
書
。

三
〇
、
阿
部
政
澄
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
九
月
五
日
付 

一
通（
36
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
六　

横
四
九
・
四

（
追
而
書
）以
上

一
書
令
啓
上
候
、
然
者
」
従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
、」
殊
為
重
陽
之
御
祝
」
儀
御
小
袖
壱
重

致
拝
」
領
無
冥
加
仕
合
共
御
」
座
候
、
御
次
而
も
御
座
候
者
、」
可
然
様
ニ
御
取
成
奉
頼

候
、」
恐
惶
謹
言

 

阿
部
修
理
亮
」
政
澄（
花
押
）

　
　
　

九
月
五
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）城

殿

○
義
直
よ
り
重
陽
の
祝
儀
と
し
て
小
袖
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

三
一
、
阿
部
正
次
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
九
月
三
日
付 

一
通（
37
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
九　

横
五
一
・
八

為
重
陽
之
御
祝
」
儀
、
従　

大（
義
直
）

納
言
様
」
御
書
、
殊
ニ
御
小
袖
」
壱
重
拝
受
候
、
誠
」

無
冥
加
忝
儀
共
ニ
」
能
申
上
存
候
、
御
次
而
之
時
分
、
此
等
之
趣
御
取
」
成
奉
頼
候
、

恐
惶
」
謹
言

 

阿
部
備
中
守
」
正
次（
花
押
）

　
　
　

九
月
三
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）城

様
」
人
々
御
中

○
義
直
よ
り
重
陽
の
祝
儀
と
し
て
小
袖
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

三
二
、
阿
部
重
次
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
（
寛
永
十
七
年
）九
月
七
日
付 

一
通（
40
）

（
継
紙
）　

縦
一
九
・
八　

横
一
〇
九
・
一

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
」
被
下
、
謹
而
致
拝
見
候
、」
然
者
今
度
右（

光
友
）

兵
衛
督
様
江
」
御
巣

鸇
ニ
被
進
、
并
」
御
鷹
場
被
仰
付
候
御
事
、」
重
畳
御
満
足
被
思
召
」
之
由
、
奉
存
其

旨
候
、」
因
茲
御
使
者
被
差
遣
候
」
達　

御
聴
、
則　

御
前
江
」
被
召
出
、
御
念
之
入

候
通
、」
御
機
嫌
之
旨
御
直
ニ
」
被
仰
含
候
、
寔
拙
者
式
」
迄
被
仰
下
候
事
、」
過
分
至

極
奉
存
候
、」
此
旨
宜
御
取
成
候
、」
恐
々
謹
言

 

阿
部
対
馬
守
」
重
次（
花
押
）

　
　
　

九（
寛
永
十
七
年
）

月
七
日　

　
　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
義
直
の
嗣
子
光
友
が
、
将
軍
家
光
よ
り
巣
鸇
と
鷹
場
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
書

状
。



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

七
六

三
三
、
阿
部
重
次
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
十
月
十
四
日
付 

一
通（
41
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
八　

横
五
三
・
四

従　

大（
義
直
）

納
言
様
諸
白
」
両
樽
致
拝
領
、
寔
以
」
過
分
至
極
奉
存
候
、」
右
之
趣
、
宜
預

御
取
成
」
候
、
恐
々
謹
言

 

阿
部
対
馬
守
」
重
次（
花
押
）

　
　
　

十
月
十
四
日

　
　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
義
直
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

三
四
、
阿
部
重
次
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
十
一
月
廿
日
付 

一
通（
42
）

（
切
紙
）　

縦
一
九
・
七　

横
五
四
・
〇

御
書
忝
致
拝
見
候
、」
今
度
御
こ
ふ
し
に
て
被
為
」
執
候
御
鷹
之
鶴
被
進
義
、」
御
珍
重

思
食
、
為
御
礼
」
以
御
使
者
被
仰
上
候
、
則
」
御
前
被
召
出
御
念
入
候
」
段
、
御
機
嫌

御
座
候
、」
此
等
之
」
趣
、
宜
預
御
取
成
候
、
恐
々
」
謹
言

 

阿
部
対
馬
守
」
重
次（
花
押
）

　
　
　

十
一
月
廿
日

　
　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
将
軍
家
光
よ
り
拝
領
の
鶴
の
返
礼
の
使
者
が
、
将
軍
の
御
前
に
召
さ
れ
た
こ
と
を
告

げ
る
書
状
。

三
五
、
阿
部
忠
秋
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
二
月
廿
一
日
付 

一
通（
43
）

（
切
紙
）　

縦
一
五
・
四　

横
五
四
・
八

従　

大（
義
直
）

納
言
様
諸
白
」
両
樽
致
拝
領
、
誠
」
過
分
忝
次
第
奉
存
候
、」
毎
度
種
々
致
拝

領
」
何
共
可
申
上
様
無
御
」
座
候
、
御
次
而
之
刻
、
可
然
様
御
取
成
所
」
仰
候
、
恐
々

謹
言

  

阿
部
豊
後
守
」
忠
秋（
花
押
）

 　
　
　

二
月
廿
一
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

三
六
、
阿
部
忠
秋
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
六
月
十
七
日
付 

一
通（
45
）

（
切
紙
）　

縦
一
五
・
四　

横
四
五
・
〇

（
追
而
書
）以
上

従
大（

義
直
）

納
言
様
御
使
者
」
被
下
、
殊
更
鮎
之
鮨
一
桶
」
拝
領
仕
候
、
誠
以
過
分
忝
」
次
第
、

冥
加
至
極
奉
存
候
、」
此
等
之
趣
、御
次
而
之
剋
、」
可
然
之
様
御
取
成
所
仰
候
、」
恐
々

謹
言

 

阿
部
豊
後
守
」
忠
秋（
花
押
）

　
　
　

六
月
十
七
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
の
鮎
鮨
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

三
七
、
阿
部
忠
秋
書
状　

下
方
貞
景
宛　
八
月
十
七
日
付 

一
通（
48
）

（
竪
紙
）　

縦
三
三
・
七　

横
四
八
・
六



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

七
七

先
刻
従　

大（
義
直
）

納
言
様
鮎
之
鮨
」
二
桶
致
拝
領
、
誠
過
分
忝
奉
」
存
候
、
山（

正
信
）

城
守
殿
迄
状

を
以
申
」
入
候
得
共
、
弥
々
御
礼
之
儀
奉
頼
候
、」
恐
惶
謹
言

 

忠
秋（
花
押
）

　
　
　

八
月
十
七
日

 

阿
部
豊
後
守
」
忠
秋

　
　
　

下
方
左（

貞
景
）近

様
」
人
々
御
中

○
義
直
の
鮎
鮨
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

三
八
、
阿
部
忠
秋
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
八
月
十
八
日
付 

一
通（
49
）

（
切
紙
）　

縦
一
六
・
九　

横
四
七
・
九

従
大（

義
直
）

納
言
様
鮎
之
」
鮨
二
桶
致
拝
」
領
、
寔
過
分
忝
次
第
奉
存
候
、
御
次
而
」
之
刻
、

可
然
様
奉
」
頼
候
、
恐
惶
謹
言

  

阿
部
豊
後
守
」
忠
秋（
花
押
）

　
　
　

八
月
十
八
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
の
鮎
鮨
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

三
九
、
阿
部
忠
秋
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
（
寛
永
十
一
年
）九
月
八
日
付 

一
通（
50
）

（
継
紙
）　

縦
一
七
・
二　

横
一
〇
六
・
四

従
大（

義
直
）

納
言
様
御
書
被
成
」
下
、
謹
而
致
頂
戴
候
、
随
而
」
右（

光
友
）

兵
衛
督
様
御
巣
鸇
」
二
連

被
成
御
拝
領
、
殊
更
」
御
鷹
場
迄
被
進
、
重
」
畳
忝
思
召
付
、
御
使
」
者
以
被
仰
上

候
、
各
達
」
上
聞
候
処
、
御
使
者
」
御
前
江
被
召
出
、
御
機
嫌
之
」
旨
御
直
被
仰
含
候
、

委
」
曲
御
使
者
可
為
演
説
候
、」
此
等
之
趣
、
可
然
様
御
取
成
」
所
仰
候
、
恐
々
謹
言

 

阿
部
豊
後
守
」
忠
秋（
花
押
）

 　
　
　

九（
寛
永
十
一
年
）

月
八
日　

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
の
嗣
子
光
友
が
、
将
軍
よ
り
鷹
と
鷹
場
を
拝
領
し
た
こ
と
に
つ
き
使
者
を
遣
わ

し
た
こ
と
に
対
す
る
書
状
。

四
〇
、
天
野
正
成
書
状　

下
方
貞
景
宛　
六
月
廿
四
日
付 

一
通（
57
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
〇　

横
四
六
・
〇

大（
義
直
）

納
言
様
ゟ
諸
白
」
両
樽
拝
領
仕
、
誠
ニ
」
過
分
至
極
可
申
上
様
も
」
無
御
座
候
、
此
等

之
趣
、」
御
年
寄
衆
迄
可
然
」
様
ニ
被
仰
上
可
被
下
候
、」
恐
惶
謹
言

 

天
野
図
書
助
」
正
成（
花
押
）

　
　
　

六
月
廿
四
日

　
　

下
方
左（

貞
景
）近

殿

○
義
直
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

四
一
、
天
野
正
成
書
状　

下
方
貞
景
宛　
八
月
十
一
日
付 

一
通（
58
）

（
切
紙
）　

縦
三
一
・
七　

横
五
三
・
五

（
追
而
書
）尚
以
大
納
言
様
ゟ
両
樽
頭

（
頂
）戴

仕
、」
過
分
不
可
過
之
候
、
何
も
面
上
ニ
得
」
御

意
、
誰
人
様
へ
成
共
御
礼
可
申
上
候
、
已
上

昨
日
者
預
御
懇
書
、
殊
ニ
従　

」
大（

義
直
）

納
言
様
諸
白
両
樽
拝
領
仕
候
、」
誠
過
分
冥
加
成
仕



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

七
八

合
難
申
上
存
候
、」
則
被
仰
可
申
上
候
処
、
去
方
へ
罷
越
」
暮
候
而
罷
帰
候
条
延
引
所

存
」
之
外
ニ
御
座
候
、
如
蒙
仰
候
其
以
来
」
不
得
御
意
候
処
、
久
々
御
煩
候
由
承
候
、」

努
々
不
存
以
書
状
も
不
申
入
候
事
、」
失
本
意
存
候
、
随
而
将（

家
光
）軍

様
へ
」
鮎
之
鮨
被
成
御

上
候
由
、
昨
日
者
拙
者
」
登　

城
不
致
候
、
只
今
罷
出
候
間
、」
則
御
年
寄
衆
へ
可
申

上
候
、
恐
々
謹
言

 

正
成（
花
押
）

　
　
　

八
月
十
一
日

 

天
野
図
書
」
正
成

　

〆
下
方
左（

貞
景
）近

様
」
御
報

○
義
直
よ
り
諸
白
を
拝
領
し
た
こ
と
、
な
ら
び
に
義
直
が
将
軍
家
光
へ
鮎
鮨
を
献
上
し

た
こ
と
に
対
す
る
書
状
。

四
二
、
安
藤
直
次
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
九
月
十
八
日
付 

一
通（
60
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
六　

横
五
三
・
一

（
追
而
書
）已
上

従　

亜（
義
直
）相

様　

御
書
」
被　

成
下
、
謹
頂
戴
、
殊
」
鮭
壱
尺
拝
領
、
誠
以
過
」
分
忝
次

第
可
申
上
様
も
」
無
御
座
候
、
右
之
通
」
御
前
御
次
而
之
節
、
可
」
然
様
ニ
被
仰
上
可

被
下
候
、」
恐
々
謹
言

 

安
藤
帯
刀
」
直
次（
花
押
）

　
　
　

九
月
十
八
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
の
鮭
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

四
三
、
安
藤
直
次
書
状　

滝
川
忠
征
・
阿
部
正
興
・
寺
尾
直
政
宛　
二
月
廿
日
付　

 

一
通（
61
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
二　

横
五
〇
・
五

（
追
而
書
）以
上

従　

亜（
義
直
）相

様
御
書
」
被
成
下
、
殊
寒
中
之
」
御
鷹
之
鶴
一
羽
被
下
置
忝
拝
領
、
誠
以
」

過
分
難
有
仕
合
、」
中
々
可
申
上
様
も
無
御
」
座
候
、右
之
通　

御
前
可
然
様
ニ
被
仰
上
」

可
被
下
候
、
恐
々
謹
言

 

安
藤
帯
刀
」
直
次（
花
押
）

　
　
　

二
月
廿
日

　
　

滝
川
豊（

忠
征
）

前
守
殿
」
阿
部
河（

正
興
）

内
守
殿
」
寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
義
直
よ
り
、
将
軍
家
光
下
賜
の
鷹
が
捕
ら
え
た
鶴
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

四
四
、
安
藤
重
長
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
三
月
十
五
日
付 

一
通（
62
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
八　

横
五
〇
・
九

従　

大（
義
直
）

納
言
様
諸
」
白
・
大
柳
両
樽
致
拝
受
、
寔
以
冥
」
賀
之
至
奉
存
候
、」
此
等
之

趣
、
可
然
様
ニ
」
御
取
成
所
仰
候
、」
恐
々
謹
言

 

安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

三
月
十
五
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

四
五
、
安
藤
重
長
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
三
月
廿
四
日
付 

一
通（
63
）



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

七
九

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
〇　

横
四
八
・
〇

従　

大（
義
直
）

納
言
様
」
美
濃
小
鮎
之
鮓
」
一
桶
致
拝
領
候
、」
寔
冥
加
至
極
奉
」
存
候
、
右

之
趣
、
御
」
次
而
之
節
、
可
然
様
」
御
披
露
所
仰
候
、」
恐
々
謹
言

 

安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

三
月
廿
四
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）人

殿

○
義
直
の
美
濃
の
小
鮎
鮨
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

四
六
、
安
藤
重
長
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
（
寛
永
三
年
）閏
卯
月
廿
三
日
付 

一
通（
64
）

（
切
紙
）　

縦
一
六
・
九　

横
五
〇
・
〇

従　

黄（
義
直
）門

様
諸
白
」
両
樽
拝
受
、
誠
以
」
過
分
至
極
冥
加
」
之
至
奉
存
候
、
此
」
等
之

趣
、
宜
預
御
」
取
成
候
、
恐
々
謹
言

 

安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

閏（
寛
永
三
年
）

卯
月
廿
三
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

四
七
、
安
藤
重
長
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　

七
月
廿
六
日
付 

一
通（
66
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
三　

横
五
二
・
二

（
追
而
書
）已
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
」
諸
白
二
樽
致
拝
」
領
候
、
寔
冥
加
之
至
奉
存
候
、
御
次
」
而
之
刻
、

右
之
趣
、」
可
然
様
御
取
成
所
」
仰
候
、
恐
々
謹
言

 

安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

七
月
廿
六
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。 

四
八
、
安
藤
重
長
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
八
月
三
日
付 

一
通（
68
）

（
切
紙
）　

縦
一
六
・
六　

横
四
五
・
五

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
」
鮎
之
鮨
二
桶
致
」
拝
受
候
、誠
以
冥
加
」
之
至
奉
存
候
、此
等
之
」
趣
、

可
然
様
ニ
可
預
」
御
取
成
候
、
恐
々
謹
言

 

安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

八
月
三
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
の
鮎
鮨
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

四
九
、
安
藤
重
長
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　

八
月
八
日
付 

一
通（
69
）

（
切
紙
）　

縦
一
八
・
二　

横
五
二
・
七

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
拙
者
」
式
煩
中
候
付
、
御
書
被
成
」
下
候
、
誠
以
冥
加
至
極
」
奉
存
候
、

今
程
者
致
本
」
復
、
御
前
へ
も
罷
出
候
、」
御
次
而
之
刻
、
此
等
之
趣
、
宜
」
預
御
取
成

候
、
恐
々
謹
言



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

八
〇

 

安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

八
月
八
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
へ
、（
安
藤
重
長
の
）病
気
が
本
復
し
た
こ
と
を
伝
え
る
書
状
。

五
〇
、
安
藤
重
長
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
九
月
七
日
付 

一
通（
70
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
二　

横
四
九
・
七

（
追
而
書
）已
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
為
」
重
陽
之
御
祝
儀
御
」
小
袖
一
重
致
拝
領
、」
不
浅
冥
加
至
極
成
」

仕
合
、
幾
久
頂
戴
仕
候
、」
御
次
而
之
節
、
可
然
様
」
御
取
成
所
仰
候
、
恐
々
謹
言

 
安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

九
月
七
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
よ
り
重
陽
の
祝
儀
と
し
て
小
袖
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

五
一
、
安
藤
重
長
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
九
月
十
日
付 
一
通（
71
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
七　

横
五
一
・
五

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
、
殊
」
為
重
陽
之
御
祝
儀
御
」
小
袖
壱
重
致
拝
領
、
誠
以
」
忝
次

第
冥
加
之
仕
合
、」
幾
久
目
出
度
頂
戴
」
仕
候
、
此
等
之
趣
、
御
次
而
之
刻
、」
可
然
様

御
取
成
所
仰
候
、」
恐
々
謹
言

  

安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

九
月
十
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
よ
り
重
陽
の
祝
儀
と
し
て
小
袖
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

五
二
、
安
藤
重
長
書
状　

高
力
信
重
宛　
九
月
廿
七
日
付 

一
通（
72
）

（
竪
紙
）　

縦
三
一
・
〇　

横
四
五
・
三

従　

大（
義
直
）

納
言
様
諸
白
御
樽
二
」
致
拝
領
候
、
誠
忝
次
第
、
不
浅
」
奉
存
候
、
就
夫
、
先

刻
□
□
」
処
、
西
丸
ニ
罷
在
候
故
、
不
能
面
顔
候
、」
重
而
以
書
状
御
礼
可
申
上
候
、

恐
々
謹
言

 

重
長（
花
押
）

　
　
　

九
月
廿
七
日

 

安
右
京
進
」
重
長

　
　

〆
高
力
七（

信
重
）右

様
」
御
宿
所

○
義
直
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

五
三
、
安
藤
重
長
書
状　

成
瀬
正
虎
宛　
十
月
廿
三
日
付 

一
通（
73
）

（
切
紙
）　

縦
一
八
・
二　

横
五
二
・
五

従　

大（
義
直
）

納
言
様
甘
干
」
壱
箱
致
拝
領
候
、
誠
以
」
過
分
忝
仕
合
、
冥
加
」
至
極
奉
存
候
、

御
次
」
而
之
節
、
御
前
宜
預
」
御
取
成
候
、
恐
々
謹
言

 

安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

十
月
廿
三
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

八
一

○
義
直
の
柿
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

五
四
、
安
藤
重
長
書
状　

竹
腰
正
信
宛　

十
一
月
晦
日
付　

一
通（
74
）　

（
切
紙
）　

縦
一
六
・
五　

横
四
八
・
三

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
」
国
元
之
大
根
十
」
本
拝
領
仕
候
、
誠
」
忝
次
第
、
不
浅
奉
」
存
候
、

此
等
之
趣
、
宜
預
」
御
披
露
候
、
恐
惶
謹
言

 

安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

十
一
月
晦
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
の
尾
張
の
大
根
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

五
五
、
安
藤
重
長
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
極
月
八
日
付 

一
通（
75
）

（
切
紙
）　

縦
一
六
・
六　

横
四
九
・
五

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
新
」
諸
白
両
樽
致
拝
」
受
候
、
誠
以
冥
加
之
」
至
奉
存
候
、
此
等
之

趣
、」
御
次
而
之
節
可
然
様
」
可
預
御
取
成
候
、
恐
惶
」
謹
言

 

安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

極
月
八
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿
」
人
々
御
中

○
義
直
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

五
六
、
安
藤
重
長
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
極
月
廿
二
日
付 

一
通（
76
）

（
切
紙
）　

縦
一
六
・
七　

横
四
七
・
八

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
為
」
御
音
信
諸
白
両
」
樽
致
拝
領
候
、」
寔
以
忝
仕
合
、
冥
」
加
之
至

奉
存
候
、
御
」
次
以
此
等
之
趣
、
宜
預
」
御
披
露
候
、
恐
々
謹
言

 

安
藤
右
京
進
」
重
長（
花
押
）

　
　
　

極
月
廿
二
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

五
七
、
井
伊
直
孝
書
状　

平
岩
元
国
宛　
六
月
十
八
日
付 

一
通（
79
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
五　

横
四
九
・
〇

（
追
而
書
）已
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
書
・
」
御
使
者
并
御
太
刀
一
腰
・
」
御
馬
代
銀
子
百
枚
・
御
」
帷
子
廿

内
単
物
十
」
拝
領
、
過
分
至
極
ニ
奉
存
候
、」
可
然
様
ニ
被
仰
上
可
被
下
候
、」
慮
外
ニ

奉
存
候
間
、
態
御
」
請
者
不
申
上
候
、
恐
惶
」
謹
言

 

井
伊
掃
部
頭
」
直
孝（
花
押
）

　
　
　

六
月
十
八
日

　
　

平
岩
弥
右
衛（

元
国
）

門
尉
様
」
人
々
御
中

○
義
直
の
太
刀
・
馬
代
銀
子
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

五
八
、
板
倉
重
郷
書
状　

成
瀬
正
虎
迄　
（
寛
永
十
四
年
）六
月
廿
五
日
付 

一
通（
83
）



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

八
二

（
切
紙
）　

縦
一
六
・
五　

横
四
七
・
四

従　

大（
義
直
）

納
言
様
」
鮎
鮨
壱
桶
致
拝
」
領
候
、
誠
以
過
分
至
」
極
奉
存
候
、
御
次
而
之
」

刻
、
可
然
様
御
取
成
」
所
仰
候
、
恐
々
謹
言

 

板
倉
長
門
守
」
重
郷（
花
押
）

　
　
　

六（
寛
永
十
四
年
）

月
廿
五
日

　
　

成
瀬
隼（

正
虎
）

人
正
殿

○
義
直
の
鮎
鮨
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

五
九
、
板
倉
重
矩
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
六
月
廿
八
日
付 

一
通（
84
）

（
切
紙
）　

縦
一
五
・
三　

横
四
七
・
〇

（
追
而
書
）已
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
使
」
者
、
殊
ニ
御
国
之
」
鮎
鮨
壱
桶
拝
領
」
仕
、
過
分
至
極
ニ
奉
」

存
候
、
以
御
次
而
可
」
然
様
ニ
被
仰
上
可
被
」
下
候
、
度
々
忝
」
仕
合
可
申
上
様
も
無
」

御
座
候
、
恐
惶
謹
言

 

板
倉
主
水
佐
」
重
矩（
花
押
）

　
　
　

六
月
廿
八
日

　
　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
殿

○
義
直
の
鮎
鮨
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

六
〇
、
板
倉
重
宗
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
正
月
十
一
日
付 

一
通（
85
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
五　

横
五
二
・
三

（
追
而
書
）以
上

禁
中
江
海
鼠
腸
」
一
壺
御
進
上
被
成
候
、
則
」
上
申
候
処
、
御
機
嫌
ニ
」
被　

思
食
候
、

御
返
事
」
出
申
候
者
、
重
而
進
上
可
」
仕
候
、
将
又
私
へ
海
鼠
腸
一
壺
」
致
拝
領
候
、

誠
以
過
分
」
至
極
冥
加
無
御
座
奉
」
存
候
、
御
次
而
之
節
、
此
等
之
」
趣
、
宜
預
御
披

露
候
、
恐
々
謹
言

 

板
倉
周
防
守
」
重
宗（
花
押
）

　
　
　

正
月
十
一
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
禁
中
に
海
鼠
膓
を
献
上
し
た
こ
と
と
、（
板
倉
重
宗
へ
も
）海
鼠
膓
を
下
賜
し
た
こ
と

に
対
す
る
返
書
。

六
一
、
板
倉
重
宗
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
八
月
廿
五
日
付 

一
通（
89
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
〇　

横
四
八
・
四

従　

大（
義
直
）

納
言
様
」
御
使
者
、
殊
鮎
之
」
鮨
弐
桶
・
諸
白
両
樽
」
致
拝
領
候
、
重
々
」
御

使
者
過
分
至
」
極
無
冥
加
仕
合
ニ
」
御
座
候
、
此
等
之
趣
、
可
」
然
様
被
仰
上
可
被
下

候
、」
恐
々
謹
言

 

板
倉
周
防
守
」
重
宗（
花
押
）

　
　
　

八
月
廿
五
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
の
鮎
鮨
と
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

六
二
、
板
倉
重
宗
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
九
月
十
六
日
付 

一
通（
90
）

（
切
紙
）　

縦
一
六
・
八　

横
五
〇
・
七



「
敬
公
以
来
来
翰
」
の
紹
介（
三
）

八
三

従　

大（
義
直
）

納
言
様
御
」
書
、
殊
鮭
一
尺
致
」
拝
領
候
、
寔
以
忝
」
次
第
無
冥
加
」
儀
共
御

座
候
、
御
次
而
」
刻
、
此
之
旨
可
然
」
様
御
取
成
所
仰
候
、」
恐
惶
謹
言

 

板
倉
周
防
守
」
重
宗（
花
押
）

　
　
　

九
月
十
六
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
の
鮭
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

六
三
、
板
倉
重
宗
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
極
月
廿
九
日
付 

一
通（
97
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
〇　

横
五
二
・
三

御
書
忝
致
拝
見
候
、」
殊
海
鼠
腸
一
壺
」
拝
領
仕
候
、
誠
以
冥
」
加
無
御
座
、
過
分
至

極
」
奉
存
候
、
此
等
之
趣
、
可
」
然
様
宜
預
御
披
露
候
、」
恐
々
謹
言

 

板
倉
周
防
守
」
重
宗（
花
押
）

　
　
　

極
月
廿
九
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
殿

○
義
直
の
海
鼠
膓
下
賜
に
対
す
る
返
書
。

六
四
、
板
倉
重
昌
書
状　

竹
腰
正
信
宛　
（
寛
永
三
年
）後
卯
月
十
二
日
付 

一
通（
98
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
四　

横
一
〇
三
・
一

（
追
而
書
）以
上

従　

中（
義
直
）

納
言
様
」
諸
白
大
樽
弐
ツ
致
」
拝
領
候
、
誠
以
冥
加
」
之
至
過
分
至
極
ニ
」
奉
存

候
、
御
次
之
刻
、」
可
然
様
被
仰
上
可
」
被
下
候
、
爰
元
両（

家
光
・
秀
忠
）

」
上
様
御
機
嫌
能
被
成
」

御
座
候
、
拙
者
儀
も
御
」
先
へ
可
被
遣
様
ニ
御
」
沙
汰
御
座
候
得
共
、」
爾
今
不
罷
上
候

而
、
罷
」
有
候
、
只
今
之
分
ニ
候
ハ
ヽ
、」
大
形
御
供
に
て
可
有
」
御
座
候
と
奉
存
候
、
尚
」

期
後
音
之
節
候
、」
恐
惶
謹
言

 

板
倉
内
膳
正
」
重
昌（
花
押
）

　
　
　

後
卯（

寛
永
三
年
）

月
十
二
日

　
　

竹
腰
山（

正
信
）

城
守
様
」
人
々
御
中

○
義
直
の
諸
白
下
賜
に
対
す
る
返
礼
と
、
将
軍
家
光
と
大
御
所
秀
忠
の
動
静
を
伝
え
る

書
状
。

六
五
、
板
倉
重
昌
書
状　

寺
尾
直
政
宛　
五
月
二
日
付 

一
通（
100
）

（
切
紙
）　

縦
一
七
・
六　

横
五
三
・
五

（
追
而
書
）以
上

従　

大（
義
直
）

納
言
様
」
御
書
、
謹
而
頂
戴
」
仕
候
、
然
者
為
端
午
」
之
御
祝
儀
、
御
帷
」
子

之
内
御
単
物
一
」
拝
領
仕
、
冥
加
之
至
」
過
分
至
極
奉
存
候
、」
御
次
而
之
刻
、
可
然

様
」
ニ
仰
上
可
被
下
候
、
恐
惶
」
謹
言

 

板
倉
内
膳
正
」
重
昌（
花
押
）

　
　
　

五
月
二
日

　
　

寺
尾
左（

直
政
）

馬
助
様

○
義
直
よ
り
端
午
の
祝
儀
と
し
て
帷
子
を
拝
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
書
。

 

（
続
く
）

（
徳
川
美
術
館　

学
藝
員
）





徳
川
斉
荘
自
筆
歌
紀
行
文

八
五

　

は　

じ　

め　

に

一　

写
本
の
伝
播

二　

斉
荘
の
事
績

三　
「
夏
の
日
国
に
帰
の
記
」
概
説

四　
「
岐
阜
の
道
し
る
べ
」
概
説

五　
「
知
多
の
枝
折
」
概
説

六　

犬
山
御
成
概
説

　

お　

わ　

り　

に

〔
翻
刻
〕は　

じ　

め　

に

本
稿
は
徳
川
美
術
館
が
所
蔵
す
る
尾
張
徳
川
家
十
二
代
斉
荘（
一
八
一
〇
～
四
五
）自

筆
歌
書
の
翻
刻
及
び
解
題
で
あ
る
。
斉
荘
の
自
筆
歌
書
は
三
種
あ
り（
以
下
、
一
括
表
現

の
場
合
は
「
斉
荘
歌
紀
行
文
」
と
い
う
。）、
い
ず
れ
も
天
保
十
四
年（
一
八
四
三
）の
御
国
入

り
の
年
に
著
さ
れ
た
歌
紀
行
文
で
、
徳
川
美
術
館
で
は
紀
貫
之
の
『
土
佐
日
記
』
に
擬

し
た
和
歌
ま
じ
り
紀
行
文
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

六
月
十
五
日
の
江
戸
出
立
か
ら
二
十
五
日
の
名
古
屋
到
着
ま
で
十
一
日
間
に
わ
た
る

東
海
道
中
歌
紀
行
文
「
夏
の
日
国
に
帰
の
記
」（
以
下
「
夏
の
日
」
と
い
う
。）、
九
月
二
十

一
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
四
日
間
に
わ
た
る
岐
阜
御
成
歌
紀
行
文
「
岐
阜
の
道
し
る

べ
」（
以
下
、「
岐
阜
」
と
い
う
。）、
十
月
一
日
か
ら
六
日
ま
で
六
日
間
に
わ
た
る
知
多
巡

覧
歌
紀
行
文
「
知
多
の
枝
折
」（
以
下
、「
知
多
」
と
い
う
。）の
三
種
は
、
尾
張
藩
の
「
御

小
納
戸
日
記
」
と
い
っ
た
公
式
記
録
で
は
記
さ
れ
な
い
殿
様
個
人
の
感
慨
や
文
化
的
素

養
を
測
る
史
料
と
し
て
興
味
深
い
。
徳
川
美
術
館
で
は
こ
れ
ら
を
「
歌
書
」
に
分
類
し

て
い
る
。
い
ず
れ
も
定
家
様
の
書
体
で
、
他
の
斉
荘
自
筆
書
と
の
比
較
の
上
に
お
い
て

斉
荘
の
自
筆
と
断
定
で
き
る
三
冊
で
あ
る
。

斉
荘
歌
紀
行
文
は
楮
紙
の
竪
本
形
和
綴
本
で
、
型
絵
染
に
よ
る
和
紙
を
表
紙
と
し
て

用
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
装
丁
仕
様
は
異
な
る
。「
夏
の
日
」
は
本
文
三
十
二
丁
、
縦

二
六
・
七
糎
、
横
一
九
・
一
糎
で
、
黄
地
紙
に
杉
葉
文
唐
草
を
緑
色
で
施
し
、
朱
地
紙

の
斉
荘
自
筆
題
箋
を
貼
る
。「
岐
阜
」
は
本
文
三
十
三
丁
、
縦
二
七
・
三
糎
、
横
一
八
・

（
1
）

（
2
）

（
3
）

〔
史
料
紹
介
〕

徳
川
斉
荘
自
筆
歌
紀
行
文

原
　
　
　
史
　
彦



徳
川
斉
荘
自
筆
歌
紀
行
文

八
六

八
糎
で
、
白
地
紙
に
花
菱
斜
格
子
枠
を
紺
色
で
施
し
、
水
浅
葱
地
紙
の
斉
荘
自
筆
題
箋

を
貼
る
。「
知
多
」
は
本
文
二
十
四
丁
、
縦
二
七
・
一
糎
、
横
一
九
・
一
糎
で
、
白
地
紙

に
火
炎
龍
文
の
緑
色
上
下
帯
、
中
央
表
裏
に
番
の
水
鳥
と
落
葉
水
草
流
水
を
朱
色
で
施

す
が
、
題
箋
は
無
く
表
紙
に
直
接
、
斉
荘
自
筆
の
書
名
が
記
さ
れ
る
。
推
敲
の
跡
が
無

い
た
め
、
携
帯
し
て
道
中
で
直
接
記
し
た
手
控
え
で
は
な
く
清
書
本
で
あ
る
。
後
述
す

る
が
、
各
書
に
は
道
中
景
観
の
描
写
で
前
後
す
る
箇
所
が
あ
り
、
紀
行
と
同
時
進
行
で

記
述
し
た
内
容
で
は
な
い
こ
と
が
判
る
。

表
紙
書
・
題
箋
が
自
筆
の
た
め
、
斉
荘
自
身
も
装
丁
作
業
に
直
接
関
与
し
た
の
だ
ろ

う
。
寸
法
・
装
丁
仕
様
に
差
異
が
あ
る
の
は
、
清
書
・
装
丁
を
別
々
に
行
っ
た
こ
と
に

よ
る
と
思
わ
れ
る
。「
夏
の
日
」
の
巻
末
に
は
「
天
保
十
四
年
癸
夘
年 

水
無
月
」、「
岐

阜
」
の
巻
末
に
は
「
天
保
十
四
年
九
月
下
浣
」、「
知
多
」
の
巻
末
に
は
「
天
保
十
四
と

い
ふ
と
し 

神
無
月 

は
し
め
つ
か
た
」
と
記
し
て
お
り
、
三
種
一
括
で
は
な
く
、
各
紀

行
直
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
清
書
・
装
丁
を
行
っ
た
と
み
な
し
た
い
。

一　

写
本
の
伝
播

「
斉
荘
歌
紀
行
文
」
は
尾
張
徳
川
家
当
主
の
直
筆
記
録
で
あ
る
た
め
、
本
来
は
一
般

に
頒
布
す
る
性
質
の
記
録
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
複
数
の
写
本
の
存
在
が
確
認

で
き
る
。
徳
川
美
術
館
に
は
「
知
多
」
の
写
本
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
に
は
「
岐
阜
」

の
写
本
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
他
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
記
録
の
内
、
尾
張
藩
陪
臣

で
随
筆
家
の
小
寺
玉
晃（
一
八
〇
〇
～
七
八
）が
編
纂
し
た
「
續
学
舎
叢
書
」
廿
六
に
「
斉

荘
公
御
道
の
記 

岐
阜 

知
多 

犬
山
」
と
し
て
「
岐
阜
」
と
「
知
多
」
が
、
尾
張
藩
重
臣

大
道
寺
家
の
家
臣
・
水
野
正
信（
一
八
〇
五
～
六
八
）が
著
し
た
編
年
記
録
「
青
窓
紀
聞
」

二
十
八
に
も
「
岐
阜
」
と
「
知
多
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。「
青
窓
紀
聞
」
所
載
の
「
岐

阜
」
と
「
知
多
」
に
つ
い
て
は
、
鬼
頭
勝
之
の
私
家
版
に
よ
る
影
印
掲
載
と
翻
刻
及
び

簡
単
な
解
説
が
あ
る
。
な
お
、
徳
川
美
術
館
の
写
本
は
、
平
成
十
六
年（
二
〇
〇
四
）の

購
入
品
で
、
元
は
半
田
の
中
野
半
六
家
伝
来
本
と
推
測
さ
れ
る
一
冊
で
あ
る
。
ま
た
、

『
知
多
郡
史 

中
巻
』
に
は
「
知
多
」
の
全
文
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
出
典

史
料
の
所
蔵
者
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
他
、
桑
山
好
之
編
『
金
鱗
九
十
九
之
塵
』（
以
下
、『
金
鱗
』
と
い
う
。）巻
第
六
の
、

桑
山
が
「
天
保
録
」
と
名
付
け
て
収
載
し
た
記
録
の
中
に
「
岐
阜
」・「
知
多
」
の
全
文

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
刊
行
本
の
市
橋
鐸
著
「
解
説
」
に
よ
れ
ば
、
桑
山
は
名
古

屋
城
下
伝
馬
町
通
武
平
町
の
大
八
車
屋
の
主
人
で
、
著
名
で
は
な
い
が
和
歌
・
俳
句
・

絵
画
な
ど
を
一
通
り
嗜
む
趣
味
人
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
金
鱗
』
は
、
本
人
の
趣
味

の
範
疇
で
蒐
集
・
見
聞
し
た
事
項
を
基
に
九
十
九
巻
に
ま
と
め
て
編
纂
し
た
名
古
屋
誌

で
あ
り
、
編
纂
年
は
不
明
な
が
ら
、
天
保
十
五
年（
一
八
四
四
）刊
行
の
『
尾
張
名
所
図

会
前
編
』
が
各
巻
に
わ
た
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
市
橋
鐸
は
天
保
末
年
よ
り
弘

化
年
間（
一
八
四
四
～
四
八
）頃
の
編
纂
と
推
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
金
鱗
』
編
纂
当

初
の
巻
に
「
岐
阜
」・「
知
多
」が
収
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
書
の
執
筆
後
、

早
い
時
点
で
そ
の
内
容
が
民
間
に
流
布
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
「
岐
阜
」
写
本
に
は
「
天
保
十

四
年
夘
九
月
日
下
部
保
敬
謹
写
」
の
奥
書
が
あ
る
。
同
時
代
の
尾
張
藩
士
に
日
下
部
保

敬
な
る
人
物
を
確
認
で
き
な
い
が
、
斉
荘
側
近
に
連
な
る
人
物
で
あ
ろ
う
か
。「
岐

阜
」
の
執
筆
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
斉
荘
は
そ
の
写
本
製
作
を
許
し
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。ま

た
、
徳
川
美
術
館
の
写
本
に
附
属
す
る
「
小
田
切
伝
之
丞（
春
江
）自
筆
書
状 

中
野

半
六
宛
」
よ
り
、写
本
伝
播
の
状
況
の
一
例
が
判
明
す
る
。（「
／
」
は
改
行
。
筆
者
加
筆
。）

（
4
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秋
冷
相
催
候 

い
よ
〳
〵
御
安
泰
／
目
出
度
存
候 

然
ハ
今
度
御
書
物
／
尾
張
志
御

用
ニ
付 

今
日
／
当
村
よ
り
相
越
候
付 

一
寸
／
御
目
ニ
か
ゝ
り
度
義
有
之
候
處
／

ど
ふ
か
御
病
中
之
旨
御
承
知
／
い
た
し
候
付 

手
紙
ニ
而
申
入
候
／
右
ハ
去
年
当
郡

／
御
成
之
砌
／
上
様
御
道
の
記
御
出
来
／
尤
貴
方
の
御
自
詠
等
も
／
御
書
の
せ
ニ

相
成
居
候
／
右
ハ
は
や
御
存
ニ
候
哉 

も
し
／
い
ま
だ
御
覧
な
く
候
ハ
ヽ 

幸
ひ
／

う
つ
し
持
参
い
た
し
候
付
／
御
目
ニ
か
け
た
く 

い
ま
た
／
御
知
人
ニ
而
も
無
之
候

得
共
／
と
く
と
／
右
之
段
一
筆
申
入
候 

尤
御
覧
／
御
座
候
而
御
存
な
ら
ハ 

別
ニ

／
御
返
事
ニ
ハ
不
及
御
流
／
可
成
候
／
以
上

　

七
月
廿
九
日

（
裏
書
）

中
野
半
六
殿
へ　

小
田
切
伝
之
丞

尾
張
藩
士
で
絵
師
の
小
田
切
春
江（
一
八
一
〇
～
八
八
）が
、
半
田
の
海
運
・
醸
造
業

者
で
尾
張
藩
御
用
達
在
郷
十
人
衆
の
一
人
だ
っ
た
中
野
半
六
へ
宛
て
た
書
状
で
、
斉
荘

の
御
成
を
「
去
年
」
と
し
て
い
る
た
め
、
天
保
十
五
年
の
書
状
と
判
る
。
小
田
切
は
、

藩
命
編
纂
の
『
尾
張
志
』
の
挿
図
を
担
当
し
て
お
り
、
そ
の
「
御
用
」
と
し
て
半
田
へ

赴
い
た
際
、
中
野
に
面
会
を
願
っ
た
が
、
中
野
が
病
気
で
会
え
な
か
っ
た
た
め
、
改
め

て
手
紙
を
書
き
、「
上
様
御
道
の
記
」
に
中
野
の
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
の
で
「
う
つ

し
」
を
持
参
し
て
見
せ
た
い
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
こ
の
書
状
に
よ
れ
ば
小
田
切
と
中

野
は
、
ま
だ
知
己
で
は
な
い
こ
と
が
判
る
た
め
、「
上
様
御
道
の
記
」
を
利
用
し
て
半

田
の
有
力
者
に
接
近
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
小
田
切
の
真
意
は
と
も
か
く
、
こ

の
書
状
が
写
本
と
共
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
徳
川
美
術
館
所
蔵
の
写
本
は
、
こ
の
時
、
小

田
切
が
持
参
し
た
「
う
つ
し
」
の
写
し
、
な
い
し
は
「
う
つ
し
」
そ
れ
自
体
で
あ
ろ

う
。
一
部
の
尾
張
藩
士
が
所
持
し
た
写
本
を
通
し
て
、
民
間
に
流
布
し
て
い
く
過
程
が

判
る
。

他
の
事
例
は
不
明
だ
が
、
現
存
す
る
写
本
・
筆
写
類
は
、
原
本
を
含
め
て
表
記
の
一

致
を
み
な
い
。
一
例
と
し
て
、
知
多
巡
覧
の
際
、
河
和
水
野
家
で
詠
ん
だ
歌
と
し
て

「
磯
近
き 

河
和
の
浦
に 

住
田
鶴
の 

ち
よ
よ
は
ふ
ら
む 

声
の
さ
や
け
さ
」
が
、『
知
多

郡
史 

中
巻
』
で
は
「
磯
ち
か
き 

河
和
の
浦
に 

住
鶴
の 

千
代
よ
い
ふ
ら
ん 

聲
の
さ
や

け
き
」
と
あ
り
、
漢
字
・
仮
名
の
違
い
の
他
、「
ち
よ
よ
は
ふ
ら
む（
千
代
呼
ば
ふ
ら
む
）」

を
「
千
代
よ
い
ふ
ら
ん
」
と
す
る
な
ど
歌
の
意
も
違
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
翻
刻
時
の

誤
読
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
漢
字
・
仮
名
使
い
は
原
典
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る

た
め
、
転
写
過
程
を
現
存
写
本
か
ら
追
う
こ
と
は
難
し
い
。
ち
な
み
に
、
河
和
水
野
家

屋
敷
の
部
材
を
用
い
て
美
浜
町
総
合
公
園
内
に
新
設
さ
れ
た
水
野
屋
敷
記
念
館
前
に

は
、
斉
荘
の
歌
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、『
知
多
郡
史 

中
巻
』
に
基
づ
い
て
お
り
、

原
本
の
歌
と
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
写
本
製
作
を
許
す
斉
荘
の
意
図
は
判
ら
な
い
が
、
多
少
の
自
己
顕
示
も

含
め
、
近
し
い
関
係
者
に
流
布
す
る
こ
と
は
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
書
き
写
し
た
側

と
し
て
も
、
文
化
人
と
し
て
の
素
養
を
持
つ
斉
荘
の
賞
揚
あ
る
い
は
、
斉
荘
の
文
化
的

活
動
成
果
の
上
級
藩
士
な
い
し
一
部
有
識
者
層
に
対
す
る
共
有
を
図
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
一
般
頒
布
を
目
的
と
し
な
い
ま
で
も
、
特
に
尾
張
領
国
に
お
い
て
は
一
定
度
の

流
布
が
あ
っ
た
可
能
性
は
指
摘
で
き
る
。

た
だ
し
、
管
見
の
限
り
「
夏
の
日
」
の
写
本
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
た
め
、
斉
荘

が
筆
写
を
許
し
た
の
は
「
岐
阜
」
と
「
知
多
」
の
み
だ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。「
夏
の

日
」
の
冒
頭
に
は
、
身
内
で
あ
る
「
簾
中
」
に
つ
い
て
触
れ
た
箇
所
が
あ
る
た
め
、
公

表
を
控
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
余
談
だ
が
こ
の
書
状
内
容
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
天
保
十
五
年（
一
八
四
四
）七

月
末
時
点
で
、
小
田
切
は
ま
だ
『
尾
張
志
』
の
御
用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
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れ
ま
で
『
尾
張
志
』
の
成
立
は
、
深
田
正
韶
に
よ
る
序
の
執
筆
年
「
天
保
十
四
年
正

月
」
や
、
植
松
茂
岳
に
よ
る
序
の
執
筆
年
「
天
保
十
五
年
二
月
」
か
ら
同
十
五
年
内
と

推
定
さ
れ
て
い
た
が
、
完
成
・
刊
行
は
も
う
少
し
後
の
可
能
性
が
出
て
く
る
。

二　

斉
荘
の
事
績

斉
荘
の
主
要
な
事
績
は
『
尾
張
徳
川
家
系
譜
』
及
び
「
田
安
徳
川
家
系
譜
」・「
系
譜
」

に
よ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
斉
荘
の
事
績
に
つ
い
て
は
徳
川
美
術
館
・
茶

道
資
料
館
・
日
本
経
済
新
聞
社
共
催
で
開
催
さ
れ
た
「
殿
様
の
茶
の
湯
─
尾
張
徳
川
斉

荘
と
裏
千
家
玄
々
斎
─
」
展
に
お
け
る
図
録
『
徳
川
斉
荘
公
と
玄
々
斎
宗
室
』
及
び
、

同
書
に
お
け
る
佐
藤
豊
三
氏
の
論
考
に
詳
し
い
。

文
化
七
年（
一
八
一
〇
）六
月
十
三
日（
一
歳
）

十
一
代
将
軍
家
斉
の
十
二
男（
第
三
十
子
）と
し
て
江
戸
城
中
で
誕
生
。
生
母
・

興
津
重
辰
娘（
速
成
院
お
て
う
）。
幼
名
・
要
之
丞
。

文
化
十
年（
一
八
一
三
）十
二
月
二
十
五
日（
四
歳
）

田
安
徳
川
家
三
代
斉
匡
の
養
子
と
な
る
。

文
政
三
年（
一
八
二
〇
）六
月
五
日（
十
一
歳
）

元
服
。
十
一
代
将
軍
家
斉
の
偏
諱
を
与
え
ら
れ
て
「
斉
荘
」
と
名
乗
り
、
従
三

位
中
将
兼
右
衛
門
督
に
叙
任
さ
れ
る
。

文
政
五
年（
一
八
二
二
）正
月
三
日（
十
三
歳
）

斎
号
を
「
知
止
」
と
す
る
。

文
政
九
年（
一
八
二
六
）二
月
十
八
日（
十
七
歳
）

田
安
徳
川
家
三
代
斉
匡
の
七
女
・
貞
愼
院
猶
姫（
二
十
歳
）と
婚
礼
を
行
う
。

文
政
十
二
年（
一
八
二
九
）七
月
九
日（
二
十
歳
）

参
議
に
叙
任
。
右
衛
門
督
は
旧
の
ま
ま
。

天
保
七
年（
一
八
三
六
）八
月
二
十
一
日（
二
十
七
歳
）

田
安
徳
川
家
四
代
を
継
承
す
る
。

天
保
八
年（
一
八
三
七
）八
月
二
十
三
日（
二
十
八
歳
）

権
中
納
言
に
叙
任
す
る
。

天
保
十
年（
一
八
三
九
）三
月
二
十
六
日（
三
十
歳
）

尾
張
徳
川
家
十
一
代
斉
温（
十
一
代
将
軍
家
斉
十
九
男
）の
歿
後
養
子
と
し
て
同
家

十
二
代
を
継
承
。
同
年
十
二
月
二
十
二
日
、
従
二
位
権
大
納
言
に
叙
任
。

天
保
十
一
年（
一
八
四
〇
）二
月
四
日（
三
十
一
歳
）

名
古
屋
初
入
国
。（
正
月
二
十
三
日
江
戸
出
立
、
二
月
四
日
名
古
屋
到
着
。）

三
月
十
五
日
名
古
屋
出
立
、
三
月
二
十
六
日
江
戸
参
府
。
名
古
屋
滞
在
四
十
二

日
間
。

天
保
十
四
年（
一
八
四
三
）六
月
二
十
五
日（
三
十
四
歳
）

二
度
目
の
名
古
屋
入
国
。（
六
月
十
五
日
江
戸
出
立
、
六
月
二
十
五
日
名
古
屋
到
着
。）

九
月
二
十
一
日
～
九
月
二
十
四
日　

岐
阜
御
成
を
行
う
。

十
月
一
日
～
十
月
六
日　

知
多
巡
覧
を
行
う
。

十
一
月
二
十
一
日
～
十
一
月
二
十
三
日　

犬
山
御
成
を
行
う
。

天
保
十
五
年（
一
八
四
四
）二
月
二
十
五
日（
三
十
五
歳
）

名
古
屋
出
立
。
江
戸
参
府
。
名
古
屋
滞
在
二
百
六
十
六
日
間
。

弘
化
二
年（
一
八
四
五
）七
月
六
日（
三
十
六
歳
）

逝
去（
実
際
は
七
月
二
十
日
歿
）。
諡
号
「
大
覚
院
殿
性
譽
道
隆
源
懿
公
」。
建
中

寺（
現
・
名
古
屋
市
東
区
）に
葬
ら
れ
る
。

斉
荘
の
藩
主
在
職
期
間
は
天
保
十
年（
一
八
三
九
）三
月
二
十
六
日
か
ら
逝
去
す
る
弘

化
二
年（
一
八
四
五
）七
月
六
日（
実
際
は
七
月
二
十
日
歿
）ま
で
の
わ
ず
か
六
年
余
の
た
め
、

（
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天
保
十
一
年
と
同
十
四
年
の
二
回
し
か
御
国
入
り
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
一
度
目

の
名
古
屋
滞
在
は
わ
ず
か
四
十
二
日
に
過
ぎ
ず
、
尾
張
藩
主
と
し
て
恒
例
と
な
っ
て
い

た
領
内
御
成
・
巡
覧
は
、
二
度
目
の
天
保
十
四
年
に
行
わ
れ
た
の
み
で
あ
る
。「
岐
阜
」

と
「
知
多
」
は
斉
荘
に
と
っ
て
最
初
で
最
後
の
御
成
・
巡
覧
記
録
で
も
あ
る
。

斉
荘
は
天
保
十
四
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
十
一
月
二
十
三
日
に
か
け
て
附
家
老
・

犬
山
成
瀬
家
八
代
正
住
の
居
城
が
あ
る
犬
山
へ
の
御
成
も
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
犬
山

御
成
に
関
す
る
紀
行
文
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。「
岐
阜
」・「
知
多
」
以
外
の
写
本
が

確
認
さ
れ
て
い
な
い
事
実
を
踏
ま
え
、
犬
山
御
成
の
紀
行
文
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
可

能
性
が
高
い
。『
金
鱗
』
で
も
「
岐
阜
」・「
知
多
」
の
掲
載
に
続
き
、
犬
山
御
成
を
一

行
箇
条
書
き
で
記
す
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
犬
山
へ
の
御
成
紀
行
文
が
執

筆
さ
れ
な
か
っ
た
傍
証
と
な
ろ
う
。

な
お
、
岐
阜
御
成
と
知
多
巡
覧
に
つ
い
て
は
、「
御
小
納
戸
日
記
」
に
よ
っ
て
「
岐

阜
」・「
知
多
」
を
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
保
十
四
年
分
七
冊
の
内
、
岐
阜
御
成

は
「
尾
州
御
小
納
戸
日
記　

三　

天
保
十
四
年
九
月
」（
以
下
「
御
小
納
戸
三
」
と
い
う
。）

に
「
岐
阜
御
成
一
巻
」
が
、
知
多
巡
覧
は
、「
尾
州
御
小
納
戸
日
記　

五　

天
保
十
四

年
十
月
」（
以
下
「
御
小
納
戸
五
」
と
い
う
。）に
「
知
多
郡
御
巡
覧
一
巻
」
が
収
載
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
犬
山
御
成
に
つ
い
て
も
「
尾
州
御
小
納
戸
日
記　

六　

天
保
十
四
年
十

一
月
」（
以
下
「
御
小
納
戸
六
」
と
い
う
。）に
「
犬
山
御
成
留
」
を
納
め
る
。

三　
「
夏
の
日
国
に
帰
の
記
」
概
説

江
戸
か
ら
名
古
屋
へ
東
海
道
中
各
所
で
詠
ん
だ
和
歌
四
十
三
首
・
俳
句
二
句
を
載
せ

る
歌
紀
行
文
で
あ
る
。
天
保
十
四
年（
一
八
四
三
）六
月
十
五
日
の
「
辰
の
時
過
」（
午
前

八
時
頃
）に
江
戸
市
ヶ
谷
上
屋
敷（
現
・
東
京
都
新
宿
区
）を
出
立
し
た
際
、「
物
見
」
よ
り

「
簾
中
」（
貞
愼
院
猶
姫
・
一
八
〇
七
～
七
二
）ら
が
出
立
の
様
子
を
見
て
い
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
お
り
、
第
一
首
は
簾
中
に
捧
げ
る
和
歌
で
あ
る
。

紀
伊
藩
赤
坂
上
屋
敷（
現
・
東
京
都
港
区
）前
を
通
過
す
る
際
に
、
斉
荘
の
行
列
を
屋

敷
内
か
ら
「
透
見
」
し
て
い
る
者
が
い
た
こ
と
を
記
し
た
後
、
赤
坂
氷
川
神
社（
現
・

東
京
都
港
区
）で
の
祭
礼
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
当
時
の
赤
坂
神
社
祭
礼
は
丑
・

卯
・
巳
・
未
・
酉
・
亥
年
の
六
月
十
五
日
に
隔
年
開
催
さ
れ
て
い
た
。
当
年
は
卯
年
で

あ
る
。
こ
の
時
、
神
社
の
位
置
を
「
東
な
る
」
と
し
て
い
る
た
め
、
赤
坂
よ
り
六
本
木

方
面
へ
出
て
高
輪
へ
下
る
行
程
を
取
っ
た
こ
と
に
な
る
。

品
川
宿
で
小
休
止
し
六
郷
渡（
現
・
東
京
都
大
田
区
）で
多
摩
川
を
渡
河
し
た
が
、
風
が

強
か
っ
た
と
あ
り
、
川
崎
宿（
現
・
神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
）で
昼
飯
を
取
っ
た
後
、
雨

が
降
り
出
し
た
こ
と
を
記
す
。
鶴
見
橋
を
渡
り
神
奈
川
宿
で
「
亀
の
子
」
と
い
う
菓
子

を
知
っ
た
。「
亀
の
子
」
と
は
二
〇
〇
五
年
ま
で
同
所
若
菜
屋
で
製
作
・
販
売
さ
れ
て

い
た
浦
島
太
郎
伝
説
に
基
づ
く
「
亀
の
甲
せ
ん
べ
い
」
と
い
う
菓
子
で
、
江
戸
時
代
に

は
広
く
神
奈
川
名
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

保
土
ヶ
谷
宿（
現
・
神
奈
川
県
横
浜
市
保
土
ヶ
谷
区
）で
も
小
休
止
し
た
が
、
ま
た
し
て

も
夕
立
に
会
い
、
酉
の
刻（
午
後
六
時
頃
）に
戸
塚
宿（
現
・
横
浜
市
戸
塚
区
）に
着
い
て
初

日
の
宿
泊
地
と
し
た
。
約
四
十
粁
以
上
の
行
程
で
あ
る
。
夜
に
な
っ
て
ま
た
雨
が
降
り

出
し
た
と
記
す
。

二
日
目（
六
月
十
六
日
）は
、
卯
の
刻（
午
前
六
時
頃
）に
出
立
す
る
。
本
日
は
晴
れ
て
富

士
が
見
え
た
と
あ
る
。
藤
沢（
現
・
神
奈
川
県
藤
沢
市
）を
過
ぎ
馬
入
川（
相
模
川
）を
渡
っ

て
平
塚
宿（
現
・
神
奈
川
県
平
塚
市
）で
小
休
止
す
る
が
、
先
の
酒
匂
川
で
の
増
水
情
報
が

も
た
ら
さ
れ
た
事
で
、「
い
ま
た
日
も
高
き
」
時
間
帯
だ
が
、
大
磯
宿（
現
・
神
奈
川
県

大
磯
町
）で
宿
泊
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
戸
塚
宿
よ
り
約
二
十
五
粁
の
行
程

で
あ
る
。
本
日
は
嘉
祥
の
日
の
た
め
、
近
辺
で
作
ら
れ
る
粗
末
な
「
も
ち
ひ
」
で
祝
い

（
14
）

（
15
）
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の
代
替
と
し
て
い
る
。

三
日
目（
六
月
十
七
日
）も
卯
の
刻（
午
前
六
時
頃
）に
大
磯
宿
を
出
立
し
、
増
水
し
た
酒

匂
川
を
越
え
て
二
宮
の
梅
沢（
現
・
神
奈
川
県
二
宮
町
）を
過
ぎ
、
小
田
原
宿（
現
・
神
奈
川

県
小
田
原
市
）を
宿
所
と
す
る
。
約
十
六
粁
ほ
ど
の
行
程
だ
が
、
次
の
箱
根
山
越
え
の
た

め
に
、
余
裕
を
も
っ
た
行
程
に
し
た
と
思
わ
れ
、
ま
だ
日
が
高
い
の
で
、
歌
枕
の
名

所
・
小
淘
綾
の
浜
へ
赴
い
た
と
記
す
。

た
だ
し
、
小
淘
綾
の
浜
は
現
在
の
大
磯
町
か
ら
二
宮
町
に
か
け
て
の
海
岸
で
、
酒
匂

川
の
東
側
で
あ
る
。
記
述
通
り
な
ら
ば
斉
荘
が
赴
い
た
の
は
小
田
原
城
下
南
の
海
岸
と

な
る
た
め
、
前
日
の
大
磯
宿
に
宿
泊
し
た
時
の
記
憶
違
い
か
、
ま
た
は
小
田
原
の
浜
を

誤
認
し
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
連
の
著
作
に
は
斉
荘
の
記

憶
違
い
の
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
小
淘
綾
の
浜
へ
の
来
訪
は
前
日
の
可
能
性

が
高
い
。

四
日
目（
六
月
十
八
日
）は
、
夜
明
け
前
に
出
立
し
た
よ
う
で
、「
竹
に
火
を
と
も
し
て
」

の
箱
根
路
進
行
で
あ
っ
た
。
箱
根
の
「
山
中
」・「
三
ツ
屋
」
で
小
休
止
し
て
、
富
士
山

が
見
え
隠
れ
す
る
不
安
定
な
雲
行
き
の
中
、
三
島
宿（
現
・
静
岡
県
三
島
市
）で
小
休
止
し

て
宿
の
杜
若
を
愛
で
た
後
、
沼
津
宿（
現
・
静
岡
県
沼
津
市
）を
宿
所
と
す
る
。
こ
の
日
は

約
五
十
粁
近
い
行
程
で
あ
っ
た
。

五
日
目（
六
月
十
九
日
）も
卯
の
刻（
午
前
六
時
頃
）に
沼
津
宿
を
出
立
す
る
。
原
宿（
現
・

静
岡
県
沼
津
市
原
）で
は
富
士
山
が
見
え
ず
、
同
所
の
「
賤
か
家
」
に
咲
く
「
木
槿
」
を

愛
で
、
吉
原
宿（
現
・
静
岡
県
富
士
市
）で
昼
食
を
取
る
。
富
士
川
も
増
水
し
て
い
た
た
め

船
で
渡
河
す
る
。
こ
の
時
に
雲
間
よ
り
富
士
山
が
見
え
た
と
記
す
。
富
士
川
西
岸
の
岩

淵（
現
・
富
士
市
岩
淵
）よ
り
無
名
の
坂
を
経
て
田
子
の
浦
を
望
ん
だ
と
記
す
。
こ
の
坂

は
、
お
そ
ら
く
現
在
の
富
士
市
中
之
郷
地
区
か
ら
蒲
原
に
下
る
坂
の
事
を
指
す
と
考
え

ら
れ
る
。
蒲
原
宿（
現
・
静
岡
市
清
水
区
）よ
り
由
比
宿（
現
・
静
岡
市
清
水
区
）を
経
て
由
比

南
の
倉
沢
で
海
士
漁
を
見
た
後
、
薩
埵
峠（
現
・
静
岡
市
清
水
区
）を
越
え
て
興
津
宿（
現
・

静
岡
市
清
水
区
）に
至
る
。
本
日
も
四
十
五
粁
近
い
行
程
で
あ
っ
た
。

六
日
目（
六
月
二
十
日
）は
、
ま
ず
興
津
宿
北
に
あ
る
清
見
寺
へ
参
詣
し
て
三
保
の
松

原
や
東
方
の
浮
島
ヶ
原
、
西
方
の
久
能
山
を
遠
望
し
た
後
に
出
立
し
、
江
尻
宿（
現
・

静
岡
市
清
水
区
）で
梔
子
の
花
を
愛
で
、
草
薙
付
近
の
小
吉
田（
現
・
静
岡
市
清
水
区
）で

「
主
す
し
」
を
堪
能
す
る
。
安
部
川
を
渡
河
し
て
丸
子
宿（
現
・
静
岡
市
駿
河
区
）で
昼
食

を
取
り
、
宇
津
谷
峠（
現
・
静
岡
市
駿
河
区
・
静
岡
県
藤
枝
市
）を
越
え
、
岡
部
宿（
現
・
藤

枝
市
岡
部
町
）に
至
る
。
岡
部
宿
南
の
朝
比
奈
川
に
架
か
る
横
内
橋
で
早
咲
き
の
萩
の
花

を
手
折
っ
て
愛
で
、
藤
枝
宿（
現
・
藤
枝
市
）を
宿
所
と
す
る
。
本
日
は
四
十
粁
弱
の
行

程
で
あ
る
。

七
日
目（
六
月
二
十
一
日
）は
、
藤
枝
宿
を
出
立
し
、
島
田
宿（
現
・
静
岡
県
島
田
市
）で

小
休
止
し
て
大
井
川
を
越
え
る
。
風
も
な
く
「
や
す
〳
〵
」
と
越
え
た
と
記
す
。
金
谷

宿（
現
・
島
田
市
）を
過
ぎ
、
歌
枕
の
名
所
・
小
夜
の
中
山（
現
・
静
岡
県
掛
川
市
）の
夜
鳴

き
石
を
見
て
、
日
坂
宿（
現
・
掛
川
市
日
坂
）を
経
て
掛
川
宿（
現
・
掛
川
市
）を
宿
所
と
す

る
。
本
日
は
三
十
粁
弱
の
行
程
で
あ
る
。

八
日
目（
六
月
二
十
二
日
）は
、
掛
川
宿
を
出
て
袋
井
宿（
現
・
静
岡
県
袋
井
市
）・
見
附

宿（
現
・
静
岡
県
磐
田
市
）を
過
ぎ
、
天
竜
川
東
岸
の
古
宿
・
池
田
宿（
現
・
磐
田
市
）に
着

く
。
雨
雲
は
晴
れ
て
天
竜
川
を
越
え
、
浜
松
宿（
現
・
静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
）を
宿
所
と

す
る
。
本
日
も
三
十
粁
弱
の
行
程
で
終
わ
る
。

九
日
目（
六
月
二
十
三
日
）は
、
浜
松
宿
を
出
立
す
る
も
、
東
海
道
を
通
ら
ず
に
北
上

し
て
姫
街
道
を
進
む
。
三
方
ヶ
原
古
戦
場（
現
・
浜
松
市
中
央
区
）か
ら
浜
名
湖
北
を
進

み
、
引
佐
峠（
現
・
浜
松
市
浜
名
区
）を
越
え
る
。
こ
の
峠
付
近
の
大
谷
村（
現
・
浜
松
市
浜

名
区
）に
「
子
そ
た
て
松
」
と
い
う
「
め
つ
ら
し
き
松
」
が
あ
る
の
で
、
立
ち
寄
っ
て

願
掛
け
を
行
っ
た
と
あ
る
。
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現
在
、
こ
の
名
所
は
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
具
体
的
な
場
所
は
不
明
だ
が
、
当
時

は
著
名
な
名
所
だ
っ
た
の
か
、
斉
荘
が
姫
街
道
を
進
ん
だ
理
由
の
一
つ
に
こ
の
松
へ
の

願
掛
け
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
我
も
こ
た
ひ
誕
生
を
ま
つ
身
な
れ
ハ
」

と
記
す
よ
う
に
、
側
室
の
法
行
院
や
を（
宮
田
氏
）が
一
箇
月
後
の
七
月
二
十
四
日
に
四

女
・
清
月
院
鈞
姫（
一
八
四
三
～
七
一
）を
生
む
。
こ
の
願
掛
け
の
後
、
三
河
・
遠
江
境
の

本
坂
峠（
現
・
浜
松
市
浜
名
区
・
愛
知
県
豊
橋
市
）を
経
て
吉
田
宿（
現
・
豊
橋
市
）を
宿
所
と

し
た
。
本
日
は
五
十
粁
近
い
行
程
で
あ
っ
た
。

十
日
目（
六
月
二
十
四
日
）は
、
吉
田
宿
を
出
立
し
、
豊
川
の
吉
田
大
橋
を
渡
り
、
岡

崎
宿（
現
・
愛
知
県
岡
崎
市
）を
宿
所
と
す
る
。
こ
の
吉
田
大
橋
に
お
い
て
歌
を
詠
ん
だ
事

を
記
す
の
み
で
、
両
宿
場
間
で
の
具
体
的
な
記
述
は
な
い
。
岡
崎
宿
で
は
明
日
の
入
国

を
控
え
て
祝
い
の
宴
が
催
さ
れ
、
供
奉
し
た
者
に
盃
を
取
ら
せ
た
と
記
す
。
こ
の
日
の

行
程
は
約
三
十
粁
強
で
あ
っ
た
。

十
一
日
目（
六
月
二
十
五
日
）は
、
岡
崎
宿
を
寅
の
刻（
午
前
四
時
頃
）に
は
出
立
し
て
夜

明
け
前
に
矢
作
川
大
橋
を
渡
り
、
鳴
海
宿（
現
・
愛
知
県
名
古
屋
市
緑
区
）で
小
休
止
す
る
。

次
い
で
「
熱
田
の
別
園
」（
現
・
名
古
屋
市
熱
田
区
）で
も
小
休
止
を
行
っ
た
。
熱
田
に
は

東
浜
御
殿
と
西
浜
御
殿
の
二
つ
の
別
邸
が
あ
り
、
東
浜
御
殿
は
幕
末
時
点
に
は
機
能
し

て
い
な
か
っ
た
が
、
天
保
七
年（
一
八
三
六
）ま
で
の
利
用
が
史
料
的
に
確
認
で
き
る
た

め
、
同
十
四
年
時
点
に
お
け
る
「
熱
田
の
別
園
」
が
ど
ち
ら
を
指
す
か
は
判
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
日
の
内
に
名
古
屋
城（
現
・
名
古
屋
市
中
区
）に
到
着
し
、「
先
の
亜
相
」

す
な
わ
ち
、
名
古
屋
城
新
御
殿
に
隠
居
し
て
い
た
尾
張
徳
川
家
十
代
斉
朝（
一
七
九
三
～

一
八
五
〇
）に
挨
拶
を
行
っ
て
十
泊
十
一
日
の
行
程
を
終
え
た
。
最
終
日
は
約
四
十
五
粁

の
行
程
で
あ
り
、
十
一
日
間
の
一
日
平
均
行
程
は
約
三
十
六
粁
で
あ
っ
た
。

（
16
）

（
17
）

挿図1　「夏の日国に帰の記」行程図
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四　
「
岐
阜
の
道
し
る
べ
」
概
説

名
古
屋
に
入
国
し
て
三
箇
月
後
の
九
月
二
十
日
よ
り
、
斉
荘
は
岐
阜
御
成
を
行
っ

た
。「
寅
の
刻
」（
午
前
四
時
頃
）に
城
を
出
て
、
巾
下
門
外
の
堀
川
に
繋
が
る
大
幸
川
の

大
幸
橋（
現
・
愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
城
西
）を
渡
っ
て
美
濃
路
を
進
ん
だ
。
大
幸
橋
を
渡

る
時
、
南
側
の
朝
日
橋
を
見
て
一
首
読
む
も
、
本
冊
を
通
し
て
斉
荘
作
の
和
歌
は
十
三

首
し
か
無
く
、
古
典
ゆ
か
り
の
地
の
地
誌
解
説
に
力
点
を
置
く
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

尾
張
地
域
に
関
す
る
引
用
古
典
は
、『
尾
張
名
所
図
会　

前
編
』
掲
載
の
古
典
と
概

ね
一
致
し
て
い
る
た
め
、
斉
荘
が
同
書
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
同
書
未
掲
載
の
古
典
引
用
も
あ
り
、
同
書
の
み
に
依
拠
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
同
書
は
天
保
十
五
年
二
月
の
刊
行
で
あ
る
た
め
、
刊
行
前
に
斉
荘
は
同
書
を
手

に
入
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
刊
記
に
よ
れ
ば
同
十
二
年
十
一
月
に
は
脱
稿
さ
れ
て
い

る
た
め
、
編
纂
者
の
一
人
で
あ
る
尾
張
藩
士
・
岡
田
啓
か
小
田
切
春
江
な
ど
を
通
じ
て

献
上
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、
同
書
の
記

述
に
触
発
さ
れ
て
、
岐
阜
御
成
の
過
程
で
古
の
歌
枕
の
地
を
確
認
し
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。最

初
の
由
緒
地
は
、
菊
理
姫
命
を
祭
神
と
す
る
白
山
榎
権
現（
現
・
名
古
屋
市
西
区
押

切
）の
先
に
あ
る
清
音
寺（
現
・
名
古
屋
市
西
区
枇
杷
島
）で
あ
る
。
平
清
盛
に
よ
っ
て
尾
張

国
へ
流
さ
れ
た
太
政
大
臣
・
藤
原
師
長
と
、
彼
の
侍
妾
・
井
戸
田
村
長
の
娘
と
の
悲
恋

伝
説
に
関
わ
る
寺
院
で
、
枇
杷
島
地
名
の
発
祥
と
な
っ
た
侍
妾
入
水
の
地
に
建
立
さ
れ

た
侍
妾
の
供
養
寺
院
で
あ
る
。
師
長
が
形
見
と
し
て
侍
妾
に
渡
し
た
と
い
う
「
白
菊
」

の
琵
琶（
現
・
皇
居
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）は
、
こ
の
当
時
、
名
古
屋
城
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。
本
来
「
琵
琶
嶋
」
だ
っ
た
は
ず
が
、
い
つ
の
間
に
か
「
枇
杷
嶋
」
と
名
が
変

（
18
）

わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
い
、
ま
た
「
琵
琶
嶋
」
に
戻
し
て
ほ
し
い
と
の
心

情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

伊
奈
備
前
守
忠
次
に
よ
る
慶
長
十
三
年（
一
六
〇
八
）の
備
前
検
地
時
に
設
け
ら
れ
た

二
ツ
圦（
現
・
愛
知
県
清
須
市
西
枇
杷
島
町
）の
由
緒
や
、
尾
張
藩
勘
定
奉
行
だ
っ
た
水
野

千
之
右
衛
門
に
よ
っ
て
、
庄
内
川
の
洪
水
対
策
と
し
て
天
明
五
年（
一
七
八
五
）よ
り
三

年
か
け
て
開
削
さ
れ
た
新
川
の
由
緒
に
触
れ
て
水
野
の
功
績
を
讃
え
つ
つ
、
清
須

（
現
・
清
須
市
）の
有
力
者
・
早
川
清
太
夫
邸
に
入
る
。
こ
の
邸
よ
り
や
や
離
れ
て
「
川

の
亭
」
が
あ
り
、
こ
こ
よ
り
右
に
五
条
橋
が
見
え
た
と
あ
る
の
で
、
同
橋
よ
り
や
や
下

流
に
亭
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、「
御
小
納
戸
三
」
で
は
、
清
須
に
着
く
前
に

下
小
田
井
村（
現
・
清
須
市
西
枇
杷
島
町
）の
矢
橋
吉
右
衛
門
邸
で
小
休
止
し
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
は
「
岐
阜
」
に
は
無
い
。

清
須
で
は
、
同
所
に
因
む
正
徹
『
慰
草
』
の
歌
や
、『
宗
長
日
記
』
掲
載
連
歌
の
発

句
を
引
用
し
、
御
園
神
明
神
社（
現
・
清
須
市
一
場
）や
、
現
存
す
る
長
光
寺
六
角
堂

（
現
・
愛
知
県
稲
沢
市
六
角
堂
東
町
）の
由
緒
を
記
し
つ
つ
、
宮
重
の
名
産
で
あ
る
蘿
葡（
大

根
）の
こ
と
に
触
れ
、
往
時
の
守
護
所
・
下
津（
現
・
稲
沢
市
下
津
）で
飛
鳥
井
雅
世
著

『
富
士
紀
行
』
や
、
堯
孝
法
師
著
『
覧
富
士
記
』
の
歌
を
引
用
し
て
い
る
。

こ
の
後
、「
御
小
納
戸
三
」
に
よ
れ
ば
一
宮（
現
・
愛
知
県
一
宮
市
）へ
向
か
い
、
赤
池

村（
現
・
稲
沢
市
赤
池
町
）の
安
藤
助
十
郎
邸
で
小
休
止
し
て
い
る
が
、「
岐
阜
」
に
は
こ

の
記
載
は
無
い
。
ま
た
、「
岐
阜
」
で
は
一
宮
手
前
の
妙
興
寺（
現
・
一
宮
市
大
和
町
）へ

立
ち
寄
り
、
各
種
の
古
典
籍
所
蔵
に
興
味
を
示
し
た
も
の
の
、
時
間
が
無
い
の
で
休
憩

だ
け
に
留
め
た
と
記
す
が
、「
御
小
納
戸
三
」
で
は
、
往
路
で
は
な
く
復
路
に
お
い
て

妙
興
寺
を
「
御
通
抜
」
し
た
と
あ
る
た
め
、
こ
の
部
分
は
斉
荘
の
記
憶
違
い
で
あ
る
。

妙
興
寺
北
の
牛
野（
現
・
一
宮
市
牛
野
通
付
近
）で
、
堯
孝
法
師
著
『
覧
富
士
記
』
の
歌

を
引
用
し
つ
つ
、
一
宮
の
地
蔵
寺（
現
・
一
宮
市
北
園
通
）を
経
て
尾
張
国
一
宮
・
真
清
田
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神
社（
現
・
一
宮
市
真
清
田
）へ
至
り
、
神
主
職
の
佐
分
但
馬
守
清
伯（
一
七
七
八
～
一
八
五

二
）邸
で
昼
食
を
取
る
。
な
お
、「
御
小
納
戸
三
」
で
は
地
蔵
寺
立
ち
寄
り
の
記
述
が
無

い
の
で
、
門
前
を
通
過
し
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
佐
分
邸
で
は
、
赤
染
衛
門
や
阿
仏

尼
著
『
十
六
夜
日
記
』
の
歌
を
引
用
す
る
。
佐
分
邸
で
は
清
伯
に
よ
る
献
歌
に
対
し
、

斉
荘
が
返
歌
を
贈
っ
て
い
る
。「
岐
阜
」
で
斉
荘
へ
の
献
歌
が
載
せ
ら
れ
る
の
は
、
こ

の
一
首
の
み
で
あ
る
。「
御
小
納
戸
三
」
で
は
真
清
田
神
社
に
参
拝
し
、「
社
内
」
を
「
御

覧
」
に
な
っ
た
と
す
る
。

酒
見
神
社（
現
・
一
宮
市
今
伊
勢
町
）を
経
て
、
歌
枕
の
地
・
黒
田
の
里（
一
宮
市
木
曽
川

町
黒
田
）で
は
、
冷
泉
為
相
の
門
弟
・
藤
原（
勝
間
田
）長
清
撰
『
夫
木
和
歌
抄
』
や
正
徹

の
歌
を
引
用
す
る
。
同
じ
歌
枕
の
地
・
玉
井
の
里（
現
・
一
宮
市
木
曽
川
町
玉
ノ
井
）は
、

街
道
よ
り
西
方
に
外
れ
て
い
る
た
め
、
飛
鳥
井
雅
世
の
歌
を
引
用
し
て
想
い
を
寄
せ
る

に
留
め
る
。
な
お
、
斉
荘
は
酒
見
神
社
に
「
参
る
」
と
記
す
が
、「
御
小
納
戸
三
」
に

は
酒
見
神
社
の
記
事
は
無
い
。
ま
た
、
黒
田
村
の
六
鹿（
虫
鹿
）常
四
郎
邸
で
小
休
止
し

た
こ
と
が
「
岐
阜
」
で
は
省
か
れ
て
い
る
。

こ
の
後
に
ま
た
記
憶
の
錯
綜
が
見
ら
れ
、
木
曽
川
渡
河
後
の
美
濃
国
伏
屋
村（
現
・

岐
阜
県
岐
南
町
伏
屋
）・
三
宅
村（
現
・
岐
阜
市
三
宅
）の
由
緒
と
、
天
正
十
三
年（
一
五
八
五
）

時
の
洪
水
で
流
路
変
更
す
る
ま
で
の
美
濃
・
尾
張
の
国
境
・
境
川
の
記
述
、
御
成
当
時

は
永
井
肥
前
守
の
居
城
だ
が
、
当
初
は
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直
の
姉
で
、
徳
川
家
康
の

長
女
・
亀
姫
が
嫁
し
た
奥
平
信
昌
築
城
の
加
納
城（
現
・
岐
阜
市
加
納
）の
記
述
、
岐
阜

の
由
緒
と
岐
阜
城
下
町
木
戸
の
笠
木
の
由
来
な
ど
を
記
し
た
後
に
、
ま
た
木
曽
川
北
岸

の
円
城
寺（
現
・
岐
阜
県
笠
松
町
円
城
寺
）に
戻
っ
て
、
木
曽
川
渡
河
の
記
事
を
載
せ
る
。

木
曽
川
渡
河
後
、
円
城
寺
の
野
垣
源
兵
衛
邸
で
小
休
止
し
、「
茶
亭
」
で
も
て
な
し

を
受
け
た
。「
御
小
納
戸
三
」
で
は
、
渡
船
場
で
「
魚
猟
」
を
観
覧
し
た
と
も
記
さ
れ

て
い
る
。
木
曽
川
渡
河
後
は
美
濃
路
で
は
無
く
、
美
濃
路
東
方
の
地
元
で
は
御
成
道
と

称
す
る
現
在
の
国
道
二
十
二
号
線
と
重
な
る
道
を
北
上
し
て
い
る
こ
と
は
、
御
成
道
沿

い
の
伏
屋
村
・
三
宅
村
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
細
畑（
現
・
岐
阜
市

細
畑
）に
あ
る
両
天
橋
が
境
川
に
架
か
る
御
成
道
上
の
橋
で
あ
り
、
現
在
、
そ
の
南
北

に
接
続
す
る
部
分
の
み
が
唯
一
、
旧
道
の
面
影
を
留
め
て
い
る
。

両
天
橋
の
北
で
中
山
道
に
合
流
し
た
後
、
中
山
道
を
西
進
し
、「
御
小
納
戸
三
」
で

は
領
下
村（
現
・
岐
阜
市
領
下
）の
遠
藤
重
平
邸
で
小
休
止
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
の
後
、

加
納
宿
に
入
っ
て
城
下
町
北
の
広
江
追
分
で
中
山
道
と
分
岐
し
て
北
上
し
た
。

岐
阜
の
宿
は
、
岐
阜
町
惣
年
寄
を
務
め
た
賀
島
助
右
衛
門
邸（
現
・
岐
阜
市
竹
屋
町
）で

あ
る
。
岐
阜
奉
行
所（
現
・
岐
阜
市
末
広
町
）の
門
前
に
あ
り
、
奉
行
所
の
地
に
あ
っ
た
岐

阜
御
殿
廃
絶
後
は
、
同
家
が
岐
阜
本
陣
と
し
て
機
能
し
た
。
賀
島
家
に
は
酉
の
刻（
午

後
六
時
頃
）の
到
着
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
名
古
屋
城
か
ら
の
約
三
十
三
粁
の
距
離
を
ほ
ぼ

十
二
時
間
で
踏
破
し
た
こ
と
に
な
る
。

同
日
夜
に
斉
荘
は
長
良
川
の
鵜
飼
を
堪
能
し
た
。
長
良
川
に
は
「
と
も
し
火
」
を
掲

げ
た
船
が
「
数
千
々
」、
鵜
飼
の
舟
が
「
千
を
重
る
」
と
記
述
す
る
の
は
誇
張
と
し
て

も
、
相
当
数
の
船
が
川
面
を
埋
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
斉
荘
の
船
は
金
華
山
北
麓
の
鏡

岩
付
近（
現
・
岐
阜
市
水
風
呂
谷
）ま
で
上
っ
て
鵜
飼
を
観
覧
し
、
そ
の
様
を
「
人
に
か
た

る
と
も
か
た
り
も
つ
く
さ
し 

筆
に
う
つ
す
共 

筆
に
も
及
は
ぬ
は
此
夜
の
け
し
き
に
そ

あ
り
け
る
」
と
最
大
級
の
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。
ま
た
、
河
原
で
は
供
の
者
も
含
め
て

鮎
を
食
し
、
月
明
か
り
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
金
華
山
の
山
影
と
篝
火
の
妙
を
堪
能
し

て
、
亥
の
刻（
午
後
十
時
頃
）の
帰
宿
と
な
っ
た
。

ち
な
み
に
「
御
小
納
戸
三
」
に
よ
れ
ば
、
八
月
二
十
七
日
の
段
階
で
北
方
代
官
か
ら

の
命
と
し
て
、
通
常
の
鵜
飼
船
は
通
常
長
良
方
七
艘
・
小
瀬
方
五
艘
の
と
こ
ろ
、
御
成

当
日
は
二
十
一
艘
に
せ
よ
と
の
通
達
が
あ
り
、
一
艘
に
つ
き
鵜
を
六
～
七
羽
使
う
と
こ

ろ
、
斉
荘
の
眼
前
で
鵜
飼
を
行
う
従
来
の
十
二
艘
に
つ
い
て
は
各
船
に
つ
き
十
二
羽
ず
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つ
、
増
船
さ
れ
た
九
艘
は
五
羽
ず
つ
遣
う
よ
う
に
と
の
細
か
い
指
示
が
出
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
同
書
で
は
乗
船
し
た
の
は
長
良
川
北
の
上
福
光
村（
現
・
岐
阜
市
長
良
福
光
）

金
右
衛
門
邸
と
し
て
い
る
た
め
、
今
は
失
わ
れ
た
古
々
川
筋
で
の
乗
船
が
想
定
さ
れ

る
。二

日
目（
九
月
二
十
一
日
）は
、
辰
の
刻（
午
前
八
時
頃
）に
賀
島
家
を
出
て
、
金
華
山
登

山
を
行
っ
た
。
順
徳
天
皇
の
歌
論
書
『
八
雲
御
抄
』
や
藤
原
範
兼
の
歌
書
の
考
証
を
引

い
て
、
在
原
行
平
の
歌
に
あ
る
「
い
な
は
の
山
」
と
は
、
因
幡
国
で
は
な
く
美
濃
国
の

金
華
山
で
は
な
い
か
と
す
る
説
を
紹
介
し
つ
つ
、
岐
阜
城
の
来
歴
を
略
説
す
る
。

斉
荘
は
当
時
、
岐
阜
城
の
大
手
口
と
認
識
さ
れ
て
い
た
「
七
曲
坂
」
よ
り
登
山
を
行

い
、
織
田
秀
信
の
家
臣
・
津
田
藤
右
衛
門
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
藤
右
衛
門

洞
」
を
経
て
、「
大
曲
」
に
至
っ
た
。
こ
こ
よ
り
岐
阜
の
町
や
長
良
川
が
「
亥
子
」（
北

北
西
）方
面
に
見
え
た
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
「
大
曲
」
は
、「
七
曲
峠
」
に
至
る
西

側
登
山
道
の
展
望
地
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
大
曲
」
よ
り
先
「
七
曲
峠
」
を
越
え
て
東
方

山
麓
に
あ
る
「
達
目
洞
」
や
、「
七
曲
峠
」
の
南
尾
根
上
に
あ
っ
た
「
樫
原
の
砦
」
の

こ
と
も
触
れ
て
い
る
。「
樫
原
の
砦
」
は
、
石
田
三
成
の
家
臣
・
樫
原
某
が
守
衛
し
関
ヶ

原
合
戦
時
に
浅
野
幸
長
が
攻
め
落
し
た
と
考
証
し
て
お
り
、
関
ヶ
原
合
戦
に
関
す
る
何

ら
か
の
記
録
も
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

「
七
曲
峠
」
か
ら
「
辰
の
方
」（
東
南
東
方
面
）に
「
鷹
の
巣
山
」
と
あ
る
の
は
、
現
在

も
金
華
山
主
峰
南
東
峰
続
き
に
あ
る
同
名
の
山
で
よ
か
ろ
う
。「
七
曲
峠
」
を
登
る
と

「
申
の
方
」（
西
南
西
方
面
）に
大
垣
城
が
見
え
る
と
す
る
。「
七
曲
峠
」
の
先
に
あ
る
「
武

藤
峠
」
な
る
場
所
は
、「
む
藤
九
折
」
と
呼
ば
れ
る
岩
肌
の
屈
曲
道
で
「
桟
」
も
あ
り
、

織
田
秀
信
の
家
臣
・
武
藤
某
の
砦
跡
と
す
る
。
お
そ
ら
く
、「
七
曲
峠
」
か
ら
現
在
の

ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
乗
場
脇
に
あ
る
百
曲
道
と
の
交
差
地
点
ま
で
の
中
間
部
に
位
置
し
、
七

曲
道
脇
に
あ
る
峰
状
の
高
ま
り
部
分
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
続
け
て
「
厩
の
跡
」
が
あ
っ

た
と
し
て
い
る
。
峰
部
北
の
堀
切
状
を
呈
す
る
平
場
に
、「
馬
屋
」
地
名
が
残
る
た

め
、
場
所
と
し
て
は
符
合
す
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
よ
り
先
に
「
松
田
横
」
と
い
う
「
高
き
所
」
と
い
う
場
所
は
不
明
で

あ
る
。
山
上
郭
に
あ
る
伝
一
の
門
跡
南
下
方
の
尾
根
に
松
田
尾
砦
が
あ
り
、
そ
こ
へ
の

道
が
分
岐
し
て
い
る
箇
所
と
す
る
が
、
七
曲
道
よ
り
こ
の
峠
に
繋
が
る
道
は
現
在
消
滅

し
て
い
る
。
こ
こ
よ
り
名
古
屋
城
や
小
牧
山
城
が
見
え
た
と
す
る
の
で
、
あ
る
程
度
、

展
望
が
開
け
た
場
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
登
る
と
南
方
に
加
納
城
が
見
え
た
と

あ
る
。
そ
し
て
現
在
、
ぎ
ふ
金
華
山
リ
ス
村
と
な
っ
て
遺
構
が
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い

る
「
焔
硝
蔵
」
に
着
く
が
、
こ
の
当
時
は
ま
だ
「
礎
の
あ
と
」
が
残
っ
て
い
た
と
す

る
。こ

こ
よ
り
先
は
、
現
在
観
光
開
発
に
よ
っ
て
改
変
著
し
い
部
分
で
あ
る
も
の
の
、
起

伏
・
地
形
の
点
に
お
い
て
は
や
や
旧
状
を
遺
す
こ
と
か
ら
、
往
時
の
景
観
が
的
確
に
描

写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。「
焔
硝
蔵
」
の
上
部
に
は
、
現
在
展
望
施
設
が
設
け
ら

れ
て
い
る
「
太
鼓
櫓
の
跡
」
が
あ
り
、「
名
の
ミ
残
れ
り
」
と
す
る
。
そ
の
南
下
が

「
一
の
門
」
で
「
大
手
」
と
し
、
そ
の
先
に
は
現
在
も
残
る
岩
盤
を
穿
っ
た
「
切
通
し
」

が
あ
り
、「
岩
石
険
阻
」
と
描
写
す
る
。「
下
臺
所
」
も
現
在
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
そ
の
入
口
で
あ
る
「
二
の
門
」
は
今
で
も
虎
口
の
石
垣
が
比
較
的
旧
状
を
留

め
て
お
り
、
こ
こ
で
も
「
そ
の
形
今
に
存
せ
り
」
と
す
る
。「
下
臺
所
」
よ
り
尾
根
上

の
「
上
臺
所
」
へ
の
道
は
、
現
在
は
幅
広
に
改
変
・
舗
装
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
当
時

は
「
岩
石
険
阻
に
し
て
上
り
下
り
な
や
ま
し
き
道
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。

「
上
臺
所
」
に
は
岩
盤
を
穿
っ
た
井
戸
が
二
箇
所
あ
り
、
山
上
に
あ
っ
て
「
清
水
」

が
湧
い
て
い
る
こ
と
を
「
め
つ
ら
し
」
と
し
、「
金
生
水
」
と
称
し
て
い
た
と
す
る
。

ゆ
え
に
こ
の
山
は
「
金
氣
よ
り
湧
き
い
つ
る
水
」
か
ら
「
金
花
山
」
と
称
し
た
と
い
う

由
来
を
紹
介
し
て
い
る
。「
馬
冷
塲
」
と
い
う
水
場
も
あ
っ
た
と
す
る
。
尾
根
よ
り
や
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や
西
側
に
下
っ
た
場
所
の
、
現
在
井
戸
跡
と
し
て
い
る
場
所
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「
上
臺
所
」
か
ら
「
天
守
臺
」
ま
で
は
、
鞍
部
を
埋
め
る
よ
う
に
石
垣
を
築
い
て
通
路

状
に
し
た
遺
構
だ
が
、
こ
れ
を
「
廊
下
の
跡
」
と
し
、「
天
守
臺
」
か
ら
の
眺
め
は
「
世

に
類
し
」
と
絶
賛
し
て
い
る
。

「
天
守
臺
」
か
ら
は
北
東
に
長
良
川
を
挟
ん
で
「
雄
総
村
」（
現
・
岐
阜
市
長
良
雄
総
）、

東
方
に
「
鵜
沼
の
山
」（
現
・
岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
）、
東
南
に
「
各
務
野
」、
遠
方
に

「
伊
吹
山
」・「
養
老
の
山
」・「
加
賀
の
白
山
」・「
遠
近
の
山
〳
〵
」
が
見
え
、
名
古
屋

城
ま
で
見
え
た
と
あ
る
た
め
、
天
気
は
良
好
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
天
守
臺
」
か

ら
の
眺
望
箇
所
に
つ
い
て
も
、
古
典
の
知
識
を
披
露
す
る
。

ま
ず
「
雄
総
村
」
に
つ
い
て
は
、
藤
原（
勝
間
田
）長
清
撰
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
「
衣

笠
の
内
大
臣
」（
衣
笠
家
良
）の
和
歌
を
紹
介
し
、
一
条
兼
良
著
『
藤
川
の
記
』・
清
少
納

言
著
『
枕
草
子
』・
著
者
未
詳
『
大
和
物
語
』
に
記
述
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。「
鵜

沼
」
に
つ
い
て
は
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
所
載
の
源
重
之
の
和
歌
、『
藤
原
仲
文
家
集
』

所
載
の
和
歌
を
紹
介
す
る
。
そ
の
他
、「
各
務
野
」
が
「
青
野
」・「
加
茂
野
」
と
と
も

に
「
三
野
」
と
呼
ば
れ
て
「
美
濃
」
の
語
源
と
な
っ
た
由
来
や
、
山
の
北
東
麓
に
あ
る

「
鏡
岩
」
で
大
坂
の
陣
の
後
、
二
代
将
軍
秀
忠
が
「
水
れ
ん
」
を
行
っ
た
こ
と
、「
外
に

絶
て
な
き
木
」
で
あ
る
「
カ
ゴ
の
木
」
が
生
育
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
記
す
。

「
岐
阜
」
に
は
下
山
行
程
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、「
御
小
納
戸
三
」
に
は
百
曲
口

で
下
山
し
た
と
記
す
。
続
い
て
岐
阜
公
園
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
乗
り
場
周
辺
の
「
千
畳
敷
の

跡
」
を
見
て
、「
岐
阜
の
里
」
で
の
「
機
織
業
」
を
見
学
し
た
後
、「
稲
葉
山
」
へ
登
り
、

桜
の
木
が
多
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

但
し
「
御
小
納
戸
三
」
で
は
千
畳
敷
の
後
、「
御
鮓
元
」
す
な
わ
ち
、
御
鮓
所（
現
・

岐
阜
市
益
屋
町
）へ
入
っ
て
鮎
鮓
の
漬
け
込
み
作
業
を
見
学
し
、
予
定
で
は
七
曲
口
の
妙

照
寺（
現
・
岐
阜
市
梶
川
町
）で
小
休
止
し
た
後
に
、
賀
島
邸
で
昼
食
の
予
定
だ
っ
た
が
、

妙
照
寺
で
昼
食
を
取
り
、
賀
島
邸
へ
は
寄
ら
ず
に
「
御
役
所
」
す
な
わ
ち
、
尾
張
藩
岐

阜
奉
行
所
に
入
っ
た
と
記
す
。
こ
こ
で
機
織
を
見
て
同
奉
行
所
の
前
身
で
あ
る
岐
阜
御

殿
の
跡
を
見
学
し
た
後
に
、「
因
幡
山
」
へ
登
っ
た
と
す
る
。
同
奉
行
所
南
に
接
す
る

伊
奈
波
神
社（
現
・
岐
阜
市
伊
奈
波
通
）の
こ
と
で
あ
る
。

岐
阜
城
遺
構
や
金
華
山
周
辺
地
名
に
関
す
る
名
称
に
つ
い
て
は
、
徳
川
林
政
史
研
究

所
蔵
「
岐
阜
図
」
に
も
同
様
の
書
き
込
み
が
あ
る
た
め
、
斉
荘
が
記
載
し
た
名
称
は
当

時
の
認
識
に
基
づ
く
名
称
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判

る
。
な
お
、
同
図
で
賀
島
家
は
「
御
宿
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

三
日
目（
九
月
二
十
三
日
）は
、
巳
の
刻（
午
前
十
時
頃
）に
出
て
、
城
下
外
の
西
は
ず
れ

に
あ
る
「
西
か
け
所
」（
現
・
本
願
寺
岐
阜
別
院
［
西
別
院
］・
岐
阜
市
西
野
町
）に
赴
き
、
こ

こ
の
庭
園
に
あ
っ
た
「
百
枝
松
」
を
見
学
す
る
。
次
に
「
木
材
を
な
り
は
ひ
と
せ
る
者

の
家
」
へ
行
き
茶
亭
に
招
か
れ
、長
良
川
を
渡
り
「
笹
を
家
の
名
と
せ
る
も
の
ゝ
別
園
」

で
昼
食
を
取
っ
た
と
す
る
。

「
御
小
納
戸
三
」
に
よ
れ
ば
、「
木
材
を
な
り
は
ひ
と
せ
る
者
」
は
材
木
町
の
丹
羽
与

惣
右
衛
門
、「
笹
を
家
の
名
と
せ
る
も
の
」
は
上
福
光
村
の
金
右
衛
門
と
す
る
。
金
右

衛
門
邸
の
「
高
と
の
」
に
は
文
台
・
短
冊
が
用
意
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
こ
で
も
一
首

を
詠
む
。「
高
と
の
」
の
向
か
い
に
は
こ
の
別
園
の
亭
主
の
家
が
あ
り
、「
い
と
こ
け
む

し
て
ひ
な
ひ
た
る
」
茶
亭
に
興
を
そ
そ
ら
れ
、
ま
た
長
良
川
を
渡
る
が
、
そ
の
際
に

「
鵜
遣
ふ
も
の
と
も
」
が
鵜
に
餌
を
や
る
の
を
見
て
、「
手
い
な
つ
り
」
と
い
う
鵜
飼
漁

も
見
学
し
て
、
賀
島
家
へ
戻
っ
た
。

「
御
小
納
戸
三
」
で
は
複
雑
な
書
き
方
と
な
っ
て
お
り
、
上
福
光
村
金
右
衛
門
邸
よ

り
船
で
忠
節
村（
現
・
岐
阜
市
忠
節
町
）辺
に
行
っ
て
岐
阜
町
人
横
山
七
右
衛
門
が
「
大

網
」、
忠
節
村
の
者
が
「
て
い
な
釣
」
を
披
露
し
た
と
す
る
が
、「
て
い
な
釣
」
は
早
田

村
河
原
で
見
た
と
も
記
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
あ
た
り
の
行
程
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
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忠
節
村
堤
で
陸
地
に
上
が
り
、
以
後
「
因
幡
山
」
に
入
っ
て
所
々
「
御
覧
」
に
な
っ
た

後
に
宿
へ
戻
っ
た
と
記
す
。

四
日
目（
九
月
二
十
四
日
）は
「
寅
の
刻
」（
午
前
四
時
頃
）に
賀
島
家
を
出
立
し
、
木
曽

川
を
越
え
て
黒
田
村
の
善
龍
寺（
現
・
一
宮
市
黒
田
東
町
）に
立
ち
寄
る
。「
御
小
納
戸
三
」

に
は
行
き
と
同
様
に
黒
田
村
の
六
鹿（
虫
鹿
）常
四
郎
邸
で
小
休
止
し
た
と
記
す
。「
岐

阜
」
に
は
、
こ
の
後
の
行
程
で
記
憶
違
い
の
記
述
が
あ
り
、
一
宮
の
妙
興
寺
を
「
過
ぎ

て
」、
行
き
と
同
様
に
真
清
田
神
社
宮
司
の
佐
分
但
馬
守
清
伯
邸
で
昼
食
を
取
っ
た
と

す
る
が
、
岐
阜
方
面
か
ら
の
行
程
な
ら
ば
、
佐
分
邸
は
妙
興
寺
の
手
前
で
あ
る
。
そ
し

て
「
申
の
刻
」（
午
後
四
時
頃
）に
名
古
屋
城
に
到
着
し
た
。

最
後
に
岐
阜
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
当
初
、
斉
荘
は
岐
阜
の
こ
と
を
「
ひ
な
ひ
た

る
地
」
で
あ
り
、「
何
な
く
さ
む
る
も
あ
る
ま
し
」
と
、
田
舎
扱
い
し
て
い
た
が
、
実

際
に
来
て
み
れ
ば
「
街
の
家
々
は
つ
き
〳
〵
し
く
」、「
い
つ
れ
も
に
き
は
し
た
り
」

で
、
家
ご
と
に
「
茶
亭
」
を
設
け
る
な
ど
、「
興
さ
ら
に
尽
す
心
を
の
こ
す
は
か
り
な

り
」
と
評
価
が
一
変
し
た
こ
と
を
記
す
。

挿図2　「岐阜の道しるべ」岐阜町周辺関係地点（「岐阜図」〔徳川林政史研究所蔵〕を
基に作成。）
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「
知
多
の
枝
折
」
概
説

岐
阜
御
成
か
ら
帰
っ
て
一
週
間
後
の
十
月
一
日
よ
り
、
斉
荘
は
知
多
半
島
の
巡
覧
に

出
か
け
た
。「
知
多
」
に
は
斉
荘
の
和
歌
十
八
首
・
俳
句
二
句
を
載
せ
る
他
、
献
納
さ

れ
た
和
歌
も
八
首
載
せ
て
お
り
、
本
書
も
ま
た
他
の
二
書
と
趣
を
変
え
て
い
る
。

出
発
は
「
夘
の
刻
」（
午
前
六
時
頃
）で
当
初
は
時
雨
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
晴
れ
に

な
っ
た
と
斉
荘
は
記
す
も
の
の
、「
御
小
納
戸
五
」
で
は
「
終
日
雨
天
」
と
し
て
い
る
。

「
四
時
」（
午
前
十
時
頃
）に
山
崎
村（
現
・
名
古
屋
市
南
区
呼
続
）の
名
主
・
山
崎
徳
左
衛
門

邸
で
小
休
止
す
る
。「
知
多
」
に
は
「
茶
亭
」
に
招
か
れ
、
こ
こ
に
文
台
に
色
紙
・
短

冊
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
山
崎
の
歌
へ
の
返
し
と
し
て
、
一

首
・
一
句
を
贈
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

次
に
鳴
海（
現
・
名
古
屋
市
緑
区
）へ
向
か
い
、「
御
小
納
戸
五
」
に
は
「
九
時
二
寸
前
」

（
午
前
十
二
時
前
）に
下
郷
次
郎
八
邸
に
入
っ
て
昼
食
を
取
り
、「
九
半
時
」（
午
後
一
時
頃
）

に
出
発
し
た
と
あ
る
。
水
主
池（
現
・
名
古
屋
市
緑
区
忠
治
山
）に
幕
を
張
っ
て
小
休
止
し
、

現
在
師
崎
街
道
と
呼
ば
れ
る
知
多
半
島
東
側
の
道
を
南
下
し
て
、
村
木
村（
現
・
愛
知
県

東
浦
町
森
岡
）の
小
嶋
源
助
邸
で
小
休
止
し
た
。
こ
こ
で
も
茶
亭
に
招
か
れ
、
床
に
板

硯
・
色
紙
・
短
冊
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
、
一
首
詠
ん
で
小
嶋
へ
贈
っ
て
い
る
。

初
日
の
宿
は
緒
川
の
善
導
寺（
現
・
愛
知
県
東
浦
町
緒
川
屋
敷
）で
、「
六
時
二
寸
廻
り
」

（
午
後
六
時
過
・「
御
小
納
戸
五
」）に
到
着
し
た
。
こ
の
寺
の
聞
慶
と
い
う
老
僧
が
三
首
献

歌
し
た
の
に
応
え
、
斉
荘
は
周
囲
の
卯
の
花
の
里
に
因
む
歌
を
贈
っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
御
小
納
戸
五
」
に
は
、
こ
の
時
に
地
元
の
者
に
よ
る
「
獅
子
舞
」
が
披
露
さ
れ
、
地

元
の
民
も
拝
見
し
、
斉
荘
自
身
が
行
っ
た
「
御
投
物
」
の
際
に
、
地
元
民
一
同
で
拾
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
斉
荘
が
宿
泊
し
た
書
院
は
善
導
寺
境
内
に
現
存
し
て
い
る
。

二
日
目（
十
月
二
日
）は
「
夘
中
刻
」（
午
前
七
時
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
出
発
し
、
藤
江

村（
現
・
東
浦
町
藤
江
）の
久
松
市
左
衛
門
邸
に
「
五
時
五
寸
廻
り
」（
午
前
九
時
頃
・「
御
小

納
戸
五
」）に
着
い
て
小
休
止
し
、「
九
時
四
寸
前
」（
午
前
十
一
時
半
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に

亀
崎
村（
現
・
愛
知
県
半
田
市
亀
崎
町
）の
間
瀬
長
左
衛
門
邸
に
着
い
て
昼
食
を
取
っ
た
。

「
知
多
」
に
は
こ
の
家
の
「
高
と
の
」
に
上
が
っ
て
、
海
を
見
渡
し
、
浦
で
の
漁
労
を

観
覧
し
た
と
記
す
。「
御
小
納
戸
五
」
に
よ
れ
ば
、「
濱
端
」、
す
な
わ
ち
海
岸
べ
り
の

「
別
荘
」
へ
移
り
、
こ
の
二
階
よ
り
漁
労
観
覧
を
行
っ
た
と
す
る
。
こ
の
時
も
地
元
民

に
対
し
て
「
御
投
物
」
を
行
っ
た
。
そ
し
て
次
の
乙
川（
現
・
半
田
市
乙
川
）の
善
次
郎

邸
ま
で
「
御
歩
行
」
で
移
動
し
「
七
時
二
寸
前
」（
午
後
三
時
半
過
・「
御
小
納
戸
五
」）に
着

い
た
と
記
す
。

な
お
、「
御
小
納
戸
五
」
に
は
道
中
で
「
御
鷹
御
遣
ひ
」
を
し
な
が
ら
移
動
し
た
と

書
か
れ
て
い
る
の
で
、
鷹
狩
も
併
せ
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
「
知
多
」
で

は
間
瀬
家
別
邸
か
ら
「
伊
勢
路
の
山
々
」
が
見
え
た
と
す
る
も
の
の
、
こ
の
場
所
か
ら

は
三
河
湾
し
か
見
え
な
い
た
め
、
渥
美
半
島
の
山
々
を
誤
認
し
た
と
思
わ
れ
る
。
二
日

目
の
宿
は
半
田
村（
現
・
半
田
市
）の
中
野
半
六
邸
で
、「
七
半
時
四
寸
廻
り
」（
午
後
五
時

半
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
到
着
し
た
。
中
野
が
献
歌
し
た
和
歌
が
「
知
多
」
に
記
さ
れ

て
い
る
。

三
日
目（
十
月
三
日
）は
、「
六
時
四
寸
廻
り
」（
午
前
六
時
半
頃
）に
出
発
し
、「
長
森
」

で
小
休
止
を
し
た
。
こ
の
地
名
は
現
在
失
わ
れ
て
い
る
が
、「
御
小
納
戸
五
」
で
は
半

田
よ
り
一
里
十
六
町
ほ
ど
の
場
所
で
、「
大
足
村
」（
現
・
愛
知
県
武
豊
町
中
央
部
付
近
）の

地
内
と
す
る
。「
知
多
」
に
は
こ
の
近
辺
で
鷹
狩
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
「
本
邸
」

よ
り
賜
っ
た
「
館
塒
」
と
名
付
け
た
鷹
が
見
事
に
鶴
を
捕
ら
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。「
御
小
納
戸
五
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
場
所
を
「
長
尾
か
臺
」
と
す
る
。
名
鉄
知
多

武
豊
駅
西
側
、
武
豊
町
役
場
の
あ
る
地
は
「
長
尾
山
」
の
小
字
名
が
残
る
た
め
、
地
理
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的
に
見
て
こ
の
あ
た
り
の
可
能
性
が
あ
る
。

「
御
小
納
戸
五
」
に
は
布
土（
現
・
愛
知
県
美
浜
町
布
土
）の
稲
生
茂
助
邸
に
「
九
時
四

寸
廻
り
」（
午
後
十
二
時
半
過
頃
）に
着
い
て
小
休
止
し
て
い
る
も
の
の
、「
知
多
」
に
は
単

に
「
布
土
の
里
に
少
し
く
い
こ
ひ
て
」
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
昼
食
は
「
八
時
壱
寸
廻

り
」（
午
後
二
時
過
頃
）に
着
い
た
河
和
村（
現
・
美
浜
町
河
和
）の
水
野
惣
右
衛
門
屋
敷
で

取
っ
た
。
水
野
惣
右
衛
門
は
河
和
城
主
水
野
家
の
末
裔
で
、
尾
張
藩
で
は
二
千
石
を
領

す
る
藩
士
で
あ
る
た
め
、「
御
小
納
戸
五
」
に
は
屋
敷
で
の
御
目
見
・
献
上
儀
礼
に
関

す
る
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
知
多
」
に
は
同
道
し
た
鷹
匠
に
対
し
、
鶴

の
捕
獲
を
「
格
別
」
の
こ
と
と
し
て
賞
し
、
盃
の
下
賜
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

水
野
家
屋
敷
を
「
七
時
」（
午
後
四
時
頃
）に
出
て
、「
御
小
納
戸
五
」
で
は
河
和
よ
り

「
壱
里
九
町
程
」
と
す
る
乙
方
村（
現
・
愛
知
県
南
知
多
町
豊
岡
）地
内
の
「
岡
坂
山
」
へ

登
り
、
幕
を
張
っ
て
小
休
止
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
現
在
、
こ
の
山
の
名
は
伝
わ
っ

て
い
な
い
た
め
、
正
確
な
場
所
は
分
か
ら
な
い
が
、
師
崎
街
道
が
山
間
部
を
経
由
す
る

現
・
南
知
多
町
大
井
付
近
の
山
と
推
定
で
き
る
。
こ
こ
の
小
字
・
上
苗
代
の
山
に
は
後

に
大
井
烽
火
台
が
設
け
ら
れ
、
知
多
半
島
の
海
防
情
報
の
通
信
手
段
拠
点
と
な
っ
て
い

た
他
、
烽
火
台
南
方
の
小
字
・
東
園
付
近
か
ら
は
な
だ
ら
か
な
坂
の
先
に
三
河
湾
を
遠

望
で
き
る
た
め
、
地
理
的
に
み
て
こ
の
山
付
近
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
。「
知
多
」
で

は
「
岡
坂
山
」
よ
り
「
富
士
の
芝
山
」
を
見
た
と
す
る
が
、
こ
の
付
近
か
ら
富
士
山
の

眺
望
例
は
、
現
時
点
で
は
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

次
に
「
大
井
村
」（
現
・
南
知
多
町
大
井
）を
過
ぎ
て
、「
御
小
納
戸
五
」
で
は
「
片
名

村
」（
現
・
南
知
多
町
片
名
）地
内
の
「
ヒ
エ
狭
間
」
で
幕
を
張
っ
て
小
休
止
し
、「
山
路
を

登
り
く
た
り
し
つ
ヽ
」、
師
崎
の
千
賀
与
八
郎
屋
敷（
現
・
南
知
多
町
師
崎
的
場
付
近
）に

「
六
時
三
寸
廻
り
」（
午
後
六
時
半
前
・「
御
小
納
戸
五
」）に
到
着
し
た
。
こ
の
「
ヒ
エ
狭
間
」

の
地
名
も
現
在
残
っ
て
い
な
い
が
、
南
知
多
町
片
名
の
成
願
寺
前
に
「
稗
田
」
の
小
字

名
が
あ
り
、
谷
戸
地
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、「
岡
坂
山
」
よ
り
「
三
十
町
程
」
の
距

離
と
す
る
「
御
小
納
戸
五
」
の
記
録
と
も
符
合
す
る
た
め
、
こ
の
付
近
で
あ
る
可
能
性

は
指
摘
で
き
る
。

千
賀
家
も
尾
張
藩
士
で
あ
る
た
め
、
水
野
家
と
同
様
の
御
目
見
・
献
上
儀
礼
が
行
わ

れ
た
こ
と
が
「
御
小
納
戸
五
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
片
名
村
で
も
「
漁
猟
」
の

観
覧
が
行
わ
れ
る
予
定
だ
っ
た
が
、
通
行
が
「
暮
合
」
に
及
ん
だ
た
め
、
中
止
に
な
っ

た
こ
と
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

四
日
目（
十
月
四
日
）は
、「
六
時
五
寸
廻
り
」（
午
前
七
時
前
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
千
賀

家
屋
敷
を
出
立
し
、
門
前
の
「
濱
端
」
に
お
い
て
「
御
留
駕
」
す
な
わ
ち
、
乗
物
の
中

よ
り
「
漁
猟
」
と
「
鯨
付
」
を
見
た
と
「
御
小
納
戸
五
」
に
は
記
さ
れ
る
。
現
在
の
師

崎
港
付
近
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
子
は
斉
荘
に
と
っ
て
感
慨
深
か
っ
た
ら
し
く
、

「
知
多
」
に
お
い
て
も
漁
民
の
祝
い
歌
や
祝
賀
の
様
子
、
再
び
出
猟
に
至
る
様
に
つ
い

て
紙
面
を
割
い
て
記
述
す
る
。

次
に
西
へ
進
み
「
辰
の
刻
過
る
頃
」（
午
前
八
時
頃
）に
千
賀
屋
敷
西
側
の
日
和
山（
現
・

南
知
多
町
師
崎
字
日
影
）へ
登
る
。「
御
小
納
戸
五
」
で
は
「
唐
船
見
張
番
所
」
と
す
る
場

所
に
お
い
て
「
嶋
々
」
を
「
御
遠
覧
」
し
た
と
す
る
。「
知
多
」
に
は
三
河
湾
の
日
間

賀
島
や
篠
島
・
亀
島
・
鼠
島
の
他
、
三
河
の
山
々
・
富
士
山
を
遠
望
し
た
と
す
る
。
地

理
的
に
富
士
山
が
見
え
る
位
置
だ
が
、
現
在
で
も
確
認
例
が
無
い
た
め
、
実
際
に
富
士

山
が
見
え
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
眺
望
に
つ
い
て
は
「
い
は

ん
か
た
な
く 

筆
に
も
及
ひ
か
た
き
な
か
め
な
り
」
と
し
て
お
り
、
斉
荘
に
と
っ
て
は

満
足
の
い
く
眺
め
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

日
和
山
を
下
り
た
後
、
西
へ
進
み
須
佐
村（
現
・
南
知
多
町
豊
浜
）の
正
衆
寺
に
入
り
小

休
止
し
た
こ
と
は
「
御
小
納
戸
五
」
に
の
み
記
さ
れ
る
。「
知
多
」
で
は
須
佐
の
入
江

の
波
打
ち
際
で
、
岩
に
根
を
張
っ
た
「
恵
比
寿
ま
つ
」
を
見
て
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
記

（
21
）
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さ
れ
て
い
る
。
次
の
小
休
止
は
久
村（
現
・
南
知
多
町
山
海
）の
内
藤
傳
兵
衛
邸
の
た
め
、

師
崎
か
ら
は
現
在
の
常
滑
街
道
を
北
上
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

東
端
村（
現
・
南
知
多
町
内
海
）の
前
野
小
平
治
邸
に
「
九
時
三
寸
廻
り
」（
午
前
十
二
時

半
前
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
着
い
て
昼
食
を
摂
り
、「
九
半
時
三
寸
廻
り
」（
午
後
一
時
半

前
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
出
発
す
る
。「
知
多
」
に
記
載
は
無
い
が
、
こ
の
先
、「
小
野

浦
」（
現
・
美
浜
町
小
野
浦
）で
「
漁
猟
」
を
観
覧
し
、「
柿
並
村
」（
現
・
美
浜
町
野
間
）の

「
大
坊
」
大
御
堂
寺
に
「
八
半
時
弐
寸
廻
り
」（
午
後
三
時
過
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
到
着

し
た
。

大
御
堂
寺
で
は
現
在
、
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
寺
第
一
の
什
宝
「
絹
本

著
色
義
朝
最
期
図
」・「
絹
本
著
色
頼
朝
先
考
供
養
図
」
二
幅
対
の
絵
解
き
を
受
け
た
。

こ
の
二
幅
対
は
藩
祖
義
直
の
寄
進
で
、
狩
野
探
幽
十
八
歳
の
作
と
す
る
絵
解
き
台
本
の

記
事
も
記
録
す
る
。
同
寺
門
前
の
源
義
朝
の
首
を
洗
っ
た
と
い
う
血
の
池
や
、
義
朝
塚

の
他
、
織
田
信
孝
墓
・
池
禅
尼
墓
・
義
朝
の
郎
党
で
あ
る
鎌
田
政
清
の
墓
を
僧
侶
の
案

内
で
参
拝
し
、
野
間
の
浜
で
獲
れ
る
甲
羅
が
人
面
状
に
見
え
る
長
田
蟹
に
つ
い
て
も
説

明
を
受
け
た
よ
う
で
、
こ
の
蟹
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

大
御
堂
寺
の
後
は
上
野
間（
現
・
美
浜
町
上
野
間
）の
大
仙
寺
に
「
七
半
時
弐
寸
廻
り
」

（
午
後
五
時
過
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
着
い
て
小
休
止
し
、
次
で
大
谷
村（
現
・
愛
知
県
常

滑
市
大
谷
）の
来
應
寺
で
も
小
休
止
し
た
後
、「
六
半
時
」（
午
後
七
時
頃
）に
常
滑
の
正
住

院（
現
・
常
滑
市
保
示
町
）に
到
着
し
た
。

五
日
目（
十
月
五
日
）は
、「
御
小
納
戸
五
」
に
よ
れ
ば
正
住
寺
の
書
院
縁
側
に
お
い

て
、
常
滑
焼
職
人
に
よ
る
焼
物
作
り
を
観
覧
し
た
。「
知
多
」
に
は
「
此
寺
の
園
に
そ

の
も
ふ
け
」
と
し
て
い
る
た
め
、
お
そ
ら
く
器
形
成
形
の
様
子
を
実
演
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｘ
ラ
イ
ブ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム（
常
滑
市
）の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
斉
荘
に

技
を
披
露
し
た
の
は
二
代
目
伊
奈
長
三
郎（
一
七
八
〇
～
一
八
五
七
）と
い
う
。

ま
た
、
成
岩（
現
・
半
田
市
）で
「
住
米
を
な
り
わ
ひ
と
せ
る
も
の
の
母
」
と
い
う
人

物
が
、
斉
荘
に
歌
を
献
じ
た
こ
と
も
「
知
多
」
に
記
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
職
人
た
ち
に

「
御
重
詰 

御
菓
子
」
を
下
賜
し
て
、「
御
小
納
戸
五
」
で
は
「
六
半
時
」（
午
前
七
時
頃
）、

「
知
多
」
で
は
「
辰
の
時
過
る
頃
」（
午
前
八
時
頃
）に
出
立
し
た
と
す
る
。

な
お
、
同
寺
に
は
文
政
九
年（
一
八
二
六
）建
立
の
大
書
院
と
建
立
時
不
明
の
茶
室
に

は
、
天
保
八
年（
一
八
三
七
）の
落
款
が
あ
る
高
久
隆
古（
一
八
〇
七
～
五
七
）の
障
壁
画
が

現
存
し
て
お
り
、
斉
荘
来
訪
時
の
空
間
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
寛
政
八
年（
一
七

九
六
）建
立
の
本
堂
、
文
政
四
年
建
立
の
玄
関
、
同
九
年
建
立
の
六
角
堂
も
斉
荘
来
訪

時
に
存
在
し
た
建
造
物
で
あ
る
。

次
に
常
滑
焼
の
「
竈
」
が
あ
る
丘
に
登
っ
て
数
々
の
「
す
え
も
の
洞
の
こ
と
き
」
窯

を
遠
望
し
て
い
る
。
行
程
的
に
み
て
現
・
常
滑
市
栄
町
で
「
や
き
も
の
散
歩
道
」
と
し

て
整
備
さ
れ
て
い
る
岡
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
大
野（
現
・
常
滑
市
大
野
）の
平
野
彦
左

衛
門
邸
に
「
四
時
」（
午
前
十
時
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
着
い
て
昼
食
を
取
っ
た
。

こ
の
平
野
邸
は
大
野
御
殿
と
称
す
る
尾
張
藩
の
御
殿
施
設
だ
っ
た
が
、
斉
荘
来
訪
時

点
で
は
尾
張
藩
の
資
金
援
助
は
停
止
さ
れ
て
い
た
た
め
、
御
殿
は
大
破
し
た
状
態
だ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
斉
荘
の
来
訪
に
合
わ
せ
て
平
野
家
に
よ
る
自
普
請
で
修
繕
し
、
斉
荘

の
来
訪
を
迎
え
て
い
た
。
藩
と
し
て
は
公
的
運
営
を
終
了
し
た
扱
い
だ
っ
た
た
め
か
、

「
知
多
」
で
は
「
御
殿
」
の
表
記
は
用
い
て
い
な
い
。

平
野
邸
よ
り
海
原
を
見
て
、
斉
荘
は
眼
前
の
浜
を
「
衣
の
浦
」
と
認
識
し
、
歌
を
詠

ん
で
い
る
が
、
西
行
の
歌
枕
の
地
と
し
て
名
高
い
衣
浦
は
知
多
半
島
の
東
岸
で
あ
っ

て
、
眼
前
の
浜
は
潮
湯
治
の
名
所
・
大
野
海
岸（
現
・
常
滑
市
大
野
町
～
愛
知
県
知
多
市
大

草
付
近
）で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
斉
荘
の
誤
認
と
思
わ
れ
る
。
平
野
邸
は
「
九
時
三

寸
廻
り
」（
午
後
十
二
時
半
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
出
立
し
た
。

北
山
長
浦（
現
・
知
多
市
長
浦
）で
小
休
止
し
、
古
見
村（
現
・
知
多
市
新
知
）の
成
瀬
半

（
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太
夫
屋
敷
へ
「
八
時
弐
寸
前
」（
午
後
一
時
半
過
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
到
着
し
た
。
成
瀬

半
太
夫
は
河
和
水
野
家
や
千
賀
家
と
同
様
に
、
尾
張
藩
の
有
力
藩
士
だ
が
、「
御
小
納

戸
五
」
に
お
い
て
も
単
に
小
休
止
し
た
と
す
る
の
み
で
、
水
野
・
千
賀
両
家
で
行
っ
た

よ
う
な
儀
礼
行
為
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

横
須
賀（
現
・
愛
知
県
東
海
市
横
須
賀
町
）の
宿
所
で
あ
る
村
瀬
彦
助
邸
に
は
「
八
半
時

四
寸
廻
り
」（
午
後
三
時
半
過
頃
）に
到
着
し
、
表
店
の
二
階
へ
通
さ
れ
、
横
須
賀
町
民
に

よ
る
「
万
歳
」
を
鑑
賞
し
た
。
斉
荘
は
興
を
そ
そ
ら
れ
た
よ
う
で
「
知
多
」
に
お
い
て

も
紙
面
を
割
き
、「
い
と
興
あ
り
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
村
瀬
邸
の
二
畳
中
板

の
茶
亭
へ
通
さ
れ
、
こ
こ
に
も
文
台
・
硯
・
短
冊
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
、
一
首
・
一

句
を
詠
じ
て
い
る
。

「
知
多
」
で
は
こ
の
後
に
近
く
の
大
教
院（
現
・
東
海
市
横
須
賀
町
）へ
赴
き
、
境
内
の

琴
弾
松
を
見
て
一
首
詠
み
、
遠
方
に
み
え
る
業
平
塚（
現
・
東
海
市
富
木
島
町
）に
対
し
て

も
歌
を
寄
せ
て
い
る
。
た
だ
し
、
横
須
賀
付
近
か
ら
業
平
塚
ま
で
直
線
距
離
で
三
粁
あ

り
、
簡
単
に
視
認
で
き
る
距
離
で
は
無
い
。
今
川
義
元
の
胴
を
葬
っ
た
と
の
伝
承
が
あ

る
今
川
塚（
現
・
東
海
市
高
横
須
賀
町
）が
、
横
須
賀
の
北
東
五
百
米
程
の
距
離
に
あ
る
た

め
、
こ
の
塚
と
混
同
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
あ
る
い
は
、
翌
日
に
業
平
塚
付
近
を
通
行

し
た
際
の
記
事
を
、
記
憶
違
い
で
前
日
の
記
事
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
琴
弾
松
・
業

平
塚
に
つ
い
て
の
記
載
は
「
御
小
納
戸
五
」
に
見
ら
れ
な
い
た
め
、
い
ず
れ
と
も
断
定

で
き
な
い
。

六
日
目（
十
月
六
日
）は
、「
六
時
三
寸
廻
り
」（
午
前
六
時
半
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
村
瀬

邸
を
出
立
し
、「
知
多
」
に
記
載
は
無
い
が
、「
御
小
納
戸
五
」
で
は
道
中
「
御
鷹
御
遣

ひ
」
を
行
い
な
が
ら
平
嶋
村（
現
・
東
海
市
荒
尾
町
）の
孫
右
衛
門
邸
に
五
時（
午
前
八
時

頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
着
い
て
小
休
止
し
た
。「
御
小
納
戸
五
」
で
は
、
こ
の
後
に
旧

大
高
城
跡（
現
・
名
古
屋
市
緑
区
大
高
町
）の
一
画
に
設
け
ら
れ
た
志
水
小
八
郎
屋
敷
を

「
御
通
抜
」
し
た
と
記
す
。

大
高
村（
現
・
名
古
屋
市
緑
区
大
高
町
）の
山
口
源
兵
衛
邸
に
「
九
時
四
寸
廻
り
」（
午
後

十
二
時
半
頃
・「
御
小
納
戸
五
」）に
着
い
て
昼
食
を
摂
り
、
鳴
海
を
経
て
往
路
と
同
じ
く

山
崎
村
の
山
崎
徳
左
衛
門
邸
に
「
八
時
弐
寸
廻
り
」（
午
後
二
時
半
前
・「
御
小
納
戸
五
」）に

着
い
て
、
再
び
茶
亭
へ
通
さ
れ
た
。
巡
覧
初
日
に
山
崎
へ
贈
っ
た
歌
が
す
で
に
軸
装
さ

れ
て
床
に
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
再
び
山
崎
よ
り
歌
が
献
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
斉
荘
は

改
め
て
返
歌
を
贈
っ
て
い
る
。

山
崎
邸
を
「
八
時
四
寸
廻
り
」（
午
後
三
時
前
・「
御
小
納
戸
五
」）に
出
立
し
た
と
あ
る

た
め
、
山
崎
邸
で
の
滞
在
は
わ
ず
か
の
時
間
で
あ
り
、「
酉
の
時
過
る
こ
ろ
」（
午
後
六
時

過
頃
・「
知
多
」）に
名
古
屋
城
へ
帰
城
し
た
。
名
古
屋
城
か
ら
知
多
半
島
先
端
の
師
崎
ま

で
約
六
十
五
粁
で
あ
り
、
往
復
約
百
三
十
粁
を
五
泊
六
日
で
走
破
し
て
い
る
。
道
中
、

地
元
民
の
生
業
観
覧
や
鷹
狩
を
行
う
道
中
で
あ
っ
た
た
め
、
一
日
平
均
二
十
二
粁
強

と
、
岐
阜
へ
の
道
中
に
比
べ
て
緩
や
か
な
行
程
だ
っ
た
。
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六　

犬
山
御
成
概
説

斉
荘
の
天
保
十
四
年
中
の
行
動
で
、
歌
紀
行
文
が
な
い
犬
山
御
成
に
つ
い
て
は
、
池

ノ
谷
匡
祐
氏
に
よ
る
先
行
研
究
が
あ
り
、
四
代
吉
通
時
の
御
成
と
の
比
較
に
お
い
て
、

斉
荘
に
よ
る
犬
山
御
成
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
斉
荘
の
御
成
は
、
延
享
四
年（
一
七

四
七
）の
八
代
宗
勝
以
来
約
百
年
ぶ
り
の
御
成
で
あ
り
、
尾
張
徳
川
家
の
家
督
相
続
を

め
ぐ
る
家
中
の
反
発
に
対
し
、
そ
の
改
善
を
試
み
る
斉
荘
の
意
思
が
働
い
た
と
の
仮
説

を
提
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
藩
財
政
の
逼
迫
や
前
年
に
罹
災
し
た
犬
山
城
松
之
丸
御

殿
の
復
旧
事
情
に
配
慮
し
て
「
諸
事
手
軽
」
の
立
ち
寄
り
形
式
で
の
御
成
と
し
た
が
、

吉
通
時
と
は
異
な
り
旅
程
を
二
泊
に
し
て
成
瀬
家
と
の
親
交
を
深
め
る
機
会
を
増
し
た

と
分
析
し
て
い
る
。

斉
荘
の
犬
山
御
成
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
御
小
納
戸
六
」
を
基
に
し
た
池
ノ
谷
匡

祐
氏
の
論
考
に
詳
し
い
た
め
、
詳
細
は
同
論
考
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
以
下
、

そ
の
概
略
を
記
述
す
る
。
同
年
十
一
月
二
十
一
日
夘
の
中
刻（
午
前
五
時
頃
）に
名
古
屋

城
を
出
立
。
名
古
屋
城
下
志
水
町（
現
・
名
古
屋
市
北
区
清
水
付
近
）よ
り
上
街
道
を
「
放

鷹
」
し
な
が
ら
北
上
し
、
味
鋺
原
新
田（
現
・
愛
知
県
春
日
井
市
味
美
白
山
町
付
近
）新
次

郎
邸
で
小
休
止
す
る
。
小
牧
御
殿（
現
・
愛
知
県
小
牧
市
小
牧
）で
昼
食
を
取
る
。
小
牧
御

殿
は
天
明
二
年（
一
七
六
五
）に
荒
廃
し
た
と
い
う
記
録
は
あ
る
が
、
御
殿
守
で
あ
る
江

崎
家
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
維
持
管
理
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

小
牧
御
殿
を
八
半
時（
午
後
三
時
頃
）に
出
立
し
、
楽
田
村
の
永
泉
寺（
現
・
愛
知
県
犬
山

市
裏
之
門
）で
小
休
止
し
た
。
犬
山
城
主
「
成
瀬
隼
人
正
」（
八
代
正
住
）は
、
楽
田
村
北
の

羽
黒
村（
現
・
犬
山
市
羽
黒
）ま
で
出
迎
え
に
赴
き
、
先
導
し
て
犬
山
城
へ
向
か
っ
た
。

同
城
の
南
麓
に
あ
る
宿
所
の
松
之
丸
御
殿
に
は
「
七
半
時
壱
寸
廻
り
」（
午
後
五
時
頃
）に

到
着
。
一
旦
休
息
し
た
後
、
夕
食
の
後
に
成
瀬
や
家
中
と
の
対
面
・
盃
の
儀
と
い
っ
た

政
治
儀
礼
が
行
わ
れ
た
。

二
日
目（
十
一
月
二
十
二
日
）は
、
五
時（
午
前
八
時
頃
）に
出
立
。
榊
門
・
内
田
門
を
抜

け
丸
山
下（
現
・
犬
山
市
白
山
平
）で
「
赤
絵
焼
竈
場
」
を
観
覧
し
た
。
犬
山
焼
の
窯
元
尾

関
家
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
前
年
の
大
火
で
丸
山
下
へ
移
転
し
た
直
後
の
来
訪
で
あ
っ

た
。
斉
荘
来
訪
時
の
主
屋
が
現
存
す
る
。
こ
こ
で
は
自
ら
製
作
及
び
赤
絵
付
け
を
し
た

他
、
製
品
の
買
い
上
げ
も
行
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
七
代
尾
関
作
十
郎
で
あ
る

尾
関
立
志
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
北
方
の
日
本
モ
ン
キ
ー
パ
ー
ク
付
近
に
あ
っ
た
窯
場

へ
の
来
訪
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
。
次
い
で
「
継
尾
観
音
」（
継
鹿
尾
観
音
）と
称

さ
れ
る
寂
光
院（
現
・
犬
山
市
継
鹿
尾
）へ
参
詣
し
て
小
休
止
の
後
、
松
之
丸
へ
戻
っ
て
昼

食
を
取
っ
た
。

昼
食
後
、
本
丸
へ
移
り
天
守
を
巡
覧
す
る
。
次
い
で
天
守
東
側
の
「
七
曲
埋
門
」
よ

り
北
麓
へ
下
っ
て
木
曽
川
を
渡
河
し
、
対
岸
よ
り
犬
山
城
を
遠
望
。「
鵜
飼
屋
渡
」（
現
・

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
～
犬
山
市
西
古
券
）で
乗
船
し
て
、
城
下
西
部
の
「
鵜
飼

屋
町
」（
現
・
犬
山
市
西
古
券
）で
上
陸
し
、
城
内
南
西
部
の
「
三
光
寺
山
」（
三
光
寺
御
殿
）

に
入
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
「
数
寄
屋
」
で
成
瀬
の
点
前
に
よ
る
茶
事
が
行
わ
れ
、

「
御
披
之
間
」
で
夕
食
を
取
っ
た
後
、「
夜
六
半
時
三
寸
廻
り
」（
午
後
七
時
半
過
頃
）に
松

之
丸
御
殿
に
戻
っ
た
。

三
日
目（
十
一
月
二
十
三
日
）は
夘
の
中
刻（
午
前
七
時
頃
）に
松
之
丸
御
殿
を
出
立
。
行

き
と
同
様
、
楽
田
村
の
永
泉
寺
で
小
休
止
し
、
各
所
で
「
鳥
附
」
や
「
御
捉
飼
」
を
行

い
な
が
ら
、
小
牧
の
西
源
寺
前（
現
・
小
牧
市
小
牧
）で
行
列
を
整
え
て
小
牧
山
へ
登
っ
た
。

下
山
後
九
時（
正
午
頃
）に
小
牧
御
殿
に
お
い
て
昼
食
を
取
り
、
上
街
道
を
南
下
し
て
名

古
屋
城
へ
戻
っ
て
い
る
。

以
上
「
御
小
納
戸
六
」
の
記
録
か
ら
は
、
尾
張
藩
附
家
老
で
あ
り
筆
頭
重
臣
・
成
瀬

（
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（
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家
の
居
城
へ
の
御
成
と
い
う
面
が
あ
る
も
の
の
、
他
と
同
様
に
道
中
で
の
鷹
狩
や
犬
山

焼
を
楽
し
む
な
ど
、
斉
荘
の
嗜
好
も
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て

は
岐
阜
や
知
多
へ
の
行
程
内
容
と
、
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
。

た
だ
し
、
岐
阜
・
犬
山
へ
は
「
御
成
」
の
語
を
用
い
、
知
多
へ
は
「
御
巡
覧
」
と
す

る
。
こ
の
言
葉
の
使
い
分
け
は
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、池
ノ
谷
匡
祐
氏
の
分
析
で
は
、

四
代
吉
通
時
は
犬
山
城
で
三
献
や
太
刀
の
献
上
・
下
賜
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
将
軍
家
の
御
成
と
同
様
の
儀
礼
が
尾
張
家
中
で
も
行
わ
れ
て
い
た
と
し
、
こ
の
儀

礼
の
有
無
に
よ
り
「
御
成
」
か
「
御
巡
覧
」
か
の
違
い
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
こ
の

見
解
は
概
ね
首
肯
で
き
る
。
斉
荘
の
場
合
は
「
諸
事
手
軽
」
と
さ
れ
、
供
の
役
職
人
数

の
内
訳
や
、
こ
う
い
っ
た
儀
礼
は
省
か
れ
た
た
め
、
形
態
的
に
は
「
御
巡
覧
」
だ
っ
た

が
、
慣
例
に
基
づ
き
「
御
成
」
と
称
し
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
儀
礼
等
の
有
無
で
言

葉
の
使
い
分
け
を
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
岐
阜
で
は
誰
に
対
し
て
御
成
の
儀
礼
を

行
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
斉
荘
の
時
代
で
は
既
に
形
骸
化
し
た
行
事
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
天
保
十
四
年
時
の
記
録
の
み
で
言
葉
の
違
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
難

し
く
、
初
期
の
事
例
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。

お　

わ　

り　

に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
斉
荘
歌
紀
行
文
」
は
、
天
保
十
四
年（
一
八
四
三
）に

行
わ
れ
た
斉
荘
の
行
動
に
伴
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
を
中
心
に
、
歌
紀
行
文
と
し
て
ま
と
め

た
歌
書
で
あ
る
。
歴
代
の
中
で
同
様
の
記
録
を
残
し
た
当
主
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き

な
い
た
め
、
事
項
の
み
を
羅
列
す
る
公
式
記
録
で
は
窺
い
知
れ
な
い
風
景
描
写
や
、
何

よ
り
当
主
の
心
情
が
判
る
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
た
だ
し
、
斉
荘
自
身
は
こ
れ
ら
を
道

中
記
録
と
し
て
執
筆
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
斉
荘
歌
紀
行
文
」
は
、
佐
藤
豊
三
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
紀
貫
之
著
『
土
佐
日
記
』

に
擬
し
た
体
裁
が
取
ら
れ
て
い
る
。
日
記
的
な
要
素
は
持
つ
が
、
そ
れ
以
上
に
文
芸
的

色
彩
の
濃
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、「
岐
阜
」
と
「
知
多
」
の
行

程
は
、
公
的
記
録
で
あ
る
「
御
小
納
戸
日
記
」
に
よ
っ
て
補
完
で
き
る
こ
と
で
、
実
際

の
行
動
と
、「
岐
阜
」・「
知
多
」
の
記
載
内
容
に
齟
齬
、
す
な
わ
ち
記
憶
違
い
・
事
実

誤
認
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
両
書
の
記
載
内
容
は
、
正
確
な
記
録
で
は

な
い
わ
け
で
あ
る
。
斉
荘
が
目
指
し
た
の
は
あ
く
ま
で
も
古
典
に
倣
っ
た
歌
書
の
製
作

で
あ
り
、
記
録
と
し
て
の
正
確
性
に
は
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。「
斉
荘
歌
紀
行
文
」

は
、
斉
荘
作
の
文
芸
作
品
と
し
て
評
価
す
る
事
を
第
一
義
と
す
べ
き
で
、
道
中
記
と
し

て
の
記
録
性
に
お
い
て
は
、
他
史
料
と
の
比
較
の
上
に
お
い
て
検
証
を
必
要
と
す
る
。

そ
の
上
で
改
め
て
「
斉
荘
歌
紀
行
文
」
を
体
裁
的
に
み
る
な
ら
ば
、「
夏
の
日
」
は

自
詠
和
歌
・
俳
句
主
体
、「
岐
阜
」
は
古
典
検
証
、「
知
多
」
は
文
芸
交
流
を
含
む
点
に

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
見
い
だ
せ
る
。「
夏
の
日
」
に
お
け
る
道
中
描
写
は
必
要
最
小
限

で
あ
り
、
特
に
後
半
に
な
る
に
従
い
、
各
所
に
お
け
る
自
詠
和
歌
・
俳
句
を
主
に
書
き

連
ね
る
体
裁
と
な
る
。「
岐
阜
」
は
、
風
景
描
写
が
細
密
に
な
る
と
共
に
、
古
典
引
用

も
各
所
に
見
ら
れ
、
一
種
の
地
誌
的
要
素
も
含
む
他
、
自
詠
以
外
に
も
献
歌
分
の
記
載

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
知
多
」
で
は
「
岐
阜
」
と
同
様
の
風
景
描
写
は
あ
る
も

の
の
、
古
典
引
用
は
無
く
、
献
歌
分
の
記
載
が
増
え
る
他
、
一
部
で
は
あ
る
が
地
元
民

と
の
交
流
描
写
も
詳
し
い
。
意
図
的
に
体
裁
を
変
え
た
の
か
、
結
果
的
に
な
っ
た
の
か

は
不
明
だ
が
、
三
種
三
様
の
体
裁
は
斉
荘
の
歌
人
と
し
て
の
幅
と
い
う
理
解
で
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、「
御
成
」
に
せ
よ
「
御
巡
覧
」
に
せ
よ
、
尾
張
国
主
の
行
事
で
あ
る
た
め
、

相
応
の
規
模
で
移
動
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
随
行
す
る
人
員
に
つ
い
て
、
池
ノ
谷
匡
祐

（
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）



徳
川
斉
荘
自
筆
歌
紀
行
文

一
〇
五

氏
は
犬
山
御
成
で
吉
通
時
に
約
九
百
人
、
斉
荘
時
で
約
千
人
弱
と
い
う
数
字
を
記
録
か

ら
算
出
し
て
い
る
。「
御
小
納
戸
三
」
で
は
岐
阜
道
中
の
行
列
書
と
長
良
川
の
乗
船
行

列
書
、「
御
小
納
戸
六
」
で
は
知
多
へ
の
行
列
書
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
程
度
の

規
模
は
判
明
す
る
。
た
だ
し
、
一
部
に
人
数
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
役
職
の
み
の
記
載

が
主
の
た
め
、
駕
籠
舁
き
や
道
具
持
ち
の
役
務
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
何
人
が
携
わ
っ

た
の
か
の
記
入
が
無
く
、「
御
小
納
戸
三
」
か
ら
は
正
確
な
数
は
割
り
出
せ
な
い
。

あ
く
ま
で
役
務
名
及
び
人
配
置
で
見
る
な
ら
ば
、「
御
小
納
戸
三
」
の
道
中
行
列
書

に
は
百
二
十
八
、
同
書
の
長
良
川
乗
船
行
列
書
で
は
十
七
、「
御
小
納
戸
六
」
で
は
百

三
の
役
務
名
の
記
載
が
あ
る
。
同
じ
役
務
か
別
の
役
務
か
の
判
別
が
難
し
い
箇
所
も
あ

る
た
め
、
こ
の
数
値
は
必
ず
し
も
正
確
と
は
い
え
な
い
が
、
相
当
数
の
随
行
が
あ
っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
り
、「
天
保
十
四
年
殿
様
知
多
郡
御
巡
覧
御
触
状
」
の
中
に
は
、
宿

泊
・
応
接
が
予
定
さ
れ
て
い
る
村
々
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
五
百
人
分
の
「
夜
着
」・

「
ふ
と
ん
」・「
敷
蒲
団
」・「
膳
椀
」
の
用
意
の
令
状
が
あ
り
、
相
当
の
準
備
負
担
が
道

中
村
々
に
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

ま
た
、「
御
小
納
戸
日
記
」
の
記
載
を
見
る
と
、
行
く
先
々
で
献
上
が
あ
り
、
そ
れ

に
対
応
す
る
下
賜
は
あ
る
も
の
の
、
尾
張
家
当
主
を
迎
え
る
に
あ
た
り
村
落
共
同
体
挙

げ
て
の
接
待
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
岐
阜
で
は
鵜
飼
観
覧
、
知
多

で
の
漁
猟
観
覧
や
伝
統
芸
の
披
露
な
ど
で
動
員
が
掛
け
ら
れ
た
他
、
馬
継
の
手
配
も
あ

り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
同
行
す
る
藩
士
た
ち
の
宿
所
手
配
と
い
っ
た
対
応
も
求
め
ら

れ
た
は
ず
で
あ
る
。
岐
阜
・
知
多
・
犬
山
へ
の
巡
行
は
歴
代
当
主
が
御
国
入
り
し
た
際

に
お
け
る
恒
例
の
行
事
だ
が
、
そ
れ
を
迎
え
る
側
に
と
っ
て
、
そ
の
負
担
は
決
し
て
軽

く
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
一
例
と
し
て
『
御
日
記
頭
書 

四
』
に
あ
る
八
代
宗
勝
が
就
任

し
た
元
文
四
年（
一
七
三
九
）の
記
事
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

（
26
）

（
27
）

一　

此
年
知
多
郡
為
御
巡
見
可
被
為
成
之
処
在
々
困
窮
に
付
諸
向
御
用
捨
之
思
召

を
以
当
御
在
国
中
御
延
引
被
仰
出

同
書
の
同
年
三
月
二
十
二
日
の
記
事
で
は
、「
前
々
御
領
知
御
収
納
御
不
足
」
の
と

こ
ろ
へ
、
今
回
の
代
替
わ
り
に
お
い
て
「
莫
大
之
御
物
入
」
が
重
な
っ
た
た
め
、「
御

領
国
中
一
統
及
困
窮
」
と
な
り
、
家
中
に
対
し
て
「
厳
敷
御
倹
約
」
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
上
、
知
多
へ
の
「
御
巡
見
」
と
も
な
れ
ば
、
さ
ら
な
る
疲
弊
と
な
る
た
め
、

宗
勝
初
入
国
に
お
け
る
恒
例
行
事
は
中
止
と
な
っ
た
。

本
稿
は
あ
く
ま
で
も
斉
荘
に
よ
る
文
芸
作
品
と
し
て
の
内
容
紹
介
と
、
尾
張
徳
川
家

当
主
側
の
視
点
で
み
た
巡
行
実
態
の
考
察
に
留
め
た
が
、
政
治
史
・
地
域
史
の
観
点
で

見
た
場
合
、
領
内
支
配
の
一
形
態
と
し
て
別
の
観
点
か
ら
の
評
価
は
必
要
で
あ
る
。
当

主
が
見
た
の
ど
か
な
風
景
・
動
向
の
背
後
に
あ
る
諸
事
情
を
掘
り
下
げ
な
い
限
り
、
当

主
巡
行
の
歴
史
的
評
価
は
定
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
1
）　

歌
書
一
五
。
桐
印
籠
蓋
造
箱
入
。

（
2
）　
『
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直
襲
封
四
〇
〇
年　

尾
張
の
殿
様
物
語
』（
徳
川
美
術
館　

二
〇
〇

七
年
）。

（
3
）　

徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
。
尾
二
─
七
五
。
天
保
十
四
年
分
全
七
冊
。

（
4
）　
「
知
多
御
道
の
記
写 

附 

小
田
切
伝
之
丞（
春
江
）自
筆
書
状 

中
野
半
六
宛
」（
写
本
六
）。
一

冊
・
一
通
。
外
題
「
知
多
御
道
の
記
」。
桐
被
蓋
造
箱
入
。

（
5
）　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵（
二
七
─
三
三
）。
一
冊
。
外
題
「
岐
阜
の
道
し
る
べ
」、
内
題

「
齊
荘
卿
御
道
の
記
」。

（
6
）　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵（
旧
蓬
左
一
〇
─
一
）。
全
二
十
六
巻
二
十
二
冊（
十
三
・
十
七
・

二
十
一
・
二
十
五
巻
は
欠
本
）。
表
題
に
「
犬
山
」
と
あ
る
が
、
犬
山
へ
の
御
成
に
つ
い
て
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六

は
、
御
成
の
日
時
と
犬
山
城
三
光
寺
御
殿
で
詠
ん
だ
歌
を
記
す
の
み
で
あ
る
。

（
7
）　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵（
三
三
─
三
）。
全
二
百
四
冊
。

（
8
）　

鬼
頭
勝
之
「
尾
張
藩
主
斉
荘
の
『
岐
阜
の
道
し
る
べ
』
を
読
む
～
影
印
・
翻
刻
及
び
解
説

～
」（
私
家
版　

二
〇
一
五
年
）。
鬼
頭
勝
之
「
尾
張
藩
主
斉
荘
の
『
知
多
御
道
之
記
』
を
読

む
～
影
印
・
翻
刻
・
及
び
解
説
～
」（
私
家
版　

二
〇
一
五
年
）。

（
9
）　
『
知
多
郡
史
』（
知
多
郡
役
所　

一
九
二
三
年
）

　

引
用
は
、『
愛
知
郷
土
資
料
叢
書　

第
九
集　

知
多
郡
史　

中
巻
』（
愛
知
県
郷
土
資
料
刊

行
会　

一
九
七
二
年
）。

　

な
お
、
本
稿
脱
稿
後
、
中
京
大
学
に
も
「
岐
阜
」
の
写
本
が
あ
る
旨
の
指
摘
を
徳
川
美
術

館
よ
り
受
け
た
が
、
筆
者
未
見
の
た
め
、
情
報
紹
介
に
留
め
る
。

（
10
）　
『
名
古
屋
叢
書
第
六
巻　

地
理
編（
一
）　

金
鱗
九
十
九
之
塵　

上
』（
名
古
屋
市
教
育
委
員

会　

一
九
五
九
年
）。

（
11
）　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
『
名
古
屋
叢
書
三
編　

第
一
巻　

尾
張
徳
川
家
系
譜
』（
名
古
屋
市

教
育
委
員
会　

一
九
八
八
年
）。

（
12
）　

斎
木
一
馬
・
岩
沢
愿
彦
・
戸
原
純
一
校
訂
『
徳
川
諸
家
系
譜　

第
三
』（
続
群
書
類
聚
完
成

会　

一
九
七
九
年
）。

（
13
）　

佐
藤
豊
三
「
尾
張
徳
川
家
十
二
代
斉
荘
と
茶
の
湯
」（『
徳
川
斉
荘
公
と
玄
々
斎
宗
室
』
茶

道
資
料
館　

二
〇
〇
三
年
）。

（
14
）　

斎
藤
月
岑
著
『
東
都
歳
事
記
』
六
月
項（
朝
倉
治
彦
校
注
『
東
洋
文
庫
177　

東
都
歳
事
記
』

2　

平
凡
社　

一
九
七
〇
年
）。

（
15
）　

横
浜
市
神
奈
川
図
書
館
編
『
資
料
で
た
ど
る
亀
の
甲
せ
ん
べ
い
』（
横
浜
市
神
奈
川
図
書
館

　

二
〇
二
一
年
）。

（
16
）　

註（
11
）参
照
。

（
17
）　

原
史
彦
「
熱
田
東
浜
御
殿
・
西
浜
御
殿
の
成
立
と
終
焉
及
び
構
造
の
分
析
」（
徳
川
林
政
史

研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
五
十
五
号　

二
〇
二
一
年
）。

（
18
）　
『
尾
張
名
所
図
会
』
上
～
下
巻（
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会　

一
九
一
九
年
・
一
九
七
三
年

再
復
刻
）。

（
19
）　

中
井
均
「
岐
阜
城
跡
」（
岐
阜
県
教
育
委
員
会
編
『
岐
阜
県
中
世
城
館
跡
総
合
調
査
報
告

書
』
第
二
集（
岐
阜
地
区 

美
濃
地
区
）岐
阜
県
歴
史
資
料
保
存
協
会　

二
〇
〇
三
年
）。

（
20
）　

図
物
甲
六
八
四　

縦
一
二
三
糎
・
横
一
三
七
・
五
糎
。

（
21
）　
「
士
林
泝
洄
」
巻
第
七
十
七（『
名
古
屋
叢
書
続
編　

第
十
九
巻　

士
林
泝
洄（
三
）』
名
古

屋
市
教
育
委
員
会　

一
九
六
八
年
）。

（
22
）　

原
史
彦
「
尾
張
領
内
御
殿
の
存
亡
と
機
能（
上
）」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第

五
十
六
号　

二
〇
二
二
年
）。

（
23
）　

池
ノ
谷
匡
祐
「
尾
張
藩
主
の
犬
山
御
成
─
四
代
吉
通
と
一
二
代
斉
荘
の
比
較
を
通
し
て

─
」（
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
編
『
金
鯱
叢
書
─
史
学
美
術
史
論
文
集
─
』
第
四
十
八
輯

　

二
〇
二
一
年
）。

（
24
）　

註（
22
）参
照
。

（
25
）　

註（
13
）参
照
。

（
26
）　

南
知
多
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
南
知
多
町
史　

資
料
編
4
』（
南
知
多
町　

一
九
九
五

年
）。

（
27
）　
『
名
古
屋
叢
書 

第
五
巻 

記
録
編（
二
）』（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会　

一
九
七
二
年
）所
収
。

〔
附
記
〕

　

本
稿
執
筆
に
お
い
て
、
歌
意
の
確
認
の
た
め
歌
人
・
千
種
創
一
氏
に
貴
重
な
助
言
を
い
た
だ
い

た
。
犬
山
焼
本
窯
元
尾
崎
作
十
郎
陶
房
・
尾
崎
立
志（
七
代
尾
崎
作
十
郎
）氏
に
は
窯
の
来
歴
の
助

言
及
び
同
家
主
屋
内
の
ご
案
内
、
善
導
寺
御
住
職
・
坂
野
幾
洋
氏
と
正
住
院
御
住
職
・
堀
田
和
秀

氏
に
は
寺
内
建
造
物
の
ご
案
内
の
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
謝
す
る
次

第
で
あ
る
。

（
名
古
屋
城
調
査
セ
ン
タ
ー
副
所
長
補
佐
）
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表
紙
・
題
箋
）

「
夏
の
日
国
に
帰
の
記
」

（
本
文
）

水
無
月
望
の
日
辰
の
時
過

る
頃 

市
ヶ
谷
な
る
屋
形
を
立

出
て
帰
路
に
お
も
む
き
た
る
に

朝
よ
り
空
晴
わ
た
り
た
り

我
旅
立
さ
ま
を
見
む
と
て

簾
中
を
は
し
め
物
見
に
て

見
立
た
る
を
見
て
よ
み
け
る

　

思
ひ
た
つ 

暑
さ
も

　

な
つ
の
旅
衣 

ま
た
く
る

　

は
る
を 

と
も
に
ま
た

　

な
む

紀
伊
の
物
見
の
前
を
通
る
に

透
見
し
た
る
さ
ま
な
れ
は 

よ
そ

な
か
ら
わ
か
れ
を
さ
く
る
心
に
て

　

旅
衣 

立
わ
か
る
れ
と

　

た
ま
す
た
れ 

こ
す
の

　

う
ち
と
に 

心
へ
た
つ
な

東
な
る
赤
坂
の
ふ
と
う
を
す
き

行
に 

け
ふ
な
ん
氷
川
の
神
の

祭
り
と
て
家
こ
と
に
幕
引

廻
し
て
人
々
競
ひ
つ
ヽ 

い
と

い
さ
ま
し
さ
を
見
て
よ
み
け
る

　

夏
の
日
も 

氷
川
の

　

か
み
の
名
に
め
て
ヽ

　

筒
も
鼓
も 

す
ヽ
し
む
る
聲

程
な
く
髙
輪
の
驛
に
て
よ
み
け
る

　

海
原
や 

塩
風
荒
て

　

た
つ
浪
に 

沖
の

　

か
も
め
の 

浮
し
つ
ミ
つ
ヽ

品
川
の
驛
に
て
小
休
し
て
ほ
と
も
な
く

六
郷
を
渡
る
頃
は 

風
い
と
あ
ら
け
れ

と 

舩
は
平
に
て
こ
え
け
れ
は

　

乗
合
の 

舩
路
は

　
　

あ
つ
し　
　

旅
衣

川
崎
の
驛
に
て
昼
の
飯
を
と
ヽ

の
へ
て
行
程
に 
折
ふ
し
雨
の
ふ
り

出
け
れ
は

　

浮
雲
に 

さ
そ
は
れ
て

　

ふ
る
村
雨
の 

森
の
あ
な
た
に

　

薄
日
さ
す
か
け

鶴
見
橋
を
渡
り
て
見
る
に

鴻
の
四
五
羽
ほ
と
む
れ
ゐ
る
を

見
て

　

鶴
の
名
を 

か
り
て
そ

　

田
居
に
む
れ
ゐ
る
を 

鴻

　

と
ハ
た
れ
も 

お
も
は
さ
ら
な
む

神
奈
川
の
驛
に
て
亀
の
子
と
名
を

よ
ひ
し
菓
子
あ
り
と
聞
て 

た
は

む
れ
に
よ
ミ
け
る

　

萬
代
の 

亀
の
齢
の

　

な
く
よ
し
み 

く
は
し
と

　

い
へ
る 

人
も
な
き
ま
て

程
ヶ
谷
に
い
こ
ひ
て
立
出
し
に

俄
に
夕
立
の
ふ
り
け
る
を
見
て

　

夕
立
の 

程
よ
く

　

ふ
り
し 

ほ
と
か
谷
の

　

跡
よ
り
は
る
ヽ 

山
の
浮
雲

酉
の
時
過
る
頃 

戸
塚
の
宿
に
つ

き
ぬ 

ま
た
雨
の
降
出
し
け
れ
は

と
り
あ
へ
す

　

磯
の
家
の 

園
の

　

あ
つ
さ
を 

は
ら
は
ん
と

　

ふ
り
は
へ
て
ふ
る

　

雨
に
も
あ
る
か
な

十
六
日
夘
の
時 

戸
塚
を
立
出
て

し
に 

朝
よ
り
空
晴
て
不
二
の

見
え
け
れ
は

　

空
晴
て 

近
く
も

　

見
ゆ
る 
不
二
の
山

　

ふ
る
郷
遠
く 
な
り
に

　

け
る
か
も

藤
澤
南
湖
を
過
行
ハ 
ほ
と

な
く
馬
入
川
に
い
た
り
ぬ 

此
川

を
渡
り
て
平
塚
の
宿
に
て

い
こ
ひ 

大
磯
の
や
と
り
に
つ
き
て

聞
け
ハ 

酒
匂
川
の
水
増
り
て

渡
り
か
た
け
れ
は 

此
大
磯
の

驛
に
い
ま
た
日
も
高
き
に
と
ま
り
ぬ

け
ふ
な
む
嘉
祥
の
日
な
る
に 

旅

に
し
あ
れ
は 

そ
の
も
ふ
け
も
な
く

此
わ
た
り
の
家
に
ひ
さ
く
も

ち
ひ
を
も
て
人
々
に
と
ら
せ
た
り

こ
や
け
ふ
の
祝
井
の
し
る
し
は
か
り

を
そ
な
し
に
け
り 

夘
の
時
過
る
頃

こ
の
や
と
り
を
立
出 

酒
匂
川
に

き
て
見
れ
は 

水
の
勢
ひ 

さ
か

巻
か
こ
と
く 

是
に
て
ハ
き
の
ふ

と
ま
り
し
も
う
へ
な
り
と
お
も
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き

　

酒
匂
川 

ま
さ
れ
る

　

水
は 

ふ
る
郷
に 

わ
か

　

れ
を
し
み
し 

人
の
涙
か

梅
澤
を
過
て
行
に 

た
ヽ
浪
の

音
は
か
り
聞
え
け
れ
は

　

磯
近
く 

お
と
に

　

た
て
つ
ヽ 

海
面
ハ 

は
て

　

に
そ
見
え
ね 

浪
の
白
雲

十
七
日
小
田
原
の
や
と
り
に
着
し
に

未
日
も
高
け
れ
は
と
て 

小
ゆ
る
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き
の
は
ま
と
い
へ
る
所
に
行
て

そ
こ
爰
う
ち
路
つ
ヽ

　

足
柄
の 
山
見
え
渡
る

　

う
み
と
り
や 
ひ
く
細

　

舩
の 

小
ゆ
る
き
の
は
ま

い
ま
た
明
は
な
れ
ぬ
こ
ろ 
此
や

と
り
を
立
出 

さ
か
ね
た
る

竹
に
火
を
と
も
し
て
道
を

照
ら
し
て
行
つ
ヽ 

箱
根
の

山
を
登
る
に 

空
か
き
曇
り

雲
霧
ふ
か
ヽ
り
け
れ
は

　

玉
櫛
筍 

箱
根
も

　

い
た
く
霧
こ
め
て

　

心
あ
て
な
る 

山
た
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
す

山
中
の
宿
に
休
て
よ
み
け
る

　

か
き
く
れ
て

　

人
里
遠
き
山
中
に

　

た
ヽ
こ
ま
鳥
の
聲

　

の
ミ
そ
す
る

山
中
を
過
て
ゆ
く
に
雲
の

は
れ
間
に
不
二
の
見
え
つ 

ま
た

曇
り
つ
ヽ
定
な
き
空
を

う
ち
路
て

　

富
士
の
根
の 

見
え
つ

　
　

か
く
れ
つ 

い
く
度
も

　

お
も
は
せ
ふ
り
の

　
　
　
　

う
き
雲
の
空

三
ツ
家
に
休
て
ほ
と
な
く
三
嶋

に
て
ま
た
い
こ
ひ
ぬ 

其
宿
の
池

に
か
き
つ
は
た
の
咲
た
る
を
見
て

　

東
路
の 

ゆ
か
り

　

な
つ
か
し 

此
池
に

　

い
ま
を
盛
の

　
　
　
　

か
き
つ
は
た

　
　
　
　
　
　
　
　

か
な

十
八
日
沼
津
の
驛
に
や
と
り
て

あ
く
れ
ハ
夘
の
時
よ
り
此
や
と

を
立
出
て
行
に 
原
よ
り
不
二

も
見
え
す
曇
り
に
け
り 

此
驛

の
賎
か
家
に
木
槿
の
咲
た
る

を
見
て

　

賎
か
家
の 

む
く
け
の

　
　
　

は
な
も
め
つ
ら
し
み

　

手
折
て
ゆ
か
む

　
　
　

旅
の
な
く
さ
に

吉
原
の
驛
に
て
ひ
る
の
飯

と
ヽ
の
へ
て
行
く
ほ
と
に 

不
二
川

の
渡
り
水
ま
し
け
れ
は 

舩
に

の
り
て
ふ
り
さ
け
見
る
に

冨
士
の
山 

雲
間
よ
り
見
え
た
る
を

　

こ
と
わ
り
や 

そ
の
名
も

　

高
き
不
二
川
に 

よ
せ
く
る

　

波
も 

音
に
た
て
つ
ヽ

岩
渕
を
過
て
七
な
無
し
坂
よ
り

田
子
の
浦
の
眺
望
か
き
り
な
く

　

田
子
の
浦
や 

い
く
世

　
　

な
か
る
ヽ 

水
な
れ
と

　

こ
と
わ
り
お
き
し

　
　
　
　
　
　

不
二
の
芝
山

蒲
原
の
驛
を
過
て
行
と
も

な
く
由
比
に
い
て
ぬ 

く
ら
澤
に
て

海
士
に
蚫
を
取
せ
た
り

　

荒
磯
に 

う
き
つ

　

し
つ
み
つ 

海
士
人
の

　

蚫
と
る
手
の 

ひ
ま
も

　

な
き
ま
て

薩
埵
峠
に
て

　

登
り
行 

さ
つ
た

　

峠
の 

あ
つ
き
日
や

　

梢
に
と
ま
む 

蝉
の

　

こ
ゑ
〳
〵

十
九
日
興
津
の
驛
に
て

　

興
津
風 
荒
磯

　

な
み
の 

音
高
く

　

海
士
か
家
居
を

　

浦
傳
ひ
し
て

名
に
高
き
清
見
寺
に
登
り
て

三
保
の
松
原 

う
き
島
か
原 

久
の
ヽ
山
も

見
え
け
れ
は
よ
み
け
る

　

海
原
や 

心
う
き
立

　

う
き
嶋
に 

く
ま
な
き

　

不
二
を 

三
保
の
松
原

　

か
け
高
き 

久
能
の
山
の

　

か
け
う
け
て 

磯
う
つ

　

波
に 

浮
嶋
の
原

江
尻
の
宿
に
口
な
し
の
盛
な
る

を
見
て

　

東
路
は 

い
か
に
や

　

遠
く 

過
来
ぬ
と

　
　
　

と
は
ま
し
も
の
を

　
　
　
　
　

口
な
し
の
花

小
吉
田
に
休
た
る
に 

主
す
し
を

出
し
た
る
を
た
ふ
へ
ぬ
る
に

味
ひ
よ
く
覚
け
れ
は
戯
に
哥

よ
ミ
け
る

　

よ
し
や
よ
し

　

こ
ヽ
は
小
よ
し
の 

宿

な
れ
は 

東
に
ま
さ
る

　

鮓
の
味
ひ

安
倍
川
を
こ
え
て
丸
子
の
宿
に
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て
ひ
る
の
飯
と
ヽ
の
へ
て
や
く
に 

程

な
く
宇
都
の
谷
と
い
ふ
峠

を
越
る
に

　

旅
衣 

蔦
の
細
道

　

わ
け
ゆ
け
は 
暑
さ
ハ

　

い
と
ヽ 

宇
津
の
山
越

岡
部
を
過
行
に 

よ
こ
う
ち
橋
と

い
ふ
を
わ
た
る
に
左
右
に
薄
の

穂
に
い
つ
る
か
と
見
ゆ
る
あ
り

手
折
せ
て
見
れ
は
萩
な
り

　

秋
ま
た
て 

穂
に
い
て
ぬ

　

ら
む 

は
つ
尾
花

　

を
は
な
と
見
し
は

　

萩
に
そ
あ
り
け
る

　

横
う
ち
の
橋
と
ハ

　

き
け
と 

い
と
す
く
に

　

明
く
る
風
そ 

涼
し
か
り
け
る

本
日
藤
枝
の
宿
に
や
と
り
ぬ

　

藤
枝
に 

夏
は

　
　
　

は
な
か
き 

宿
な
れ
ハ

　

東
の
ゆ
か
り 

何
に

　
　
　
　

も
と
め
む

嶋
田
に
や
す
み
て
そ
れ
よ
り

朝
ま
た
き
大
井
川
を
こ
え
ぬ

る
に 

水
ハ
深
け
れ
と
風
も
な
く

や
す
〳
〵
と
越
け
れ
は

　

こ
ヽ
に
ま
た 

名
に

　

き
こ
え
た
る 

大
井
川

　

や
す
く
も
こ
ゆ
る

　

今
朝
の
旅
人

金
谷
の
宿
を
す
き
て
中
山

に
か
ヽ
り
ぬ 

夜
鳴
石
を
見
て

　

石
に
聲

　
　
　
　

な
く
て

　
　
　

蝉
啼 

山
路
か
な

日
坂
を
す
き
て

廿
一
日
掛
川
の
宿
に
や
と
り
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
と
め
て

　

涼
し
さ
の 
水

　

か
け
川
の 

宿
に
又

　

松
の
し
つ
く
に 

そ
て

　

ぬ
ら
し
つ
ヽ

袋
井
を
過
て
見
附
も
あ
と
に

見
な
し
つ
ヽ 

池
田
の
宿
に
い
こ
ひ

こ
こ
ろ
に
か
ヽ
る
雨
雲
は
れ
て

天
龍
川
に
そ
つ
き
に
け
る

　

早
き
瀬
に 

さ
す

　

ふ
な
棹
の 

ひ
ま
も

　

な
く 

の
ほ
り
下
り
の

　

天
の
た
つ
川

廿
二
日
濱
ま
つ
に
旅
や
と
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
り

　

暑
き
日
も 

は
ま

　

松
か
え
の 

音
聞
て 

い
さ

　

め
る
駒
に 

追
風
そ
ふ
く

味
方
の
原
に
て

　

矢
さ
け
ひ
の 

お
と
ハ

　

む
か
し
に 

な
り
ぬ
ら
ん

　

け
ふ
は
小
松
を 

行
そ

　

め
て
た
き

引
佐
峠
に
て

　

け
ふ
は
ま
た 

引
佐

　

峠
を
越
ゆ
け
ハ

　

暑
さ
わ
す
る
ヽ

　
　
　
　

山
の
井
の
水

此
峠
を
登
る
に 

大
谷
村
と
い
ふ

有 

こ
ヽ
に
め
つ
ら
し
き
松
あ
る
を

人
に
と
へ
は 

子
そ
た
て
松
と
て

人
〳
〵
願
を
か
く
る
と
聞
に 

我
も

こ
た
ひ
誕
生
を
ま
つ
身
な
れ
ハ

そ
の
松
に
願
を
か
け
て

　

千
世
萬 
結
ふ

　

ね
か
ひ
ハ
若
み
と
り

　

み
と
り
を
そ
へ
と

　

子
そ
た
て
の
松

本
坂
峠
を
登
り
て
見
る
に

荒
居
の
海
面
か
き
り
も

な
く
見
渡
さ
れ
た
り

　

山
髙
く 

登
り
て

　

見
れ
ハ 

海
面
の

　

名
さ
へ
荒
居
の

　

波
そ
立
け
る

廿
三
日
吉
田
に
や
と
り 

こ
ヽ
を
立
て

行
に 

此
里
の
大
橋
と
い
へ
る
を
渡
る

　

橋
の
名
を 

人
に

　

と
は
ヽ
や 

よ
し
田
な
る

　
　
　

朝
日
ま
は
ゆ
く

　
　
　
　
　

見
え
渡
か
な

廿
四
日
岡
崎
の
宿
に
や
と
り
て

あ
す
ハ
わ
か
國
に
入
ぬ
る
日
な
り

今
宵
は
旅
の
は
て
ぬ
る
祝
井

事
と
て 

供
し
た
る
者
と
も
に
盃

と
ら
せ
た
り 

寅
の
時
に
も
な
り

な
ん
と
思
ふ
頃 

此
や
と
り
を
立

け
る
に 

矢
作
の
橋
を
過
る
頃
ハ

い
ま
た
夜
も
明
さ
り
け
れ
は

　

夜
を
こ
め
て 

い
そ
く

　

旅
路
の 

道
な
れ
ハ 

渡

　

瀬
も
は
や
き 

矢
作

　

て
ふ
は
し

鳴
海
の
宿
に
て
い
こ
ひ
ぬ
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日
に
ま
し
に 

東
路

　

遠
く 
鳴
海
か
た

　

よ
せ
て
ハ
帰
る 

浪
ハ

　
　
　
　
　
　
　

あ
れ
と
も

熱
田
の
別
園
に
入
り
て
少
し
く

い
こ
ひ 

は
や
く
も
名
古
屋
の
城
に

つ
き
て 

先
の
亜
相
に
も
逢
て

無
事
を
よ
ろ
こ
ひ
あ
へ
り
け
り

　

夏
た
ち
し 

旅
の

　

こ
ろ
も
ノ 

日
こ
ろ
へ
て

　

は
や
く
も
秋
ハ 

近
つ
き
に
け
り

天
保
十
四
癸
夘
年

　

水
無
月

　
　
　
　
　
　
　

齊
荘

②（
表
紙
・
題
箋
）

「
岐
阜
の
道
し
る
へ
」

（
本
文
）

天
保
十
四
と
い
ふ
年
の
九
月
廿
日

あ
ま
り
一
日
の
日 

岐
阜
の
里
に

行
む
事
を
思
ひ
立
て 

旅
の

よ
そ
ひ
し
て
名
古
屋
の
城
を

立
出
ぬ
る
は
寅
の
時
に
そ
有
け
る

ほ
と
な
く
大
幸
村
な
る
大
幸
橋
を

渡
り
ゆ
く
に 

此
橋
の
左
り
に

わ
た
せ
る
橋
の
名
を
問
ふ
に

朝
日
橋
と
い
ひ
け
れ
は
よ
ミ
け
る

　

ほ
の
〳
〵
と 

明
る
朝
日
の
か
け
さ
し
て

　

橋
の
名
し
る
ヽ 

見
え
渡
る
か
も

白
山
の
社
あ
り 

榎
の
権
現
と
い
ふ

菊ク
ゝ
リ
ヒ
メ

理
姫
命
を
祭
る
と
い
ふ

清
音
寺
を
す
く 

此
寺
ハ
妙
音
院

相
國
師
長
の
妾
の
後
の
世
の

為
に
と
て
建
た
る
よ
し 

清
音
の

名
は
琵
琶
の
音
に
よ
り
て

名
つ
け
た
る
と
か
聞
し
枇
杷
嶋

と
い
ふ
あ
り 

是
も
師
長
帰
京
の

時 

妾
の
別
を
惜
み 

か
た
み
の

琵
琶
白
菊
と
名
付
し
あ
り

其
琵
琶
に
歌
を
書
て
此
川
に

し
つ
み
は
て
し
と
な
ん 
其
哥
に

よ
つ
の
緒
の 

し
ら
へ
に（

マ

ゝ

）

か
け
て

み
さ
せ
河 

沈
は
て
ぬ
と 

君
に
傳
へ
よ

と
よ
み
し
よ
し 

此
白
菊
の
琵
琶
ハ

わ
か
城
に
蔵
し
た
り 

我
も
昔
を

思
ひ
や
り
て

　

よ
つ
の
を
の 

し
ら
へ
ハ
沈 

此
川
に

　

た
ヽ
白
菊
の 

名
の
ミ
匂
へ
り

此
枇
杷
嶋
の
文
字
も
琵
琶
嶋
と

書
た
る
を 

い
つ
の
頃
よ
り
か
書
た
か
へ
て

枇
杷
嶋
と
書
り 

今
又
あ
ら
た
め

ま
ほ
し
く
そ
有
け
る 

二
ツ
圦イ

リ
と
名
付
し

所
有 

古
や
伊
奈
備
前
検
地
の
時

圦イ
リ

を
作
り
そ
め
し
所
也
と
い
へ
り

新
川
橋
を
渡
る 

此
川
天
明
の
頃

わ
か
家
人
水
野
何
某
か
堀

（
マ
ヽ
）て

水
を

か
よ
は
せ
し
と
い
へ
り 

此
川
い
て

き
し
よ
り
春
日
井
郡
に
出
水
の
愁
ひ

な
く 

冨
た
る
地
と
な
り
ぬ
る
ハ

ま
た
く
か
れ
か
い
さ
お
し
な
り

早
川
か
家
に
い
り
て
少
し
く
い
こ
ひ

た
り 

此
家
を
は
な
れ
て
作
れ
る
川
の

亭
有 

こ
ヽ
よ
り
望
み
れ
は
右
の

方
に
五
条
橋
見
え
渡
り
た
り 

此

清
須
の
里
ハ
古
き
地
に
て 

正
徹
か

慰
草
に
か
け
る
哥
に　

ふ
け
に
け
り

流
る
ヽ
か
け
も 

川
浪
の 

清
須
に

す
め
る 

短
夜
の
月　

夏
の
夜
の

風
の
清
須
に 

住
鶴
の 

霜
の
ふ
り

羽
の 

色
そ
寒
け
き 

な
と
見
え
た
り

又
宗
長
手
記
の
連
哥
の
發
句
に

さ
き
さ
か
す 

木
は
夏
木
立 

花
も

な
し　

朝
雲
は
い
る
や 

し
の
ヽ
め

郭
公 

是
清
須
に
て
の
句
な
る
よ
し
聞

傳
た
り 

わ
れ
も
此
前
に
て

　

有
明
の 

水
も
清
須
の 

月
か
け
に

　

魚
木
に
登
る 

け
し
き
見
え
け
り

御
園
神
社
の
社
あ
り 

古
伊
勢
の

神
領
に
て
御
園
村
と
い
ヽ
し

よ
り
て
伊
せ
の
大
御
神
を
祭
る

よ
し 

六
角
堂
あ
り 

尾
陽
の
六
地
蔵

の
一
所
に
て 

霊
佛
な
る
よ
し 

夫
よ
り

宮
重
村
に
い
つ
る 

尾
陽
の
産
宮
重

と
名
つ
け
蘿

（
マ
ヽ
）蔔

の
種 

此
所
よ
り

い
つ
る
な
り 

下オ
リ
ヅ津

村
を
過
る
に 

人
の

語
る
ハ 

雅
世
冨
士
紀
行
の
内
に

あ
る
哥
に　

菅
路
を
も 

い
そ
き

来
に
け
る 

旅
な
れ
や 

月
に
か
り
寐

の 

夜
を
下
津
ま
て 

又
堯
孝
法
師

の
覧
冨
士
記
の
う
ち
に
あ
る
哥
に

暮
に
け
り 

触
る
て
ふ 

駒
を
引

と
め
て 

今
や
下
津
の 

や
と
を
た

つ
ね
む 

と
あ
る
よ
し
か
た
り
ぬ

わ
れ
も
此
下
津
に
て
よ
ミ
け
る

　

立
つ
ら
く 

松
原
遠
き 

里
な
れ
は

　

こ
ま
を
は
や
め
て 

下
津
と
や
い
ふ

長
嶋
山
妙
興
禅
寺
に
い
た
る 

此
寺

貞
和
四
年
の
草
創
に
し
て
勅
願

所
也 

倫
（
マ
ゝ
）旨 

御
教
書 

古
き
書

巻
多
し 

い
そ
き
ぬ
れ
は
見
す
し
て

過
ぬ 

牛
野
と
い
ふ
有 

是
も
堯
孝

覧
冨
士
乃
記
に
よ
ミ
た
る
哥
に

お
の
か
毛
の 

黒
田
も
近
く 

な
り
に

け
り 

わ
く
る
牛
野
に 

つ
ヽ
く

あ
し
原 

夫
よ
り
宝
部
山
地
蔵
寺
に

至
る 

こ
や
神
龜
年
中
行
基

菩
薩
ひ
ら
き
た
る
真
言
の
ふ
る

寺
也 

真
墨

（
マ
ゝ
）田

太
神
宮
に
ぬ
か
つ
き

ぬ 

此
社
尾
陽
の
一
の
宮
と
い
ふ 

赤

染
右

（
マ
ヽ
）衛

門
の
う
た
に　

賎
の
男
か
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種
ほ
す
と
い
ふ 

春
の
田
を 

つ
く
り

ま
す
田
の 

神
に
ま
か
せ
む 

又
阿
佛
の

い
さ
よ
ひ
日
記
に　

い
ち
の
宮

名
さ
へ
な
つ
か
し 
二
つ
な
く 

三
つ
な
き

法
を 

守
る
な
る
へ
し 
と
見
え
た
り

此
一
の
宮
を
も
る
但
馬
か
家
に
て

昼
の
飯
を
と
ヽ
の
へ
た
り 
但
馬
か
よ
み
て

出
し
け
る
歌
に

　

数
な
ら
ぬ 

身
に
も
心
ハ 

二
つ
な
き

　

い
ち
の
宮
な
る 

こ
の
実
捧
け
て

と
あ
り
け
れ
は 

か
へ
し
よ
み
て
お
く
る

　

二
つ
な
き 

一
の
宮
居
の 

み
と
し
ろ
も

　

つ
く
り
ま
す
田
を 

神
や
守
ら
む

酒
見
神
社
に
参
る 

此
神
本
神
戸

村
に
あ
り
し 

古
へ
伊
勢
の
大
御
神
の

神
戸
な
り
と
い
ふ 

黒
田
村
を
過 

此

驛
古
き
地
な
る
よ
し 

夫
木
抄
為
相

の
う
た
に　

遠
近
も 

い
ま
は
た

見
え
す 

う
は
玉
の 

黒
田
の
里
の
夕

や
ミ
の
空 

又
正
徹
の
哥
に　

夜
も

す
か
ら 

光
り
は
見
せ
よ 

う
は
玉
の

黒
田
の
里
に 

咲
る
夘
の
花　

た

ま
の
井
の
里
は
行
道
よ
り
遥
に

西
に
見
え
た
り 

雅
経
の
歌
に

思
ひ
出
や 

み
た
ら
し
川
に 

せ
し
み
そ
き

忘
れ
ぬ
袖
の 

玉
の
井
の
水 

伏
屋

村
を
過
行
に 

此
伏
屋
の
名
は

信
濃
の
国 

園
原
の
伏
屋
と
お
な
し

た
め
し
に
て 

古
し
へ
大
ひ
な
る
川
の

舩
渡
し
あ
る
所
に
は 

旅
人
の
舩

を
呼
て 

こ
な
た
の
岸
に
つ
く
を
待
合

す
る
か
り
そ
め
の
家
を
立
て 

布

施
屋
と
名
つ
け
し
よ
し
ハ 

國
史
に

見
え
た
る
旧
地
な
り 

三
宅
村
を

過
行
に 

此
地
や
む
か
し
屯
倉
と

云
て
い
ま
い
ふ
郷
蔵
の
有
し
地
な
る

よ
し 

日
本
紀
安
閑
紀
に
尾
張
國

真
敷
屯
倉 

入
鹿
屯
倉
と
あ
る
は

真
敷
の
屯
倉
の
地
な
ら
ん 

も
と
り

か
た
し 

堺
川
あ
り 

い
と
せ
は
き
川

な
り 

堺
と
呼
ハ
い
つ
く
の
堺
な
る

や
と
と
ふ
に 

古
し
へ
尾
張 

美
濃
の

堺
川
な
り
し
を 

天
正
十
年
織

田
信
雄
の
尾
張
を
領
せ
し
時

秀
吉
其
領
地
の
廣
き
を
い
と
ひ

又
軍
の
要
害
を
よ
は
か
り
し
め
む

か
た
め
に 

今
の
木
曽
川
を
國
堺
と

せ
し
む 

其
後
此
川
小
流
と
な
り
た
り

羽
栗
郡 

中
嶋
郡 

海
西
郡
の
内

お
ヽ
く
の
む
ら
〳
〵 

い
ま
は

美
濃
の
国
に
つ
き
た
り

加
納
城
の
ま
へ
を
す
き
ぬ

此
城
も
と
ハ
奥
平
信
昌

に
た
ま
は
り
て 

そ
の

室
加
納
姫
君
の
居
給
へ
る

と
な
り 

い
ま
ハ
永
井
肥
前

こ
れ
を
守
る 

行
〳
〵
て
早
く
も

岐
阜
に
着
ぬ 

古
し
へ
は
井
の
口
と

い
ひ
し
を 

信
長
在
城
の
時 

周
の

岐
山
に
な
そ
ら
へ
て
岐
阜
と
改
し
と

な
り 

此
所
の
街
の
木
戸
と
い
ふ
を

た
て
た
る
に
ミ
な
笠
木
あ
り 

是
ハ

信
長
此
城
に
有
し
時 

隣
國
の

諸
将
又
使
に
来
る
も
の
共
の
鎗

を
ふ
せ
さ
す
る
為
に
作
り
し
と

い
へ
り 

猶
今
に
至
る
ま
て
笠
木

あ
る
木
戸
は
岐
阜
に
か
き
れ
り

木
曽
川
の
堤
に
て
細
う
つ
を
見
て

夫
よ
り
舩
渡
し
に
て
圓
城
寺
村

に
い
た
り 

此
処
を
つ
か
さ
と
る
ヽ

野
垣
か
家
に
て
い
こ
ひ
ぬ 

茶
亭

有
て
釜
の
湯
の
音
し
た
る
も 

い
と

風
韻
あ
り 

此
地
に
い
と
す
く
な
る

竹
の
有
け
れ
は
き
ら
せ
た
り 

野

垣
ニ
お
く
れ
る
に

　

世
は
な
れ
し 

野
垣
の
内
に 

来
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
れ
ハ

　

ま
つ
吹
風
の 

音
の
し
つ
け
さ

な
と
よ
ミ
て 

此
所
を
出
て
申
の
時

過
る
頃 

賀
嶋
か
家
に
入
り
て
い

こ
ひ
ぬ 

酉
の
時
過
る
頃 

此
や
と
を

立
出
て
長
良
川
江
行 

舟
に
乗
て

行
ほ
と
に 
右
も
左
も
あ
ま
た
の

人
々
と
も
し
火
を
か
ヽ
け
た
る 

其

数
千
々
の
ほ
か
け
な
ら
む 

雲
に

棚
行
水
に
う
つ
ろ
ひ
て
昼
よ
り

も
猶
あ
か
く
そ
有
け
る 
此
川
を

こ
き
登
り
つ
ヽ
ゆ
け
ハ 

右
は

金
花
山
の
し
り
へ
に
て 

い
と
け
は

し
き
き
り
岸
な
り 

見
つ
ヽ
行

に
程
な
く
篝
火
を
て
ら
し
て

鵜
舟
の
遠
か
た
よ
り
こ
き
つ
れ

た
る
火
の
け
ハ 

浪
を
や
く
か
と

思
ふ
計
な
り 

次
第
〳
〵
に
近
つ
く

に
そ 

鵜
飼
の
舩
は
千
を
重
る
に

猶
あ
ま
り
有
舟
数
な
れ
は 

見

る
も
ま
は
い
く 

さ
ら
に
宵
や
み

の
け
し
き
ハ
な
か
り
け
り 

か
ヽ
る

さ
ま
は
聞
し
に
ま
さ
り
て 

人
に
か

た
る
と
も
か
た
り
も
つ
く
さ
し 

筆

に
う
つ
す
共 

筆
に
も
及
は
ぬ
は

此
夜
の
け
し
き
に
そ
あ
り
け
る

　

思
ひ
き
や 

長
良
川
原
に 

宵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
ミ
も

　

し
ら
ぬ
鵜
舟
の 

数
を
見
ん
と
は

　

め
つ
ら
し
や 

東
に
ハ
ま
た 

な
か
ら
川

　

鵜
舟
の
篝 

空
に
棚
引

金
花
山
を
見
て
よ
ミ
け
る

　

や
み
の
夜
も 

星
の
光
の 

か
ヽ
や
き
て

　

こ
か
ね
花
咲 

や
ま
そ
此
山

長
良
川
に
て
と
り
た
る
鮎
を
河

原
に
て
や
き
て
い
た
せ
る
を
た
ふ
へ
ぬ

る
に 

い
と
味
ひ
よ
く
作
る
も
の
な
し

供
し
た
る
も
の
と
も
に
も
あ
た
へ
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け
れ
は 

ミ
な
ひ
た
く
ひ
に
く
ひ
た
り

は
か
ら
す
も
山
の
あ
な
た
を
見
わ
た

せ
は 
夜
の
明
る
か
と
ほ
の
め
く
山
の

か
ひ
よ
り
月
の
さ
し
登
り
た
る
ハ 

た

と
へ
む
に
も
の
な
く
見
も
い
は
れ
ぬ

け
し
き
な
り 

是
を
も
見
す
て
か
た

く
ま
た
と
も
し
火 

篝
火
の
か
き
り

み
ん
と
思
へ
と
も 

夜
の
更
行
は

亥
の
時
過
る
こ
ろ
ま
た
賀
嶋
か
家

に
帰
り
て
宿
り
ぬ 

廿
二
日
朝
辰
の

時 

此
や
と
を
出
て
金
花
山
に
登
り

ぬ 

此
山
を
稲
葉
山
と
も
岐
鏡
山

と
も
い
ふ 

行
平
の
歌
に　

立
わ

か
れ 

い
な
は
の
山
の 

峰
に
お
ふ
る

ま
つ
と
し
聞
は 

い
ま
帰
り
こ
ん 

と

よ
め
る
ハ
因
幡
の
國
と
い
ふ
説
あ
れ
と

も 

此
金
花
山
な
る
よ
し
は 

八
雲

御
抄
ま
た
範
兼
抄
に
見
え
た

り 

古
城
跡
有 

こ
の
城
建
仁
年

中 

二
階
堂
藤
原
行
昌
始
て
築

き 

子
孫
住
し
後 

應
永
年
中

斎
藤
帯
刀 

藤
原
利
永
其
子
孫

数
代
住
し 

其
後
秀
龍
入
道 

道

三
父
子 

ま
た
信
長 

信
忠 

信
孝

池
田
紀
伊 

輝
政 

岐
阜
中
納
言

秀
信
に
至
る
ま
て
の
居
城
な
り

し 

七
曲
坂
あ
り 

此
城
の
大
手
口
な

り
し
よ
し 

藤
右
衛
門
洞
と
い
ふ
有

秀
信
の
家
臣
津
田
か
屋
敷
跡

な
る
よ
し 

大
曲
と
名
付
し
と
こ
ろ

有 

是
よ
り
亥
子
の
方
に
岐
阜

町
々
長
良
川
眼
下
に
見
ゆ
る

達タ
チ
モ
ク目

洞
と
い
ふ
有 

稲
葉
大
神
古

縁
起
に
見
え
た
る
ふ
る
き
地
な

り 

む
か
し
墾ハ

リ
開
て
田
畠
と
な
り

ぬ 

樫
原
の
砦 

石
田
三
成
か
家
士

樫
原
何
某
守
り
し
を 

慶
長
五
年

八
月
廿
三
日
浅
野
幸
長
攻
落
し

た
る
旧
地
な
り 

七
曲
峠
を
越
行
に

辰
の
方
に
鷹
の
巣
山
見
ゆ
る 

古
し

へ
鷹
を
と
り
て
わ
か
家
の
祖
に
お

く
り
し
よ
り
山
の
名
と
な
り
ぬ
る
よ
し

此
峠
を
登
り
て
申
の
方
に
大
垣
の

城
見
ゆ 
ま
た
武
藤
峠
に
登
る

此
処
を
む
藤
九
折
と
も
い
ふ 

岩

石
の
道
屈
曲
し
て
桟
あ
り 
秀

信
の
臣
武
藤
何
某
か
砦
の
跡

な
り 

厩
の
跡
あ
り 

秀
信
の
時
馬

数
十
疋
を
置
た
る
所
と
い
ふ 

松

田
横
と
い
ふ
高
き
所
あ
り 

秀
信

の
臣
松
田
何
某
の
砦
へ
通
ふ
し
道

な
り
し
よ
し 

爰
ゟ
名
古
屋
の
城

小
牧
山
午
の
方
に
見
ゆ
る 

古
の
松

田
横
を
ま
た
登
り
て
未
の
方
に

加
納
の
城
見
え
た
り 

焔
硝
蔵
礎

の
あ
と
今
に
の
こ
れ
り 

い
と
高
き

所
に
太
鼓
櫓
の
跡
あ
り 

古
は

敵
軍
お
そ
ふ
時
に
う
ち
し
太
鼓
な

れ
は 

か
く
高
き
所
に
設
お
き
ぬ

る
よ
し
な
れ
と 

今
は
名
の
ミ
残
れ

り 

一
の
門
有 

是
城
の
大
手
な
る
へ
し

切
通
し
あ
り 

岩
石
険
阻
に
し
て

通
路
施
た
る
を
切
ひ
ら
き
て 

か
く

名
つ
く 

二
の
門
あ
り 

此
門
殊
に

厳
重
に
構
へ
た
り
と
見
え
て

其
形
今
に
存
せ
り 

下
臺
所

跡
い
ま
い
ふ
賄
方
に
当
れ
り 

是

よ
り
上
臺
所
ま
て
岩
石
険
阻
に
し
て

上
り
下
り
な
や
ま
し
き
道
也 

上

臺
所
あ
と
あ
り 

今
云
膳
所
と
見

え
て
井
二
ケ
所
有 

い
か
め
し
き
岩

を
堀
う
か
ち
山
の
頂
に
か
ヽ
る
清

水
の
い
つ
る
ハ
め
つ
ら
し 

是
金
生

水
と
い
ふ
に
叶
ひ 

此
山
金
花
山

と
い
へ
れ
ハ 

金
氣
よ
り
湧
い
つ
る
水

な
る
へ
し 

馬
冷
塲
あ
り 

い
ま
は

水
な
く
名
の
ミ
残
れ
り 

廊
下

の
跡
あ
り 

是
ハ
上
臺
所
ゟ
天
守

臺
ま
て
の
桟
道
な
る
へ
し
と
見
ゆ

天
守
臺
あ
り 

此
山
の
頂
に
て 

殊

に
高
く
四
方
の
眺
望
世
に
類
ひ

な
し 
北
東
の
方
に
雄
総
村
見
ゆ

是
夫
木
抄
に
衣
笠
の
内
大
臣

の
歌
に　

か
り
そ
め
に 

見
し
は
か
り

な
る 

は
し
鷹
の 
を
ふ
さ
の
は
ら

を 

恋
や
わ
た
ら
む 
又
藤
川
の
記
に

七
夕
の 

逢
瀬
は
遠
き 
か
さ
ヽ
き
の

雄
総
の
橋
を 

ま
つ
や
わ
た
ら
む 

と

よ
み
し
名
所
な
り 

枕
の
草
紙

に
雄
総
の
市 

大
和
物
語
に
雄
総

の
驛
な
と
見
え
た
る
も 

此
所
な
り

東
の
方
に
鵜
沼
の
山
見
ゆ 

是

も
後
拾
遺
集
に
源
重
之
の

哥
に　

東
路
に 

こ
ヽ
を
う
ぬ
ま

と 

い
ふ
こ
と
ハ 

行
か
ふ
人
の 

あ
れ
は
な

り
け
り 

藤
原
仲
文
家
集
に 

ゆ

き
か
よ
ひ 

定
か
た
き
ハ 

旅
人
の 

心

う
ぬ
ま
の 

渡
な
り
け
り 

と
有
も

此
鵜
沼
に
て
よ
み
し
歌
也 

又

東
南
の
か
た
に
各
務
野
み
ゆ 

是
ハ

青
野 

各
務
野　

加
茂
野
と
て 

い
と

廣
き
野
の
三
所
有
し
故 

國

を
三
野
と
い
ひ
そ
め
し 

其
一
所

な
り 

其
外
伊
吹
山 

養
老
の
山

加
賀
の
白
山 

遠
近
の
山
〳
〵
多
く

見
渡
さ
れ
た
り 

鏡
岩
と
い
ふ
有

天
守
臺
の
北
東
の
山
下
長
良

川
の
南
岸
に
あ
り 

其
外
こ
と

に
深
き
ふ
ち
に
て 

水
の
色
藍
の

こ
と
し 

元
和
元
年
大
坂
御

陣
済
て
の
の
ち

台
徳
公
還
御
の
時 

岐
阜
に

入
ら
せ
ら
れ 

こ
の
渕
に
て
水
れ

む
を
試
給
ふ 

御
勇
猛
思

ひ
や
ら
れ
た
り 

此
金
花
山
に

カ
ゴ
の
木
と
い
ふ
あ
り 

外
に
絶
て
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な
き
木
な
り 

古
神
代
に
か
こ

弓
と
い
ふ
有
ハ 

此
木
も
て
作
れ
り
と

あ
る
人
考
い
へ
り 

珍
ら
し
け
れ
は

根
こ
し
て
家
の
と
に
し
た
り

千
畳
敷
の
跡
な
と
見
つ
ヽ 

又

岐
阜
の
里
に
出
て
機
織
業
を

見
て
よ
ミ
け
る

　

賎
の
女
か 

と
る
手
も
ゆ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

織
出
す

　

あ
き
の
錦
の 

色
に
た
く
へ
て

夫
よ
り
稲
葉
山
に
登
り
ぬ 

こ
の
山
に

桜
の
多
く
有
な
れ
ハ 

春
ハ
花
に

め
て
ヽ 

人
々
む
れ
つ
ヽ
遊
ふ
よ
し
聞
て

　

花
は
い
さ 

い
な
は
の
山
の 

紅
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
に

　

ゆ
う
日
う
つ
ろ
ふ 

秋
の
色
か
も

ま
た
加
島
か
家
に
帰
り
て
や
と
り
ぬ

廿
三
日
巳
の
時
頃 

こ
ヽ
を
立
出
て

西
か
け
所
と
な
つ
け
し
寺
に
行

此
庭
に
百
枝
松
と
い
ふ
あ
り
け
れ
は

　

ふ
る
寺
の 

松
の
百
枝
の 

枝
こ
と
に

　

千
世
を
重
て 

幾
世
へ
ぬ
ら
む

木
材
を
な
り
は
ひ
と
せ
る
者
の

家
に
て
小
休
し
た
る
に 

茶
亭
に

釜
の
湯
の
音 

松
風
に
た
く
え
し

か
は
ゆ
か
し
く
て 

一
碗
を
喫
し
て

長
良
川
を
越 

笹
を
家
の
名
と

せ
る
も
の
ヽ
別
園
に
て 

ひ
る
の
飯

と
ヽ
の
へ
た
り 

此
家
の
高
と
の
に 

文
臺

を
す
え
短
冊
な
と
お
き
ぬ
れ
は

供
し
た
る
も
の
と
も 

お
の
か
し
ヽ
哥

書
た
り 

わ
れ
も
戯
に
よ
ミ
て
お
く
る

　

宵
は
さ
そ 

月
の
こ
か
ね
の 

花
の
山

　

千
世
も
か
は
ら
し 

呉
竹
の
宿

此
む
か
ひ
に
此
家
の
主
の
す
め
る

家
あ
り 

こ
ヽ
に
も
立
よ
り
て
見
る

に 

ま
た
茶
亭
あ
り 

釜
の
湯

も
客
ま
ち
か
ほ
な
り 

此
亭
い
と

こ
け
む
し
て
ひ
な
ひ
た
る
作
り
に
て

い
と
興
あ
り 

ほ
と
な
く
長
良
川
を

越
て
見
れ
は 

此
川
に
て
鵜
遣
ふ

も
の
と
も
鵜
に
餌
飼
す
る
を
見

た
り 
ま
た
其
鵜
に
追
は
る
ヽ

鮎
を
と
る
を
手
い
な
つ
り
と
い
ヽ
て

も
の
し
た
る
を
見
つ
ヽ 

又
賀
嶋
か

家
に
帰
り
て
や
と
り
ぬ 
廿
四
日

寅
の
時
此
や
と
を
立
て
遠
藤

か
家
に
て
い
こ
ひ 

黒
田
村
善
龍

寺
に
立
よ
り 

妙
興
寺
を
過
ぎ
て

佐
分
但
馬
か
家
に
て
昼
の
飯

と
ヽ
の
へ
ぬ 

い
ま
帰
り
路
に
て
思
ふ

に 

ミ
の
ヽ
國
岐
阜
の
あ
た
り
い
か
に

も
ひ
な
ひ
た
る
地
に
て 

何
な

く
さ
む
る
も
あ
る
ま
し
と
お

も
ひ
つ
ヽ
始
て
来
て
見
れ
は

街
の
家
々
つ
き
〳
〵
し
く

い
つ
れ
も
に
き
は
し
た
り 

家
毎

に
茶
亭
な
と
ま
ふ
け
た
り

三
日
あ
ま
り
此
里
に
あ
り
し
に

興
さ
ら
に
尽
す
心
を
の
こ
す

は
か
り
な
り 

申
の
時
過
る
頃 

城

に
帰
り
ぬ 

道
す
か
ら
見
聞
た
る

こ
と
を
書
し
る
し
つ
れ
と
も
ら
し

ぬ
る
こ
と
や
多
あ
り
な
む

　
　

天
保
十
四
年
九
月
下
浣

　
　
　
　
　
　

齊
荘

③（
表
紙
・
題
箋
）

「
知
多
の
枝
折
」

（
本
文
）

十
月
朔
日 

知
多
の
郡
に
ゆ
か
む

と
て
旅
の
よ
そ
ひ
し
て 

夘
の
時

よ
り
そ
出
立
ぬ 

道
す
か
ら
雲
立

て
時
雨
の
あ
め
ふ
り
い
て
ぬ
れ
と

や
か
て
空
は
れ
た
り 

山
崎
か
家

に
て
少
し
く
い
こ
ひ
ぬ 

こ
ヽ
に
茶
亭

あ
り 

文
臺
に
色
紙 

短
冊
を
設

お
き
た
り 

あ
る
し
哥
よ
ミ
て
出

せ
る
其
歌

　

御
恵
の 

露
お
き
初
る 

村
紅
葉

　

け
ふ
よ
り
後
や 

世
を
照
ら
す
ら
む

と
あ
り
け
れ
は 
か
へ
し
よ
み
て
お
く
る

　

初
時
雨 

色
そ
ふ
庭
の 

も
み
ち
は
を

　

か
へ
る
さ
と
ハ
ヽ 
い
か
ヽ
あ
る
ら
む

　
　

ま
た
戯
に

　

山
崎
や 

紅
葉
栄
あ
る

　
　
　

 

時
雨
そ
ら

鳴
海
に
て
ひ
る
の
飯
と
ヽ
の
へ
て

　

松
風
の 

聲
か
と
聞
ハ 

み
る
め
な
き

　

よ
そ
に
鳴
海
の 

浪
の
音
す
る

水
主
か
池
と
い
ふ
所
に
て
小
休
し
て

程
な
く
村
木
村
に
い
た
り
ぬ 

小
嶋
か
家

に
て
ま
た
小
休
し
た
る
に 

茶
亭
あ
り

て
釜
の
湯
の
音
も
客
ま
ち
か
ほ
な
り

床
に
板
硯 

色
紙 

短
冊
あ
り
け
れ

は 

哥
よ
ミ
て
送
る

　

神
無
月 

け
ふ
ハ
時
雨
の 

始
に
て

　

う
す
く
も
こ
く
も 

紅
葉
あ
や
な
す

緒
川
な
る
善
導
寺
に
至
れ
ハ 

は
や

酉
の
時
過
ぬ
と
い
ふ 

此
寺
に
聞
慶

と
て
い
と
老
た
る
僧
の
う
た

よ
み
て
出
せ
り

　

知
多
の
浦 

年
の
よ
る
浪 

よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

そ
へ
て

　

た
ま
の
を
川
に 

ひ
か
ん
君
か
代

　

大
君
の 

き
つ
ヽ
衣
の
浦 

清
く

　

ミ
ち
ひ
く 

波
に
よ
る
か
り
寝
か
も

此
里
は
夘
の
花
の
名
所
な
れ
は

と
て
夏
の
頃
咲
た
る
夘
の
花
を

紙
に
を
し
て
哥
そ
へ
て
出
せ
り

　

ま
つ
思
ひ 

雪
と
つ
も
れ
は 

夏
へ
て
も

　

消
ぬ
を
川
の 

夘
の
花
の
雪

か
く
は
か
り
心
を
つ
く
し
た
る
夘
の
花

の
色
に
め
て
ヽ
返
し
よ
み
て
お
く
る
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消
せ
し
と 

袖
に
つ
ヽ
み
し 

夘
の
花
の

　

ゆ
き
よ
り
深
き 

心
を
そ
し
る

二
日
善
導
寺
を
立
出
ぬ
る
ハ 

夘
の

時
過
る
頃
な
り 
藤
江
村
に
て
小
休
し
て

は
や
く
も
龜
崎
に
い
た
り 

こ
ヽ
に
て

ひ
る
の
飯
と
ヽ
の
へ
た
り 
高
と
の
に

あ
か
り
て
見
渡
せ
ハ 

は
る
か
に
伊
勢
路

の
山
々
く
ま
も
な
く
絵
か
く
こ
と
し

此
浦
に
て
網
を
ひ
か
せ
ぬ
れ
ハ 

鯛

て
ふ
魚
の
十
あ
ま
り
も
か
ヽ
り
ぬ

　

浦
嶌
か 

子
ハ
釣
か
ね
し 

鯛
を
さ
へ

　

け
ふ
ひ
く
網
に 

数
そ
か
ヽ
れ
る

乙
川
に
小
休
し
て
半
田
村
な
る

中
野
か
家
に
や
と
り
ぬ 

あ
る
し

う
た
よ
み
て
出
せ
り

　

住
馴
し 

衣
の
浦
の 

う
ら
人
も

　

か
ひ
あ
る
御
代
に 

逢
そ
嬉
し
き

三
日
中
野
か
家
を
立
て
長
森

に
小
休
し
て 

行
て
の
田
面
に
鶴

の
た
て
り
け
れ
は 

鷹
も
て
あ
わ
せ

つ
る
に
と
り
た
り 

此
鷹
な
む

過
し
年 

本
邸
よ
り
給
り
た
る

館
塒
と
名
を
呼
た
る
鷹
な
れ
は

　

か
く
は
か
り 

恵
も
深
き 

鷹
な
れ
は

　

ち
と
せ
の
鶴
も 

と
り
得
つ
る
か
な

布
土
の
里
に
て
少
し
く
い
こ
ひ
て

河
和
村
水
野
の
家
に
行
て

昼
の
飯
と
ヽ
の
へ
た
り 

棚
に
料
紙

硯 

短
冊
あ
り
け
れ
は 

歌
よ
み
て
お
く
る

　

磯
近
き 

河
和
の
浦
に 

住
田
鶴
の

　

ち
よ
よ
は
ふ
ら
む 

声
の
さ
や
け
さ

此
家
に
て
鷹
あ
つ
か
ふ
も
の

と
も
に
盃
と
ら
せ
た
り 

こ
や
け
ふ

な
ん
鶴
と
り
た
る
祝
い
こ
と
な
り

此
家
を
立
出
て 

岡
坂
山
に
登
り
て

い
こ
ひ
ぬ 

此
山
い
と
高
き
山
に
て

見
渡
し
た
る
海
原
の
か
き
り
に

遠
か
た
の
山
々
に
猶
た
ち
ま
さ
り
て

見
ゆ
る
ハ
富
士
の
芝
山
な
り 

や

か
て
夕
日
の
光
り
に
け
お
さ
れ
て

見
え
す
な
り
け
れ
は

　

す
る
か
な
る 

富
士
の
芝
山 

し
は
ら
く
も

　

見
は
て
ヽ
あ
や
な 

夕
日
う
つ
ろ
ふ

大
井
村
を
過
行
に 

三
ケ
月
の
か
け

ほ
の
め
き
て 
枯
た
つ
る
艸
の
中
に

松
む
し
の
啼
た
る
を
聞
て

　

三
日
月
の 

か
け
は
か
な
く
も 

聲
立
て

　

わ
れ
を
ま
つ
ら
ん 

松
虫
の
な
く

ひ
え
狭
間
て
ふ
所
に
幕
う
ち
て

小
休
し
た
り

　

ひ
え
狭
間 

冬
田
に

　
　

寒
し

　
　
　
　

三
日
の
月

山
路
を
登
り
く
た
り
し
つ
ヽ

い
と
行
安
か
ら
ぬ
道
を
す
き
て

師
崎
に
着
ぬ 

千
賀
の
家
に
て

か
り
枕
む
す
ひ
た
り 

夜
も
す

か
ら
浪
の
音
の
ミ
聞
え
て 

い
を

安
く
寝
ら
れ
さ
り
け
り

　

師
崎
や 

今
宵
ハ
こ
ヽ
に

　
　
　
　
　
　
　
　

 

仮
寝
し
て

　

ま
つ
吹
風
の 

波
ま
く
ら
か
も

四
日
此
家
を
立
出
む
と
お
も
ふ

頃 

す
な
と
り
す
る
も
の
と
も
の

舟
を
漕
出
て
沖
邊
に
て

鯨
て
ふ
魚
を
と
る
さ
ま
を

な
し
て
す
て
に
と
り
得
た
り
と

い
ふ
け
し
き
を
も
な
せ
り 

み
な

白
き
ぬ
の
を
手
こ
と
に
持
て

ぬ
さ
の
如
く
な
ひ
か
し
つ
ヽ 

聲

を
あ
け
て
謡
ふ 

い
か
な
る
う
た

な
る
や 

あ
ま
た
の
舟
人
の
ひ
と
し
く

聲
を
た
つ
れ
は 

さ
た
か
に
ハ

わ
か
ね
と
も 

め
て
た
き
言
葉
を

作
り
て
よ
ろ
こ
ひ
祝
ふ
こ
と

あ
け
に
や
有
ら
ん 

う
た
ひ

終
り
て
皆
々
手
打
た
ヽ
き
て

の
ち 

舟
の
う
ち
に
う
つ
く
ま
り

た
り 

ま
た
外
に
舩
を
出
し
て

鮑
を
と
り
網
を
ひ
き
つ
ヽ

多
く
の
魚
を
と
り
て
出
せ

り 
辰
の
時
過
る
頃 

浦
傳
ひ

し
て
日
和
山
と
名
つ
け
し
山
に

登
り
て
見
れ
は 
海
原
遠
く

か
き
り
も
な
く 
見
渡
さ
れ
て

ち
か
き
は
日
間
賀
嶋 
篠
嶋

龜
嶋 

三
河
の
國
の
山
々

ま
て
く
ま
も
な
し 

鼡
嶋
と

い
ふ
有 

む
か
し
よ
り
鼡
の
ミ

す
む
よ
し 

里
人
の
も
の
か
た

り
ぬ 

は
る
か
に
見
ゆ
る
山
の

か
ひ
よ
り 

い
と
さ
ヽ
や
か
に

富
士
の
山
見
え
た
り 

此

と
こ
ろ
の
眺
望
い
は
ん
か
た

な
く 

筆
に
も
及
ひ
か
た
き
な
か
め
な

り 

須
佐
の
入
江
な
る
波
う
ち
き
は
に

岩
を
根
と
し
て
生
出
た
る
松
を

恵
比
須
ま
つ
と
い
ふ
よ
し
聞
て

　

名
に
聞
し 

岩
く
す
舩
の 

岩
ニ
生
ふ
る

　

ま
つ
を
ひ
る
こ
と 

う
へ
も
呼
け
れ

久
村
内
藤
か
亭
に
て
小
休
し
て

東
端
に
出
ぬ 

前
野
か
家
に
て

ひ
る
の
飯
と
ヽ
の
へ
て
行
程
に 

柿

並
村
に
い
て
ぬ 

こ
ヽ
に
大
坊
と
て

寺
の
名
は
大
御
堂
寺
と
い
へ
り

此
所
長
田
の
庄
司
か
屋
敷
あ

と
な
る
よ
し 

義
朝
を
此
所
に
て

長
田
か
弑
せ
し
由 

其
図
を
わ

か
祖
の
も
の
し
て 

探
幽
の
十
あ

ま
り
八
ツ
に
な
る
頃
か
ヽ
せ
つ
る
よ
し

二
巻
の
掛
絵
と
な
し
て 

此
寺
に

蔵
し
た
り 

門
の
ま
へ
に
血
の
池

と
て
あ
り 

此
池
に
て
義
朝
の

首
を
洗
ひ
し
と
い
ふ 

松
の
林

の
う
ち
に
義
朝
の
塚 

ま
た
信
孝

康
頼 

池
の
禅
尼 

政
清
の
塚
と
も



徳
川
斉
荘
自
筆
歌
紀
行
文

一
一
五

い
と
苔
む
し
て
た
て
り 

あ
な

ひ
の
僧
の
出
て 

も
の
か
た
り
し

た
り 
野
間
の
邊
に
長
田
蟹

と
て 

か
た
ち
人
面
の
こ
と
く
な
る

蟹
い
つ
る
よ
し 
い
ま
は
寒
き

時
な
れ
ハ 

穴
に
深
く
入
り
て
い

つ
る
事
な
し
と
い
へ
り 
上
野
間

大
仙
寺
に
て
い
こ
ひ 

内
海
を

見
て

　

波
あ
ら
き 

う
つ
ミ
の
は
ま
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

塩
風
に

　

や
す
く
も
過
る 

千
舟
も
ヽ
舩

大
谷
な
る
来
王
寺
に
て
い
こ
ひ

は
や
く
も
常
滑
な
る
正
住
院
に

や
と
り
ぬ 

此
里
ハ
陶
器
作
る
も
の
多

く 

常
滑
や
き
と
て
ふ
る
き
世
よ
り

そ
つ
た
へ
来
に
け
る 

此
寺
の
園
に

そ
の
も
ふ
け
し
て
す
え
も
の
作
る

も
の
を
呼
て
つ
く
ら
せ
た
り 

成
岩

の
里
に
住
米
を
な
り
わ
ひ
と
せ

る
も
の
の
母
な
る
よ
し 

い
と
老
て

頭
に
ハ
ゆ
き
を
い
た
ヽ
き
た
る
か
歌

よ
み
て
出
せ
り

　

有
か
た
や 

な
か
ら
へ
し
身
の 

果
報
と
て

　

ゐ
な
か
ら
君
を 

拝
む
嬉
し
さ

　

徳
川
の 

清
き
流
ハ 

こ
の
ま
ヽ
に

　

や
千
世
と
よ
は
ふ 

君
か
齢
を

五
日
辰
の
時
過
る
頃 

此
寺
を
い
て
ヽ

常
滑
や
き
を
も
の
す
る
竈
あ
る

岡
に
登
り
て
見
る
に 

か
す
〳
〵
の

す
え
も
の
洞
の
こ
と
き
か
ま
の
内

に
つ
め
た
り 

此
所
を
立
出
て

大
野
村
平
野
か
家
に
て
昼
の
飯

と
ヽ
の
へ
て 

海
原
を
見
つ
ヽ 

海

は
ま
を
衣
の
浦
と
い
ふ
と
聞
て

　

浪
あ
ら
き 

衣
の
浦
に 

啼
千
鳥

　

か
せ
吹
か
へ
す 

聲
そ
あ
や
な
る

夫
よ
り
北
山
長
浦
に
て
小
休

し
つ
ヽ 

古
見
の
里
成
瀬
か
家
に

て
少
し
く
い
こ
ひ 

行
々
て

横
須
賀
の
里
に
着
ぬ 

村
瀬

か
家
の
前
に
て
万
歳
と
い
ふ

も
の
い
て
ヽ 

千
代
萬
代
と
祝
ひ

つ
ヽ 

つ
ヽ
み
う
ち
な
ら
し
て
う
た

ふ
さ
ま 

い
と
興
あ
り 
村
瀬
か
茶

亭
に
入
り
て
見
れ
は 
二
畳
中

板
に
作
り
な
し
た
り 

床
に
文
臺 

硯

短
冊
を
設
お
き
ぬ
れ
ハ 

哥
よ
み
て

暮
た
り

　

磯
山
や 

田
面
を
さ
し
て 

啼
鶴
の

　

ち
よ
萬
世
の 

横
須
賀
の
里

冬
牡
丹
の
咲
た
る
を
鉢
に
植

て
出
し
け
れ
は
戯
に

　

釜
の
に
え 

尽
す

　
　

こ
ヽ
ろ
や 

深
み
艸

な
と
云
捨
て
い
つ
る
に 

大
教
院

と
い
ふ
古
寺
を
過
ぬ 

此
園
に

木
立
も
の
ふ
り
た
る
松
あ
り

名
を
と
へ
は
琴
ひ
き
松
と
い
ふ

　

名
に
立
し 

松
吹
風
の 

聲
す
み
て

　

こ
ヽ
ろ
ひ
か
る
ヽ 

琴
の
音
そ
す
る

行
て
の
道
よ
り
遠
く
へ
た

た
り
て
ふ
る
塚
の
見
え
た
る
を

人
に
問
へ
は 

業
平
塚
と
い
へ
り

　

猶
匂
ふ 

言
葉
の
花
ハ 

有
は
ら
の

　

ふ
る
つ
か
見
れ
は 

哀
を
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

そ
ふ

六
日
夘
の
時 

此
や
と
を
立
出
て

平
嶋
の
里
に
小
休
し
て
程
な
く

大
高
な
る
山
口
か
家
に
入
り
て

ひ
る
の
飯
と
ヽ
の
へ
て
鳴
海
の
里

を
す
き 

ふ
た
ヽ
ひ
山
崎
か
家

に
至
り
て
い
こ
ひ
ぬ 

茶
亭

に
入
り
て
見
れ
は 

過
る
日
こ
ゝ
に
て

よ
み
て
と
ら
せ
た
る
哥
を 

早
く

も
粧
ひ
し
て
床
に
か
け
た
り

ま
た
あ
る
し
歌
よ
み
て
出
せ
り

　

大
君
の 

大
御
こ
と
は
の 

花
の
香
を

　

ゆ
く
末
ひ
ろ
く 

あ
ふ
き
あ
ふ
か
む

と
有
け
れ
は 

返
よ
み
て
と
ら
せ
た
り

　

う
つ
ろ
は
ぬ 

此
草
の
屋
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

も
み
ち
は
に

　

設
な
し
た
る 

こ
ヽ
ろ
さ
へ
見
ゆ

此
屋
と
を
立
出
て
酉
の
時
過
る

こ
ろ
城
に
帰
り
ぬ 
道
す
か
ら

見
聞
た
る
事
を 
あ
ら
〳
〵
し

く
も
筆
に
ま
か
す
る
に
な
ん

　

天
保
十
四
と
い
ふ
と
し

　
　

神
無
月

　

は
し
め
つ
か
た

　
　
　
　
　
　

齊
荘





Tokugawa Naritakaʼs Waka and Travel Writings
HARA Fumihiko

In 1842 Naritaka (1810-1845), the 12th head of the Owari Tokugawa clan, wrote three 
collections of waka poems and travel writings: the Natsunohi kuninikaeru no ki, the Gifu no 
michishirube and the Chita no shiori. This paper presents a transcription of these texts, 
analyzes their content, and discusses the background of the creation of three handwritten 
manuscripts housed in the Tokugawa Art Museum. Comparing the route described in 
Naritaka’s writings to the Okonando nikki, the Owari domain’s official record, revealed 
discrepancies between the actual itinerary and movements and the contents of Naritaka’s 
writings. As a result, Naritaka’s writings should not be evaluated as an accurate record of 
his journey, but rather as a historical material that is primarily a literary work showing 
Naritaka’s literary knowledge. Furthermore, the Okonando nikki and other historical 
materials have shed light on Naritaka’s movements during his procession to Gifu, his 
inspection of Chita, as well as his procession to Inuyama which took place around the same 
time. Although the formal procedures of the visits and inspections had become rote, 
Naritaka’s writings shed light on the actual implementation of the Owari domain lord’s 
inspection of his domain and the burden placed on the domain’s residents in hosting 
Naritaka. 

As Naritaka’s collection of poems and travelogue had a distinct literary sense, copies were 
semi-offi  cially produced immediately after they were written. The circulation of manuscript 
copies of Naritaka’s works helped increase his recognition as a literary fi gure and documents 
in the Tokugawa Art Museum accompanying the Chita travelogue have shed light on some 
of the circumstances surrounding the production of copies of Naritaka’s manuscript. 



Introduction of Art Object

The Kenchūji Buddha Nirvana Painting
ANDŌ Kaori

The “Buddha Nirvana Painting” owned by Tokkōzan Kenchūji, the Owari Tokugawa 
family’s bodaiji or temple to venerate the deceased members of the clan, is valuable due to 
its connection to the Owari Tokugawa family as well as being an example of early modern 
Buddhist painting with excellent decorative qualities.

The paper of the image itself is 362.8 cm tall and 306.5 cm wide, and the total dimensions 
of the painting and mounting are 416.0 cm tall and 337.7 cm wide, a not insignifi cant size. 
According to three ink inscriptions on the original hanging rod for the painting, the paper 
affi  xed to the back of the painting, and the inside of the storage case lid, the painting was 
commissioned by Kadenokōji, the concubine of the second Owari Tokugawa lord Mitsutomo, 
produced by Senryō, the seventh abbot of Kenchūji Temple, and presented to Kenchūji 
Temple on the 24th day of the 12th month of 1693 (Genroku 6). Moreover, though it was 
damaged in a large-scale fire in 1785 (Tenmei 5), it was repaired as part of the overall 
Kenchūji restoration eff orts by the Owari domain. 

This paper argues that the painting can bet situated within the illustrative genre that 
became mainstream after the Kamakura period, shares design features with the Chōfukuji 
Temple version (from the Song dynasty, China) and the Nezu Museum version (from the 
Nanboku-chō period), and contains elements from various sketches and drawing prototypes 
used for producing these types of paintings. On the other hand, this painting’s composition is 
characterized by the concentric circles created by the congregation and the animals as well 
as the symmetry created by the elephants, lions, and two Vajrayana guardian deities, all of 
which emphasize the Shaka Buddha in the center.

Though the artist based his work on the brushwork and color schemes used in traditional 
Buddhist painting he also combined rich colors and patterns and made extensive use of gold 
and silver paint to create a highly decorative painting.

Introduction of Historical Materials

Introducing the Keikō irai raikan (Letters to Tokugawa Yoshinao) (Part 3)
NAMIKI Masashi

The Keikō irai raikan (Letters to Tokugawa Yoshinao) is a collection of 612 written 
communications, both public and private, that were received by the First Lord of Owari, 
Tokugawa Yoshinao (1600‒1650), during his lifetime and have been handed down in the 
Owari Tokugawa family. The whole collection was stored in a single lidded wooden box, 
presumably made in the Taishō era (1912‒1926). The title of the collection is taken from an 
inscription on the lid of this box. We plan to present an overview of the full collection in 
several parts over the course of the next few issues.

As we mentioned in the last issue, it is projected that some of the yet unexamined 
documents may contain a great deal of new information and it is possible that these 
historical materials may further corroborate historical facts that were previously known 
only through books compiled in later periods. As such, the value of presenting this collection 
in its entirety is believed to be significant. This third installment of the series presents 
reprints of 100 of the letters.



Zhang Cheng). The name Zhang Cheng is generally considered to be the name of a Chinese 
master lacquer carver of the Yuan dynasty. However, there have been no verifi ed works by 
Zhang Cheng that can serve as reliable reference works for comparison, and there has been 
no comprehensive study of works bearing the “Zhang Cheng zao” inscription to date.

Thus, this paper fi rst presents an overview of the design, characteristics of the lacquer 
layers, and nature of the carving of a total of 22 carved lacquer works bearing “Zhang Cheng 
zao” inscriptions in the Tokugawa Art Museum collection. Next, since the name Zhang 
Cheng appears not only on carved lacquer works but also can be found in Chinese and 
Japanese written documents, it examines how Zhang Cheng was described, valued, and 
thought about in those respective documents.

Future work will also compare the inscriptions on carved lacquer works in the collections 
of museums other than the Tokugawa Art Museum, and look at the brushwork of the 
“Zhang Cheng zao” signature as another avenue for further consideration. Although the 
lacquer works with the “Zhang Cheng zao” inscription currently in the Tokugawa Art 
Museum collection represent only a portion of the works originally owned by the Owari 
Tokugawa family during the Edo period, it will be possible to conduct further study of the 
reception of carved lacquer works inscribed with “Zhang Cheng zao” by utilizing record 
books and collection catalogues that document the state of the collection during the Edo 
period.

Re-identifi cation of the Haikadzuki Tenmoku Owned by Insetsu Mentioned in the Yamanoue 
Sōji ki: Merits and Demerits of Provenance and Box Inscriptions

KATŌ Shōhei 
The Yamanoue Sōji ki, a record written by Yamanoue Sōji (1544‒90), a highly respected 
disciple of the tea master Sen no Rikyū, includes a catalogue of famous tea utensils of its 
time that lists three famous haikadzuki “ash-covered” tenmoku bowls. Two of them were 
owned by Toyotomi Hideyoshi, and the remaining one had originally been owned by Insetsu 
(dates unknown), then in Sōji’s time was in the possession of the wealthy Aburaya merchant 
family in Sakai. Insetsu was a master of the generation following Shukō, who is credited as 
the founder of chanoyu tea tradition.

Today, the haikadzuki tenmoku believed to have belonged to the Aburaya family is in the 
collection of the Tokugawa Art Museum. However, it has already been noted that this bowl 
does not fall under the historical or academic classifi cations of haikadzuki tenmoku, and that 
there are discrepancies between its fi gural characteristics and the description of it in tea 
records.

This paper re-examines whether the haikadzuki tenmoku currently owned by the 
Tokugawa Art Museum is in fact the same haikadzuki tenmoku originally owned by Insetsu 
that was documented in the Yamanoue Sōji ki. After reviewing the bowl and its reception 
history in Japan, descriptions in records of famous tea utensils and records of tea gatherings, 
descriptions in the Owari Tokugawa family’s collection redords, and the features of the 
object itself are also examined. The result reveals that another haikadzuki tenmoku in the 
collection of the Tokugawa Art Museum was the actual haikadzuki tenmoku owned by 
Insetsu. Furthermore, it points out that the above misunderstanding spread due to a 
description appearing in the Taishō meiki kan, which was published in 1925.



the earliest undertaken anywhere in Japan under the Home Ministry’s supervision. The 
project’s historical background and signifi cance are also examined.

The origins and evolution of Sugihata, Aomori-machi
KAYABA Masahito

This paper examines the origins and evolution of Sugihata, literally “cryptomeria fi eld,” an 
area in Aomori-machi on the territory of Hirosaki domain in the early modern period. It 
reveals the following.

First, Sugihata originated as a nursery for cryptomeria seedlings. It was set up by 
Engakuji, a temple located in Kuroishi on the territory of Hirosaki domain, with the goal of 
establishing a presence in Aomori-machi. Engakuji initially requested permission just to 
establish a residence in Aomori-machi, but from 1690 it sought permission to establish 
cryptomeria nurseries there as well. It was granted permission to do so in 1693. One of 
these nurseries later came to be called “Sugihata.” Engakuji gradually expanded its 
cryptomeria nurseries in Aomori-machi, eventually founding an independent temple there, 
Anjōji, in 1703. Sugihata was thenceforth administered by Anjōji.

Second, Engakuji’s establishment of cryptomeria nurseries in Aomori-machi was closely 
related to developments in Hirosaki domain’s forestry policies. The depletion of forest 
resources in Hirosaki domain became a serious concern during the Genroku era (1688‒1704). 
Afforestation efforts were therefore undertaken across the domain. Engakuji established 
cryptomeria nurseries in Aomori-machi in response to this development. It planned to supply 
the cryptomeria seedlings grown there to the domain as a source of timber for the domain’s 
future use. It appears to have taken advantage of this to expand its presence.

Finally, Sugihata’s functions changed greatly during the latter half of the early modern 
period. When fi rst established, it had served as a nursery for growing cryptomeria seedlings 
for the domain to use for planting. By the end of the eighteenth century, however, it 
functioned as a windbreak and coastal protection forest. Hirosaki domain embarked on an 
extensive program of forestry reforms in the Kansei era (1789‒1801). From this period, 
forests came to be valued not only as a source of timber but also for their role in conserving 
watersheds essential to farming, providing shelter against winds, and protecting the coast. 
Accordingly, in 1792, the domain authority responsible for administering forests, the 
yamakata, transferred jurisdiction over Sugihata from Anjōji to Aomori-machi because of 
concerns about how it was being administered.

Articles

A Study of Lacquer Works Bearing the Inscription “Zhang Cheng zao” (made by Zhang 
Cheng)

ITATANI Nozomi
This paper examines lacquer vessels known as chōshitsu, or “carved lacquerware,” a modern 
term for a general category of objects decorated in a technique involving coating an object’s 
surface with multiple layers of lacquer into which designs are carved. Specifically, it 
examines works bearing a finely incised signature reading “Zhang Cheng zao” (made by 



First, after migrating to Yakumo, the shizoku settlers routinely engaged in acts motivated 
by a consciousness of their former domain. They paid their respects to the photograph of 
their former feudal lord and built an altar in honor of his deceased predecessor. They were 
surrounded by reminders of their former lord’s benevolence. After paying their respects to 
his photograph, for example, they were supplied with provisions granted by the Tokugawa 
family.

Second, shizoku settlers formed separate communities depending on the year of their 
arrival. Those who had migrated in a particular year lived in a specifi c location and more or 
less conducted themselves as a group. The fi rst cohort to arrive took especial pride in their 
status as pioneers. They were treated differently from other settlers. Their former lord 
Tokugawa Yoshikatsu acknowledged them and granted them gifts. They had a closer 
emotional bond with him.

Third, Tokugawa Yoshikatsu, the family’s seventeenth head, embarked on the settlement 
of Hokkaido to succor the shizoku who were his former retainers and enable them to 
support themselves. But that was not his sole aim. He also endeavored to contribute to the 
nation by helping settle Hokkaido. He was, however, unable to achieve anything more than 
providing a livelihood to the shizoku.

Fourth, Yoshikatsu’s successor Yoshiakira, having been adopted into the Tokugawa family 
in the Meiji period, did not have a strong emotional attachment to the domain’s former 
retainers. His efforts to promote the settlement of Hokkaido were informed by a strong 
sense of the role that the Meiji state expected members of the kazoku peerage to play. In 
attempting to apply what he had learned during his studies abroad to developing the 
territory, he aspired not so much to provide the shizoku with a livelihood as to contribute to 
the nation.

Research Notes

Hinoki plantations in the Kiso Valley in the early Meiji period: On the Shonaegi baisai 
ikken tsuzurikomi of 1876

SHIMIZU Yūzō
This study reconsiders the fi ndings of the author’s paper “A Study of the Oldest Hinoki 

Plantation in the Prefecture” (in Japanese), which appeared in volume 68 (3) of the local 
Nagano journal Shinano, in light of new materials and testimony. Using as its basic source 
Shonaegi baisai ikken tsuzurikomi, a collection of documents on “cultivation of saplings” from 
1876, it raises many questions relating to hinoki plantations in the Kiso Mountains.

The Kiso District Forest Offi  ce identifi es Katsuizaka in the village of Ōkuwa as the oldest 
hinoki plantation in the Kiso Valley and dates it to around 1887. The author, however, 
adducing additional documentary sources, argues on the basis of Shonaegi baisai ikken 
tsuzurikomi that it probably dates to 1875-76.

The Meiji government fi rst envisioned an active program of aff orestation with the issue of 
a set of regulations on state-owned forests in 1871. The program made little progress in the 
next few years, however, as administrative boundaries were redrawn and the system of 
state-owned forests rapidly evolved.

In a report to Home Minister Ōkubo Toshimichi from the governor of Chikuma Prefecture, 
Nagayama Moriteru, the Kiso Mountains are described as “the remotest, most mountainous 
region in Shinano Province.” Nonetheless, the aff orestation project there can be considered 



a glimpse at how the urban structure of the castle town of Nagoya evolved.

Otachiyori and otōrinuke visits by the shogun Ienari
YOSHINARI Kasumi

In the Edo period, a visit to a daimyo house or hawking expedition by the shogun was 
generally referred to as an onari or “progress.” When, however, the eleventh Tokugawa 
shogun Ienari visited other houses, the term otachiyori (“a dropping by”) or otōrinuke (“a 
passing through”) was used instead.

First, cases of Ienari’s visits to other houses are gathered. Every year between the Kansei 
(1789-1801) and Bunka (1804-1818) eras, Ienari made otachiyori visits to two of the three 
junior collateral houses of the Tokugawa family, the Hitotsubashi and the Tayasu. The only 
other visits he made were an otōrinuke to the Toyama lower residence (shimo yashiki) of 
the Owari branch of the Tokugawa family, and an otachiyori to the residence of his eldest 
daughter Hide-hime, who had married into the Owari Tokugawa family. He made visits 
elsewhere during the Bunsei era (1818-1830), but all were to houses into which his daughters 
had married or his sons been adopted. The purpose of these visits was to see his own 
children.

Next, the order of ceremonies of these visits is compared with that of onari visits by the 
eighth shogun Yoshimune during the Kyōhō era (1716-1736). It is found that otachiyori lacked 
two elements: the serving of three formal rounds of drinks (shikisankon), and the exchange 
of swords between the shogun and his host. Otachiyori may thus have diff ered in nature 
from onari. A less formal occasion, it was not intended to signify the bond between lord and 
vassal.

Ienari’s purpose was evidently to visit his own blood relations. His visits, it is conjectured, 
were designed to underscore their status as the shogun’s children rather than his bond with 
the daimyo houses that received him.

Owariʼs former ruling family and retainers and the settling of Yakumo, Hokkaido
FUJITA Hideaki

The kazoku—the modern Japanese nobility—included peers descended from the daimyo 
houses of the Edo period. In recent years, a series of studies has appeared arguing that even 
after the feudal domains were abolished, these daimyo peers continued to exercise a degree 
of infl uence over industry, education, and culture in their former domains. In the context of 
such research, the present paper seeks to examine how a social order rooted in former 
domain ties was constructed on the new frontier of Hokkaido, which had never been part of 
their domains, and aff ected the process of modernization. It focuses on the settlement of the 
Yakumo region of Hokkaido by the Owari branch of the Tokugawa family in the Meiji 
period.

The subject is examined from the viewpoints both of the shizoku (former samurai) who 
had once been vassals of Owari domain and had migrated to the new territory, and of the 
former daimyo family resident in Tokyo. Namely, how did the shizoku settlers perceive their 
former domain and its former ruling family? And how, conversely, did the former ruling 
family—the seventeenth head of the Owari Tokugawa, Tokugawa Yoshikatsu, and the 
eighteenth head, Tokugawa Yoshiakira—view the new territory and the shizoku living 
there? The following facts emerge from this analysis.



The process of developing coastal erosion control forests in Kaga domain
KAYATA Hiroya

This paper examines the process of developing coastal erosion control forests as 
exemplifi ed by Kaga domain. It considers two questions: fi rst, procedures followed within the 
domain for approving forest development projects; and second, the contents of petitions 
submitted by domain residents requesting permission to implement such projects and the 
subsequent course of events.

The fi rst question is examined in Part 1, a case study of a coastal erosion control forest 
planted in the villages of Mukōawagasaki and Motonebu, Kahoku District. The petition for 
the grant of pine seedlings to use for planting the forest, it is observed, passed from the 
tomura (headman of a group of villages) to the kaisaku bugyō (commissioners of agricultural 
development), the sanʼyōba bugyō (commissioners of fi nance), the toshiyori (elders), and fi nally 
the daimyo for approval. It should be noted, however, that the coastal erosion control forest 
examined in Part 1 was near a residence used by the daimyo. Further examples will 
therefore need to be gathered.

The second question is examined in Part 2, a case study of a coastal erosion control forest 
planted in the Togi Sand Dunes in Hakui District. The residents sought fi nancial aid to help 
defray the cost of erecting sand fences and planting the forest. Further, they submitted an 
estimate of the number of pine seedlings required for planting, the laborers’ wages, and the 
size of sand fences to be built. Once the afforestation project began, it appears that, to 
monitor progress, the village offi  cials and tomura submitted an annual plan at the beginning 
of the year, performed regular inspections, and reported expenditures at the end of the year. 
The coastal erosion control forests developed as a result of this process prevented sand from 
blowing away and provided shelter from the wind, leading to growth of vegetation and 
settlement of villagers.

Townsmen districts and house ownership in early modern Nagoya: The case of 
Tachibana-chō Uramachi

MATSUMOTO Hinako
This paper seeks to shed light on certain aspects of townsman society in early modern 

Nagoya. Focusing on the neighborhood of Tachibana-chō Uramachi at the south end of the 
castle town of Nagoya, it examines the exact nature of that district.

Specifi cally, documents written by the chōdai (a type of town offi  cial) of Tachibana-chō 
Uramachi in the collection of the Tokugawa Institute for the History of Forestry are used to 
analyze the district’s populace and house ownership in it.

Tachibana-chō Uramachi was geographically and economically on the edge of town. It was 
the site of a theater, and there were many temples and shrines in the vicinity. It also 
possessed the character of a pleasure quarter. It was inhabited by people who availed 
themselves of its location by making a living operating inns, which also did business as niuri-
jaya (teahouses serving cooked food), and selling food and drink to theatergoers.

Turning next to house ownership in the district, multiple cases are identifi ed of women 
owning a house and lot. The percentage of female ownership increased over time. It is also 
found that land prices in Tachibana-chō Uramachi rose over time. These developments can 
be attributed to the castle town’s expansion in and after the Kyōhō era (1716‒1736) and the 
commodifi cation of housing. The example of Tachibana-chō Uramachi, it is concluded, off ers 



Summaries

Articles

The Interior (oku) of the Honmaru Palace of Edo Castle: A spatial reassessment focusing 
on modifi cations during the reigns of Yoshimune, Ieharu, and Ieyoshi

FUKAI Masaumi
The Interior (oku) of the Honmaru Palace of Edo Castle served as the shogun’s living 

quarters. Unlike the Exterior (omote) section of the palace, which served as a political and 
ritual space, the Interior was modifi ed in each shogun’s reign to suit his personality and the 
political situation.

This paper examines how the layout of the Interior evolved while introducing palace maps 
from the reigns of the eighth Tokugawa shogun Yoshimune, the tenth shogun Ieharu, and 
the twelfth shogun Ieyoshi.

The functions and maintenance of tamenuma reservoirs in early modern Japan: The case 
of Lake Jōnuma in Tatebayashi domain

SAKAMOTO Tatsuhiko
This paper makes two points about Lake Jōnuma on the territory of Tatebayashi domain, 

Jōshū Province (present-day Gunma Prefecture), in the early modern period.
The fi rst point concerns the relationship between the functions performed by the lake and 

its agricultural development. Lake Jōnuma is considered to have been a defensive feature of 
the castle, a waterway, and a reservoir (tamenuma). This paper identifies an additional 
function in view of the fl ood of 1851. At the end of the Edo period, the double sluice gate on 
Lake Jōnuma, which had previously been kept closed except at certain times, was left open 
throughout the year to enable production of lotus root and cultivation of newly reclaimed 
land. Consequently the lake’s level fell, and in years of heavy rainfall, farmland in the village 
of Hanetsuki suff ered fl ooding. This indicates that Lake Jōnuma also served as a retention 
basin. The reduction in water storage capacity resulting from its development heightened 
the risk of fl ooding downstream.

Second, the plants and waterweed gathered in and around Lake Jōnuma at the domain’s 
orders are here reassessed for their resource value. First, clearing plants and waterweed 
was useful in securing a supply of water and conserving the environment. Further, most of 
the villages from which laborers were drafted in the summer appear to have lacked 
adequate grasslands. The vegetation gathered from Lake Jōnuma may therefore have been 
sold or given to them by the domain to use for fertilizer. Vegetation gathered in the autumn 
and winter appears to have been used as construction and manufacturing material. 
Waterweed gathered during those months served as a source of revenue for the domain, 
since it was sold off . The gathering of plants and waterweed thus provided opportunities for 
both ruler and ruled to procure resources.
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